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※ 本書の見かたについて 

  本書は、総務省から2017年８月23日に発出された「会計年度任用職員制度の導入

等に向けた事務処理マニュアル（第１版）」に、ポイントとなる箇所にアンダーラ

インを引き、さらに「自治労の考え方・補足」と主なセクションに対応するＱ＆Ａ

の問番号を付記したものです。また、巻末の〔別紙〕（163ページ）も自治労本部

で作成したものです。 

  「自治労の考え方・補足」は二重線の枠囲みで、Ｑ＆Ａの問番号の付記は＜＞で

括ってあります。 

  マニュアルにそのまま付記しているため、オリジナルのマニュアルとはページが

異なるものになっていることに注意してください。また、マニュアル内の元号表記

も変更しておりません。 

 

 

 

 本冊子は2018年度第１回県本部労働条件担当者会議（2017年９月12日）に配布するため作成した、［自治

労本部作成「総務省『会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル（第１版）』」の解説］

に、それ以降、総務省から示されたマニュアルに係る質疑応答や制度の準備状況等に関する調査票などを追

加の参考資料として加えております。追加参考資料以外は、基本的に変更を加えておりませんので、その

点、ご留意ください。 
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１

１ 改正法の趣旨

地方公務員の臨時・非常勤職員は、総数が平成２８年４月現在で約

６４万人と増加しており、また、教育、子育て等様々な分野で活用さ

れていることから、現状において地方行政の重要な担い手となってい

ます。このような中、臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件を確

保することが求められており、今般の改正を行うものです。

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（以下「改正法」

という。）の内容は、一般職の会計年度任用職員制度を創設し、任用、

服務規律等の整備を図るとともに、特別職非常勤職員及び臨時的任用

職員の任用要件の厳格化を行い、会計年度任用職員制度への必要な移

行を図るものです。併せて、会計年度任用職員については、期末手当

の支給を可能とするものです。

新たに制度化された会計年度任用職員には、改正法による改正後の

地方公務員法（以下「新地方公務員法」という。）上、一般職に適用

される各規定が適用されることから、各地方公共団体においては、こ

れまでの臨時・非常勤職員制度の運用を抜本的に見直す必要がありま

す。

具体的には、服務に関する規定（服務の宣誓、法令等及び上司の職

務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務

に専念する義務、政治的行為の制限、営利企業への従事等の制限（パ

ートタイム勤務の者を除く。）等）が適用され、かつ、懲戒処分等の

対象となることを踏まえ、公務運営の適正確保の観点から適切な運用

が求められます。

また、募集・採用に当たっては、新地方公務員法第１３条の平等取

扱いの原則を踏まえ、年齢や性別にかかわりなく均等な機会を与える

必要があります。

給付に関しては、新地方公務員法第２４条に規定する職務給の原則、

均衡の原則等に基づき、適切に支給することが求められます。

この他、勤務時間及び休暇、健康診断、研修、社会保険及び労働保

険、人事評価等についても適切に取り扱う必要があります。

従来は、制度が不明確であり、各地方公共団体によって任用・勤務

条件等に関する取扱いが区々でありましたが、今般の改正によって統

一的な取扱いが定められ、今後の制度的な基盤を構築することにより、
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２

ようとするものです。

２ 地方公共団体が実施すべき事項

今般の改正により、臨時・非常勤職員を任用する全ての地方公共団

体において、

（１）臨時・非常勤職員の実態の把握

（２）臨時・非常勤職員全体の任用根拠の明確化・適正化

・ 特別職非常勤職員の任用の適正確保

・ 臨時的任用の適正確保

・ 臨時・非常勤の職の再設定

（３）会計年度任用職員制度の整備

・ 任用、勤務条件等の設計

・ 職員団体との協議等

・ 条例、規則等の制定・改正

を実施する必要があります。

そこで、本マニュアルでは、改正法の施行に向けて、各地方公共団

体が留意すべき事項として、

・ （１）については、人事当局において統一的に把握すべき事項、

当該事項に係る調査様式（参考例）等を下記Ⅱ１で示し、

・ （２）については、臨時・非常勤の職の設定に当たっての基本的

な考え方、特別職非常勤職員の任用の適正確保、臨時的任用の適正

確保等を下記Ⅱ２で示し、

・ （３）については、会計年度任用職員制度の設計に当たっての留

意事項（任用、勤務条件等）等を下記Ⅱ３で示すとともに、条例等

の改正の参考例を下記Ⅳで示し、

さらに、下記Ⅱに関する補足的な事項について、下記ⅢにおいてＱ

根拠条文は以下の通りです。（改正後の法律）

会計年度任用職員：地公法第 条の２

特別職非常勤職員の任用要件の厳格化：地公法第３条第３項第３号

臨時的任用職員の任用要件の厳格化：地公法第 条の３

期末手当の支給：自治法第 条の２第５項、第 条第２項

自治労の考え・補足

３

＆Ａで示しています。

地方公共団体の担当者の皆様におかれては、本マニュアルを参考に、

改正法の施行までに遺漏なく準備を進めていただきたいと考えてい

ます。

３ スケジュール（想定）

改正法の施行日である平成３２年４月１日に、各地方公共団体にお

いて会計年度任用職員制度を導入し、その募集活動を平成３１年春頃

に行う場合には、２の「条例、規則等の制定・改正」について、条例

に関しては遅くとも平成３１年の２月（～３月）議会において提案し、

その成立を図ることになります。

その場合には、想定されるスケジュールの例として、平成２９年内

に、臨時・非常勤職員の実態を把握するとともに、会計年度任用職員

の任用や勤務条件等の検討に着手し、職員団体との協議等を経て、平

成３０年度には、これらの任用や勤務条件等を確定することが必要と

なります。

これと並行して、臨時・非常勤職員の実態を踏まえ、特別職非常勤

職員の任用及び臨時的任用の適正確保に向けた検討を行い、会計年度

任用職員制度に移行するなど臨時・非常勤の職の再設定を行う必要が

あります。

また、各地方公共団体において個別に整備している人事・給与シス

テムに改修が必要な場合には、平成２９年度中に平成３０年度当初予

算要求を行い、平成３０年度から改修に着手することも考えられます。

自治体によっては臨時・非常勤職員の人数や任用根拠・任用形態が

把握できていない実態があります。今回の改正を機に組合からも働き

かけを行い、早急な実態の把握を行う必要があります。その際、１ヶ

月ごとに任命権者を変えて任用を行うなど脱法的な運用が明らかに

なった場合には、法施行を待たず直ちに改善を行わせる必要がありま

す。

また、会計年度任用職員制度の整備にあたっては組合が積極的に関

与し、一方的な制度設計が行われないようにする必要があります。

自治労の考え・補足
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４

総務省公務員部としては、上記のようなスケジュールを念頭に、平

成２９年度においては８月下旬の全国人事委員会事務局長会議、全国

人事課長・市町村課長会議をはじめとする各種会議等においてマニュ

アル等の周知を図るほか、地方公共団体からの個別の質問・相談に応

じ、支援を行う予定です。

また、平成３０年度以降、地方公共団体の担当者の皆様から寄せら

れた質問・相談などを受けて、マニュアルの改訂（改訂版の提供）を

行うとともに、地方公共団体において会計年度任用職員の任用や勤務

条件等の取扱いについて検討が進むことを踏まえて、これらの準備状

況や、新たに支給すべき期末手当の所要額の調査（制度改正による影

響額調査）を行い、地方財政措置についても適切に検討を進めていく

予定です。

以上を整理すると、概ね次ページのようなスケジュール（想定）と

なりますが、各地方公共団体の担当者の皆様におかれては、こうした

スケジュールを念頭に、改正法の施行に向けた様々な事務処理を遺漏

なく進めていただきたいと考えています。

なお、総務省公務員部としては、本マニュアルの作成・情報提供を

はじめ、必要な技術的な助言を継続していくほか、各地方公共団体に

おける適正な任用・勤務条件を確保するため、必要があると認めると

きは勧告を行うことも含め、改正法の施行に支障が生じないよう、努

めてまいります。

施行日は 年（平成 年）４月１日です。記載の通り、スケジ

ュールを逆算していくと、今年（ 年・平成 年）の内から実態

把握等に着手していく必要があります。協議・交渉の時間を考えると

施行日まで時間があるようでありません。協議・交渉の時間の確保の

ため余裕を持ったスケジュールとなるよう、当局側に働きかけを行う

必要があります。

任用要件が厳格化される特別職非常勤職員・臨時的任用職員の多く

が会計年度任用職員に移行することが想定されます。臨時・非常勤の

職の再設定を行う際には、一般職非常勤も含め、現行の臨時・非常勤

職員が担っている職が、本来なら常勤の職員が担う職である場合は常

勤の職員を置くように求めていきます。

自治労の考え・補足
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６

１ 臨時・非常勤職員の実態の把握

改正法の施行に向けて、最初に実施すべき事項は、現在、各地方公

共団体において、長の補助機関のみならず、各種委員会・委員の補助

機関、さらには議会事務局も含め、地方公共団体内の全ての機関にお

いて、臨時・非常勤職員がどのような任用根拠・勤務実態で任用され

ているかについて、人事当局が統一的に把握することです。

これまで、臨時・非常勤職員については、任期の定めのない常勤職

員や任期付職員などと異なり、地方公共団体内のそれぞれの機関に対

して、その任用や勤務条件の決定などを委任し、人事当局による統一

的な把握がなされていない地方公共団体があることも想定されます

が、今後は、常勤職員に近い勤務形態になっている臨時・非常勤職員

については、会計年度任用職員制度に移行し、その任用・勤務条件の

統一的な取扱いが求められることになります。

このため、人事当局においては、統一的に実態把握を行い、それに

基づいて、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置

を講じる必要があります（改正法附則第２条第１項）。

人事当局が実態把握を行う際には、以下の点に留意する必要があり

ます。

（１） 臨時・非常勤職員の任期や勤務時間の長短にかかわらず、ま

た、一定の時点のみならず、年度中に在籍する全ての臨時・非常勤

職員について把握する必要があります。

（２） その上で、全ての臨時・非常勤職員を適切な任用根拠に再設

定し直す必要があるため、その任用根拠、職名、職種、職務内容、

任期、勤務時間、給付（報酬・給料、費用弁償・手当（期末手当））、

「空白期間」の有無などの実態も併せて把握する必要があります。

（３） また、各任命権者における、臨時・非常勤職員に関する各種制

度の整備・運用状況（下記参照）に係る現状と会計年度任用職員制

度における今後の対応についても併せて把握する必要があります。

（１）及び（２）について、人事当局による統一的な実態把握を進

めるに当たっての調査要領・様式（参考例）を参考資料１として添付

しますので、積極的に活用ください。なお、今後、（１）から（３）

までの事項について、総務省から調査・報告をお願いすることがあり

Ⅱ 各論

７

ますので、留意ください。

【各種制度の整備・運用状況】

・募集、採用の取扱い

例 勤務条件の明示の内容・方法、応募制限の有無 等

・報酬・給料の取扱い

例 給付水準の考え方 等

・各種手当及び費用弁償の取扱いについて

例 支給する手当・費用弁償 等

・休暇、育児休業の取扱い

例 休暇、育児休業制度の整備状況 等

・健康診断の取扱い

例 一般健康診断の実施状況、対象範囲 等

・研修の取扱い

例 研修の実施状況、常勤職員との取扱いに係る異同 等

・福利厚生施設の利用の取扱い

例 常勤職員との取扱いに係る異同 等

・社会保険及び労働保険の取扱い

例 公務災害補償に関する条例の整備 等

・人事評価の取扱い

例 人事評価の導入状況、人事評価結果の活用範囲 等

・再度任用の取扱い

例 再度任用時の応募制限、給付水準 等

・空白期間の取扱い

例 空白期間の適正化の状況 等

－ 6－



６

１ 臨時・非常勤職員の実態の把握

改正法の施行に向けて、最初に実施すべき事項は、現在、各地方公

共団体において、長の補助機関のみならず、各種委員会・委員の補助

機関、さらには議会事務局も含め、地方公共団体内の全ての機関にお

いて、臨時・非常勤職員がどのような任用根拠・勤務実態で任用され

ているかについて、人事当局が統一的に把握することです。

これまで、臨時・非常勤職員については、任期の定めのない常勤職

員や任期付職員などと異なり、地方公共団体内のそれぞれの機関に対

して、その任用や勤務条件の決定などを委任し、人事当局による統一

的な把握がなされていない地方公共団体があることも想定されます

が、今後は、常勤職員に近い勤務形態になっている臨時・非常勤職員

については、会計年度任用職員制度に移行し、その任用・勤務条件の

統一的な取扱いが求められることになります。

このため、人事当局においては、統一的に実態把握を行い、それに

基づいて、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置

を講じる必要があります（改正法附則第２条第１項）。

人事当局が実態把握を行う際には、以下の点に留意する必要があり

ます。

（１） 臨時・非常勤職員の任期や勤務時間の長短にかかわらず、ま

た、一定の時点のみならず、年度中に在籍する全ての臨時・非常勤

職員について把握する必要があります。

（２） その上で、全ての臨時・非常勤職員を適切な任用根拠に再設

定し直す必要があるため、その任用根拠、職名、職種、職務内容、

任期、勤務時間、給付（報酬・給料、費用弁償・手当（期末手当））、

「空白期間」の有無などの実態も併せて把握する必要があります。

（３） また、各任命権者における、臨時・非常勤職員に関する各種制

度の整備・運用状況（下記参照）に係る現状と会計年度任用職員制

度における今後の対応についても併せて把握する必要があります。

（１）及び（２）について、人事当局による統一的な実態把握を進

めるに当たっての調査要領・様式（参考例）を参考資料１として添付

しますので、積極的に活用ください。なお、今後、（１）から（３）

までの事項について、総務省から調査・報告をお願いすることがあり

Ⅱ 各論

７

ますので、留意ください。

【各種制度の整備・運用状況】

・募集、採用の取扱い

例 勤務条件の明示の内容・方法、応募制限の有無 等

・報酬・給料の取扱い

例 給付水準の考え方 等

・各種手当及び費用弁償の取扱いについて

例 支給する手当・費用弁償 等

・休暇、育児休業の取扱い

例 休暇、育児休業制度の整備状況 等

・健康診断の取扱い

例 一般健康診断の実施状況、対象範囲 等

・研修の取扱い

例 研修の実施状況、常勤職員との取扱いに係る異同 等

・福利厚生施設の利用の取扱い

例 常勤職員との取扱いに係る異同 等

・社会保険及び労働保険の取扱い

例 公務災害補償に関する条例の整備 等

・人事評価の取扱い

例 人事評価の導入状況、人事評価結果の活用範囲 等

・再度任用の取扱い

例 再度任用時の応募制限、給付水準 等

・空白期間の取扱い

例 空白期間の適正化の状況 等

－ 7－



８

２ 臨時・非常勤職員全体の任用根拠の明確化・適正化

（１）任用根拠の明確化・適正化の趣旨・留意事項

① 総論

個々具体の職の設定に当たっては、就けようとする職の職務の

内容、勤務形態等に応じ、「任期の定めのない常勤職員」、「任期

付職員」、「臨時・非常勤職員」のいずれが適当かを検討すること

が必要となります。

その上で、臨時・非常勤の職として設定する場合には、当該職

に就く職員に適用される服務、勤務条件等が任用根拠に従って法

令等で定められることを踏まえ、以下の区分ごとに任用根拠の趣

旨に基づいて行うものとし、かつ、いずれの任用根拠に位置付け

るかを明確にしておくことが必要となります。

ⅰ）会計年度任用職員（新地方公務員法第１７条及び第２２条の

２）

ⅱ）臨時的任用職員（新地方公務員法第２２条の３）

前述した通り、施行日に向けて速やかに調査・把握を実施させる必

要があります。調査は、調査時点で在職している臨時・非常勤職員だ

けでなく、年度内に在職していた（する予定）の職員に対しても行う

必要があります。

常勤職員の勤務実態に近い職であるならば、非常勤の職員ではなく

常勤の職員を置くべきです。そのような職にやむを得ず会計年度任用

職員が任用される場合は、フルタイム（地公法第 条の２第２項）

での任用となるよう求めていきます。また、非常勤の職であっても、

勤務の性質上フルタイムの勤務時間を設定することが困難な職の場

合以外は、原則としてフルタイムの会計年度任用職員での任用を求め

ていきます。

空白期間については現行法の下でも 年通知にある通り、置く

必要はありません。調査によって明らかになった場合には、法施行を

待たずに直ちに改善させる必要があります。

自治労の考え・補足

９

ⅲ）特別職非常勤職員（新地方公務員法第３条第３項）

特に、従来の特別職非常勤職員及び臨時的任用職員については、

対象となる職の要件が厳格化されたことから、会計年度任用職員

制度への必要な移行を進めることにより、臨時・非常勤職員全体

として任用根拠の適正化を図ることが求められます。

その際、以下の事項について、留意ください（これらは、会計

年度任用職員のみならず、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員

についても該当します。）。

② 簡素で効率的な行政体制の実現

各地方公共団体においては、組織として最適と考える任用・勤

務形態の人員構成を実現することにより、厳しい財政状況にあっ

ても、住民のニーズに応える効果的・効率的な行政サービスの提

供を行っていくことが重要です。その際、ＩＣＴの徹底的な活用、

民間委託の推進等による業務改革を進め、簡素で効率的な行政体

制を実現することが求められます。

このため、臨時・非常勤の職の設定に当たっては、現に存在す

る職を漫然と存続するのではなく、それぞれの職の必要性を十分

吟味した上で、適正な人員配置に努めてください。

③ 常勤職員と臨時・非常勤職員との関係

各地方公共団体における公務の運営においては、任期の定めの

ない常勤職員を中心とするという原則を前提とすべきです。

この常勤職員が占める常時勤務を要する職（＝定数条例の対象

となる職）と、非常勤の職については、改正法施行後は、以下の

とおりとなります。
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１０

ア 常時勤務を要する職

以下の（ア）及び（イ）のいずれの要件も満たす職。

（ア）相当の期間任用される職員を就けるべき業務に従事する職であ

ること（従事する業務の性質に関する要件）

（イ）フルタイム勤務とすべき標準的な業務の量がある職であること

（勤務時間に関する要件）

【当該職に就くべき職員】

・任期の定めのない常勤職員

（地方公務員の育児休業等に関する法律（以下「地方公務員育児休

業法」という。）に基づく育児短時間勤務職員を含む。）

・任期付職員

・再任用職員

・臨時的任用職員

イ 非常勤の職

上記ア以外の職。

当該職は「短時間勤務の職」と「会計年度任用の職」がある。

このうち、「会計年度任用の職」は、標準的な業務の量によって「フ

ルタイムの職」と、「パートタイムの職」に分けられる。

【当該職に就くべき職員】

＜短時間勤務の職＞

（ア）の要件を満たし（イ）の要件を満たさないもの

・任期付短時間勤務職員
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・フルタイムの会計年度任用職員

（ア）及び（イ）のいずれの要件も満たさないもの

・パートタイムの会計年度任用職員
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１２

このため、「会計年度任用の職」の職務の内容や責任の程度に

ついては、常勤職員の職と異なる設定とする必要があります。

なお、任用根拠の見直しに伴い、職の中に常勤職員が行うべき

業務に従事する職が存在することが明らかになった場合には、臨

時・非常勤職員ではなく、任期の定めのない常勤職員や任期付職

員の活用について、検討することが必要です。

④ 会計年度任用職員以外の独自の一般職非常勤職員の任用を避

けるべきこと

上記Ⅰ１のとおり、地方公務員の臨時・非常勤職員については、

一般職の非常勤職員制度が不明確な中、制度の趣旨に沿わない任

用が見受けられ、また、勤務条件に関する課題も指摘されている

ところです。このため、その適正化を図る観点から、新地方公務

員法上、一般職の会計年度任用職員を明確に定義し、任用、服務

規律等を定めるとともに、それに伴って、期末手当の支給を可能

としています。

このような改正法の趣旨を踏まえると、一般職として非常勤職

員を任用する場合には、会計年度任用職員として任用することが

適当であり、会計年度任用職員以外の独自の一般職非常勤職員と

して任用することは、適正な任用・勤務条件の確保という改正法

の趣旨に沿わない不適当なもので、避けるべきです。

なお、こうした独自の一般職非常勤職員のうちパートタイム勤

務の者については期末手当の支給対象にならず（改正法による改

正後の地方自治法（以下「新地方自治法」という。）第２０３条

の２第４項）、また、当該一般職非常勤職員のうちフルタイム勤

務の者については給料及び手当の支給対象とならない（新地方自

治法第２０４条第１項及び第２項）といった問題があり、このよ

うな観点からも、会計年度任用職員以外の独自の一般職非常勤職

員の任用は避けなければなりません。

⑤ 会計年度任用職員制度への移行に当たっての考え方

特別職非常勤職員及び臨時的任用職員から会計年度任用職員

制度に移行するに当たっては、上記①から④までの考え方に基づ

く職の設定を踏まえた上で、これまで要綱等により事実上対応し

てきた任用・勤務条件について、任期の定めのない常勤職員との

権衡の観点から改めて整理を行い、条例、規則等への位置付けを

検討することが必要となります。

１３

なお、単に勤務条件の確保等に伴う財政上の制約を理由として、

特別職非常勤職員及び臨時的任用職員から会計年度任用職員制

度への必要な移行について抑制を図ることは、適正な任用・勤務

条件の確保という改正法の趣旨に沿わないものです。
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１４ 

 
 

 

 いずれかの職員が適当かを検討する際に、本来「任期の定めのない

常勤職員」が就くべき職に臨時・非常勤職員が置かれている場合は常

勤職員を置くように求めます。なお、「会計年度任用の職」の職務内

容・職責については、常勤職員の職と異なる設定とする必要があるこ

とから、単純にフルタイムでの勤務が可能だからという理由で、常勤

の職を会計年度任用の職に置き換えることは認められません。そのた

め、もし当局から置き換えの提案があった場合には、常勤の職と職務

内容・職責について何が違うのかを問い質し、それらが変わらないの

であれば、置き換えは認められないことを認識させる必要がありま

す。また、非常勤の職として会計年度任用職員を置く場合には、勤務

実態に応じた勤務時間の設定とし、本来フルタイムの必要がある職で

あるならばフルタイムの会計年度任用職員を置くよう求めます。 

 常時勤務を要する職と非常勤の職の区分は表のようになっていま

す。今回の法改正でフルタイムの非常勤職員（会計年度任用職員）を

設けるに当たり、非常勤でありながら常勤職員と同様の勤務時間を設

定することを法的にも可能とするため、整理を行ったものです。これ

によって、フルタイムの非常勤職員（会計年度任用職員）の任用が明

確に可能となりました。（現行法でもフルタイムの非常勤職員は可能

です）。なお、国家公務員についても同じ考え方となっています。 

 法改正後も職員の任用自体の根拠は地公法第 17 条です。そのため、

一般職非常勤職員について同法第 22 条の２（会計年度任用職員）に

依らない形で任用することは可能です。しかし、自治労は以下の理由

からそのような任用を行うべきではないと考えます。 

 ① 会計年度任用職員ではない一般職非常勤職員は条件付採用期

間が６月であること。 

 ② 勤務時間が常勤職員の４分の３未満の職員について期末手当

が支給出来ないこと。 

 ③ ②を目的として現行４分の３以上である職員を４分の３未満

の勤務時間で任用しようとする自治体が出ることが予想される

こと。 

 ④ 空白期間について会計年度任用職員にあるような法律上の規

定がないこと。 

 ⑤ 引き続き法の想定を超えた脱法的な任用を続けることとなり、

自治体の脱法的な運用の是正や法律の谷間に置かれてきた臨

時・非常勤等職員の任用根拠の整備及び処遇を改善するとしてき

た運動の目的と合致しないこと。 

自治労の考え・補足 

１５

（２）特別職非常勤職員の任用の適正確保

① 特別職非常勤職員として任用すべき職

ア 改正法の趣旨

特別職非常勤職員として任用すべき職については、新地方公

務員法第３条第３項の各号に掲げられているところです。この

うち新地方公務員法第３条第３項第３号に掲げる「臨時又は非

常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらに準ずる者の職」

については、改正法において

ⅰ）専門的な知識経験又は識見を有すること

ⅱ）当該知識経験等に基づき事務を行うこと

ⅲ）事務の種類は、助言、調査、診断又は総務省令で定める事

務であること

の全ての要件に該当する職に限定されたところです。

これにより、当該限定された職以外の職については、新地方

公務員法第３条第３項第３号を根拠に任用することはできな

いこととなります。

これは、本来、改正法による改正前の地方公務員法（以下「旧

地方公務員法」という。）の「守秘義務」、「職務専念義務」、「上

司の職務上の命令に従う義務」などの服務等の規定が適用され

るべき者が、特別職非常勤職員の「嘱託員」等として任用され、

機密保持等の面で問題が生じていたことを踏まえたものです。

したがって、上記ⅰ）からⅲ）までのいずれかに該当せず、

任命権者又はその委任を受けた者の指揮監督下で行われる事

務など、新地方公務員法の定める服務等を課すべき者が従事す

べき事務については、会計年度任用職員が従事すべき事務とし

て整理する必要があります。

また、下記イ及びウにおいて、新地方公務員法第３条第３項

第３号及び第３号の２に該当する職の範囲を具体的に示しま

すので、これに該当しない職については、施行日以後は、会計

財政上の制約を理由として、会計年度任用職員への移行を行わない

ことはもちろん、会計年度任用職員に移行したとしても期末手当以外

の手当支給を避けるために、これまでフルタイムであった職にも関わ

らず短時間勤務の会計年度任用職員として任用されることがないよ

うに取り組む必要があります。
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１６

年度任用職員制度に移行するなど、その職の取扱いについて、

留意ください。

イ 新地方公務員法第３条第３項第３号に該当する職

新地方公務員法第３条第３項第３号に掲げる職については、

上記アのとおり解釈すべきものですが、法令に基づき設置され

ている職種等のうち新地方公務員法第３条第３項第３号に該

当するものについては、事務の種類ごとに以下のとおり整理さ

れます。

該当する事務 該当する者の職種等

ⅰ）助言 ○顧問

○参与

○学校薬剤師（学校保健安全法第２３条）

○学校評議員（学校教育法施行規則第４９条）

ⅱ）調査 ○地方自治法第１００条の２第１項に規定する議

会による議案調査等のための調査を行う者

○統計調査員（統計法第１４条）

○国民健康・栄養調査員（健康増進法第１２条）

○保険審査会専門調査員（介護保険法第１８８条）

○建築物調査員（建築基準法第１２条）

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律第１０３条第１項に基づき調査

を行う者

○介護保険法第１９４条第１項に基づき調査を行

う者

○土地改良法第８条に基づき調査を行う者

○鳥獣被害対策実施隊員（鳥獣による農林水産業等

に係る被害の防止のための特別措置に関する法

律第９条）

ⅲ）診断 ○学校医（学校保健安全法第２３条）

○学校歯科医（学校保健安全法第２３条）

○産業医（労働安全衛生法第１３条）

ⅳ）総務省令で

定める事務

○斡旋員（労働関係調整法第１２条第１項）

上表のとおり、法令に基づき設置されている職種等における
１７

特別職非常勤職員の範囲について限定することとしています。

このため、地方公共団体が独自に設置する職種等に係る特別

職非常勤職員についても、同様に限定的な取扱いとし、適正な

任用・勤務条件の確保という改正法の趣旨に沿ったものとなる

よう、適切に判断いただく必要があります。

ウ 新地方公務員法第３条第３項第３号の２に該当する職

地方自治法第２０３条の２において報酬と費用弁償を支給

すべき対象として規定されている、公職選挙法（以下「公選法」

という。）、最高裁判所裁判官国民審査法（以下「国審法」とい

う。）及び日本国憲法の改正手続に関する法律（以下「憲法改

正手続法」という。）に規定されている下記の者は、旧地方公

務員法第３条第３項第３号の特別職非常勤職員と解されてき

ました。

・投票管理者（公選法第３７条、国審法第１２条、憲法改正

手続法第４８条）

・開票管理者（公選法第６１条、国審法第１９条、憲法改正

手続法第７５条）

・選 挙 長（公選法第７５条）

・投票立会人（公選法第３８条、国審法第１２条、憲法改正

手続法第４９条）

・開票立会人（公選法第６２条、国審法第１９条、憲法改正

手続法第７６条）

・選挙立会人（公選法第７６条）

また、地方自治法に列挙されている者以外にも、下記のとお

り、選挙、国民審査及び国民投票に関する事務に従事する者が

現行法令上存在しており、これらについても旧地方公務員法第

３条第３項第３号の特別職非常勤職員と解されてきたところ

です。

・選挙分会長（公選法第７５条第２項）

・審査分会長（国審法第２７条第２項）

・審査分会立会人（国審法第２７条第４項）

・国民投票分会長（憲法改正手続法第８９条第１項）

・国民投票分会立会人（憲法改正手続法第９０条）
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１６

年度任用職員制度に移行するなど、その職の取扱いについて、

留意ください。

イ 新地方公務員法第３条第３項第３号に該当する職

新地方公務員法第３条第３項第３号に掲げる職については、

上記アのとおり解釈すべきものですが、法令に基づき設置され

ている職種等のうち新地方公務員法第３条第３項第３号に該

当するものについては、事務の種類ごとに以下のとおり整理さ

れます。

該当する事務 該当する者の職種等

ⅰ）助言 ○顧問

○参与

○学校薬剤師（学校保健安全法第２３条）

○学校評議員（学校教育法施行規則第４９条）

ⅱ）調査 ○地方自治法第１００条の２第１項に規定する議

会による議案調査等のための調査を行う者

○統計調査員（統計法第１４条）

○国民健康・栄養調査員（健康増進法第１２条）

○保険審査会専門調査員（介護保険法第１８８条）

○建築物調査員（建築基準法第１２条）

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律第１０３条第１項に基づき調査

を行う者

○介護保険法第１９４条第１項に基づき調査を行

う者

○土地改良法第８条に基づき調査を行う者

○鳥獣被害対策実施隊員（鳥獣による農林水産業等

に係る被害の防止のための特別措置に関する法

律第９条）

ⅲ）診断 ○学校医（学校保健安全法第２３条）

○学校歯科医（学校保健安全法第２３条）

○産業医（労働安全衛生法第１３条）

ⅳ）総務省令で

定める事務

○斡旋員（労働関係調整法第１２条第１項）

上表のとおり、法令に基づき設置されている職種等における
１７

特別職非常勤職員の範囲について限定することとしています。

このため、地方公共団体が独自に設置する職種等に係る特別

職非常勤職員についても、同様に限定的な取扱いとし、適正な

任用・勤務条件の確保という改正法の趣旨に沿ったものとなる

よう、適切に判断いただく必要があります。

ウ 新地方公務員法第３条第３項第３号の２に該当する職

地方自治法第２０３条の２において報酬と費用弁償を支給

すべき対象として規定されている、公職選挙法（以下「公選法」

という。）、最高裁判所裁判官国民審査法（以下「国審法」とい

う。）及び日本国憲法の改正手続に関する法律（以下「憲法改

正手続法」という。）に規定されている下記の者は、旧地方公

務員法第３条第３項第３号の特別職非常勤職員と解されてき

ました。

・投票管理者（公選法第３７条、国審法第１２条、憲法改正

手続法第４８条）

・開票管理者（公選法第６１条、国審法第１９条、憲法改正

手続法第７５条）

・選 挙 長（公選法第７５条）

・投票立会人（公選法第３８条、国審法第１２条、憲法改正

手続法第４９条）

・開票立会人（公選法第６２条、国審法第１９条、憲法改正

手続法第７６条）

・選挙立会人（公選法第７６条）

また、地方自治法に列挙されている者以外にも、下記のとお

り、選挙、国民審査及び国民投票に関する事務に従事する者が

現行法令上存在しており、これらについても旧地方公務員法第

３条第３項第３号の特別職非常勤職員と解されてきたところ

です。

・選挙分会長（公選法第７５条第２項）

・審査分会長（国審法第２７条第２項）

・審査分会立会人（国審法第２７条第４項）

・国民投票分会長（憲法改正手続法第８９条第１項）

・国民投票分会立会人（憲法改正手続法第９０条）
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１８

改正法においては、選挙等に関する事務を行うこれらの者を、

その職権行使の独立性の高さなどの特殊性を踏まえ、新地方公

務員法第３条第３項第３号の特別職非常勤職員とは別の類型

として整理し、明確化したものです。

さらに、総務省令で定める者の職としては、

・公職選挙法施行令（以下「公選令」という。）第５６条第

３項（公選令第５７条第３項において準用する場合を含

む。）の規定により不在者投票管理者である市区町村選挙

管理委員会の委員長が立ち会わせることとした不在者投

票立会人の職

・公選法第４９条第９項及び憲法改正手続法第６１条第９項

に規定する市区町村選挙管理委員会が選定した者（いわゆ

る「外部立会人」）のうち、市区町村選挙管理委員会が任

命するものの職

を規定することとしています。

② 特別職から一般職へ移行する職

改正法により、特別職非常勤職員の職として存置すべき職（職

種）が上記①のとおり整理されることを踏まえ、例えば、事務補

助職員や学校の講師、保育所保育士、給食調理員、図書館職員、

勤務医、看護師、清掃作業員、消費生活相談員などが特別職非常

勤職員の職として設定されている場合には、上記①の考え方を踏

まえ、会計年度任用職員制度に移行することとなります。

このほか、特別職から一般職に移行するものとしては、以下の

ようなものがありますので、留意ください。

【教育委員会関係（主なもの）】

・外国語指導助手（ＡＬＴ）

・医療的ケアのために置かれる看護師、言語聴覚士、作業療法

士、理学療法士、就労支援コーディネーター及び特別支援教育

支援員等の特別支援教育関係の外部人材

・部活動指導員

・公民館長及び公民館職員（非常勤のもの）

・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー

【警察本部関係（主なもの）】

１９

・警察安全相談員

・交番相談員

・スクールサポーター

・少年補導職員

・被害回復アドバイザー

・社会復帰アドバイザー

・生活相談員

＜Ｑ＆Ａ【特別職】問２－１～２－８を参照してください＞

（３）臨時的任用の適正確保

① 改正法の趣旨

新地方公務員法第２２条の３第１項又は第４項に基づく臨時

的任用は、下記のいずれかの場合に該当し、かつ、新地方公務員

法第１７条に基づき正規の任用の手続を経るいとまがないとき

に、公務の円滑な運営に支障を来すことがないよう、特例として

認められるものです。

ⅰ）緊急の場合

特別職非常勤職員については記載の通りの扱いとなります。現行、

一般職の職員と同様の業務を行っている特別職非常勤の職員につい

てはほとんどが特別職には該当せずに、一般職へと移行することにな

ります。

一般職となった場合には地公法が適用され、労働組合についても労

組法上の労働組合から地公法上の職員団体となります。協約締結権及

び争議権は制約されることになりますが、その場合であっても給食調

理員などの現業職については労働組合を結成又は加入すれば、引き続

き協約締結権を有することとなります。また、現業職以外の職員が職

員団体を結成又は加入した場合、あるいは現業職であっても職員団体

を結成又は加入した場合はこれまで結んできた労働協約は労働協約

そのもとしては引き継ぐことはできませんが、協約の内容・趣旨につ

いてはその内容にもよりますが、一般職へ移行後の勤務条件に引き継

ぐことは可能です。

自治労の考え・補足
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１８

改正法においては、選挙等に関する事務を行うこれらの者を、

その職権行使の独立性の高さなどの特殊性を踏まえ、新地方公

務員法第３条第３項第３号の特別職非常勤職員とは別の類型

として整理し、明確化したものです。

さらに、総務省令で定める者の職としては、

・公職選挙法施行令（以下「公選令」という。）第５６条第

３項（公選令第５７条第３項において準用する場合を含

む。）の規定により不在者投票管理者である市区町村選挙

管理委員会の委員長が立ち会わせることとした不在者投

票立会人の職

・公選法第４９条第９項及び憲法改正手続法第６１条第９項

に規定する市区町村選挙管理委員会が選定した者（いわゆ

る「外部立会人」）のうち、市区町村選挙管理委員会が任

命するものの職

を規定することとしています。

② 特別職から一般職へ移行する職

改正法により、特別職非常勤職員の職として存置すべき職（職

種）が上記①のとおり整理されることを踏まえ、例えば、事務補

助職員や学校の講師、保育所保育士、給食調理員、図書館職員、

勤務医、看護師、清掃作業員、消費生活相談員などが特別職非常

勤職員の職として設定されている場合には、上記①の考え方を踏

まえ、会計年度任用職員制度に移行することとなります。

このほか、特別職から一般職に移行するものとしては、以下の

ようなものがありますので、留意ください。

【教育委員会関係（主なもの）】

・外国語指導助手（ＡＬＴ）

・医療的ケアのために置かれる看護師、言語聴覚士、作業療法

士、理学療法士、就労支援コーディネーター及び特別支援教育

支援員等の特別支援教育関係の外部人材

・部活動指導員

・公民館長及び公民館職員（非常勤のもの）

・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー

【警察本部関係（主なもの）】

１９

・警察安全相談員

・交番相談員

・スクールサポーター

・少年補導職員

・被害回復アドバイザー

・社会復帰アドバイザー

・生活相談員

＜Ｑ＆Ａ【特別職】問２－１～２－８を参照してください＞

（３）臨時的任用の適正確保

① 改正法の趣旨

新地方公務員法第２２条の３第１項又は第４項に基づく臨時

的任用は、下記のいずれかの場合に該当し、かつ、新地方公務員

法第１７条に基づき正規の任用の手続を経るいとまがないとき

に、公務の円滑な運営に支障を来すことがないよう、特例として

認められるものです。

ⅰ）緊急の場合

特別職非常勤職員については記載の通りの扱いとなります。現行、

一般職の職員と同様の業務を行っている特別職非常勤の職員につい

てはほとんどが特別職には該当せずに、一般職へと移行することにな

ります。

一般職となった場合には地公法が適用され、労働組合についても労

組法上の労働組合から地公法上の職員団体となります。協約締結権及

び争議権は制約されることになりますが、その場合であっても給食調

理員などの現業職については労働組合を結成又は加入すれば、引き続

き協約締結権を有することとなります。また、現業職以外の職員が職

員団体を結成又は加入した場合、あるいは現業職であっても職員団体

を結成又は加入した場合はこれまで結んできた労働協約は労働協約

そのもとしては引き継ぐことはできませんが、協約の内容・趣旨につ

いてはその内容にもよりますが、一般職へ移行後の勤務条件に引き継

ぐことは可能です。

自治労の考え・補足
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２０

（例）災害発生時に正規の職員を補充するまでとりあえず要員を

充足する必要がある場合

ⅱ）臨時の職に関する場合

（例）臨時的任用を行う日から１年以内に廃止されることが予想

される職に関する場合

ⅲ）採用候補者名簿や昇任候補者名簿がない場合

（例）人事委員会等を置く地方公共団体においてその職に関する

名簿がない場合であり、競争試験が行われなかった場合、名

簿は作成されたが名簿登載者が全て任用された場合、残りの

候補者全てが採用を辞退した場合

臨時的任用は新地方公務員法第１５条の２第１項第１号に規

定する「採用」の定義から除外されており、法律上は、任用に当

たって競争試験又は選考による厳格な能力実証を求められない

ものとなっています。

そのため、もし仮に臨時的任用が濫用されるようなことがあれ

ば、新地方公務員法に定める成績主義の原則を乱し、任用制度の

適正な運用を阻害するおそれが大きいので、法律上、臨時的任用

を行い得る場合やその方法、期間等について、厳格な制限が設け

られているところです。一方で、臨時的任用職員は、緊急の場合

等に限って任用されるものであること等から、地方公務員育児休

業法について適用除外となっていることにも留意が必要です。

こうしたことから、改正法においては、国家公務員の取扱いを

踏まえ、「常時勤務を要する職に欠員を生じた場合」に該当する

ことを新たに要件に加え、常勤職員の任用を予定し得る地位に現

に具体的な者が充当されていない場合に限定しています。

したがって、臨時的任用職員については、フルタイムで任用さ

れ、常勤職員が行うべき業務に従事するとともに、給料、旅費及

び手当が支給されることとなります。また、給料等の水準につい

ては、常勤の職員の給料と同様に、新地方公務員法第２４条に規

定する職務給の原則等の趣旨を踏まえ、職務の内容と責任に応じ

て適切に決定することが必要です。一方、「非常勤の職」に欠員

を生じた場合には任用することができないため、「常勤職員が行

うべき業務以外の業務に従事する職」又は「パートタイムの職」

への任用は認められません。

② 経過措置等

新地方公務員法第２２条の３第１項又は第４項に基づく臨時

２１

的任用については、従前の要件に加え、「常時勤務を要する職に

欠員を生じた場合」に該当することを要件に追加し、その運用を

厳格化したことに伴い、臨時的任用の任期が改正法の施行日をま

たがる場合に対応した経過措置（改正法附則第３条）を置いてい

ます。この経過措置の対象はあくまでも改正法施行後も適法であ

る「常時勤務を要する職に欠員を生じた場合」のみに限定されて

おり、非常勤の職に係る臨時的任用については対象外となってい

ますので、施行日前に行われた非常勤の職に係る臨時的任用につ

いては、施行日の前日までを終期として設定することが必要とな

ります。

また、構造改革特別区域法においては、人材確保の観点などか

ら、臨時的任用職員の任用・更新について特例（最長３年以内）

が設けられていますが、成績主義の例外である臨時的任用の本来

の趣旨及び改正法による臨時的任用の適正の確保の趣旨等を踏

まえ、臨時的任用職員を就けようとする職の職務の内容や責任の

程度、任期等に応じ、任期付職員又は会計年度任用職員を選択す

べきです。

③ いわゆる「空白期間」の適正化

臨時的任用職員の任期の設定については、基本的には、各地方

公共団体において適切に判断されるべきものです。

しかしながら、退職手当や社会保険料等を負担しないようにす

るため、再度の任用の際、新たな任期と前の任期との間に一定の

期間（いわゆる「空白期間」）を設けることは適切ではありませ

ん。また、任用されていない者を事実上業務に従事させる場合、

公務上重大な問題を生じるおそれがあります。

会計年度任用職員については、下記３（１）⑤イにあるとおり、

任命権者が任期を定める際に「職務の遂行に必要かつ十分な任期

を定めるもの」とする配慮義務に係る規定を設けたところであり、

不適切な「空白期間」の是正を図ることとしたものです（新地方

公務員法第２２条の２第６項）。

臨時的任用職員のいわゆる「空白期間」の取扱いについては、

会計年度任用職員と考え方は同様であり、不適切な「空白期間」

の是正を図る必要があります。

＜Ｑ＆Ａ【臨時的任用】問３－１～３－５を参照してください＞
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（例）災害発生時に正規の職員を補充するまでとりあえず要員を

充足する必要がある場合

ⅱ）臨時の職に関する場合

（例）臨時的任用を行う日から１年以内に廃止されることが予想

される職に関する場合

ⅲ）採用候補者名簿や昇任候補者名簿がない場合

（例）人事委員会等を置く地方公共団体においてその職に関する

名簿がない場合であり、競争試験が行われなかった場合、名

簿は作成されたが名簿登載者が全て任用された場合、残りの

候補者全てが採用を辞退した場合

臨時的任用は新地方公務員法第１５条の２第１項第１号に規

定する「採用」の定義から除外されており、法律上は、任用に当

たって競争試験又は選考による厳格な能力実証を求められない

ものとなっています。

そのため、もし仮に臨時的任用が濫用されるようなことがあれ

ば、新地方公務員法に定める成績主義の原則を乱し、任用制度の

適正な運用を阻害するおそれが大きいので、法律上、臨時的任用

を行い得る場合やその方法、期間等について、厳格な制限が設け

られているところです。一方で、臨時的任用職員は、緊急の場合

等に限って任用されるものであること等から、地方公務員育児休

業法について適用除外となっていることにも留意が必要です。

こうしたことから、改正法においては、国家公務員の取扱いを

踏まえ、「常時勤務を要する職に欠員を生じた場合」に該当する

ことを新たに要件に加え、常勤職員の任用を予定し得る地位に現

に具体的な者が充当されていない場合に限定しています。

したがって、臨時的任用職員については、フルタイムで任用さ

れ、常勤職員が行うべき業務に従事するとともに、給料、旅費及

び手当が支給されることとなります。また、給料等の水準につい

ては、常勤の職員の給料と同様に、新地方公務員法第２４条に規

定する職務給の原則等の趣旨を踏まえ、職務の内容と責任に応じ

て適切に決定することが必要です。一方、「非常勤の職」に欠員

を生じた場合には任用することができないため、「常勤職員が行

うべき業務以外の業務に従事する職」又は「パートタイムの職」

への任用は認められません。

② 経過措置等

新地方公務員法第２２条の３第１項又は第４項に基づく臨時

２１

的任用については、従前の要件に加え、「常時勤務を要する職に

欠員を生じた場合」に該当することを要件に追加し、その運用を

厳格化したことに伴い、臨時的任用の任期が改正法の施行日をま

たがる場合に対応した経過措置（改正法附則第３条）を置いてい

ます。この経過措置の対象はあくまでも改正法施行後も適法であ

る「常時勤務を要する職に欠員を生じた場合」のみに限定されて

おり、非常勤の職に係る臨時的任用については対象外となってい

ますので、施行日前に行われた非常勤の職に係る臨時的任用につ

いては、施行日の前日までを終期として設定することが必要とな

ります。

また、構造改革特別区域法においては、人材確保の観点などか

ら、臨時的任用職員の任用・更新について特例（最長３年以内）

が設けられていますが、成績主義の例外である臨時的任用の本来

の趣旨及び改正法による臨時的任用の適正の確保の趣旨等を踏

まえ、臨時的任用職員を就けようとする職の職務の内容や責任の

程度、任期等に応じ、任期付職員又は会計年度任用職員を選択す

べきです。

③ いわゆる「空白期間」の適正化

臨時的任用職員の任期の設定については、基本的には、各地方

公共団体において適切に判断されるべきものです。

しかしながら、退職手当や社会保険料等を負担しないようにす

るため、再度の任用の際、新たな任期と前の任期との間に一定の

期間（いわゆる「空白期間」）を設けることは適切ではありませ

ん。また、任用されていない者を事実上業務に従事させる場合、

公務上重大な問題を生じるおそれがあります。

会計年度任用職員については、下記３（１）⑤イにあるとおり、

任命権者が任期を定める際に「職務の遂行に必要かつ十分な任期

を定めるもの」とする配慮義務に係る規定を設けたところであり、

不適切な「空白期間」の是正を図ることとしたものです（新地方

公務員法第２２条の２第６項）。

臨時的任用職員のいわゆる「空白期間」の取扱いについては、

会計年度任用職員と考え方は同様であり、不適切な「空白期間」

の是正を図る必要があります。

＜Ｑ＆Ａ【臨時的任用】問３－１～３－５を参照してください＞
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３ 会計年度任用職員制度の整備

（１）会計年度任用職員制度の設計に当たっての留意事項

以下、①任用等（募集・採用、任用）、②服務及び懲戒、③勤務

条件等、④人事評価、⑤再度の任用、⑥人事行政の運営等の状況の

公表、⑦制度の周知について、留意事項を示します。

① 任用等

ア 募集・採用

各地方公共団体においては、採用に当たって、できる限り広

く募集を行うなど適切な募集を行った上で、客観的な能力の実

証を行う必要があります。

会計年度任用職員の採用の方法については、その従事する業

務の性質などを踏まえ、競争試験によることを原則とする任期

の定めのない常勤職員とは異なり、競争試験又は選考により採

用する特例を設けたところです（新地方公務員法第２２条の２

第１項）。

したがって、競争試験によらず、選考によることとし、その

方法として面接や書類選考等による適宜の能力実証の方法に

よることができます。

また、会計年度任用職員の募集及び採用に当たっては、以下

の関係法令に留意ください。

（ア）勤務条件の明示

労働者の募集を行う者は、その募集に当たって、労働者が

臨時的任用についても記載の通り任用の要件が厳格化されました。

「常時勤務を要する職に欠員を生じた場合」と定められたことから、

短時間勤務での臨時職員の任用は出来なくなりました。要件に該当し

ない臨時職員については会計年度任用職員等に移行することになり

ます。

臨時職員の空白期間については、 年通知の考え方を引き継いで

いるため、置く必要はありません。

自治労の考え・補足

２３

従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件

を明示しなければならないとされています（職業安定法第５

条の３）。

この場合において、

・ 労働契約の期間に関する事項

・ 就業の場所、従事すべき業務の内容に関する事項

・ 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、

休憩時間、休日に関する事項

・ 賃金の額に関する事項

・ 健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用

保険の適用に関する事項

については、書面の交付又は電子メールにより行わなければ

ならないことが規定されています。

上記の規定を踏まえ、会計年度任用職員の募集の際には、

勤務条件の明示が的確に行われているか、書面で示すべき事

項を書面で示しているか、留意ください。

特に任期については、後述の任期に関する考え方も踏まえ、

任期終了後の再度の任用の可能性について明示する場合で

あっても、手続なく「更新」がなされたり、長期にわたって

継続して勤務できたりするといった誤解を招かないよう、明

確に説明することが必要です。

また、服務に関する規定（服務の宣誓、法令等及び上司の

職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る

義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、営利企業へ

の従事等の制限（パートタイム勤務の者を除く。）等）が適

用され、かつ、懲戒処分等の対象となることについてもあら

かじめ説明することが必要です。

（イ）均等な機会の付与及び客観的な能力の実証

新地方公務員法第１３条においては、全て国民は平等に取

り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分等

によって差別されてはならないとされています。

これに関連して、雇用対策法においては、事業主は、労働

者の募集及び採用について、年齢にかかわりなく均等な機会

を与えなければならないこととされており、期間の定めのあ

る労働契約に関する募集及び採用に当たっては、年齢制限を

設けることはできないこととされています（雇用対策法第１

－ 22 －



２２

３ 会計年度任用職員制度の整備

（１）会計年度任用職員制度の設計に当たっての留意事項

以下、①任用等（募集・採用、任用）、②服務及び懲戒、③勤務

条件等、④人事評価、⑤再度の任用、⑥人事行政の運営等の状況の

公表、⑦制度の周知について、留意事項を示します。

① 任用等

ア 募集・採用

各地方公共団体においては、採用に当たって、できる限り広

く募集を行うなど適切な募集を行った上で、客観的な能力の実

証を行う必要があります。

会計年度任用職員の採用の方法については、その従事する業

務の性質などを踏まえ、競争試験によることを原則とする任期

の定めのない常勤職員とは異なり、競争試験又は選考により採

用する特例を設けたところです（新地方公務員法第２２条の２

第１項）。

したがって、競争試験によらず、選考によることとし、その

方法として面接や書類選考等による適宜の能力実証の方法に

よることができます。

また、会計年度任用職員の募集及び採用に当たっては、以下

の関係法令に留意ください。

（ア）勤務条件の明示

労働者の募集を行う者は、その募集に当たって、労働者が

臨時的任用についても記載の通り任用の要件が厳格化されました。

「常時勤務を要する職に欠員を生じた場合」と定められたことから、

短時間勤務での臨時職員の任用は出来なくなりました。要件に該当し

ない臨時職員については会計年度任用職員等に移行することになり

ます。

臨時職員の空白期間については、 年通知の考え方を引き継いで

いるため、置く必要はありません。

自治労の考え・補足

２３

従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件

を明示しなければならないとされています（職業安定法第５

条の３）。

この場合において、

・ 労働契約の期間に関する事項

・ 就業の場所、従事すべき業務の内容に関する事項

・ 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、

休憩時間、休日に関する事項

・ 賃金の額に関する事項

・ 健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用

保険の適用に関する事項

については、書面の交付又は電子メールにより行わなければ

ならないことが規定されています。

上記の規定を踏まえ、会計年度任用職員の募集の際には、

勤務条件の明示が的確に行われているか、書面で示すべき事

項を書面で示しているか、留意ください。

特に任期については、後述の任期に関する考え方も踏まえ、

任期終了後の再度の任用の可能性について明示する場合で

あっても、手続なく「更新」がなされたり、長期にわたって

継続して勤務できたりするといった誤解を招かないよう、明

確に説明することが必要です。

また、服務に関する規定（服務の宣誓、法令等及び上司の

職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る

義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、営利企業へ

の従事等の制限（パートタイム勤務の者を除く。）等）が適

用され、かつ、懲戒処分等の対象となることについてもあら

かじめ説明することが必要です。

（イ）均等な機会の付与及び客観的な能力の実証

新地方公務員法第１３条においては、全て国民は平等に取

り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分等

によって差別されてはならないとされています。

これに関連して、雇用対策法においては、事業主は、労働

者の募集及び採用について、年齢にかかわりなく均等な機会

を与えなければならないこととされており、期間の定めのあ

る労働契約に関する募集及び採用に当たっては、年齢制限を

設けることはできないこととされています（雇用対策法第１
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０条）。また、雇用の分野における男女の均等な機会及び待

遇の確保等に関する法律（以下「男女雇用機会均等法」とい

う。）においては、事業主は、労働者の募集及び採用につい

て、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければなら

ないこととされています（男女雇用機会均等法第５条）。

これらの規定自体は地方公務員については適用除外とさ

れていますが、会計年度任用職員の募集・採用に当たっては、

新地方公務員法第１３条の平等取扱いの原則を踏まえ、年齢

や性別にかかわりなく均等な機会を与える必要があります。

イ 任用

（ア）名称

会計年度任用職員の募集や任用に当たっては、当該職員の

服務、勤務条件の内容等を明らかにするため、会計年度任用

職員としての任用であることを明示しなければなりません。

一方、実際の募集に際して、個々具体の会計年度任用の職

についてどのような呼称を用いるかについては、各地方公共

団体で適切に判断されるべきものです。

（イ）勤務条件の明示

労働基準法第１５条により、使用者は、労働契約の締結に

際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明

示しなければならないとされています。

この場合において、

・ 労働契約の期間に関する事項

・ 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関す

る事項

・ 就業の場所、従事すべき業務に関する事項

・ 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、

休憩時間、休日、休暇等に関する事項

・ 賃金（退職手当及び臨時に支払われる賃金、賞与その他

これらに準ずる賃金を除く。）の決定、計算及び支払の方

法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項

・ 退職に関する事項（解雇の事由を含む。）

については、書面の交付により行わなければならないことと

されています。

この規定については、地方公共団体に対しても適用されて

２５

います。このため、会計年度任用職員の任用手続の際には、

上記の規定を踏まえ、勤務条件の明示が的確に行われている

か、書面で示すべき事項を書面で示しているか、留意くださ

い。

また、服務に関する規定（服務の宣誓、法令等及び上司の

職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る

義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、営利企業へ

の従事等の制限（パートタイム勤務の者を除く。）等）が適

用され、かつ、懲戒処分等の対象となることについても採用

の段階で明確に示すことが必要です。

（ウ）任期

ⅰ）会計年度任用職員の任期については、その採用の日から

同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で、任命

権者が定めるものとなります。

この際、従来の取扱いと同様、非常勤の職と同一の職務

内容の職が翌年度設置される場合、同一の者が、平等取扱

いの原則や成績主義の下、客観的な能力の実証を経て再度

任用されることはあり得るものです。

ⅱ）具体的な任期の設定に当たっては、下記⑤イにおいても

後述しますが、任用されていない者が事実上業務に従事す

ることのないよう、あくまで職員に従事させようとする業

務の遂行に必要な期間を考慮して適切に定めなければな

りません。

ⅲ）任期の明示については、上記①イ（イ）のとおり任用の

際に書面で示すことが必要ですが、その際、上記①ア（ア）

と同様、手続なく「更新」がなされたり、長期にわたって

継続して勤務できたりするといった誤解を招かないよう、

採用の段階で明確に示すべきです。

（エ）条件付採用

改正法においては、非常勤職員を含む全ての一般職の職員

について条件付採用を適用することとした上、会計年度任用

職員の条件付採用期間について、常勤職員が６月のところ、

１月とする特例を設けています（新地方公務員法第２２条の

２第７項）。

また、会計年度任用職員の実際の勤務日数が少ない場合に
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０条）。また、雇用の分野における男女の均等な機会及び待

遇の確保等に関する法律（以下「男女雇用機会均等法」とい

う。）においては、事業主は、労働者の募集及び採用につい

て、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければなら

ないこととされています（男女雇用機会均等法第５条）。

これらの規定自体は地方公務員については適用除外とさ

れていますが、会計年度任用職員の募集・採用に当たっては、

新地方公務員法第１３条の平等取扱いの原則を踏まえ、年齢

や性別にかかわりなく均等な機会を与える必要があります。

イ 任用

（ア）名称

会計年度任用職員の募集や任用に当たっては、当該職員の

服務、勤務条件の内容等を明らかにするため、会計年度任用

職員としての任用であることを明示しなければなりません。

一方、実際の募集に際して、個々具体の会計年度任用の職

についてどのような呼称を用いるかについては、各地方公共

団体で適切に判断されるべきものです。

（イ）勤務条件の明示

労働基準法第１５条により、使用者は、労働契約の締結に

際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明

示しなければならないとされています。

この場合において、

・ 労働契約の期間に関する事項

・ 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関す

る事項

・ 就業の場所、従事すべき業務に関する事項

・ 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、

休憩時間、休日、休暇等に関する事項

・ 賃金（退職手当及び臨時に支払われる賃金、賞与その他

これらに準ずる賃金を除く。）の決定、計算及び支払の方

法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項

・ 退職に関する事項（解雇の事由を含む。）

については、書面の交付により行わなければならないことと

されています。

この規定については、地方公共団体に対しても適用されて

２５

います。このため、会計年度任用職員の任用手続の際には、

上記の規定を踏まえ、勤務条件の明示が的確に行われている

か、書面で示すべき事項を書面で示しているか、留意くださ

い。

また、服務に関する規定（服務の宣誓、法令等及び上司の

職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る

義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、営利企業へ

の従事等の制限（パートタイム勤務の者を除く。）等）が適

用され、かつ、懲戒処分等の対象となることについても採用

の段階で明確に示すことが必要です。

（ウ）任期

ⅰ）会計年度任用職員の任期については、その採用の日から

同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で、任命

権者が定めるものとなります。

この際、従来の取扱いと同様、非常勤の職と同一の職務

内容の職が翌年度設置される場合、同一の者が、平等取扱

いの原則や成績主義の下、客観的な能力の実証を経て再度

任用されることはあり得るものです。

ⅱ）具体的な任期の設定に当たっては、下記⑤イにおいても

後述しますが、任用されていない者が事実上業務に従事す

ることのないよう、あくまで職員に従事させようとする業

務の遂行に必要な期間を考慮して適切に定めなければな

りません。

ⅲ）任期の明示については、上記①イ（イ）のとおり任用の

際に書面で示すことが必要ですが、その際、上記①ア（ア）

と同様、手続なく「更新」がなされたり、長期にわたって

継続して勤務できたりするといった誤解を招かないよう、

採用の段階で明確に示すべきです。

（エ）条件付採用

改正法においては、非常勤職員を含む全ての一般職の職員

について条件付採用を適用することとした上、会計年度任用

職員の条件付採用期間について、常勤職員が６月のところ、

１月とする特例を設けています（新地方公務員法第２２条の

２第７項）。

また、会計年度任用職員の実際の勤務日数が少ない場合に
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は、能力を実地で実証する条件付採用の趣旨を踏まえ、条件

付採用期間を延長することができます。これについては、人

事委員会規則若しくは公平委員会規則又は任命権者の定め

る規則において、国の非常勤職員の取扱いとの権衡を考慮し、

採用後１月間の勤務日数が１５日に満たない場合には、その

日数が１５日に達するまで（最長任期の末日まで）延長でき

る旨を規定すべきものです（下記Ⅳ１参照）。

＜Ｑ＆Ａ【条件付採用】問５－１・５－２を参照してください＞

② 服務及び懲戒

会計年度任用職員については、新地方公務員法上の服務に関す

る次の各規定が適用され、かつ、懲戒処分等の対象となることを

踏まえ、公務運営の適正確保の観点から、関係規定の適切な運用

に留意ください。

・ 服務の根本基準（新地方公務員法第３０条）

・ 服務の宣誓（新地方公務員法第３１条）

・ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（新地方公務員法

第３２条）

・ 信用失墜行為の禁止（新地方公務員法第３３条）

・ 秘密を守る義務（新地方公務員法第３４条）

・ 職務に専念する義務（新地方公務員法第３５条）

・ 政治的行為の制限（新地方公務員法第３６条）

・ 争議行為等の禁止（新地方公務員法第３７条）

・ 営利企業への従事等の制限（新地方公務員法第３８条；下記

参照）

また、フルタイムの会計年度任用職員については営利企業への

従事等の制限の対象としましたが、パートタイムの会計年度任用

職員については対象外としたところです。これに対して、パート

タイムの会計年度任用職員については、職務専念義務や信用失墜

行為の禁止等の服務規律が適用となることに留意ください。

さらに、職務専念義務が適用されることに伴い、常勤職員との

権衡に留意し、職務専念義務の免除についても適切に取り扱う必

要があります。

＜Ｑ＆Ａ【服務・懲戒】問７－１・７－２を参照してください＞

２７

③ 勤務条件等

ア 給付

（ア）改正法の趣旨

改正法により、フルタイムの会計年度任用職員については、

給料、旅費及び一定の手当の支給対象とし（新地方自治法第

２０４条）、パートタイムの会計年度任用職員については、

報酬、費用弁償及び期末手当の支給対象とするものです（新

会計年度任用職員の採用に当たっては、競争試験だけでなく選考に

よる採用が可能です。これにより、特に再度の任用の際には面接や書

類選考、人事評価結果の利用などによる採用が可能となります。

勤務条件の明示については 年通知と同様ですが、現在も勤務

条件に関し、文書での明示が行われていない事例も散見されることか

ら、任用行為の基本として任用根拠・勤務条件の文書での明示を求め

ます。募集に際しては、応募する側の利益擁護の観点から、職業安定

法第５条の３の趣旨にそって勤務条件の明示が行われるべきで、その

点検、改善要求が必要です。

名称については必ずしも「会計年度任用職員」という名称を使う必

要はありません。各自治体での判断によることから、職務の実態に沿

った名称とすることが求められます。

任期については会計年度内で最長１年となります。業務に必要な期

間を任期として設定し、社会保険料等の負担回避のために空白期間が

置かれることがないよう取り組みを行う必要があります。再度の任用

も従来同様、可能となっています。（詳細は ページ）

条件付採用期間は１月となっており、再度任用された場合であって

も条件付採用となってしまいます。期間の延長については今後規則等

で定められることになりますが、国家公務員と同様に勤務日数のみと

するよう求める必要があります。

営利企業への従事制限について、フルタイムの会計年度任用職員は

制限対象となっています。ただし、「許可を受けなければ」制限され

るものであることから、任命権者の許可があれば可能となっていま

す。

自治労の考え・補足
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２６

は、能力を実地で実証する条件付採用の趣旨を踏まえ、条件

付採用期間を延長することができます。これについては、人

事委員会規則若しくは公平委員会規則又は任命権者の定め

る規則において、国の非常勤職員の取扱いとの権衡を考慮し、

採用後１月間の勤務日数が１５日に満たない場合には、その

日数が１５日に達するまで（最長任期の末日まで）延長でき

る旨を規定すべきものです（下記Ⅳ１参照）。

＜Ｑ＆Ａ【条件付採用】問５－１・５－２を参照してください＞

② 服務及び懲戒

会計年度任用職員については、新地方公務員法上の服務に関す

る次の各規定が適用され、かつ、懲戒処分等の対象となることを

踏まえ、公務運営の適正確保の観点から、関係規定の適切な運用

に留意ください。

・ 服務の根本基準（新地方公務員法第３０条）

・ 服務の宣誓（新地方公務員法第３１条）

・ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（新地方公務員法

第３２条）

・ 信用失墜行為の禁止（新地方公務員法第３３条）

・ 秘密を守る義務（新地方公務員法第３４条）

・ 職務に専念する義務（新地方公務員法第３５条）

・ 政治的行為の制限（新地方公務員法第３６条）

・ 争議行為等の禁止（新地方公務員法第３７条）

・ 営利企業への従事等の制限（新地方公務員法第３８条；下記

参照）

また、フルタイムの会計年度任用職員については営利企業への

従事等の制限の対象としましたが、パートタイムの会計年度任用

職員については対象外としたところです。これに対して、パート

タイムの会計年度任用職員については、職務専念義務や信用失墜

行為の禁止等の服務規律が適用となることに留意ください。

さらに、職務専念義務が適用されることに伴い、常勤職員との

権衡に留意し、職務専念義務の免除についても適切に取り扱う必

要があります。

＜Ｑ＆Ａ【服務・懲戒】問７－１・７－２を参照してください＞

２７

③ 勤務条件等

ア 給付

（ア）改正法の趣旨

改正法により、フルタイムの会計年度任用職員については、

給料、旅費及び一定の手当の支給対象とし（新地方自治法第

２０４条）、パートタイムの会計年度任用職員については、

報酬、費用弁償及び期末手当の支給対象とするものです（新

会計年度任用職員の採用に当たっては、競争試験だけでなく選考に

よる採用が可能です。これにより、特に再度の任用の際には面接や書

類選考、人事評価結果の利用などによる採用が可能となります。

勤務条件の明示については 年通知と同様ですが、現在も勤務

条件に関し、文書での明示が行われていない事例も散見されることか

ら、任用行為の基本として任用根拠・勤務条件の文書での明示を求め

ます。募集に際しては、応募する側の利益擁護の観点から、職業安定

法第５条の３の趣旨にそって勤務条件の明示が行われるべきで、その

点検、改善要求が必要です。

名称については必ずしも「会計年度任用職員」という名称を使う必

要はありません。各自治体での判断によることから、職務の実態に沿

った名称とすることが求められます。

任期については会計年度内で最長１年となります。業務に必要な期

間を任期として設定し、社会保険料等の負担回避のために空白期間が

置かれることがないよう取り組みを行う必要があります。再度の任用

も従来同様、可能となっています。（詳細は ページ）

条件付採用期間は１月となっており、再度任用された場合であって

も条件付採用となってしまいます。期間の延長については今後規則等

で定められることになりますが、国家公務員と同様に勤務日数のみと

するよう求める必要があります。

営利企業への従事制限について、フルタイムの会計年度任用職員は

制限対象となっています。ただし、「許可を受けなければ」制限され

るものであることから、任命権者の許可があれば可能となっていま

す。

自治労の考え・補足
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２８

地方自治法第２０３条の２）。

また、新地方自治法第２０３条の２及び第２０４条におい

ては、報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法、給料及び

手当の額並びにその支給方法は、条例で定めなければならな

いこととされています。

改正法により、会計年度任用職員が一般職の地方公務員と

して明確に整理されたことから、新地方公務員法第２４条が

適用になります。このため、各地方公共団体の条例やその委

任に基づく規則等において会計年度任用職員の具体の給料

又は報酬等の制度や水準を定める際には、新地方公務員法第

２４条に規定する職務給の原則、均衡の原則等に基づき、従

事する職務の内容や責任の程度、在勤する地域、地域の民間

企業において同一又は類似の職種がある場合には、その労働

者の給与水準の状況等に十分留意しつつ、地域の実情等を踏

まえ適切に決定することが必要です。

（イ）フルタイムの会計年度任用職員

ⅰ）給料水準の考え方

給料水準については、フルタイムの会計年度任用職員の

職務と類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の

級の初号給の給料月額を基礎として、職務の内容や責任、

職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等の要素を

会計年度任用職員はフルタイムと短時間勤務（パートタイム）で給

付体系が異なります。給付体系の判断基準は勤務時間で判断され、１

週間当たりの勤務時間が常勤職員と同一であればフルタイムとなり、

それ以外であれば短時間勤務（パートタイム）となります。つまり、

常勤の職員より１分でも短い勤務時間であれば、短時間勤務（パート

タイム）となってしまいます。

なお、「Ｑ＆Ａ問 －３」内容は、あくまで補助的・定型的な職務

における例であることに注意してください。

給料・手当及び報酬についての考え方は別紙を参照してください。

自治労の考え・補足

２９

考慮して定めるべきものです。

ⅱ）一定の手当の支給

手当については、新地方公務員法第２４条に規定する職

務給の原則、均衡の原則等に基づき、以下のとおり取り扱

うべきものです。

○ 時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当及び夜間

勤務手当

時間外勤務手当については、正規の勤務時間を超えて

勤務することを命じた場合（週休日を含む。）には、そ

の超えた勤務時間に対して、労働基準法第３７条の規定

に基づく基準を下回らない額を適切に支給すること。

また、宿日直手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に

ついても、休日等の勤務を命じた場合には適切に支給す

ること。

○ 通勤手当

通勤手当については、その費用弁償的性格を踏まえ、

適切に支給すること。

○ 期末手当

期末手当については、任期が相当長期にわたる者に対

して支給すること。この場合において、「相当長期」と

は会計年度任用職員の任期が最長でも１年であること

を踏まえ、６カ月以上を目安とすること。また、基礎額、

支給割合及び在職期間別割合の取扱い等、具体的な支給

方法については、常勤職員の取扱いとの権衡等を踏まえ

て定める必要があること。

○ 退職手当

退職手当については、常時勤務に服することを要する

職員について定められている勤務時間以上勤務した日

が１８日以上ある月が、引き続いて６月を超えるに至っ

た者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時

間により勤務することとされているものは、職員とみな

して、退職手当を支給することとされており（職員の退

－ 28 －



２８

地方自治法第２０３条の２）。

また、新地方自治法第２０３条の２及び第２０４条におい

ては、報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法、給料及び

手当の額並びにその支給方法は、条例で定めなければならな

いこととされています。

改正法により、会計年度任用職員が一般職の地方公務員と

して明確に整理されたことから、新地方公務員法第２４条が

適用になります。このため、各地方公共団体の条例やその委

任に基づく規則等において会計年度任用職員の具体の給料

又は報酬等の制度や水準を定める際には、新地方公務員法第

２４条に規定する職務給の原則、均衡の原則等に基づき、従

事する職務の内容や責任の程度、在勤する地域、地域の民間

企業において同一又は類似の職種がある場合には、その労働

者の給与水準の状況等に十分留意しつつ、地域の実情等を踏

まえ適切に決定することが必要です。

（イ）フルタイムの会計年度任用職員

ⅰ）給料水準の考え方

給料水準については、フルタイムの会計年度任用職員の

職務と類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の

級の初号給の給料月額を基礎として、職務の内容や責任、

職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等の要素を

会計年度任用職員はフルタイムと短時間勤務（パートタイム）で給

付体系が異なります。給付体系の判断基準は勤務時間で判断され、１

週間当たりの勤務時間が常勤職員と同一であればフルタイムとなり、

それ以外であれば短時間勤務（パートタイム）となります。つまり、

常勤の職員より１分でも短い勤務時間であれば、短時間勤務（パート

タイム）となってしまいます。

なお、「Ｑ＆Ａ問 －３」内容は、あくまで補助的・定型的な職務

における例であることに注意してください。

給料・手当及び報酬についての考え方は別紙を参照してください。

自治労の考え・補足

２９

考慮して定めるべきものです。

ⅱ）一定の手当の支給

手当については、新地方公務員法第２４条に規定する職

務給の原則、均衡の原則等に基づき、以下のとおり取り扱

うべきものです。

○ 時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当及び夜間

勤務手当

時間外勤務手当については、正規の勤務時間を超えて

勤務することを命じた場合（週休日を含む。）には、そ

の超えた勤務時間に対して、労働基準法第３７条の規定

に基づく基準を下回らない額を適切に支給すること。

また、宿日直手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に

ついても、休日等の勤務を命じた場合には適切に支給す

ること。

○ 通勤手当

通勤手当については、その費用弁償的性格を踏まえ、

適切に支給すること。

○ 期末手当

期末手当については、任期が相当長期にわたる者に対

して支給すること。この場合において、「相当長期」と

は会計年度任用職員の任期が最長でも１年であること

を踏まえ、６カ月以上を目安とすること。また、基礎額、

支給割合及び在職期間別割合の取扱い等、具体的な支給

方法については、常勤職員の取扱いとの権衡等を踏まえ

て定める必要があること。

○ 退職手当

退職手当については、常時勤務に服することを要する

職員について定められている勤務時間以上勤務した日

が１８日以上ある月が、引き続いて６月を超えるに至っ

た者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時

間により勤務することとされているものは、職員とみな

して、退職手当を支給することとされており（職員の退

－ 29 －



３０

職手当に関する条例（案）第２条第２項及び職員の退職

手当に関する条例の一部を改正する条例（案）（昭和３

７年９月２９日自治丙公発第２０号）附則第５項）、こ

の支給要件を満たす場合には、各地方公共団体の条例に

基づき適切に支給すること。

○ 特殊勤務手当等の職務給的な手当、地域手当、特地勤

務手当（これに準ずる手当を含む。）及びへき地手当（こ

れに準ずる手当を含む。）

特殊勤務手当等の職務給的な手当、地域手当、特地勤

務手当（これに準ずる手当を含む。）及びへき地手当（こ

れに準ずる手当を含む。）については、各地方公共団体

において、会計年度任用職員の勤務形態、従事する職務

の内容や責任、それぞれの手当の趣旨等を踏まえつつ、

地域の実情等を踏まえ、適切に判断すること。また、地

方自治法に加え個別の法令等に定めのある手当につい

ては、当該法令等及び所管府省の示す取扱いに留意する

こと。

○ 上記以外の手当

上記以外の手当については、支給しないことを基本と

すること。

ただし、地方自治法に加え個別の法令等に定めのある

手当については、当該法令等及び所管府省の示す取扱い

に留意すること。

＜Ｑ＆Ａ【給与決定の考え方】問 －１～ －５

【期末手当】問 －１～ －６

【その他手当】問 －１を参照してください＞

給料・手当についての考え方は別紙を参照してください。

自治労の考え・補足

３１

（ウ） パートタイムの会計年度任用職員

ⅰ）報酬水準の考え方

報酬水準については、パートタイムの会計年度任用職員

と同種の職務に従事するフルタイムの会計年度任用職員

に係る給与決定の考え方との権衡等に留意の上、職務の内

容や責任、在勤する地域、職務遂行上必要となる知識、技

術及び職務経験等の要素を考慮しつつ、職務に対する反対

給付という報酬の性格を踏まえて定めるべきものです。そ

して、勤務の量に応じて支給することが適当と考えられま

す。

また、正規の勤務時間を超えての勤務（週休日を含む。）

や、休日等の勤務を命じた場合には、労働基準法の規定を

踏まえ、時間外勤務手当等に相当する報酬を支給するなど、

労働基準法の規定に沿って適切に対応すべきです。

ⅱ）費用弁償

通勤に係る費用については、費用弁償として適切に支給

すべきものです。

ⅲ）期末手当

期末手当については、上記（イ）ⅱと同様、任期が相当

長期にわたる者に対して支給すべきものです。この場合に

おいて、「相当長期」とは会計年度任用職員の任期が最長

でも１年であることを踏まえ、６カ月以上を目安とし、ま

た、基礎額、支給割合及び在職期間別割合の取扱い等、具

体的な支給方法については、常勤職員やフルタイムの会計

年度任用職員の取扱いとの権衡等を踏まえて定めるべき

ものです。

＜Ｑ＆Ａ【報酬】問 －１・ －２を参照してください＞

報酬・費用弁償及び期末手当についての考え方は別紙を参照してく

ださい。

自治労の考え・補足

－ 30 －



３０

職手当に関する条例（案）第２条第２項及び職員の退職

手当に関する条例の一部を改正する条例（案）（昭和３

７年９月２９日自治丙公発第２０号）附則第５項）、こ

の支給要件を満たす場合には、各地方公共団体の条例に

基づき適切に支給すること。

○ 特殊勤務手当等の職務給的な手当、地域手当、特地勤

務手当（これに準ずる手当を含む。）及びへき地手当（こ

れに準ずる手当を含む。）

特殊勤務手当等の職務給的な手当、地域手当、特地勤

務手当（これに準ずる手当を含む。）及びへき地手当（こ

れに準ずる手当を含む。）については、各地方公共団体

において、会計年度任用職員の勤務形態、従事する職務

の内容や責任、それぞれの手当の趣旨等を踏まえつつ、

地域の実情等を踏まえ、適切に判断すること。また、地

方自治法に加え個別の法令等に定めのある手当につい

ては、当該法令等及び所管府省の示す取扱いに留意する

こと。

○ 上記以外の手当

上記以外の手当については、支給しないことを基本と

すること。

ただし、地方自治法に加え個別の法令等に定めのある

手当については、当該法令等及び所管府省の示す取扱い

に留意すること。

＜Ｑ＆Ａ【給与決定の考え方】問 －１～ －５

【期末手当】問 －１～ －６

【その他手当】問 －１を参照してください＞

給料・手当についての考え方は別紙を参照してください。

自治労の考え・補足

３１

（ウ） パートタイムの会計年度任用職員

ⅰ）報酬水準の考え方

報酬水準については、パートタイムの会計年度任用職員

と同種の職務に従事するフルタイムの会計年度任用職員

に係る給与決定の考え方との権衡等に留意の上、職務の内

容や責任、在勤する地域、職務遂行上必要となる知識、技

術及び職務経験等の要素を考慮しつつ、職務に対する反対

給付という報酬の性格を踏まえて定めるべきものです。そ

して、勤務の量に応じて支給することが適当と考えられま

す。

また、正規の勤務時間を超えての勤務（週休日を含む。）

や、休日等の勤務を命じた場合には、労働基準法の規定を

踏まえ、時間外勤務手当等に相当する報酬を支給するなど、

労働基準法の規定に沿って適切に対応すべきです。

ⅱ）費用弁償

通勤に係る費用については、費用弁償として適切に支給

すべきものです。

ⅲ）期末手当

期末手当については、上記（イ）ⅱと同様、任期が相当

長期にわたる者に対して支給すべきものです。この場合に

おいて、「相当長期」とは会計年度任用職員の任期が最長

でも１年であることを踏まえ、６カ月以上を目安とし、ま

た、基礎額、支給割合及び在職期間別割合の取扱い等、具

体的な支給方法については、常勤職員やフルタイムの会計

年度任用職員の取扱いとの権衡等を踏まえて定めるべき

ものです。

＜Ｑ＆Ａ【報酬】問 －１・ －２を参照してください＞

報酬・費用弁償及び期末手当についての考え方は別紙を参照してく

ださい。

自治労の考え・補足

－ 31 －



３２

イ 勤務時間及び休暇

（ア）条例等による勤務条件の規定

会計年度任用職員に係る勤務時間、休暇等の勤務条件につ

いても、新地方公務員法第２４条第５項に基づき条例で定め

ることとされており、会計年度任用職員が自らの勤務条件に

ついて把握することができるように、条例又はその委任を受

けた規則等で明確に定める必要があります。

（イ）勤務時間

会計年度任用職員の任用に当たっては、職務の内容や標準

的な職務の量に応じた適切な勤務時間を設定することが必

要です。

改正法では、会計年度任用職員についてフルタイムでの任

用が可能であることを法制上明確化したところであり、こう

した任用は、柔軟な人事管理や勤務条件の改善による人材確

保にも資するため、職務の内容等に応じて、積極的な活用を

検討することが求められます。

なお、単に勤務条件の確保等に伴う財政上の制約を理由と

して、合理的な理由なく短い勤務時間を設定し、現在行って

いるフルタイムでの任用について抑制を図ることは、適正な

任用・勤務条件の確保という改正法の趣旨に沿わないもので

あることに留意ください。

（ウ）休暇等

会計年度任用職員については労働基準法が適用されるこ

とから、労働基準法に規定する年次有給休暇（労働基準法第

３９条）、産前産後休業（労働基準法第６５条）、育児時間（労

これまでも述べてきた通り、期末手当以外の手当支給を避けるため

に、これまでフルタイムであった職にも関わらず短時間勤務の会計年

度任用職員として任用されることがないように取り組む必要があり

ます。

自治労の考え・補足

３３

働基準法第６７条）、生理休暇（労働基準法第６８条）を制

度的に設けなければなりません。また、育児休業、介護休業

等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（以下

「育児・介護休業法」という。）第６１条において、地方公

務員に関する介護休業（介護休暇）、短期の介護休暇及び子

の看護休暇に係る規定が設けられており、これらの規定につ

いては、勤務期間等一定の条件を満たす会計年度任用職員に

も適用されます。

会計年度任用職員の休暇については、国の非常勤職員との

権衡の観点（新地方公務員法第２４条第４項）を踏まえ、国

の非常勤職員について人事院規則１５－１５（非常勤職員の

勤務時間及び休暇）に定められている以下の休暇について、

対象者の範囲等も踏まえつつ、必要な制度を確実に整備する

ことが必要です。（【参考資料２】参照）

ⅰ）有給の休暇

年次休暇、公民権の行使、官公署への出頭、災害、災害

等による出勤困難、災害時の退勤途上危険回避、親族の死

亡

ⅱ）無給の休暇

産前・産後、保育時間、子の看護、短期の介護、介護、

生理日の就業困難、負傷又は疾病、骨髄移植

なお、労働基準法における年次有給休暇の付与に係る「継

続勤務」の要件については、「勤務の実態に即して判断すべ

きものであるので、期間の定めのある労働契約を反復して短

時間労働者を使用する場合、各々の労働契約期間の終期と始

期の間に短時日の間隔を置いているとしても、必ずしも当然

に継続勤務が中断されるものではないことに留意すること」

（平成１９年１０月１日付厚生労働省通知「短時間労働者の

雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施

行について」）とされており、再度の任用を行う場合には適

切に対応する必要があります。

また、労働基準法第７条の公民権行使の保障についても留

意ください。

＜Ｑ＆Ａ【休暇】問 －１を参照してください＞

－ 32 －



３２

イ 勤務時間及び休暇

（ア）条例等による勤務条件の規定

会計年度任用職員に係る勤務時間、休暇等の勤務条件につ

いても、新地方公務員法第２４条第５項に基づき条例で定め

ることとされており、会計年度任用職員が自らの勤務条件に

ついて把握することができるように、条例又はその委任を受

けた規則等で明確に定める必要があります。

（イ）勤務時間

会計年度任用職員の任用に当たっては、職務の内容や標準

的な職務の量に応じた適切な勤務時間を設定することが必

要です。

改正法では、会計年度任用職員についてフルタイムでの任

用が可能であることを法制上明確化したところであり、こう

した任用は、柔軟な人事管理や勤務条件の改善による人材確

保にも資するため、職務の内容等に応じて、積極的な活用を

検討することが求められます。

なお、単に勤務条件の確保等に伴う財政上の制約を理由と

して、合理的な理由なく短い勤務時間を設定し、現在行って

いるフルタイムでの任用について抑制を図ることは、適正な

任用・勤務条件の確保という改正法の趣旨に沿わないもので

あることに留意ください。

（ウ）休暇等

会計年度任用職員については労働基準法が適用されるこ

とから、労働基準法に規定する年次有給休暇（労働基準法第

３９条）、産前産後休業（労働基準法第６５条）、育児時間（労

これまでも述べてきた通り、期末手当以外の手当支給を避けるため

に、これまでフルタイムであった職にも関わらず短時間勤務の会計年

度任用職員として任用されることがないように取り組む必要があり

ます。

自治労の考え・補足

３３

働基準法第６７条）、生理休暇（労働基準法第６８条）を制

度的に設けなければなりません。また、育児休業、介護休業

等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（以下

「育児・介護休業法」という。）第６１条において、地方公

務員に関する介護休業（介護休暇）、短期の介護休暇及び子

の看護休暇に係る規定が設けられており、これらの規定につ

いては、勤務期間等一定の条件を満たす会計年度任用職員に

も適用されます。

会計年度任用職員の休暇については、国の非常勤職員との

権衡の観点（新地方公務員法第２４条第４項）を踏まえ、国

の非常勤職員について人事院規則１５－１５（非常勤職員の

勤務時間及び休暇）に定められている以下の休暇について、

対象者の範囲等も踏まえつつ、必要な制度を確実に整備する

ことが必要です。（【参考資料２】参照）

ⅰ）有給の休暇

年次休暇、公民権の行使、官公署への出頭、災害、災害

等による出勤困難、災害時の退勤途上危険回避、親族の死

亡

ⅱ）無給の休暇

産前・産後、保育時間、子の看護、短期の介護、介護、

生理日の就業困難、負傷又は疾病、骨髄移植

なお、労働基準法における年次有給休暇の付与に係る「継

続勤務」の要件については、「勤務の実態に即して判断すべ

きものであるので、期間の定めのある労働契約を反復して短

時間労働者を使用する場合、各々の労働契約期間の終期と始

期の間に短時日の間隔を置いているとしても、必ずしも当然

に継続勤務が中断されるものではないことに留意すること」

（平成１９年１０月１日付厚生労働省通知「短時間労働者の

雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施

行について」）とされており、再度の任用を行う場合には適

切に対応する必要があります。

また、労働基準法第７条の公民権行使の保障についても留

意ください。

＜Ｑ＆Ａ【休暇】問 －１を参照してください＞
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ウ その他の勤務条件等

上記の他にも、地方公務員育児休業法は、一定の条件を満た

す非常勤職員にも適用されること、労働安全衛生法、男女雇用

機会均等法等の労働関係法令は、適用除外が定められていない

限り会計年度任用職員についても適用があること等を踏まえ、

各法令に基づく適用要件に則り、かつ、国の非常勤職員との権

衡にも留意し、適切に対応する必要があります。

（ア）地方公務員育児休業法等に基づく措置

地方公務員育児休業法に基づく育児休業や部分休業は、勤

務期間等一定の条件を満たす会計年度任用職員にも適用さ

れ、育児休業等の利用に関する言動に起因する問題に関する

雇用管理上の措置を講ずることも併せて必要となるもので

す。

また、育児・介護休業法第６１条において、介護休業（介

護休暇）等に加え、所定外労働の免除の義務化、時間外労働

の制限及び深夜労働の制限に係る規定が設けられており、こ

れらの規定については、勤務期間等一定の条件を満たす会計

年度任用職員にも適用されます。

国の非常勤職員については、人事院規則１０－１１（育児

又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超

過勤務の制限）において、育児や介護を行う職員の深夜勤務

や超過勤務の制限が規定されているところです。

現在、一般職非常勤職員に係る育児休業等に係る条例等を

整備していない地方公共団体にあっては、会計年度任用職員

制度の整備に伴い、

・ 地方公共団体として、職員の育児等に係る制度を推進す

る責務を有すること

・ 国家公務員及び民間については、要件を満たす非常勤職

員は育児休業の取得が可能であり、それとの権衡を図る必

要があること

・ 改正法に係る審議の際にも会計年度任用職員に係る制度

の整備を推進すべきことについて議論が行われているこ

と

に留意し、確実に制度の整備を図ることが必要です。また、

あわせて、会計年度任用職員に対し、育児休業等に係る制度

内容を周知することが必要です。

３５

＜Ｑ＆Ａ【育児休業】問 －１・ －２を参照してください＞

（イ）労働安全衛生法に基づく健康診断

会計年度任用職員については原則として労働安全衛生法

が適用されることから、労働安全衛生法に基づき健康診断

（雇入時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康

診断など）を行わなければなりません。主なものを挙げると、

事業者は、常時使用する労働者に対し、 年以内ごとに 回

定期に、医師による健康診断を行わなければならないと規定

されており（労働安全衛生法第６６条第 項及び労働安全衛

生規則第４４条）、また、医師又は保健師等による心理的な

負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）を行

わなければならないと規定されています（労働安全衛生法第

６６条の１０及び労働安全衛生規則第５２条）。

この「常時使用する労働者」とは、地方公務員の任期の定

めのある者においては、その事業場における週勤務時間数が

同種の業務に従事する常勤職員の 週間の所定勤務時間数の

４分の３以上で、次のいずれかに該当する者となります。

・ 任期が 年（特定業務に従事する者については６月）以

上である者

・ 再度の任用により 年以上任用されることが予定されて

いる者

・ 再度の任用により 年以上引き続き任用されている者

なお、国の非常勤職員については、その勤務時間数が同種

の業務に従事する常勤職員の 週間の勤務時間数の２分の１

以上であり、６月以上継続勤務している場合は、健康診断及

びストレスチェックの実施が義務付けられ、６月以上の任期

が定められている者が６月以上継続勤務していない場合で

あっても、健康診断の実施が努力義務とされています。

＜Ｑ＆Ａ【健康診断】問 －１を参照してください＞

（ウ）男女雇用機会均等法に基づく措置

男女雇用機会均等法に規定する以下の措置については、地

方公務員である会計年度任用職員に対しても適用されます。

ⅰ）職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管

理上の措置（男女雇用機会均等法第１１条）
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ウ その他の勤務条件等

上記の他にも、地方公務員育児休業法は、一定の条件を満た

す非常勤職員にも適用されること、労働安全衛生法、男女雇用

機会均等法等の労働関係法令は、適用除外が定められていない

限り会計年度任用職員についても適用があること等を踏まえ、

各法令に基づく適用要件に則り、かつ、国の非常勤職員との権

衡にも留意し、適切に対応する必要があります。

（ア）地方公務員育児休業法等に基づく措置

地方公務員育児休業法に基づく育児休業や部分休業は、勤

務期間等一定の条件を満たす会計年度任用職員にも適用さ

れ、育児休業等の利用に関する言動に起因する問題に関する

雇用管理上の措置を講ずることも併せて必要となるもので

す。

また、育児・介護休業法第６１条において、介護休業（介

護休暇）等に加え、所定外労働の免除の義務化、時間外労働

の制限及び深夜労働の制限に係る規定が設けられており、こ

れらの規定については、勤務期間等一定の条件を満たす会計

年度任用職員にも適用されます。

国の非常勤職員については、人事院規則１０－１１（育児

又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超

過勤務の制限）において、育児や介護を行う職員の深夜勤務

や超過勤務の制限が規定されているところです。

現在、一般職非常勤職員に係る育児休業等に係る条例等を

整備していない地方公共団体にあっては、会計年度任用職員

制度の整備に伴い、

・ 地方公共団体として、職員の育児等に係る制度を推進す

る責務を有すること

・ 国家公務員及び民間については、要件を満たす非常勤職

員は育児休業の取得が可能であり、それとの権衡を図る必

要があること

・ 改正法に係る審議の際にも会計年度任用職員に係る制度

の整備を推進すべきことについて議論が行われているこ

と

に留意し、確実に制度の整備を図ることが必要です。また、

あわせて、会計年度任用職員に対し、育児休業等に係る制度

内容を周知することが必要です。

３５

＜Ｑ＆Ａ【育児休業】問 －１・ －２を参照してください＞

（イ）労働安全衛生法に基づく健康診断

会計年度任用職員については原則として労働安全衛生法

が適用されることから、労働安全衛生法に基づき健康診断

（雇入時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康

診断など）を行わなければなりません。主なものを挙げると、

事業者は、常時使用する労働者に対し、 年以内ごとに 回

定期に、医師による健康診断を行わなければならないと規定

されており（労働安全衛生法第６６条第 項及び労働安全衛

生規則第４４条）、また、医師又は保健師等による心理的な

負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）を行

わなければならないと規定されています（労働安全衛生法第

６６条の１０及び労働安全衛生規則第５２条）。

この「常時使用する労働者」とは、地方公務員の任期の定

めのある者においては、その事業場における週勤務時間数が

同種の業務に従事する常勤職員の 週間の所定勤務時間数の

４分の３以上で、次のいずれかに該当する者となります。

・ 任期が 年（特定業務に従事する者については６月）以

上である者

・ 再度の任用により 年以上任用されることが予定されて

いる者

・ 再度の任用により 年以上引き続き任用されている者

なお、国の非常勤職員については、その勤務時間数が同種

の業務に従事する常勤職員の 週間の勤務時間数の２分の１

以上であり、６月以上継続勤務している場合は、健康診断及

びストレスチェックの実施が義務付けられ、６月以上の任期

が定められている者が６月以上継続勤務していない場合で

あっても、健康診断の実施が努力義務とされています。

＜Ｑ＆Ａ【健康診断】問 －１を参照してください＞

（ウ）男女雇用機会均等法に基づく措置

男女雇用機会均等法に規定する以下の措置については、地

方公務員である会計年度任用職員に対しても適用されます。

ⅰ）職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管

理上の措置（男女雇用機会均等法第１１条）
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３６

ⅱ）職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題

に関する雇用管理上の措置（男女雇用機会均等法第１１

条の２）

ⅲ）女性労働者の妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置

（男女雇用機会均等法第１２条及び第１３条）

なお、上記ⅲに関連し、国の非常勤職員については、人事

院規則１０－ （女子職員及び年少職員の健康、安全及び福

祉）における保健指導又は健康診査を受けるための職務専念

義務の免除が適用されています。

これらの法令の規定及び国の非常勤職員の取扱いとの権

衡に留意し、適切に対応する必要があります。

（エ）研修及び厚生福利

会計年度任用職員については新地方公務員法上の研修や

厚生福利に関する規定が適用されることから、会計年度任用

職員の従事する業務の内容や業務に伴う責任の程度に応じ

て、適切に対応する必要があります。

なお、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律は、

公務員は適用除外とされていますが、短時間労働者の雇用管

理の改善等に関する法律においても、教育訓練や福利厚生施

設に関する取扱いについて短時間労働者への配慮義務等が

規定されていますので留意ください。

エ 社会保険及び労働保険の適用

（ア）地方公務員共済制度、公務災害補償制度及び退職手当制度

地方公務員等共済組合法及び地方公務員災害補償法につ

いては、任用が事実上継続していると認められる場合におい

て、常時勤務に服することを要する地方公務員について定め

られている勤務時間以上勤務した日が１８日以上ある月が、

引き続いて１２月を超えるに至った者で、その超えるに至っ

た日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要す

ることとされているものは「職員」に含まれるものとして適

用があるものであり、これらの要件に該当する者については、

当該要件に該当するに至った日以後、これらの法令等が適用

されることとなります（地方公務員等共済組合法施行令第２

条第５号等及び地方公務員災害補償法施行令第１条第１項

第２号等）。また、退職手当に関する条例についても同趣旨

３７

の規定が置かれています（職員の退職手当に関する条例（案）

第２条第２項。ただし、退職手当に関する条例においては、

勤務した月が引き続いて６月を超えるに至った場合に適用

があるものです（職員の退職手当に関する条例の一部を改正

する条例（案）（昭和３７年９月２９日自治丙公発第２０号）

附則第５項）。

これらの法令等の適用については、会計年度任用職員であ

っても変わることはなく、当該要件に該当する会計年度任用

職員について、引き続きこれらの法令等を適切に適用してい

くことが必要です。その際、これらの法令等を適用しないよ

うにするために、不適切な「空白期間」を設定することは、

適正な任用・勤務条件の確保という改正法の趣旨に沿わない

ことから避ける必要があり、これらの法令等が適切に適用さ

れるよう、留意ください。

（イ）厚生年金保険及び健康保険

フルタイムの会計年度任用職員のうち、上記（ア）に該当

するものは、「職員」に含まれるものとして地方公務員等共

済組合法が適用されますが、これに該当しないフルタイムの

会計年度任用職員については、厚生年金保険及び健康保険が

適用されることになります。

また、パートタイムの会計年度任用職員に係る社会保険の

適用については、勤務時間が常勤職員の４分の３以上である

者に加え、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化

等のための国民年金法等の一部を改正する法律（平成２４年

法律第６２号）及び公的年金制度の持続可能性の向上を図る

ための国民年金法等の一部を改正する法律（平成２８年法律

第１１４号）（※関連する厚生労働省事務連絡は下記のとおり。）により、

勤務時間が常勤雇用者の４分の３未満で、

・ 週の所定労働時間が２０時間以上であること

・ 賃金の月額が８．８万円以上であること

・ 雇用期間が１年以上見込まれること

・ 学生でないこと

の４要件を全て満たす短時間労働者についても、職員数の規

模にかかわらず全ての地方公共団体において、厚生年金保険
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ⅱ）職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題

に関する雇用管理上の措置（男女雇用機会均等法第１１

条の２）

ⅲ）女性労働者の妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置

（男女雇用機会均等法第１２条及び第１３条）

なお、上記ⅲに関連し、国の非常勤職員については、人事

院規則１０－ （女子職員及び年少職員の健康、安全及び福

祉）における保健指導又は健康診査を受けるための職務専念

義務の免除が適用されています。

これらの法令の規定及び国の非常勤職員の取扱いとの権

衡に留意し、適切に対応する必要があります。

（エ）研修及び厚生福利

会計年度任用職員については新地方公務員法上の研修や

厚生福利に関する規定が適用されることから、会計年度任用

職員の従事する業務の内容や業務に伴う責任の程度に応じ

て、適切に対応する必要があります。

なお、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律は、

公務員は適用除外とされていますが、短時間労働者の雇用管

理の改善等に関する法律においても、教育訓練や福利厚生施

設に関する取扱いについて短時間労働者への配慮義務等が

規定されていますので留意ください。

エ 社会保険及び労働保険の適用

（ア）地方公務員共済制度、公務災害補償制度及び退職手当制度

地方公務員等共済組合法及び地方公務員災害補償法につ

いては、任用が事実上継続していると認められる場合におい

て、常時勤務に服することを要する地方公務員について定め

られている勤務時間以上勤務した日が１８日以上ある月が、

引き続いて１２月を超えるに至った者で、その超えるに至っ

た日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要す

ることとされているものは「職員」に含まれるものとして適

用があるものであり、これらの要件に該当する者については、

当該要件に該当するに至った日以後、これらの法令等が適用

されることとなります（地方公務員等共済組合法施行令第２

条第５号等及び地方公務員災害補償法施行令第１条第１項

第２号等）。また、退職手当に関する条例についても同趣旨

３７

の規定が置かれています（職員の退職手当に関する条例（案）

第２条第２項。ただし、退職手当に関する条例においては、

勤務した月が引き続いて６月を超えるに至った場合に適用

があるものです（職員の退職手当に関する条例の一部を改正

する条例（案）（昭和３７年９月２９日自治丙公発第２０号）

附則第５項）。

これらの法令等の適用については、会計年度任用職員であ

っても変わることはなく、当該要件に該当する会計年度任用

職員について、引き続きこれらの法令等を適切に適用してい

くことが必要です。その際、これらの法令等を適用しないよ

うにするために、不適切な「空白期間」を設定することは、

適正な任用・勤務条件の確保という改正法の趣旨に沿わない

ことから避ける必要があり、これらの法令等が適切に適用さ

れるよう、留意ください。

（イ）厚生年金保険及び健康保険

フルタイムの会計年度任用職員のうち、上記（ア）に該当

するものは、「職員」に含まれるものとして地方公務員等共

済組合法が適用されますが、これに該当しないフルタイムの

会計年度任用職員については、厚生年金保険及び健康保険が

適用されることになります。

また、パートタイムの会計年度任用職員に係る社会保険の

適用については、勤務時間が常勤職員の４分の３以上である

者に加え、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化

等のための国民年金法等の一部を改正する法律（平成２４年

法律第６２号）及び公的年金制度の持続可能性の向上を図る

ための国民年金法等の一部を改正する法律（平成２８年法律

第１１４号）（※関連する厚生労働省事務連絡は下記のとおり。）により、

勤務時間が常勤雇用者の４分の３未満で、

・ 週の所定労働時間が２０時間以上であること

・ 賃金の月額が８．８万円以上であること

・ 雇用期間が１年以上見込まれること

・ 学生でないこと

の４要件を全て満たす短時間労働者についても、職員数の規

模にかかわらず全ての地方公共団体において、厚生年金保険
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３８

及び健康保険の適用対象となることから、当該要件に該当す

る会計年度任用職員については、被保険者資格が適切に付与

されるよう、留意ください。ただし、上記に該当しないパー

トタイムの会計年度任用職員については、国民年金及び国民

健康保険に加入することとなります。

なお、厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格について

は、「有期の雇用契約又は任用が１日ないし数日の間を空け

て再度行われる場合においても、雇用契約又は任用の終了時

にあらかじめ、事業主と被保険者との間で次の雇用契約又は

任用の予定が明らかであるような事実が認められるなど、事

実上の使用関係が中断することなく存続していると、就労の

実態に照らして判断される場合には、被保険者資格を喪失さ

せることなく取り扱う必要」（平成２６年１月１７日付厚生

労働省通知「厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格に係

る雇用契約又は任用が数日空けて再度行われる場合の取扱

いについて」）があるとされており、再度の任用を行う場合

には適切に対応する必要があります。

※ 関連する厚生労働省事務連絡

① 「短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大の対象と

なる地方公共団体の事業所に係る取扱いについて」（平成２８年８月３

日付け事務連絡）（厚生労働省保険局保険課・厚生労働省年金局年金課・

厚生労働省年金局事業管理課）

② 「平成２９年４月以降の短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保

険の適用拡大の対象となる地方公共団体の事業所に係る取扱いについ

て」（平成２９年２月１０日付け事務連絡）（厚生労働省保険局保険課・

厚生労働省年金局事業管理課）

＜Ｑ＆Ａ【社会保険・労働保険】問 －１・ －２を参照してください＞

（ウ）災害補償

非常勤職員の災害補償については、その職種や勤務形態に

応じて適用される制度が以下のとおり異なりますので留意

ください。

特に会計年度任用職員について、フルタイムの会計年度任

用職員のうち、勤務した日が１８日以上ある月が引き続いて

１２月を超えるに至った者で、引き続き勤務することを要す

３９

ることとされているものは、下記ⅰ）の常勤的非常勤職員と

して地方公務員災害補償基金により補償されます。

また、フルタイムの会計年度任用職員で１２月までの任用

期間内にある者及び１２月を超える場合においても勤務し

た日が１８日未満である月がある者並びにパートタイムの

会計年度任用職員は、ⅱ）労働者災害補償保険制度等により

補償対象となる者を除き、ⅲ）議会の議員その他非常勤の職

員の公務災害補償等に関する条例により補償されることと

なります。

ⅰ）地方公務員災害補償基金により補償対象となる者

・再任用短時間勤務職員

・任期付短時間勤務職員

・育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員

・常勤的非常勤職員（※）

※ 常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、任用関係が事

実上継続していると認められている場合において、常時勤務に服す

ることを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤

務した日が１８日以上ある月が引き続いて１２月を超えるに至った

者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務

することを要することとされているもの

ⅱ）労働者災害補償保険法等により補償対象となる者

・労働者災害補償保険法の適用を受ける者（水道・交通・

病院・船員など労働基準法別表第１に掲げる事業に従事

する者）

・消防組織法、水防法及び消防団員等公務災害補償等責任

共済等に関する法律の適用を受ける者（消防団員、水防

団員）

・公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災

害補償に関する法律の適用を受ける者（学校医、学校歯

科医、学校薬剤師）

ⅲ）議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例により補償対象となる者

地方公務員災害補償法の「職員（上記ⅰ）の常勤的非常
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及び健康保険の適用対象となることから、当該要件に該当す

る会計年度任用職員については、被保険者資格が適切に付与

されるよう、留意ください。ただし、上記に該当しないパー

トタイムの会計年度任用職員については、国民年金及び国民

健康保険に加入することとなります。

なお、厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格について

は、「有期の雇用契約又は任用が１日ないし数日の間を空け

て再度行われる場合においても、雇用契約又は任用の終了時

にあらかじめ、事業主と被保険者との間で次の雇用契約又は

任用の予定が明らかであるような事実が認められるなど、事

実上の使用関係が中断することなく存続していると、就労の

実態に照らして判断される場合には、被保険者資格を喪失さ

せることなく取り扱う必要」（平成２６年１月１７日付厚生

労働省通知「厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格に係

る雇用契約又は任用が数日空けて再度行われる場合の取扱

いについて」）があるとされており、再度の任用を行う場合

には適切に対応する必要があります。

※ 関連する厚生労働省事務連絡

① 「短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大の対象と

なる地方公共団体の事業所に係る取扱いについて」（平成２８年８月３

日付け事務連絡）（厚生労働省保険局保険課・厚生労働省年金局年金課・

厚生労働省年金局事業管理課）

② 「平成２９年４月以降の短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保

険の適用拡大の対象となる地方公共団体の事業所に係る取扱いについ

て」（平成２９年２月１０日付け事務連絡）（厚生労働省保険局保険課・

厚生労働省年金局事業管理課）

＜Ｑ＆Ａ【社会保険・労働保険】問 －１・ －２を参照してください＞

（ウ）災害補償

非常勤職員の災害補償については、その職種や勤務形態に

応じて適用される制度が以下のとおり異なりますので留意

ください。

特に会計年度任用職員について、フルタイムの会計年度任

用職員のうち、勤務した日が１８日以上ある月が引き続いて

１２月を超えるに至った者で、引き続き勤務することを要す

３９

ることとされているものは、下記ⅰ）の常勤的非常勤職員と

して地方公務員災害補償基金により補償されます。

また、フルタイムの会計年度任用職員で１２月までの任用

期間内にある者及び１２月を超える場合においても勤務し

た日が１８日未満である月がある者並びにパートタイムの

会計年度任用職員は、ⅱ）労働者災害補償保険制度等により

補償対象となる者を除き、ⅲ）議会の議員その他非常勤の職

員の公務災害補償等に関する条例により補償されることと

なります。

ⅰ）地方公務員災害補償基金により補償対象となる者

・再任用短時間勤務職員

・任期付短時間勤務職員

・育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員

・常勤的非常勤職員（※）

※ 常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、任用関係が事

実上継続していると認められている場合において、常時勤務に服す

ることを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤

務した日が１８日以上ある月が引き続いて１２月を超えるに至った

者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務

することを要することとされているもの

ⅱ）労働者災害補償保険法等により補償対象となる者

・労働者災害補償保険法の適用を受ける者（水道・交通・

病院・船員など労働基準法別表第１に掲げる事業に従事

する者）

・消防組織法、水防法及び消防団員等公務災害補償等責任

共済等に関する法律の適用を受ける者（消防団員、水防

団員）

・公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災

害補償に関する法律の適用を受ける者（学校医、学校歯

科医、学校薬剤師）

ⅲ）議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例により補償対象となる者

地方公務員災害補償法の「職員（上記ⅰ）の常勤的非常
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勤職員）」とならず、また上記ⅱ）の労働者災害補償保険

法等により補償対象とならない会計年度任用職員の公務

災害については、地方公務員災害補償法第６９条第１項に

基づき定めることとされている各地方公共団体の議会の

議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

により補償されます。地方公務員災害補償法第６９条第３

項においては、当該条例で定める補償の制度は、地方公務

員災害補償法及び労働者災害補償保険法で定める補償の

制度と均衡を失したものであってはならないこととされ

ています。各地方公共団体においては、条例を地方公務員

災害補償法及び労働者災害補償保険法で定める補償の制

度と均衡を失しないよう定めるとともに、適切に補償がな

されるよう、運用を行うことが必要です。

なお、今回の改正で会計年度任用職員に期末手当が支給

可能となることに伴い、現在、議会の議員その他非常勤の

職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（案）に福祉

事業として示している傷病特別給付金、障害特別給付金、

遺族特別給付金については、これまで、期末手当が支給さ

れていた議会の議員にのみ支給することができるとされ

ていましたが、期末手当が支給される会計年度任用職員に

対しても支給することが可能となりますので留意くださ

い。

（エ）雇用保険

雇用保険については、以下の３つの要件を満たした場合、

事業主は労働者の雇用保険加入手続きを行わなければなり

ません。

・ 一週間の所定労働時間が２０時間以上であること

・ ３１日以上継続して雇用される見込みであること

・ 雇用保険の適用事業所に雇用されていること

なお、上記ア（イ）ⅱ）「○ 退職手当」に示す要件を満

たし、職員の退職手当に関する条例（案）の適用を受けるに

至った場合には、適用を受けるに至ったときから被保険者と

ならないこととなりますので留意ください。

４１

④ 人事評価

新地方公務員法上、会計年度任用職員は人事評価の対象となり

ます。会計年度任用職員については、人事評価結果を研修などの

人材育成や再度の任用に活用することが想定されます。

また、任期の定めのない常勤職員として採用する場合の能力実

証に際し、会計年度任用の職に就いていた者が会計年度任用職員

であった時の人事評価による勤務実績を、必要に応じて一定程度

考慮することは可能です。ただし、その任用に際して、いかなる

優先権をも与えるものではないことに留意ください。

具体的な人事評価の実施方法等については、新地方公務員法上、

各任命権者に委ねられているため、職務内容や勤務実態等に応じ

て柔軟な形で人事評価を実施することも可能です。その際、平成

２７年度「地方公共団体における人事評価に関する研究会」で示

されている「人事評価記録書例（非常勤（事務補助）職員）」（【参

考資料３】）も参照ください。

＜Ｑ＆Ａ【人事評価】問 －１～ －４を参照してください＞

休暇、社会保険等についての考え方は別紙を参照してください。

自治労の考え・補足

常勤職員として採用される場合に加え、再度の任用の際の選考材料

として活用することも可能です。なお、評価の実施にあたっては、会

計年度任用職員としての業務内容・特性を考慮した評価方法とするこ

とを求めていく必要があります。国家公務員の非常勤職員については

現在人事評価は実施されていませんが、勤勉手当の支給との関係から

実施が検討されており、その際は常勤職員よりも簡便な評価方法とな

る見込みです。評価方法を交渉・協議する際は、国の動向も参考とし

てください。

自治労の考え・補足
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勤職員）」とならず、また上記ⅱ）の労働者災害補償保険

法等により補償対象とならない会計年度任用職員の公務

災害については、地方公務員災害補償法第６９条第１項に

基づき定めることとされている各地方公共団体の議会の

議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

により補償されます。地方公務員災害補償法第６９条第３

項においては、当該条例で定める補償の制度は、地方公務

員災害補償法及び労働者災害補償保険法で定める補償の

制度と均衡を失したものであってはならないこととされ

ています。各地方公共団体においては、条例を地方公務員

災害補償法及び労働者災害補償保険法で定める補償の制

度と均衡を失しないよう定めるとともに、適切に補償がな

されるよう、運用を行うことが必要です。

なお、今回の改正で会計年度任用職員に期末手当が支給

可能となることに伴い、現在、議会の議員その他非常勤の

職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（案）に福祉

事業として示している傷病特別給付金、障害特別給付金、

遺族特別給付金については、これまで、期末手当が支給さ

れていた議会の議員にのみ支給することができるとされ

ていましたが、期末手当が支給される会計年度任用職員に

対しても支給することが可能となりますので留意くださ

い。

（エ）雇用保険

雇用保険については、以下の３つの要件を満たした場合、

事業主は労働者の雇用保険加入手続きを行わなければなり

ません。

・ 一週間の所定労働時間が２０時間以上であること

・ ３１日以上継続して雇用される見込みであること

・ 雇用保険の適用事業所に雇用されていること

なお、上記ア（イ）ⅱ）「○ 退職手当」に示す要件を満

たし、職員の退職手当に関する条例（案）の適用を受けるに

至った場合には、適用を受けるに至ったときから被保険者と

ならないこととなりますので留意ください。

４１

④ 人事評価

新地方公務員法上、会計年度任用職員は人事評価の対象となり

ます。会計年度任用職員については、人事評価結果を研修などの

人材育成や再度の任用に活用することが想定されます。

また、任期の定めのない常勤職員として採用する場合の能力実

証に際し、会計年度任用の職に就いていた者が会計年度任用職員

であった時の人事評価による勤務実績を、必要に応じて一定程度

考慮することは可能です。ただし、その任用に際して、いかなる

優先権をも与えるものではないことに留意ください。

具体的な人事評価の実施方法等については、新地方公務員法上、

各任命権者に委ねられているため、職務内容や勤務実態等に応じ

て柔軟な形で人事評価を実施することも可能です。その際、平成

２７年度「地方公共団体における人事評価に関する研究会」で示

されている「人事評価記録書例（非常勤（事務補助）職員）」（【参

考資料３】）も参照ください。

＜Ｑ＆Ａ【人事評価】問 －１～ －４を参照してください＞

休暇、社会保険等についての考え方は別紙を参照してください。

自治労の考え・補足

常勤職員として採用される場合に加え、再度の任用の際の選考材料

として活用することも可能です。なお、評価の実施にあたっては、会

計年度任用職員としての業務内容・特性を考慮した評価方法とするこ

とを求めていく必要があります。国家公務員の非常勤職員については

現在人事評価は実施されていませんが、勤勉手当の支給との関係から

実施が検討されており、その際は常勤職員よりも簡便な評価方法とな

る見込みです。評価方法を交渉・協議する際は、国の動向も参考とし

てください。

自治労の考え・補足
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４２

⑤ 再度の任用

ア 基本的な考え方

（ア）再度の任用の位置付け

上記①イ（ウ）のとおり、会計年度任用職員はその任期を

１会計年度内としています（新地方公務員法第２２条の２第

１項及び第２項）ので、会計年度任用の職は１会計年度ごと

にその職の必要性が吟味される「新たに設置された職」と位

置付けられるべきものです。

会計年度任用の職に就いていた者が、任期の終了後、再度、

同一の職務内容の職に任用されることはあり得るものです

が、「同じ職の任期が延長された」あるいは「同一の職に再

度任用された」という意味ではなく、あくまで新たな職に改

めて任用されたものと整理されるべきものであり、当該職員

に対してもその旨説明が必要です。

（イ）再度の任用についての留意事項

上記（ア）の考え方に基づき、再度の任用を行う場合であ

っても、同一の者が長期にわたって同一の職務内容の職とみ

なされる会計年度任用の職に繰り返し任用されることは、長

期的、計画的な人材育成・人材配置への影響や、会計年度任

用職員としての身分及び処遇の固定化などの問題を生じさ

せるおそれがあることに留意が必要です。

地方公務員の任用における成績主義や平等取扱いの原則

を踏まえれば、繰り返し任用されても、再度任用の保障のよ

うな既得権が発生するものではないことから、会計年度任用

の職についても他の職と同様に、任期ごとに客観的な能力実

証に基づき当該職に従事する十分な能力を持った者を任用

することが求められます。

この考え方は、条件付採用についても同様であることから、

再度の任用であっても任期ごとに改めて条件付採用の対象

とすることが必要です。

一方で、募集に当たって、任用の回数や年数が一定数に達

していることのみを捉えて、一律に応募要件に制限を設ける

ことは、平等取扱いの原則や成績主義の観点から避けるべき

ものであり、上記①ア（イ）に述べた均等な機会の付与の考

え方を踏まえた適切な募集を行うことが求められます。

４３

＜Ｑ＆Ａ【再度の任用】問６－１

【無期転換】問９－１を参照してください＞

イ いわゆる「空白期間」の適正化

会計年度任用職員の任期の設定については、基本的には、各

地方公共団体において適切に判断されるべきものです。

しかしながら、退職手当や社会保険料等を負担しないように

するため、再度の任用の際、新たな任期と前の任期との間に一

定の期間（いわゆる「空白期間」）を設けることは適切ではあ

りません。また、任用されていない者を事実上業務に従事させ

る場合、公務上重大な問題を生じるおそれがあります。

このため、新地方公務員法においては、任期について、国の

期間業務職員に関する人事院規則も参考とし、「職務の遂行に

必要かつ十分な任期を定めるもの」などとする配慮義務に係る

規定を設けたところであり、不適切な「空白期間」の是正を図

る必要があります（新地方公務員法第２２条の２第６項）。各

地方公共団体においては、適正な任用・勤務条件の確保という

改正法の趣旨を踏まえ、「空白期間」の適正化について取り組

むことが求められます。

ウ 手続

同一の者を同一の職務内容の職に再度任用する際にも、新た

な職への任用として、上記①ア及びイと同様、改めて職務内容

を含めた勤務条件の提示を行い、平等取扱いの原則や成績主義

も踏まえつつ能力の実証等を経た上で、本人の意思を確認し、

辞令の交付や勤務条件の明示を行うべきです。

なお、結果として複数回にわたって同一の者の任用が繰り返

された後に、能力実証の結果や業務の見直しによる業務自体の

廃止その他の合理的な理由により再度の任用を行わないこと

とする場合においては、事前に十分な説明を行ったり、他に応

募可能な求人を紹介したり等配慮をすることが望ましいです。

この点については、公務員は適用除外とされているものの、労

働基準法第１４条第２項に基づく「有期労働契約の締結、更新

及び雇止めに関する基準（厚生労働省）」において、契約を更

新しない場合の予告や理由の明示等が定められていることに

も留意ください。
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４２

⑤ 再度の任用

ア 基本的な考え方

（ア）再度の任用の位置付け

上記①イ（ウ）のとおり、会計年度任用職員はその任期を

１会計年度内としています（新地方公務員法第２２条の２第

１項及び第２項）ので、会計年度任用の職は１会計年度ごと

にその職の必要性が吟味される「新たに設置された職」と位

置付けられるべきものです。

会計年度任用の職に就いていた者が、任期の終了後、再度、

同一の職務内容の職に任用されることはあり得るものです

が、「同じ職の任期が延長された」あるいは「同一の職に再

度任用された」という意味ではなく、あくまで新たな職に改

めて任用されたものと整理されるべきものであり、当該職員

に対してもその旨説明が必要です。

（イ）再度の任用についての留意事項

上記（ア）の考え方に基づき、再度の任用を行う場合であ

っても、同一の者が長期にわたって同一の職務内容の職とみ

なされる会計年度任用の職に繰り返し任用されることは、長

期的、計画的な人材育成・人材配置への影響や、会計年度任

用職員としての身分及び処遇の固定化などの問題を生じさ

せるおそれがあることに留意が必要です。

地方公務員の任用における成績主義や平等取扱いの原則

を踏まえれば、繰り返し任用されても、再度任用の保障のよ

うな既得権が発生するものではないことから、会計年度任用

の職についても他の職と同様に、任期ごとに客観的な能力実

証に基づき当該職に従事する十分な能力を持った者を任用

することが求められます。

この考え方は、条件付採用についても同様であることから、

再度の任用であっても任期ごとに改めて条件付採用の対象

とすることが必要です。

一方で、募集に当たって、任用の回数や年数が一定数に達

していることのみを捉えて、一律に応募要件に制限を設ける

ことは、平等取扱いの原則や成績主義の観点から避けるべき

ものであり、上記①ア（イ）に述べた均等な機会の付与の考

え方を踏まえた適切な募集を行うことが求められます。

４３

＜Ｑ＆Ａ【再度の任用】問６－１

【無期転換】問９－１を参照してください＞

イ いわゆる「空白期間」の適正化

会計年度任用職員の任期の設定については、基本的には、各

地方公共団体において適切に判断されるべきものです。

しかしながら、退職手当や社会保険料等を負担しないように

するため、再度の任用の際、新たな任期と前の任期との間に一

定の期間（いわゆる「空白期間」）を設けることは適切ではあ

りません。また、任用されていない者を事実上業務に従事させ

る場合、公務上重大な問題を生じるおそれがあります。

このため、新地方公務員法においては、任期について、国の

期間業務職員に関する人事院規則も参考とし、「職務の遂行に

必要かつ十分な任期を定めるもの」などとする配慮義務に係る

規定を設けたところであり、不適切な「空白期間」の是正を図

る必要があります（新地方公務員法第２２条の２第６項）。各

地方公共団体においては、適正な任用・勤務条件の確保という

改正法の趣旨を踏まえ、「空白期間」の適正化について取り組

むことが求められます。

ウ 手続

同一の者を同一の職務内容の職に再度任用する際にも、新た

な職への任用として、上記①ア及びイと同様、改めて職務内容

を含めた勤務条件の提示を行い、平等取扱いの原則や成績主義

も踏まえつつ能力の実証等を経た上で、本人の意思を確認し、

辞令の交付や勤務条件の明示を行うべきです。

なお、結果として複数回にわたって同一の者の任用が繰り返

された後に、能力実証の結果や業務の見直しによる業務自体の

廃止その他の合理的な理由により再度の任用を行わないこと

とする場合においては、事前に十分な説明を行ったり、他に応

募可能な求人を紹介したり等配慮をすることが望ましいです。

この点については、公務員は適用除外とされているものの、労

働基準法第１４条第２項に基づく「有期労働契約の締結、更新

及び雇止めに関する基準（厚生労働省）」において、契約を更

新しない場合の予告や理由の明示等が定められていることに

も留意ください。
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４４

＜Ｑ＆Ａ【解雇予告】問８－１を参照してください＞

エ 給付水準

会計年度任用職員に対する給付については、上記③アのとお

り、新地方公務員法第２４条に規定する職務給の原則、均衡の

原則等に基づき、従事する職務の内容や責任の程度、在勤する

地域、地域の民間企業において同一又は類似の職種がある場合

には、その労働者の給与水準の状況等に留意しつつ、地域の実

情等を踏まえ適切に決定することが必要となるものですが、こ

れは再度の任用の際にも同様です。

この場合において、毎年度の給料又は報酬の水準の決定に際

し、同一又は類似の職種の常勤職員や民間企業の労働者の給与

改定の状況等を考慮し、給料額等を変更することはあり得るも

のです。

また、同一の者が同一の職種の職に再度任用される場合であ

っても、職務内容や責任の度合い等が変更される場合には、異

なる職への任用であることから、給料額等を変更することはあ

り得るものです。具体的には、一定の勤務経験や実績などのあ

る会計年度任用職員である保育士について、より責任の程度が

高い職に新たに任用する場合には、当該職員の勤務経験などに

より、一層向上した能力を踏まえた職務を行うことを考慮し、

給料額等を設定することが考えられますので、こうした考え方

も踏まえ、適切に給料又は報酬の水準を決定するよう、留意く

ださい。

オ 再度の任用と産休等との関係

会計年度任用職員が、産前産後休暇、介護休暇、育児休業に

ついて、その取得要件を満たしている場合には、

・ 会計年度任用職員の任期の末日（任期の末日が年度末であ

る場合には、年度末）まで取得することができ、

・ 翌年度に再度の任用がなされた場合には、改めて取得する

ことにより、年度をまたいで当該休暇、休業を継続することが

できます。

この場合において、再度の任用により、改めて条件付採用期

間が設定されることとなりますが、条件付採用期間中であるこ

とをもって当該休暇、休業の取得が妨げられるものではありま

４５

せん。なお、任命権者において、実地での能力の実証が不足し

ていると考える場合には、①イ（エ）のとおり、条件付採用期

間を延長することが可能です。

⑥ 人事行政の運営等の状況の公表

新地方公務員法第５８条の２においては、以下の義務が課され

ています。

・ 任命権者から地方公共団体の長に対する、職員の任用、人事

評価、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職

管理、研修、福祉並びに利益保護などの人事行政の運営の状況

の報告（新地方公務員法第５８条の２第１項）、

・ 人事委員会又は公平委員会から地方公共団体の長に対する業

務の報告（新地方公務員法第５８条の２第２項）、

・ 地方公共団体の長による上記の報告に関する概要及びその内

容の（対外的）公表（新地方公務員法第５８条の２第３項）

改正法により、フルタイムの会計年度任用職員は、給料、旅費

及び一定の手当の支給対象となり、人件費の管理等の観点から適

正な取扱いを確保する必要があることを勘案し、フルタイムの会

計年度任用職員については、その任用や勤務条件等に関し、任命

再度の任用については「新たな職に改めて任用」とされていること

からも、ここで書かれているような身分の固定化や既得権が発生する

といったようなことは生じないはずです。また、再度の任用について

「均等な機会の付与」と書かれていることから、ここで書かれている

ことを理由に繰り返しの任用が妨げられることはありません。むし

ろ、経験を積んだ職員が継続して業務にあたることが、公務の能率的

な運用に寄与することを当局側に認識させる取り組みを行う必要が

あります。また、空白期間については 年通知でも設ける必要は

ないとされていましたが、今回の法改正で新たに短い任期による更新

の反復を避ける配慮規定が設けられました。考え方についてはこれま

でと同様であることから、 年通知や新たな規定を活用し、空白を

設ける必要がないことを当局に認識させることが重要です。

給付水準についての考え方は別紙を参照してください。

自治労の考え・補足
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４４

＜Ｑ＆Ａ【解雇予告】問８－１を参照してください＞

エ 給付水準

会計年度任用職員に対する給付については、上記③アのとお

り、新地方公務員法第２４条に規定する職務給の原則、均衡の

原則等に基づき、従事する職務の内容や責任の程度、在勤する

地域、地域の民間企業において同一又は類似の職種がある場合

には、その労働者の給与水準の状況等に留意しつつ、地域の実

情等を踏まえ適切に決定することが必要となるものですが、こ

れは再度の任用の際にも同様です。

この場合において、毎年度の給料又は報酬の水準の決定に際

し、同一又は類似の職種の常勤職員や民間企業の労働者の給与

改定の状況等を考慮し、給料額等を変更することはあり得るも

のです。

また、同一の者が同一の職種の職に再度任用される場合であ

っても、職務内容や責任の度合い等が変更される場合には、異

なる職への任用であることから、給料額等を変更することはあ

り得るものです。具体的には、一定の勤務経験や実績などのあ

る会計年度任用職員である保育士について、より責任の程度が

高い職に新たに任用する場合には、当該職員の勤務経験などに

より、一層向上した能力を踏まえた職務を行うことを考慮し、

給料額等を設定することが考えられますので、こうした考え方

も踏まえ、適切に給料又は報酬の水準を決定するよう、留意く

ださい。

オ 再度の任用と産休等との関係

会計年度任用職員が、産前産後休暇、介護休暇、育児休業に

ついて、その取得要件を満たしている場合には、

・ 会計年度任用職員の任期の末日（任期の末日が年度末であ

る場合には、年度末）まで取得することができ、

・ 翌年度に再度の任用がなされた場合には、改めて取得する

ことにより、年度をまたいで当該休暇、休業を継続することが

できます。

この場合において、再度の任用により、改めて条件付採用期

間が設定されることとなりますが、条件付採用期間中であるこ

とをもって当該休暇、休業の取得が妨げられるものではありま

４５

せん。なお、任命権者において、実地での能力の実証が不足し

ていると考える場合には、①イ（エ）のとおり、条件付採用期

間を延長することが可能です。

⑥ 人事行政の運営等の状況の公表

新地方公務員法第５８条の２においては、以下の義務が課され

ています。

・ 任命権者から地方公共団体の長に対する、職員の任用、人事

評価、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職

管理、研修、福祉並びに利益保護などの人事行政の運営の状況

の報告（新地方公務員法第５８条の２第１項）、

・ 人事委員会又は公平委員会から地方公共団体の長に対する業

務の報告（新地方公務員法第５８条の２第２項）、

・ 地方公共団体の長による上記の報告に関する概要及びその内

容の（対外的）公表（新地方公務員法第５８条の２第３項）

改正法により、フルタイムの会計年度任用職員は、給料、旅費

及び一定の手当の支給対象となり、人件費の管理等の観点から適

正な取扱いを確保する必要があることを勘案し、フルタイムの会

計年度任用職員については、その任用や勤務条件等に関し、任命

再度の任用については「新たな職に改めて任用」とされていること

からも、ここで書かれているような身分の固定化や既得権が発生する

といったようなことは生じないはずです。また、再度の任用について

「均等な機会の付与」と書かれていることから、ここで書かれている

ことを理由に繰り返しの任用が妨げられることはありません。むし

ろ、経験を積んだ職員が継続して業務にあたることが、公務の能率的

な運用に寄与することを当局側に認識させる取り組みを行う必要が

あります。また、空白期間については 年通知でも設ける必要は

ないとされていましたが、今回の法改正で新たに短い任期による更新

の反復を避ける配慮規定が設けられました。考え方についてはこれま

でと同様であることから、 年通知や新たな規定を活用し、空白を

設ける必要がないことを当局に認識させることが重要です。

給付水準についての考え方は別紙を参照してください。

自治労の考え・補足
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４６

権者から地方公共団体の長に対する報告や、長による公表等の対

象に追加したものです。公表等に当たってはその趣旨を踏まえて

実施する必要があります。

⑦ 制度の周知

勤務条件をあらかじめ明示するという観点等から、現に任用さ

れている臨時・非常勤職員に対し、会計年度任用職員に係る任

用・勤務条件の内容等について周知を図る必要があります。

（２）職員団体との協議等に係る留意事項

① 職員団体との協議

会計年度任用職員の勤務条件については、新地方公務員法に基

づき、登録職員団体から適法な交渉の申入れがあった場合におい

ては、その申入れに応じる必要があることに留意が必要です。

各地方公共団体においては、平成３０年度までを目途に適宜必

要な協議を行っていただくよう、お願いします。

② 特別職非常勤職員が組織し、又は加入する労働組合との関係

特別職非常勤職員（旧地方公務員法第３条第３項）については、

旧地方公務員法が適用されないため、旧地方公務員法に基づく職

員団体ではなく、労働組合法に基づく労働組合を組織し、又はこ

れに加入することができることとなっているところです。

これに対し、改正法施行後に会計年度任用職員制度に移行した

後は、任期の定めのない常勤職員と同様、職員団体による交渉な

ど新地方公務員法に定める勤務条件に関する交渉制度が適用さ

れることとなります。

また、その代償措置として、

・ 勤務条件条例主義

・ 人事委員会又は公平委員会に対する措置要求や審査請求

などが認められることになることに留意が必要です。

任用根拠の変更後の勤務条件については、改正法施行後に適用

されるものではありますが、各地方公共団体においては、特別職

非常勤職員やこれらの職員が組織し、又は加入する労働組合に対

し、丁寧に説明することが重要です。

４７

職員団体は「職員」の勤務条件等について交渉を行うことができま

す。対象が「職員」であることから、常勤の職員のみで構成されてい

る職員団体が、組合員ではない会計年度任用職員・臨時職員の勤務条

件について交渉することも可能です。まだ組織化に至っていない自治

体においても、積極的に常勤職員の組合が会計年度任用職員の勤務条

件について交渉を行い勤務条件の整備・改善に取り組み、それを契機

として組織化に繋げていくことが重要です。なお、現行法でも常勤職

員のみの職員団体が臨時・非常勤等職員の勤務条件について交渉を行

うことは可能です。

自治労の考え・補足

－ 46 －



４６

権者から地方公共団体の長に対する報告や、長による公表等の対

象に追加したものです。公表等に当たってはその趣旨を踏まえて

実施する必要があります。

⑦ 制度の周知

勤務条件をあらかじめ明示するという観点等から、現に任用さ

れている臨時・非常勤職員に対し、会計年度任用職員に係る任

用・勤務条件の内容等について周知を図る必要があります。

（２）職員団体との協議等に係る留意事項

① 職員団体との協議

会計年度任用職員の勤務条件については、新地方公務員法に基

づき、登録職員団体から適法な交渉の申入れがあった場合におい

ては、その申入れに応じる必要があることに留意が必要です。

各地方公共団体においては、平成３０年度までを目途に適宜必

要な協議を行っていただくよう、お願いします。

② 特別職非常勤職員が組織し、又は加入する労働組合との関係

特別職非常勤職員（旧地方公務員法第３条第３項）については、

旧地方公務員法が適用されないため、旧地方公務員法に基づく職

員団体ではなく、労働組合法に基づく労働組合を組織し、又はこ

れに加入することができることとなっているところです。

これに対し、改正法施行後に会計年度任用職員制度に移行した

後は、任期の定めのない常勤職員と同様、職員団体による交渉な

ど新地方公務員法に定める勤務条件に関する交渉制度が適用さ

れることとなります。

また、その代償措置として、

・ 勤務条件条例主義

・ 人事委員会又は公平委員会に対する措置要求や審査請求

などが認められることになることに留意が必要です。

任用根拠の変更後の勤務条件については、改正法施行後に適用

されるものではありますが、各地方公共団体においては、特別職

非常勤職員やこれらの職員が組織し、又は加入する労働組合に対

し、丁寧に説明することが重要です。

４７

職員団体は「職員」の勤務条件等について交渉を行うことができま

す。対象が「職員」であることから、常勤の職員のみで構成されてい

る職員団体が、組合員ではない会計年度任用職員・臨時職員の勤務条

件について交渉することも可能です。まだ組織化に至っていない自治

体においても、積極的に常勤職員の組合が会計年度任用職員の勤務条

件について交渉を行い勤務条件の整備・改善に取り組み、それを契機

として組織化に繋げていくことが重要です。なお、現行法でも常勤職

員のみの職員団体が臨時・非常勤等職員の勤務条件について交渉を行

うことは可能です。

自治労の考え・補足
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４８

【全般】

○ 会計年度任用職員として任用される企業職員又は技能労務職員に

係る法令の適用関係については、常勤職員として任用されるこれらの

職員と同様である。すなわち、企業職員又は技能労務職員については、

元々フルタイムの職やパートタイムの職にかかわらず、地方自治法第

２０３条の２及び地方自治法２０４条の特例として地方公営企業法

第３８条の企業職員の給与に関する規定が適用されることとなって

おり、会計年度任用職員についても同様である。

○ 改正法施行後に会計年度任用職員として任用すべき特別職非常勤

職員、一般職非常勤職員及びパートタイムの臨時的任用職員について

は、改正法施行後は、１会計年度内を任期とする会計年度任用職員と

して任用されることとなることを踏まえ、任期が施行日を跨ぐことは

想定しておらず、経過措置は置かれていない。

○ 各地方公共団体においては、改正法施行後に、会計年度任用職員と

して任用すべき職については、その任期が施行日を跨ぐ任用は行わな

いことを徹底していただきたい。

○ なお、「常時勤務を要する職に欠員が生じた場合」における臨時的

任用については、改正法施行前後にかかわらず、臨時的任用が可能で

あることから、「常時勤務を要する職に欠員が生じた場合」のみに限

定して、経過措置が置かれているものである。

Ⅲ Ｑ＆Ａ

問１―２ 臨時・非常勤職員について、任期が平成３２年４月１日を

跨がる者がいた場合の経過措置はあるのか。

問１－１ 会計年度任用職員として任用される企業職員又は技能労務

職員に係る法令の適用関係は、常勤職員とどのような違いがあるの

か。

４９

○ 会計年度任用の職は１会計年度ごとにその職の必要性が吟味され

る「新たに設置された職」と位置付けられるべきものであることから、

平成３２年４月１日からの新制度への移行時においても、会計年度任

用職員の採用に当たっては競争試験又は選考により客観的な能力の

実証を行う必要がある。

○ 会計年度任用職員については、新地方公務員法第１３条の平等取

扱いの原則が適用となることから、その募集・採用に当たっては、

年齢や性別にかかわりなく均等な機会を与える必要がある。

○ 各地方公共団体においては、応募を希望する者や住民に対して説

明責任を果たせるよう、できる限りホームページ上で広く募集を行

うなど適切な募集を行う必要がある。

○ ここでいう「任期の更新」とは、会計年度任用職員の勤務実績を考

慮した上で、当該会計年度内において同一の者が同一の職に引き続き

任用されるものと解され、任用が中断した後、改めて任用することは

更新ではない。一方、再度の任用とは「新たに設置された職」に競争

試験又は選考による客観的な能力の実証を経て改めて任用されると

いうものであり、その点で「任期の更新」と異なる。

問１－５ 新地方公務員法第２２条の２第４項の規定において「当該

期間の範囲内において、任期を更新することができる」とあるが、

マニュアルで示されている「再度の任用」との違いは何か。

問１－３ 「会計年度任用職員制度への必要な移行」とあるが、これ

は選考等を経ずに採用することができるという意味か。

問１－４ 採用に当たって、できる限り広く募集を行うなど適切な

募集を行う必要があるとのことだが、具体的にどのような方法が

求められるか。
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４８

【全般】

○ 会計年度任用職員として任用される企業職員又は技能労務職員に

係る法令の適用関係については、常勤職員として任用されるこれらの

職員と同様である。すなわち、企業職員又は技能労務職員については、

元々フルタイムの職やパートタイムの職にかかわらず、地方自治法第

２０３条の２及び地方自治法２０４条の特例として地方公営企業法

第３８条の企業職員の給与に関する規定が適用されることとなって

おり、会計年度任用職員についても同様である。

○ 改正法施行後に会計年度任用職員として任用すべき特別職非常勤

職員、一般職非常勤職員及びパートタイムの臨時的任用職員について

は、改正法施行後は、１会計年度内を任期とする会計年度任用職員と

して任用されることとなることを踏まえ、任期が施行日を跨ぐことは

想定しておらず、経過措置は置かれていない。

○ 各地方公共団体においては、改正法施行後に、会計年度任用職員と

して任用すべき職については、その任期が施行日を跨ぐ任用は行わな

いことを徹底していただきたい。

○ なお、「常時勤務を要する職に欠員が生じた場合」における臨時的

任用については、改正法施行前後にかかわらず、臨時的任用が可能で

あることから、「常時勤務を要する職に欠員が生じた場合」のみに限

定して、経過措置が置かれているものである。

Ⅲ Ｑ＆Ａ

問１―２ 臨時・非常勤職員について、任期が平成３２年４月１日を

跨がる者がいた場合の経過措置はあるのか。

問１－１ 会計年度任用職員として任用される企業職員又は技能労務

職員に係る法令の適用関係は、常勤職員とどのような違いがあるの

か。

４９

○ 会計年度任用の職は１会計年度ごとにその職の必要性が吟味され

る「新たに設置された職」と位置付けられるべきものであることから、

平成３２年４月１日からの新制度への移行時においても、会計年度任

用職員の採用に当たっては競争試験又は選考により客観的な能力の

実証を行う必要がある。

○ 会計年度任用職員については、新地方公務員法第１３条の平等取

扱いの原則が適用となることから、その募集・採用に当たっては、

年齢や性別にかかわりなく均等な機会を与える必要がある。

○ 各地方公共団体においては、応募を希望する者や住民に対して説

明責任を果たせるよう、できる限りホームページ上で広く募集を行

うなど適切な募集を行う必要がある。

○ ここでいう「任期の更新」とは、会計年度任用職員の勤務実績を考

慮した上で、当該会計年度内において同一の者が同一の職に引き続き

任用されるものと解され、任用が中断した後、改めて任用することは

更新ではない。一方、再度の任用とは「新たに設置された職」に競争

試験又は選考による客観的な能力の実証を経て改めて任用されると

いうものであり、その点で「任期の更新」と異なる。

問１－５ 新地方公務員法第２２条の２第４項の規定において「当該

期間の範囲内において、任期を更新することができる」とあるが、

マニュアルで示されている「再度の任用」との違いは何か。

問１－３ 「会計年度任用職員制度への必要な移行」とあるが、これ

は選考等を経ずに採用することができるという意味か。

問１－４ 採用に当たって、できる限り広く募集を行うなど適切な

募集を行う必要があるとのことだが、具体的にどのような方法が

求められるか。
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５０

○ 会計年度任用職員制度においては、１週間当たりの勤務時間が常勤

職員と同一である者を「フルタイムの会計年度任用職員」とし、これ

よりも短い時間である者を「パートタイムの会計年度任用職員」と定

めていることから、１週間あたりの勤務時間が常勤職員よりも短いが

４分の３を超えて勤務する非常勤職員を会計年度任用職員として任

用する場合は「パートタイムの職」として任用することとなる。

○ 任期中のどの期間とするかは、会計年度任用職員の任期や勤務形態

が多様であることから一律的な定めは設けていないが、例えば、月の

末日前に任期が終了したことにより最終週のみ週４日勤務となる場

合は、最終週以外の１週間あたりの勤務時間で判断することとなり、

その間、常勤職員の１週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間であ

れば、フルタイムの会計年度任用職員として任用することとなる。

なお、任期が３日でこの間フルタイムで勤務する場合は、パートタ

イムの会計年度任用職員として任用することとなる。

○ 施行日前において、臨時・非常勤職員の任用根拠や勤務条件の適正

問１－６ １週間あたりの勤務時間が常勤職員よりも短いが４分の３

を超えて勤務する非常勤職員を会計年度任用職員として任用する場

合は「パートタイムの職」として任用することとなるのか。

問１－８ 早期に、臨時・非常勤職員の任用根拠や勤務条件の適正化

を図りたいと考えているが、平成３２年４月１日の施行日前に、こ

れらの適正化を行ってもよいのか。

問１－７ フルタイムの会計年度任用職員の要件として、「会計年度任

用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間

が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時

間と同一の時間であるもの」とされているが、ここでいう「一週間

当たりの通常の勤務時間と同一の時間」とはどこの期間を指すのか。

例えば、月の末日前に任期が終了する場合、フルタイムの会計年度

任用職員として任用してよいか。

５１

化を行う場合は、その時点における関係法令の規定に基づき可能な範

囲内で行うこととなる。

例えば、平成２６年の総務省通知を踏まえ、

・ 現に特別職非常勤職員を任用されていた者を、一般職非常勤職員と

して任用すること、

・ 不適切な空白期間を是正すること、

・ 非常勤職員に対する育児休業制度を整備すること、

なども考えられる。一方、パートタイムの一般職非常勤職員に対する

「期末手当」は改正後の会計年度任用職員制度において支給可能とな

るため、施行前においては支給できないことに留意する必要がある。

○ なお、こうした団体においても、今般の改正法の施行までに、会計

年度任用職員制度などの導入の際に必要となる任用や給付など勤務

条件に関する制度設計、条例等の整備、必要なシステム改修などの対

応を図った上で、改正法の趣旨に沿った個々の臨時・非常勤職員に係

る任用根拠の変更や、執行体制の再構築など必要な準備を進めていた

だきたい。

○ 今般の改正法により、特別職非常勤職員については、「専門的な知

識経験又は識見を有する者が就く職であって、当該知識経験又は識見

に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うもの」

に限定し、臨時的任用職員については「常時勤務を要する職に欠員を

生じた場合」に該当することを新たに要件に加え、その対象を限定し

たところである。

○ したがって、これらの対象とならない臨時・非常勤職員については、

日々雇用される者又は任用期間、勤務日数、勤務時間が極めて短い者

かどうかにかかわらず、会計年度任用職員として任用すべきである。

問１－９ 日々雇用職員や任用期間、勤務日数、勤務時間が極めて短

い職員についても、会計年度任用職員として任用しなければならな

いのか。
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５０

○ 会計年度任用職員制度においては、１週間当たりの勤務時間が常勤

職員と同一である者を「フルタイムの会計年度任用職員」とし、これ

よりも短い時間である者を「パートタイムの会計年度任用職員」と定

めていることから、１週間あたりの勤務時間が常勤職員よりも短いが

４分の３を超えて勤務する非常勤職員を会計年度任用職員として任

用する場合は「パートタイムの職」として任用することとなる。

○ 任期中のどの期間とするかは、会計年度任用職員の任期や勤務形態

が多様であることから一律的な定めは設けていないが、例えば、月の

末日前に任期が終了したことにより最終週のみ週４日勤務となる場

合は、最終週以外の１週間あたりの勤務時間で判断することとなり、

その間、常勤職員の１週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間であ

れば、フルタイムの会計年度任用職員として任用することとなる。

なお、任期が３日でこの間フルタイムで勤務する場合は、パートタ

イムの会計年度任用職員として任用することとなる。

○ 施行日前において、臨時・非常勤職員の任用根拠や勤務条件の適正

問１－６ １週間あたりの勤務時間が常勤職員よりも短いが４分の３

を超えて勤務する非常勤職員を会計年度任用職員として任用する場

合は「パートタイムの職」として任用することとなるのか。

問１－８ 早期に、臨時・非常勤職員の任用根拠や勤務条件の適正化

を図りたいと考えているが、平成３２年４月１日の施行日前に、こ

れらの適正化を行ってもよいのか。

問１－７ フルタイムの会計年度任用職員の要件として、「会計年度任

用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間

が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時

間と同一の時間であるもの」とされているが、ここでいう「一週間

当たりの通常の勤務時間と同一の時間」とはどこの期間を指すのか。

例えば、月の末日前に任期が終了する場合、フルタイムの会計年度

任用職員として任用してよいか。

５１

化を行う場合は、その時点における関係法令の規定に基づき可能な範

囲内で行うこととなる。

例えば、平成２６年の総務省通知を踏まえ、

・ 現に特別職非常勤職員を任用されていた者を、一般職非常勤職員と

して任用すること、

・ 不適切な空白期間を是正すること、

・ 非常勤職員に対する育児休業制度を整備すること、

なども考えられる。一方、パートタイムの一般職非常勤職員に対する

「期末手当」は改正後の会計年度任用職員制度において支給可能とな

るため、施行前においては支給できないことに留意する必要がある。

○ なお、こうした団体においても、今般の改正法の施行までに、会計

年度任用職員制度などの導入の際に必要となる任用や給付など勤務

条件に関する制度設計、条例等の整備、必要なシステム改修などの対

応を図った上で、改正法の趣旨に沿った個々の臨時・非常勤職員に係

る任用根拠の変更や、執行体制の再構築など必要な準備を進めていた

だきたい。

○ 今般の改正法により、特別職非常勤職員については、「専門的な知

識経験又は識見を有する者が就く職であって、当該知識経験又は識見

に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うもの」

に限定し、臨時的任用職員については「常時勤務を要する職に欠員を

生じた場合」に該当することを新たに要件に加え、その対象を限定し

たところである。

○ したがって、これらの対象とならない臨時・非常勤職員については、

日々雇用される者又は任用期間、勤務日数、勤務時間が極めて短い者

かどうかにかかわらず、会計年度任用職員として任用すべきである。

問１－９ 日々雇用職員や任用期間、勤務日数、勤務時間が極めて短

い職員についても、会計年度任用職員として任用しなければならな

いのか。
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５２

○ マニュアルＰ８等に示す「相当の期間任用される職員を就けるべき

業務」については、単に業務の期間や継続性のみによって判断される

ものではなく、従事する業務の性質に関する要件を示すものであり、

業務の内容や責任の程度などを踏まえた業務の性質により判断され

るべきものである。

○ 「相当の期間任用される職員を就けるべき業務」への該当性につい

ては、各地方公共団体において、業務の性質により、個々の具体的な

事例に則して判断されるべきものであるが、地方公務員の臨時・非常

勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会報告書（平成

２８年１２月２７日。以下「総務省有識者研究会報告書」という。）

においては、「典型的には、組織の管理・運営自体に関する業務や、

財産の差押え、許認可といった権力的業務などが想定される」とされ

ている。

○ スケジュールについては、あくまで平成３１年春頃に募集活動を行

うことを想定して条例改正などの時期を定めたものである。

○ このため、例えば、募集活動が当該スケジュールよりも遅い時期に

見込まれる場合においては、各団体の実情に応じて全体スケジュール

を見直して対応いただくことは可能である。

○ 会計年度任用職員が育児休業を取得した際に欠員補充を行う場合

問１－１０ 「相当の期間任用される職員を就けるべき業務」について、

その業務が相当の期間、続くような継続性のある業務を意味するの

か。

問１－１１ スケジュールについて、平成３１年春頃に募集活動を行う

ことを想定されているが、これよりも遅い時期に募集活動を行う場

合、全体のスケジュールを後ろ倒しして計画を立ててよいか。

問１－１２ 会計年度任用職員が育児休業を取得した場合や病気休職

した場合など、欠員補充の取扱い如何。

５３

は、地方公務員育児休業法第６条第１項第２号の規定に基づく臨時的

任用により行われるものと考える。

○ なお、同規定による臨時的任用については、「常時勤務を要する職

に欠員を生じた場合」に該当することを新たに要件として加えていな

いため、これまでと同様、常勤職員の代替に限られるものではない。

○ また、会計年度任用職員が病気休職した場合などの欠員補充につい

ては、新たに会計年度任用職員として任用することが適当と考える。

【特別職】

〇 新地方公務員法第３条第３項第２号については、「法令又は条例、

地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程によ

り設けられた委員及び委員会（審議会その他これに準ずるものを含

む。）の構成員の職で臨時又は非常勤のもの」とされている。

〇 この規定については、今回の改正事項ではないが、「委員」に該当

する主なものを示せば、以下のとおりである。

○ 当該規定の適用については、適正な任用・勤務条件の確保という改

正法の趣旨を踏まえ、下記の例も勘案しつつ、慎重に運用すべきもの

である。

〈主な委員の例〉

・都道府県労働委員会の委員

・内水面漁場管理委員会の委員

・海区漁業調整委員会の委員の選挙によることなく選任される

委員、専門委員

・民生委員、児童委員

・男女共同参画推進委員会の委員

（教育委員会関係）

問２－１ 新地方公務員法第３条第３項第２号に掲げる「委員」に該

当するものとしてはどのようなものがあるか。
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５２

○ マニュアルＰ８等に示す「相当の期間任用される職員を就けるべき

業務」については、単に業務の期間や継続性のみによって判断される

ものではなく、従事する業務の性質に関する要件を示すものであり、

業務の内容や責任の程度などを踏まえた業務の性質により判断され

るべきものである。

○ 「相当の期間任用される職員を就けるべき業務」への該当性につい

ては、各地方公共団体において、業務の性質により、個々の具体的な

事例に則して判断されるべきものであるが、地方公務員の臨時・非常

勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会報告書（平成

２８年１２月２７日。以下「総務省有識者研究会報告書」という。）

においては、「典型的には、組織の管理・運営自体に関する業務や、

財産の差押え、許認可といった権力的業務などが想定される」とされ

ている。

○ スケジュールについては、あくまで平成３１年春頃に募集活動を行

うことを想定して条例改正などの時期を定めたものである。

○ このため、例えば、募集活動が当該スケジュールよりも遅い時期に

見込まれる場合においては、各団体の実情に応じて全体スケジュール

を見直して対応いただくことは可能である。

○ 会計年度任用職員が育児休業を取得した際に欠員補充を行う場合

問１－１０ 「相当の期間任用される職員を就けるべき業務」について、

その業務が相当の期間、続くような継続性のある業務を意味するの

か。

問１－１１ スケジュールについて、平成３１年春頃に募集活動を行う

ことを想定されているが、これよりも遅い時期に募集活動を行う場

合、全体のスケジュールを後ろ倒しして計画を立ててよいか。

問１－１２ 会計年度任用職員が育児休業を取得した場合や病気休職

した場合など、欠員補充の取扱い如何。

５３

は、地方公務員育児休業法第６条第１項第２号の規定に基づく臨時的

任用により行われるものと考える。

○ なお、同規定による臨時的任用については、「常時勤務を要する職

に欠員を生じた場合」に該当することを新たに要件として加えていな

いため、これまでと同様、常勤職員の代替に限られるものではない。

○ また、会計年度任用職員が病気休職した場合などの欠員補充につい

ては、新たに会計年度任用職員として任用することが適当と考える。

【特別職】

〇 新地方公務員法第３条第３項第２号については、「法令又は条例、

地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程によ

り設けられた委員及び委員会（審議会その他これに準ずるものを含

む。）の構成員の職で臨時又は非常勤のもの」とされている。

〇 この規定については、今回の改正事項ではないが、「委員」に該当

する主なものを示せば、以下のとおりである。

○ 当該規定の適用については、適正な任用・勤務条件の確保という改

正法の趣旨を踏まえ、下記の例も勘案しつつ、慎重に運用すべきもの

である。

〈主な委員の例〉

・都道府県労働委員会の委員

・内水面漁場管理委員会の委員

・海区漁業調整委員会の委員の選挙によることなく選任される

委員、専門委員

・民生委員、児童委員

・男女共同参画推進委員会の委員

（教育委員会関係）

問２－１ 新地方公務員法第３条第３項第２号に掲げる「委員」に該

当するものとしてはどのようなものがあるか。
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５４

・社会教育委員

・図書館協議会の委員

・博物館協議会の委員

・公民館運営審議会の委員

・学校運営協議会の委員

・教科書の採択地区協議会の委員、選定委員会の委員、採択地区の調

査員

・銃砲刀剣類等所持取締法第１４条第３項の登録審査委員

・スポーツ推進委員

（警察本部関係）

・少年指導委員

・猟銃安全指導委員

・地域交通安全活動推進委員

・留置施設視察委員会の委員

・警察署協議会の委員 等

○ 法令に基づき設置されている職のうち、新地方公務員法第３条第

３項第３号に該当するものについては、整理中の一部のものを除き、

「限定列挙」してマニュアルに示したところ。

○ 法令に基づき設置されている職以外の職であって、地方公共団体

が独自に設置する職について、新地方公務員法第３条第３項第３号

の特別職として任用することは可能。

○ ただし、新地方公務員法第３条第３項第３号の特別職として任用

することが可能な職としては、専門的な知識経験等を有する者が就

問２－３ 法令に基づき設置されている職以外の職であって、地方公

共団体が独自に設置する職について、新地方公務員法第３条第３項

第３号の特別職として任用することはできないのか。

問２－２ マニュアルで示している特別職は例示列挙か。限定列挙か。

５５

く職であって、当該知識経験等に基づき、助言、調査、診断等を行

う職であり、労働者性が低い者が就く職が該当する。

○ したがって、Ⅱ２（２）①アにあるとおり、上記に該当せず、任

命権者又はその委任を受けた者の指揮監督下で行われる事務など、

新地方公務員法の定める服務等を課すべき者が従事すべき事務につ

いては、会計年度任用職員が従事すべき事務として整理すべきであ

る。

○ 「顧問、参与」については、『「顧問」とは、地方公共団体の機関

等に対し、･･･意見の陳述又は勧告をさせる等のために置かれる』も

のとされ、『「参与」とは、地方公共団体等の機関に対し、･･･意見を

述べることなどのために置かれる』とされている（「地方公務員法逐

条解説Ⅱ」地方公務員月報昭和３８ 年２月第２号ｐ ４６）

○ したがって、顧問、参与とは、広く住民等に意見を陳述するもの

ではなく、地方公共団体の機関等に対して意見を述べる者を指すと

考えられる。

○ 新地方公務員法第３条第３項第３号の２においては、「投票管理者、

開票管理者、選挙長･･･」と、公選法に限って規定しているわけでは

ないため、例えば、漁業法に基づく漁業調整委員会の選挙や地方自治

体が条例に基づく住民投票を行う場合などにおいて投票管理者等を

任用する場合においても、新地方公務員法第３条第３項第３号の２

に規定する特別職非常勤職員と解される。

問２－４ 「顧問」、「参与」とは具体的にどのような者を指すのか。

問２－５ 公選法等に規定のある投票管理者等を新地方公務員法第

３条第３項第３号の２として列挙しているが、公選法等以外の法律

に基づく選挙・投票（例えば、漁業法に基づく漁業調整委員会の選

挙）や、地方自治体が条例に基づく住民投票を行う場合などにおい

て、投票管理者等を任用する場合は、特別職非常勤職員と解してよ

いか。
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５４

・社会教育委員

・図書館協議会の委員

・博物館協議会の委員

・公民館運営審議会の委員

・学校運営協議会の委員

・教科書の採択地区協議会の委員、選定委員会の委員、採択地区の調

査員

・銃砲刀剣類等所持取締法第１４条第３項の登録審査委員

・スポーツ推進委員

（警察本部関係）

・少年指導委員

・猟銃安全指導委員

・地域交通安全活動推進委員

・留置施設視察委員会の委員

・警察署協議会の委員 等

○ 法令に基づき設置されている職のうち、新地方公務員法第３条第

３項第３号に該当するものについては、整理中の一部のものを除き、

「限定列挙」してマニュアルに示したところ。

○ 法令に基づき設置されている職以外の職であって、地方公共団体

が独自に設置する職について、新地方公務員法第３条第３項第３号

の特別職として任用することは可能。

○ ただし、新地方公務員法第３条第３項第３号の特別職として任用

することが可能な職としては、専門的な知識経験等を有する者が就

問２－３ 法令に基づき設置されている職以外の職であって、地方公

共団体が独自に設置する職について、新地方公務員法第３条第３項

第３号の特別職として任用することはできないのか。

問２－２ マニュアルで示している特別職は例示列挙か。限定列挙か。

５５

く職であって、当該知識経験等に基づき、助言、調査、診断等を行

う職であり、労働者性が低い者が就く職が該当する。

○ したがって、Ⅱ２（２）①アにあるとおり、上記に該当せず、任

命権者又はその委任を受けた者の指揮監督下で行われる事務など、

新地方公務員法の定める服務等を課すべき者が従事すべき事務につ

いては、会計年度任用職員が従事すべき事務として整理すべきであ

る。

○ 「顧問、参与」については、『「顧問」とは、地方公共団体の機関

等に対し、･･･意見の陳述又は勧告をさせる等のために置かれる』も

のとされ、『「参与」とは、地方公共団体等の機関に対し、･･･意見を

述べることなどのために置かれる』とされている（「地方公務員法逐

条解説Ⅱ」地方公務員月報昭和３８ 年２月第２号ｐ ４６）

○ したがって、顧問、参与とは、広く住民等に意見を陳述するもの

ではなく、地方公共団体の機関等に対して意見を述べる者を指すと

考えられる。

○ 新地方公務員法第３条第３項第３号の２においては、「投票管理者、

開票管理者、選挙長･･･」と、公選法に限って規定しているわけでは

ないため、例えば、漁業法に基づく漁業調整委員会の選挙や地方自治

体が条例に基づく住民投票を行う場合などにおいて投票管理者等を

任用する場合においても、新地方公務員法第３条第３項第３号の２

に規定する特別職非常勤職員と解される。

問２－４ 「顧問」、「参与」とは具体的にどのような者を指すのか。

問２－５ 公選法等に規定のある投票管理者等を新地方公務員法第

３条第３項第３号の２として列挙しているが、公選法等以外の法律

に基づく選挙・投票（例えば、漁業法に基づく漁業調整委員会の選

挙）や、地方自治体が条例に基づく住民投票を行う場合などにおい

て、投票管理者等を任用する場合は、特別職非常勤職員と解してよ

いか。
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５６

○ 地方公共団体にチャレンジ雇用される知的障がい者などの任用に

ついては、国家公務員と同様、一般職の会計年度任用職員として任用

することが適当である。

〇 地域おこし協力隊については、「地域おこし協力隊の受入れに関す

る手引き（第２版）」（平成２９年５月総務省地域力創造グループ地域

自立応援課）において示しているとおり、特別職非常勤職員として任

用している地方公共団体においては、特別職の任用の厳格化等に伴い、

一般職の会計年度任用職員として任用することが適当である。また、

集落支援員についても同様の取扱いとなる。

○ 国際交流員（ＣＩＲ）やスポーツ国際交流員 ＳＥＡ も、外国語

指導助手（ＡＬＴ）と同様、特別職から一般職へ移行する職である。

【臨時的任用】

○ 臨時的任用を行うことができる場合としては、例えば、

・災害その他重大な事故が発生し、その復旧に緊急の人手を要する場

合

・一時的に事務量が増大し多忙となる時期に任用する場合

・介護休暇又は産前・産後休暇の承認を受けた職員の業務を処理する

問３－１ 臨時的任用を行うことができる場合としては、具体的にど

のようなものがあるか。

問２－８ 外国語指導助手（ＡＬＴ）が特別職から一般職へ移行する

のであれば、国際交流員（ＣＩＲ）やスポーツ国際交流員 ＳＥＡ

についても、同様に、特別職から一般職へ移行するのか。

問２－６ チャレンジ雇用についてはどのように取り扱えばよいか。

問２－７ 地域おこし協力隊や集落支援員については、どのような取

扱いになるのか。

５７

ことを職務とする職で当該承認に係る期間を限度として置かれる

臨時のものに任用する場合

等が該当すると考えられる。

○ 例えば、学校の教員については、児童生徒数の減少傾向に不確定要

素があったり、当該年度の児童生徒数が年度の開始時点に確定しなか

ったりするなどして、これに対応した時限的に確保が必要となる教員

数を一定の確度で見込めない時には、必要となった教員の職を「臨時

の職」と捉え、かつ「常時勤務を要する職」に該当する場合には、臨

時的任用により、教員を採用することは可能である。

○ なお、臨時的任用が「臨時の職に関する場合」は、臨時的任用を行

う日から１年以内に廃止することが予想される職に関する任用であ

ることから、定数条例の対象外とすることは許容されると考えられる

ものの、「緊急の場合」、「採用候補者名簿や昇任候補者名簿がない場

合」における臨時的任用は、その欠員が生じた職が「臨時の職」では

ないことから、定数条例の対象となることにご留意いただきたい。

○ 臨時的任用職員の任期が新地方公務員法第２２条の３において最

長１年以内と規定されていることを踏まえれば、臨時的任用職員が就

くこととされる職については、１年ごとにその職の必要性が吟味され

る「新たに設置された職」と位置付けられるべきものであり、任期の

終了後、再度、同一の職務内容の「新たな職」に改めて任用されるこ

とはあり得るものである。

○ ただし、任用に当たっては、いかなる優先権をも与えるものではな

く、臨時的任用に係る制度上の要件を改めて確認する必要があり、フ

ルタイムの臨時的任用を繰り返すことによって、事実上任期の定めの

問３－３ 臨時的任用職員について、「再度の任用」は可能か。

問３－２ 臨時的任用について、「常時勤務を要する職に欠員を生じた

場合」という要件が新たに追加されたが、例えば学校の教員の場合、

どのような場合であれば、臨時的任用が可能なのか。
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５６

○ 地方公共団体にチャレンジ雇用される知的障がい者などの任用に

ついては、国家公務員と同様、一般職の会計年度任用職員として任用

することが適当である。

〇 地域おこし協力隊については、「地域おこし協力隊の受入れに関す

る手引き（第２版）」（平成２９年５月総務省地域力創造グループ地域

自立応援課）において示しているとおり、特別職非常勤職員として任

用している地方公共団体においては、特別職の任用の厳格化等に伴い、

一般職の会計年度任用職員として任用することが適当である。また、

集落支援員についても同様の取扱いとなる。

○ 国際交流員（ＣＩＲ）やスポーツ国際交流員 ＳＥＡ も、外国語

指導助手（ＡＬＴ）と同様、特別職から一般職へ移行する職である。

【臨時的任用】

○ 臨時的任用を行うことができる場合としては、例えば、

・災害その他重大な事故が発生し、その復旧に緊急の人手を要する場

合

・一時的に事務量が増大し多忙となる時期に任用する場合

・介護休暇又は産前・産後休暇の承認を受けた職員の業務を処理する

問３－１ 臨時的任用を行うことができる場合としては、具体的にど

のようなものがあるか。

問２－８ 外国語指導助手（ＡＬＴ）が特別職から一般職へ移行する

のであれば、国際交流員（ＣＩＲ）やスポーツ国際交流員 ＳＥＡ

についても、同様に、特別職から一般職へ移行するのか。

問２－６ チャレンジ雇用についてはどのように取り扱えばよいか。

問２－７ 地域おこし協力隊や集落支援員については、どのような取

扱いになるのか。

５７

ことを職務とする職で当該承認に係る期間を限度として置かれる

臨時のものに任用する場合

等が該当すると考えられる。

○ 例えば、学校の教員については、児童生徒数の減少傾向に不確定要

素があったり、当該年度の児童生徒数が年度の開始時点に確定しなか

ったりするなどして、これに対応した時限的に確保が必要となる教員

数を一定の確度で見込めない時には、必要となった教員の職を「臨時

の職」と捉え、かつ「常時勤務を要する職」に該当する場合には、臨

時的任用により、教員を採用することは可能である。

○ なお、臨時的任用が「臨時の職に関する場合」は、臨時的任用を行

う日から１年以内に廃止することが予想される職に関する任用であ

ることから、定数条例の対象外とすることは許容されると考えられる

ものの、「緊急の場合」、「採用候補者名簿や昇任候補者名簿がない場

合」における臨時的任用は、その欠員が生じた職が「臨時の職」では

ないことから、定数条例の対象となることにご留意いただきたい。

○ 臨時的任用職員の任期が新地方公務員法第２２条の３において最

長１年以内と規定されていることを踏まえれば、臨時的任用職員が就

くこととされる職については、１年ごとにその職の必要性が吟味され

る「新たに設置された職」と位置付けられるべきものであり、任期の

終了後、再度、同一の職務内容の「新たな職」に改めて任用されるこ

とはあり得るものである。

○ ただし、任用に当たっては、いかなる優先権をも与えるものではな

く、臨時的任用に係る制度上の要件を改めて確認する必要があり、フ

ルタイムの臨時的任用を繰り返すことによって、事実上任期の定めの

問３－３ 臨時的任用職員について、「再度の任用」は可能か。

問３－２ 臨時的任用について、「常時勤務を要する職に欠員を生じた

場合」という要件が新たに追加されたが、例えば学校の教員の場合、

どのような場合であれば、臨時的任用が可能なのか。
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５８

ない常勤職員と同様であるかのような運用は避けるべきである。

○ 「再任用短時間勤務職員」又は「任期付短時間勤務職員」は、「非

常勤の職」のうち「短時間勤務の職」と整理されるものであり、パー

トタイムでの任用となることから、当該職に臨時的任用職員を充てる

ことはできない。

○ このため、これらの職員に欠員が生じた場合には、改めて「再任用

短時間勤務職員」又は「任期付短時間勤務職員」として任用すること

が適当と考える。

○ 臨時的任用は新地方公務員法第１５条の２第１項第１号に規定す

る「採用」の定義から除外されているため、そもそも新地方公務員法

第２２条における「採用」の対象外であることから、臨時的任用職員

については、引き続き条件付採用の対象外である。

【任用一般】

○ いずれの場合も可能である。

問３－４ 「再任用短時間勤務職員」又は「任期付短時間勤務職員」

に欠員が生じた場合に、臨時的任用職員を採用することはできるか。

問３－５ 今回の法改正に伴い、旧地方公務員法第２２条第１項から

「臨時的任用…の場合を除き、」という文言が削除されたが、臨時的

任用と条件付採用との関係はどうなるか。

問４－１ 同一の者が同一の地方公共団体内で異なる業務に従事しよ

うとする場合、異なる勤務時間帯の会計年度任用職員（パートタイ

ム）若しくは、異なる勤務時間帯の会計年度任用職員（パートタイ

ム）と特別職非常勤職員として、それぞれ任用することは制度上可

能か。

５９

【条件付採用】

○ 任用期間、勤務日数又は勤務時間の長短や前職の勤務実績の有無に

かかわらず、会計年度任用職員については条件付採用の対象となる。

再度の任用の場合も、新たな職に改めて任用されるものと整理すべき

ものであることから、新地方公務員法第２２条及び新地方公務員法第

２２条の２第７項の規定に基づく条件付採用の対象となり、条件付採

用期間を省略することはできない。

○ 新地方公務員法第２２条及び新地方公務員法第２２条の２第７項

の条件付採用の規定に基づく人事委員会規則（人事委員会を置かない

地方公共団体においては地方公共団体が定める規則）において、採用

後１月間における実際に勤務した日数が１５日に満たない会計年度

任用職員については、その日数が１５日に達するまで条件付採用期間

は引き続くものと定めていただくこととなるが、この場合、実際の勤

務日数が１５日未満である者を正式採用とすることはできない。

【再度の任用】

○ 募集に当たって、任用の回数や年数が一定数に達していることのみ

を捉えて、一律に応募要件に制限を設けることは、平等取扱いの原則

問５－１ 任期が１月未満の会計年度任用職員であっても、条件付採

用の対象となるのか。また、再度の任用の場合、条件付採用期間を

省略することはできるか。

問５－２ １か月に１日しか出勤しないような勤務形態の会計年度任

用職員がいた場合、１年間の勤務日数が１５日に満たないことにな

るが、この場合は任期終了まで条件付採用期間となるのか。また、

任命権者の判断により、１５日未満でも正式採用とすることはでき

るか。

問６－１ 再度の任用について、募集に当たって任用回数や年数によ

る制限を設けることは可能か。また、定年制や年齢制限を設けた採

用を行うことは可能か。
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５８

ない常勤職員と同様であるかのような運用は避けるべきである。

○ 「再任用短時間勤務職員」又は「任期付短時間勤務職員」は、「非

常勤の職」のうち「短時間勤務の職」と整理されるものであり、パー

トタイムでの任用となることから、当該職に臨時的任用職員を充てる

ことはできない。

○ このため、これらの職員に欠員が生じた場合には、改めて「再任用

短時間勤務職員」又は「任期付短時間勤務職員」として任用すること

が適当と考える。

○ 臨時的任用は新地方公務員法第１５条の２第１項第１号に規定す

る「採用」の定義から除外されているため、そもそも新地方公務員法

第２２条における「採用」の対象外であることから、臨時的任用職員

については、引き続き条件付採用の対象外である。

【任用一般】

○ いずれの場合も可能である。

問３－４ 「再任用短時間勤務職員」又は「任期付短時間勤務職員」

に欠員が生じた場合に、臨時的任用職員を採用することはできるか。

問３－５ 今回の法改正に伴い、旧地方公務員法第２２条第１項から

「臨時的任用…の場合を除き、」という文言が削除されたが、臨時的

任用と条件付採用との関係はどうなるか。

問４－１ 同一の者が同一の地方公共団体内で異なる業務に従事しよ

うとする場合、異なる勤務時間帯の会計年度任用職員（パートタイ

ム）若しくは、異なる勤務時間帯の会計年度任用職員（パートタイ

ム）と特別職非常勤職員として、それぞれ任用することは制度上可

能か。

５９

【条件付採用】

○ 任用期間、勤務日数又は勤務時間の長短や前職の勤務実績の有無に

かかわらず、会計年度任用職員については条件付採用の対象となる。

再度の任用の場合も、新たな職に改めて任用されるものと整理すべき

ものであることから、新地方公務員法第２２条及び新地方公務員法第

２２条の２第７項の規定に基づく条件付採用の対象となり、条件付採

用期間を省略することはできない。

○ 新地方公務員法第２２条及び新地方公務員法第２２条の２第７項

の条件付採用の規定に基づく人事委員会規則（人事委員会を置かない

地方公共団体においては地方公共団体が定める規則）において、採用

後１月間における実際に勤務した日数が１５日に満たない会計年度

任用職員については、その日数が１５日に達するまで条件付採用期間

は引き続くものと定めていただくこととなるが、この場合、実際の勤

務日数が１５日未満である者を正式採用とすることはできない。

【再度の任用】

○ 募集に当たって、任用の回数や年数が一定数に達していることのみ

を捉えて、一律に応募要件に制限を設けることは、平等取扱いの原則

問５－１ 任期が１月未満の会計年度任用職員であっても、条件付採

用の対象となるのか。また、再度の任用の場合、条件付採用期間を

省略することはできるか。

問５－２ １か月に１日しか出勤しないような勤務形態の会計年度任

用職員がいた場合、１年間の勤務日数が１５日に満たないことにな

るが、この場合は任期終了まで条件付採用期間となるのか。また、

任命権者の判断により、１５日未満でも正式採用とすることはでき

るか。

問６－１ 再度の任用について、募集に当たって任用回数や年数によ

る制限を設けることは可能か。また、定年制や年齢制限を設けた採

用を行うことは可能か。
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６０

や成績主義の観点から避けるべきものであり、均等な機会の付与の考

え方を踏まえた適切な募集を行うことが求められる。

○ また、会計年度任用職員については、新地方公務員法第２８条の２

第４項の規定に基づく非常勤職員に当たることから、定年制は適用さ

れず、また、募集に当たり年齢制限を設けることは雇用対策法の趣旨

から適切ではない。

【服務・懲戒】

○ パートタイムの会計年度任用職員については、勤務時間が限られて

おり、極めて短い時間のみ公務に従事する場合があり得ること、また、

これらの職員の生計の安定、多様な働く機会の確保のためにも、柔軟

な対応が必要であること等から、一律に制限はしないこととしたもの

である。

○ なお、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律は適用され

るため、職務の公正を確保する等の観点から、必要に応じて、営利企

業への従事等に関し、当該職員から報告を求めるなどの対応を行うこ

とも考えられる。

○ 再度の任用は、新たな職に改めて任用されるものと整理すべきもの

であり、公務員倫理の確立を図る観点から、「服務の宣誓」は改めて

任用される際に行う必要がある。

問７－１ パートタイムの会計年度任用職員について、営利企業への

従事等の制限の対象外とした理由はなにか。

問７－２ 「服務の宣誓」については、再度の任用であっても任期ご

とに行うのか。

６１

【解雇予告（労働基準法関係）】

○ 労働基準法２０条では、労働者を解雇する場合は、少なくとも３０

日前にその予告をしなければならないと規定されており、例外として、

労働基準法第２１条において、試用期間中であれば事前予告を不要と

しつつ、その期間が１４日を超えた場合にはこの限りではないと規定

している。

○ 地方公務員は原則として労働基準法の適用を受けるものであるた

め、会計年度任用職員を１月で免職する場合には、試用期間について

１４日を超えており、かつ労働基準法２０条に基づく３０日前の解雇

予告を行っていないため、職員の責に帰すべき事由があることにつ

いて労働基準監督機関の認定を受けた場合等を除いて、解雇予告手

当の支払義務が生じるものである。

【無期転換（労働契約法関係）】

○ 地方公共団体の常勤職員については、「競争試験による採用」が原

則とされており、厳格な成績主義が求められている。これは、「長期

継続任用を前提とした人材の育成・確保の観点」と、「人事の公正を

確保し情実人事を排する観点」から必要とされているものである。

○ このため、地方公共団体の臨時・非常勤職員が常勤職員として任用

される場合には、競争試験などにより常勤職員としての「能力実証」

を改めて行う必要がある。

○ したがって、地方公務員については、任用期間を通算した期間が５

問８－１ 会計年度任用職員を、条件付採用期間における勤務成績不

良により、正式採用しないこととする場合、解雇予告（労働基準法

第２０条）との関係をどのように整理するのか。

問９－１ 再度の任用が繰り返され、その任用期間が５年以上となっ

た場合であっても、労働契約法に基づく期間の定めのない常勤職員

への転換を図る必要はないとしてよいか。
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６０

や成績主義の観点から避けるべきものであり、均等な機会の付与の考

え方を踏まえた適切な募集を行うことが求められる。

○ また、会計年度任用職員については、新地方公務員法第２８条の２

第４項の規定に基づく非常勤職員に当たることから、定年制は適用さ

れず、また、募集に当たり年齢制限を設けることは雇用対策法の趣旨

から適切ではない。

【服務・懲戒】

○ パートタイムの会計年度任用職員については、勤務時間が限られて

おり、極めて短い時間のみ公務に従事する場合があり得ること、また、

これらの職員の生計の安定、多様な働く機会の確保のためにも、柔軟

な対応が必要であること等から、一律に制限はしないこととしたもの

である。

○ なお、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律は適用され

るため、職務の公正を確保する等の観点から、必要に応じて、営利企

業への従事等に関し、当該職員から報告を求めるなどの対応を行うこ

とも考えられる。

○ 再度の任用は、新たな職に改めて任用されるものと整理すべきもの

であり、公務員倫理の確立を図る観点から、「服務の宣誓」は改めて

任用される際に行う必要がある。

問７－１ パートタイムの会計年度任用職員について、営利企業への

従事等の制限の対象外とした理由はなにか。

問７－２ 「服務の宣誓」については、再度の任用であっても任期ご

とに行うのか。

６１

【解雇予告（労働基準法関係）】

○ 労働基準法２０条では、労働者を解雇する場合は、少なくとも３０

日前にその予告をしなければならないと規定されており、例外として、

労働基準法第２１条において、試用期間中であれば事前予告を不要と

しつつ、その期間が１４日を超えた場合にはこの限りではないと規定

している。

○ 地方公務員は原則として労働基準法の適用を受けるものであるた

め、会計年度任用職員を１月で免職する場合には、試用期間について

１４日を超えており、かつ労働基準法２０条に基づく３０日前の解雇

予告を行っていないため、職員の責に帰すべき事由があることにつ

いて労働基準監督機関の認定を受けた場合等を除いて、解雇予告手

当の支払義務が生じるものである。

【無期転換（労働契約法関係）】

○ 地方公共団体の常勤職員については、「競争試験による採用」が原

則とされており、厳格な成績主義が求められている。これは、「長期

継続任用を前提とした人材の育成・確保の観点」と、「人事の公正を

確保し情実人事を排する観点」から必要とされているものである。

○ このため、地方公共団体の臨時・非常勤職員が常勤職員として任用

される場合には、競争試験などにより常勤職員としての「能力実証」

を改めて行う必要がある。

○ したがって、地方公務員については、任用期間を通算した期間が５

問８－１ 会計年度任用職員を、条件付採用期間における勤務成績不

良により、正式採用しないこととする場合、解雇予告（労働基準法

第２０条）との関係をどのように整理するのか。

問９－１ 再度の任用が繰り返され、その任用期間が５年以上となっ

た場合であっても、労働契約法に基づく期間の定めのない常勤職員

への転換を図る必要はないとしてよいか。
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６２

年を超える臨時・非常勤職員が任期の定めのない任用の申出をしたと

きに常勤職員へ転換されるというような仕組みは設けられていない。

なお、地方公務員は労働契約法が適用除外となっている。

【休暇】

○ 会計年度任用職員の再度の任用は、新たに設置された職に改めて任

用されたものであるが、労働基準法における「継続勤務」の要件に該

当する場合には、前年度に付与された年次有給休暇を繰り越すことが

必要である。

○ 「継続勤務」の要件については、「勤務の実態に即して判断される

べきものであるので、期間の定めのある労働契約を反復して短時間労

働者を使用する場合、各々の労働契約期間の終期と始期の間に短時日

の間隔を置いているとしても、必ずしも当然に継続勤務が中断される

ものではないことに留意すること」（平成１９年１０月１日付厚生労

働省通知「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改

正する法律の施行について」）とされており、各地方公共団体におい

ては、「継続勤務」に該当するか否かにより適切に対応すべきである。

○ また、平成３２年４月の施行時において、任用根拠を変更し、例え

ば特別職非常勤職員であった者を会計年度任用職員として任用した

場合であっても、「継続勤務」の要件を満たす場合は、年次有給休暇

を繰り越すことが必要である。

○ この取扱いは、一般職に属する地方公務員に適用される労働基準法

第１１５条において、同様に適用される労働基準法第３９条に規定す

る年次有給休暇の請求権の消滅時効が２年とされていることに基づ

くものである。

○ なお、国の非常勤職員の年次休暇の取扱いは、人事院規則１５－１

５で規定されているとおり、一定の要件を満たす場合には２０日を限

度として次の 年間に繰り越すことができるとされているところであ

問１０－１ 会計年度任用職員が再度任用された場合、年次有給休暇

は繰り越されるのか。

６３

る。

【育児休業】

○ 総務省からお示ししている「職員の育児休業等に関する条例（案）」

においては、非常勤職員のうち以下のいずれにも該当する職員につい

ては育児休業の取得が可能となっている。

① 任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が 年以上であ

ること

② 子が１歳６か月に達する日までに、その任期（再度の任用がなさ

れる場合はその任期）が満了すること及び引き続き任用されないこ

とが明らかでないこと

○ ここで、①は、育児休業請求の直前の１年間について、勤務の実態

に即し任用関係が実質的に継続していることをいうもので、任用期間

が形式的に連続しているか否かにより判断するものではないため、再

度の任用により引き続き勤務した場合は①の要件を満たすものであ

る。

○ また、②について、「その任期が満了すること及び引き続き任用さ

れないことが明らか」である場合の該当例は、その職が廃止される場

合で再度の任用をしないことが明示されている場合などをいうもの

で、それら以外の場合は②の要件を満たし得るものである。

○ よって、一会計年度ごとに置かれる職に就く会計年度任用職員であ

っても、上記の要件を満たす場合があり、こうした場合で当該職員か

ら請求があった場合は育児休業を承認しなければならない。

○ 育児休業をしている職員であっても、再度任用する際には改めて能

問１１－１ 会計年度任用職員が育児休業をするための「勤務期間等

一定の条件」とは具体的に何か。

問１１－２ 育児休業をしている会計年度任用職員を再度任用しなか

った場合、不利益取扱いに当たらないのか。
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６２

年を超える臨時・非常勤職員が任期の定めのない任用の申出をしたと

きに常勤職員へ転換されるというような仕組みは設けられていない。

なお、地方公務員は労働契約法が適用除外となっている。

【休暇】

○ 会計年度任用職員の再度の任用は、新たに設置された職に改めて任

用されたものであるが、労働基準法における「継続勤務」の要件に該

当する場合には、前年度に付与された年次有給休暇を繰り越すことが

必要である。

○ 「継続勤務」の要件については、「勤務の実態に即して判断される

べきものであるので、期間の定めのある労働契約を反復して短時間労

働者を使用する場合、各々の労働契約期間の終期と始期の間に短時日

の間隔を置いているとしても、必ずしも当然に継続勤務が中断される

ものではないことに留意すること」（平成１９年１０月１日付厚生労

働省通知「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改

正する法律の施行について」）とされており、各地方公共団体におい

ては、「継続勤務」に該当するか否かにより適切に対応すべきである。

○ また、平成３２年４月の施行時において、任用根拠を変更し、例え

ば特別職非常勤職員であった者を会計年度任用職員として任用した

場合であっても、「継続勤務」の要件を満たす場合は、年次有給休暇

を繰り越すことが必要である。

○ この取扱いは、一般職に属する地方公務員に適用される労働基準法

第１１５条において、同様に適用される労働基準法第３９条に規定す

る年次有給休暇の請求権の消滅時効が２年とされていることに基づ

くものである。

○ なお、国の非常勤職員の年次休暇の取扱いは、人事院規則１５－１

５で規定されているとおり、一定の要件を満たす場合には２０日を限

度として次の 年間に繰り越すことができるとされているところであ

問１０－１ 会計年度任用職員が再度任用された場合、年次有給休暇

は繰り越されるのか。

６３

る。

【育児休業】

○ 総務省からお示ししている「職員の育児休業等に関する条例（案）」

においては、非常勤職員のうち以下のいずれにも該当する職員につい

ては育児休業の取得が可能となっている。

① 任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が 年以上であ

ること

② 子が１歳６か月に達する日までに、その任期（再度の任用がなさ

れる場合はその任期）が満了すること及び引き続き任用されないこ

とが明らかでないこと

○ ここで、①は、育児休業請求の直前の１年間について、勤務の実態

に即し任用関係が実質的に継続していることをいうもので、任用期間

が形式的に連続しているか否かにより判断するものではないため、再

度の任用により引き続き勤務した場合は①の要件を満たすものであ

る。

○ また、②について、「その任期が満了すること及び引き続き任用さ

れないことが明らか」である場合の該当例は、その職が廃止される場

合で再度の任用をしないことが明示されている場合などをいうもの

で、それら以外の場合は②の要件を満たし得るものである。

○ よって、一会計年度ごとに置かれる職に就く会計年度任用職員であ

っても、上記の要件を満たす場合があり、こうした場合で当該職員か

ら請求があった場合は育児休業を承認しなければならない。

○ 育児休業をしている職員であっても、再度任用する際には改めて能

問１１－１ 会計年度任用職員が育児休業をするための「勤務期間等

一定の条件」とは具体的に何か。

問１１－２ 育児休業をしている会計年度任用職員を再度任用しなか

った場合、不利益取扱いに当たらないのか。
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６４

力の実証を行う必要があり、結果として再度任用されなかったとして

も、そのことのみで不利益取扱いに当たるものではない。

○ しかし、再度任用の際に、例えば育児休業をしている（していた）

ことを理由として任用しないこととする取扱いは地方公務員育児休

業法第９条に照らし認められない。

○ なお、産前産後休暇を取得している職員についても、男女雇用機会

均等法第１１条の２の規定により、産前産後休暇を取得している（し

ていた）ことを理由として任用しないこととする取扱いは認められな

い。

【人事評価】

○ 会計年度任用職員の任用に当たっては、客観的な能力実証を行う必

要があり、このことは再度の任用の場合についても同様である。

【地方公務員育児休業法】

（育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止）

第九条 職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

【男女雇用機会均等法】

（育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止）

第十一条の二 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該

女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定によ

る休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の

妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により

当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に

応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じ

なければならない。

問１２－１ 「人事評価結果を再度の任用に活用する」とは具体的に

どのような活用を想定しているのか。

６５

○ 再度の任用時における客観的な能力実証を行うに当たり、人事評価

結果を判断要素の一つとして活用することが考えられる。

○ 会計年度任用職員を任期の定めのない常勤職員として採用する場

合には、競争試験などにより常勤職員としての「能力実証」を改めて

行う必要があり、「能力実証」に当たっては、経歴、適性等の評定の

一要素として考慮するなど、人事評価結果を判断要素の一つとして必

要に応じ活用することが考えられる。

○ このような取り扱いについては、その任用に当たり、いかなる優先

権をも与えるものではない限り、平等取扱の原則に反するものではな

い。

○ 全ての会計年度任用職員は、常勤職員と同様、任期の長短にかかわ

らず、あるいは、フルタイムかパートタイムかにかかわらず人事評価

の対象となる。具体的な実施方法については各任命権者に委ねられて

いることから、職務内容や勤務実態等に応じて柔軟な形で実施してい

ただきたい。

○ 会計年度任用職員については、新地方公務員法第１５条の２に定義

する標準職務遂行能力を定めることまでは求められているものでは

問１２－２ 「（会計年度任用職員を）常勤職員として採用する場合の

能力実証に際し、人事評価による評価実績を、必要に応じて一定程

度考慮することは可能」とあるが、具体的にどのような運用を想定

しているのか。また、その運用は平等取扱の原則に反しないのか。

問１２－３ 任期の長短にかかわらず、全ての会計年度任用職員が人

事評価の対象となるのか。

問１２－４ 人事評価の実施に当たり、会計年度任用職員についても

標準職務遂行能力を定める必要があるのか。
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６４

力の実証を行う必要があり、結果として再度任用されなかったとして

も、そのことのみで不利益取扱いに当たるものではない。

○ しかし、再度任用の際に、例えば育児休業をしている（していた）

ことを理由として任用しないこととする取扱いは地方公務員育児休

業法第９条に照らし認められない。

○ なお、産前産後休暇を取得している職員についても、男女雇用機会

均等法第１１条の２の規定により、産前産後休暇を取得している（し

ていた）ことを理由として任用しないこととする取扱いは認められな

い。

【人事評価】

○ 会計年度任用職員の任用に当たっては、客観的な能力実証を行う必

要があり、このことは再度の任用の場合についても同様である。

【地方公務員育児休業法】

（育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止）

第九条 職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

【男女雇用機会均等法】

（育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止）

第十一条の二 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該

女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定によ

る休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の

妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により

当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に

応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じ

なければならない。

問１２－１ 「人事評価結果を再度の任用に活用する」とは具体的に

どのような活用を想定しているのか。

６５

○ 再度の任用時における客観的な能力実証を行うに当たり、人事評価

結果を判断要素の一つとして活用することが考えられる。

○ 会計年度任用職員を任期の定めのない常勤職員として採用する場

合には、競争試験などにより常勤職員としての「能力実証」を改めて

行う必要があり、「能力実証」に当たっては、経歴、適性等の評定の

一要素として考慮するなど、人事評価結果を判断要素の一つとして必

要に応じ活用することが考えられる。

○ このような取り扱いについては、その任用に当たり、いかなる優先

権をも与えるものではない限り、平等取扱の原則に反するものではな

い。

○ 全ての会計年度任用職員は、常勤職員と同様、任期の長短にかかわ

らず、あるいは、フルタイムかパートタイムかにかかわらず人事評価

の対象となる。具体的な実施方法については各任命権者に委ねられて

いることから、職務内容や勤務実態等に応じて柔軟な形で実施してい

ただきたい。

○ 会計年度任用職員については、新地方公務員法第１５条の２に定義

する標準職務遂行能力を定めることまでは求められているものでは

問１２－２ 「（会計年度任用職員を）常勤職員として採用する場合の

能力実証に際し、人事評価による評価実績を、必要に応じて一定程

度考慮することは可能」とあるが、具体的にどのような運用を想定

しているのか。また、その運用は平等取扱の原則に反しないのか。

問１２－３ 任期の長短にかかわらず、全ての会計年度任用職員が人

事評価の対象となるのか。

問１２－４ 人事評価の実施に当たり、会計年度任用職員についても

標準職務遂行能力を定める必要があるのか。
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ない。

○ なお、会計年度任用職員の人事評価の実施に当たっては、各団体に

おける会計年度任用職員の職務内容に応じて適切に評価基準や評価

項目を設定いただきたい。人事評価記録書の例を参考資料３としてい

るので、参考にしながら各団体の実情に応じて適切に運用していただ

きたい。

【給与決定の考え方】

○ 民間企業の従業者の給与との均衡をどのように図っていくかにつ

いては、各地方公共団体において、

・ 人事委員会による公民比較を通じて民間給与との均衡が図られて

いる常勤の職員の給与を基礎とすること、

・ 給与情報開示の取組を徹底することを通じて適正な給与水準の確

保を図ること、

などが考えられるところである。

○ いずれにしても、非常勤職員の給与水準については、総務省有識者

研究会報告書において、地域の民間に同種又は類似する職種がある場

合には、職務内容等の属性を考慮しつつ、新地方公務員法第２４条に

定める均衡の原則の観点から、その賃金水準の状況に留意すべきであ

る旨提言されており、その趣旨に沿った対応が求められる。

○ 会計年度任用職員の給料又は報酬の水準の決定に当たっては、「知

識、技術及び職務経験」が考慮要素となるものであるが、当然に、そ

問１３－１ マニュアル３（１）③ア（ア）中「地域の民間企業にお

いて同一又は類似の職種がある場合には、その労働者の給与水準の

状況等に十分留意しつつ」とあるが、これは具体的にどのような趣

旨か。

問１３－２ 会計年度任用職員の給料又は報酬の水準について、「職務

遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等の要素を考慮して定め

るべき」とは具体的にどのような趣旨か。

６７

の考慮対象とすべきものは、「職務遂行上必要となるもの」である。

したがって、例えば、職務内容が単純・定型的・補助的なものなど

である場合、その職務の遂行に当たってそれまでの職務経験等が寄与

する程度には自ずと一定の限界があると考えられることから、必ずし

もそれまでの職務経験等の全てを考慮する必要はないと考えられる。

○ また、そもそも「非常勤の職」を占め、任期が一会計年度内に限ら

れる会計年度任用職員の職務の内容や責任の程度は、「常時勤務を要

する職」を占め、任期の定めのない常勤職員とは異なる設定とすべき

ものであることなどから、会計年度任用職員についても、職務の内容

や責任等を踏まえつつ、給料又は報酬の水準に一定の上限を設けるこ

とが適当である。

なお、その際、例えば、定型的・補助的な業務等に従事する事務補

助職員については、一般行政職の常勤職員の初任給基準額を上限の目

安とすることなどが考えられる。

○ また、「職務経験等の要素を考慮して」とは、学歴や経験年数を考

慮すべきものと考えている。

○ 「同一労働同一賃金ガイドライン案」において、民間労働者につい

ては、

・ 基本給について、労働者の勤続年数に応じて支給しようとする場

合、無期雇用フルタイム労働者と同一の勤続年数である有期雇用労

働者又はパートタイム労働者には、勤続年数に応じた部分につき、

同一の支給をしなければならない。また、勤続年数に一定の違いが

ある場合においては、その相違に応じた支給をしなければならない。

・ 昇給について、勤続による職業能力の向上に応じて行おうとす

る場合、無期雇用フルタイム労働者と同様に勤続により職業能力が

向上した有期雇用労働者又はパートタイム労働者に、勤続による職

業能力の向上に応じた部分につき、同一の昇給を行わなければなら

ない。また、勤続による職業能力の向上に一定の違いがある場合に

おいては、その相違に応じた昇給を行わなければならない。

問１３－３ 再度任用時の給与決定についてはどのように考えればよ

いか。
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ない。

○ なお、会計年度任用職員の人事評価の実施に当たっては、各団体に

おける会計年度任用職員の職務内容に応じて適切に評価基準や評価

項目を設定いただきたい。人事評価記録書の例を参考資料３としてい

るので、参考にしながら各団体の実情に応じて適切に運用していただ

きたい。

【給与決定の考え方】

○ 民間企業の従業者の給与との均衡をどのように図っていくかにつ

いては、各地方公共団体において、

・ 人事委員会による公民比較を通じて民間給与との均衡が図られて

いる常勤の職員の給与を基礎とすること、

・ 給与情報開示の取組を徹底することを通じて適正な給与水準の確

保を図ること、

などが考えられるところである。

○ いずれにしても、非常勤職員の給与水準については、総務省有識者

研究会報告書において、地域の民間に同種又は類似する職種がある場

合には、職務内容等の属性を考慮しつつ、新地方公務員法第２４条に

定める均衡の原則の観点から、その賃金水準の状況に留意すべきであ

る旨提言されており、その趣旨に沿った対応が求められる。

○ 会計年度任用職員の給料又は報酬の水準の決定に当たっては、「知

識、技術及び職務経験」が考慮要素となるものであるが、当然に、そ

問１３－１ マニュアル３（１）③ア（ア）中「地域の民間企業にお

いて同一又は類似の職種がある場合には、その労働者の給与水準の

状況等に十分留意しつつ」とあるが、これは具体的にどのような趣

旨か。

問１３－２ 会計年度任用職員の給料又は報酬の水準について、「職務

遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等の要素を考慮して定め

るべき」とは具体的にどのような趣旨か。

６７

の考慮対象とすべきものは、「職務遂行上必要となるもの」である。

したがって、例えば、職務内容が単純・定型的・補助的なものなど

である場合、その職務の遂行に当たってそれまでの職務経験等が寄与

する程度には自ずと一定の限界があると考えられることから、必ずし

もそれまでの職務経験等の全てを考慮する必要はないと考えられる。

○ また、そもそも「非常勤の職」を占め、任期が一会計年度内に限ら

れる会計年度任用職員の職務の内容や責任の程度は、「常時勤務を要

する職」を占め、任期の定めのない常勤職員とは異なる設定とすべき

ものであることなどから、会計年度任用職員についても、職務の内容

や責任等を踏まえつつ、給料又は報酬の水準に一定の上限を設けるこ

とが適当である。

なお、その際、例えば、定型的・補助的な業務等に従事する事務補

助職員については、一般行政職の常勤職員の初任給基準額を上限の目

安とすることなどが考えられる。

○ また、「職務経験等の要素を考慮して」とは、学歴や経験年数を考

慮すべきものと考えている。

○ 「同一労働同一賃金ガイドライン案」において、民間労働者につい

ては、

・ 基本給について、労働者の勤続年数に応じて支給しようとする場

合、無期雇用フルタイム労働者と同一の勤続年数である有期雇用労

働者又はパートタイム労働者には、勤続年数に応じた部分につき、

同一の支給をしなければならない。また、勤続年数に一定の違いが

ある場合においては、その相違に応じた支給をしなければならない。

・ 昇給について、勤続による職業能力の向上に応じて行おうとす

る場合、無期雇用フルタイム労働者と同様に勤続により職業能力が

向上した有期雇用労働者又はパートタイム労働者に、勤続による職

業能力の向上に応じた部分につき、同一の昇給を行わなければなら

ない。また、勤続による職業能力の向上に一定の違いがある場合に

おいては、その相違に応じた昇給を行わなければならない。

問１３－３ 再度任用時の給与決定についてはどのように考えればよ

いか。
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６８

とされている。

○ このような考え方を踏まえると、会計年度任用職員の再度任用時の

給与決定に当たっては、常勤職員の初任給決定基準や昇給の制度との

権衡を考慮することが適当と考えている。

○ 「同一労働同一賃金ガイドライン案」に沿った運用としては、以下

のように取り扱うことが望ましいと考えられる。

○ マニュアル ２３にあるように、当該会計年度任用職員の職務と類

似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級（仮に１級とする）

の初号給（１級１号給）を基礎として、職務経験等の要素を考慮して

（高校卒業以後の学歴免許等の資格による号給調整（加算数４×４号

給＝１６号給を加算））定める（１級１号給＋１６号給＝１級１７号

給相当水準）。

○ 再度の任用の際の給与決定については、初年度と同様、１級１号給

を基礎として、学歴免許等の資格による号給調整を行い（＋１６号給）、

さらに経験年数分の号給（１年×４号給＝４号給）を加え、１級２１

号給相当水準に決定する。

○ 再々度の任用の際の給与決定については、初年度と同様、１級１号

給を基礎として、学歴免許等の資格による号給調整を行い（＋１６号

給）、さらに経験年数分の号給（２年×４号給＝８号給）を加え、１

級２５号給相当水準に決定する。

○ 再々々度の任用の際の給与決定については、初年度と同様、１級１

号給を基礎として、学歴免許等の資格による号給調整を行い（＋１６

号給）、さらに経験年数分の号給（３年×４号給＝１２号給）を加え

ると、１級２９号給になるが、上限を仮に常勤大卒職員の初任給基準

額（１級２５号給相当水準）と設定している場合には１級２５号給相

問１３－４ 問１３－３を踏まえ、例えば大学新卒者を事務補助の会

計年度任用職員に採用する際の給与決定及び再度の任用の際の給与

決定について、具体的にどのようなものが考えられるか。

６９

当水準に決定することとなる。

○ 非常勤職員の給与については、常勤職員の給与改定に係る取扱いに

準じて改定することが基本と考えているが、各団体の実情に応じて適

切に判断いただきたい。

【期末手当】

○ 会計年度任用職員に対する期末手当の支給額の計算については、以

下のとおりとしつつ、具体的な詳細についても常勤職員との権衡等を

踏まえて定めることが適当である。

【支給額】 ＝ ①期末手当基礎額 × ②期別支給割合 × ③在職期間

別割合

○ なお、仮に、常勤職員に対する期末手当の支給割合が、国の割合を

上回っている場合には、その取扱いについて改めて検討いただくこと

が必要と考えられるため、留意されたい。

○ 「期末手当」については、「任期が相当長期（６カ月以上を目安）

にわたる者」に対して支給することが適当と考えられることから、任

用時において６カ月以上の任用期間の発令がある場合には、常勤職員

と同じ支給日に支給して差し支えない。

○ 任用時において６カ月未満の発令である場合については、任期終了

問１３－５ 常勤職員の給料表に改定があった場合、非常勤職員の給

与改定についてはどのような取扱いをすればよいか。

問１４－１ 会計年度任用職員に対する期末手当の支給月数等、具体

的な制度設計はどのように行うべきか。

問１４－２ 例えば、義務教育の教育職員等では、学期ごとに任期が

切れ、夏休み期間中など任用されない月がある場合があるが、こう

した職員に対する期末手当の支給についてはどのようにすべきか。
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６８

とされている。

○ このような考え方を踏まえると、会計年度任用職員の再度任用時の

給与決定に当たっては、常勤職員の初任給決定基準や昇給の制度との

権衡を考慮することが適当と考えている。

○ 「同一労働同一賃金ガイドライン案」に沿った運用としては、以下

のように取り扱うことが望ましいと考えられる。

○ マニュアル ２３にあるように、当該会計年度任用職員の職務と類

似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級（仮に１級とする）

の初号給（１級１号給）を基礎として、職務経験等の要素を考慮して

（高校卒業以後の学歴免許等の資格による号給調整（加算数４×４号

給＝１６号給を加算））定める（１級１号給＋１６号給＝１級１７号

給相当水準）。

○ 再度の任用の際の給与決定については、初年度と同様、１級１号給

を基礎として、学歴免許等の資格による号給調整を行い（＋１６号給）、

さらに経験年数分の号給（１年×４号給＝４号給）を加え、１級２１

号給相当水準に決定する。

○ 再々度の任用の際の給与決定については、初年度と同様、１級１号

給を基礎として、学歴免許等の資格による号給調整を行い（＋１６号

給）、さらに経験年数分の号給（２年×４号給＝８号給）を加え、１

級２５号給相当水準に決定する。

○ 再々々度の任用の際の給与決定については、初年度と同様、１級１

号給を基礎として、学歴免許等の資格による号給調整を行い（＋１６

号給）、さらに経験年数分の号給（３年×４号給＝１２号給）を加え

ると、１級２９号給になるが、上限を仮に常勤大卒職員の初任給基準

額（１級２５号給相当水準）と設定している場合には１級２５号給相

問１３－４ 問１３－３を踏まえ、例えば大学新卒者を事務補助の会

計年度任用職員に採用する際の給与決定及び再度の任用の際の給与

決定について、具体的にどのようなものが考えられるか。

６９

当水準に決定することとなる。

○ 非常勤職員の給与については、常勤職員の給与改定に係る取扱いに

準じて改定することが基本と考えているが、各団体の実情に応じて適

切に判断いただきたい。

【期末手当】

○ 会計年度任用職員に対する期末手当の支給額の計算については、以

下のとおりとしつつ、具体的な詳細についても常勤職員との権衡等を

踏まえて定めることが適当である。

【支給額】 ＝ ①期末手当基礎額 × ②期別支給割合 × ③在職期間

別割合

○ なお、仮に、常勤職員に対する期末手当の支給割合が、国の割合を

上回っている場合には、その取扱いについて改めて検討いただくこと

が必要と考えられるため、留意されたい。

○ 「期末手当」については、「任期が相当長期（６カ月以上を目安）

にわたる者」に対して支給することが適当と考えられることから、任

用時において６カ月以上の任用期間の発令がある場合には、常勤職員

と同じ支給日に支給して差し支えない。

○ 任用時において６カ月未満の発令である場合については、任期終了

問１３－５ 常勤職員の給料表に改定があった場合、非常勤職員の給

与改定についてはどのような取扱いをすればよいか。

問１４－１ 会計年度任用職員に対する期末手当の支給月数等、具体

的な制度設計はどのように行うべきか。

問１４－２ 例えば、義務教育の教育職員等では、学期ごとに任期が

切れ、夏休み期間中など任用されない月がある場合があるが、こう

した職員に対する期末手当の支給についてはどのようにすべきか。

－ 69 －



７０

後に同一の者が再度任用された結果、一会計年度内に限り、任用期間

を合算した期間が６カ月以上に至ったときは、期末手当を支給して差

し支えない。

○ 会計年度任用職員に対する期末手当に係る「在職期間別割合」の取

扱いについては、常勤職員との権衡等を踏まえて定める必要がある。

○ したがって、法施行日の平成３２年４月１日以降に新たに任用され

る会計年度任用職員に係る期末手当の具体的計算に当たっては、任用

期間に応じて「在職期間別割合」を割り落とす（国の場合３０／１０

０（３箇月未満））取扱いとすることが適当と考えられる。

○ また、例えば、平成３２年４月１日から平成３３年３月３１日まで

任用、平成３３年４月１日に再度任用された職員の場合、平成３３年

６月期の「在職期間」については、平成３２年 月２日から平成３

３年６月１日までの６箇月とすることが適当である。

○ なお、平成３２年３月３１日まで給料・手当の支給対象の職員（常

勤職員、臨時的任用職員、任期付職員等）であった場合、平成３２年

６月期の期末手当については、平成３１年１２月２日以降の在職期間

を通算して「在職期間別割合」を１００／１００としても差し支えな

いが、平成３２年３月３１日まで報酬・費用弁償の支給対象者であっ

た場合には、当該在職期間は通算しないことが適切である。

○ 任命権者が異なる場合には、基本的には通算することについては想

定していない。なお、任命権者が同一であれば、異なる職への任用で

問１４－３ 会計年度任用職員に対する期末手当の計算に当たり、「在

職期間別割合」の取扱いはどのようにすべきか。また、再度任用さ

れた場合の６月期の「在職期間」の取扱いはどのようにすべきか。

問１４－４ 複数の地方公共団体など、異なる任命権者に任用された

場合における期末手当に係る在職期間の通算については、どのよう

にすべきか。

７１

あっても通算して差し支えない。

○ 日額（ないし時間額）を月額に換算することが適切である。

○ 月により勤務日数が異なる場合など、単純に月額に換算しがたい場

合には、期末手当の算定対象となる在職期間における平均を取る方法

が考えられる。

例１） 日額５，０００円、週２～３日勤務、月により勤務日数が異な

り、１２月２日から６月１日まで６カ月在職する場合

基礎額（月額換算額）＝５，０００円×（１２月２日～６月１

日までの実勤務日数）÷（２１日×６月）×２１日

※ １月を２１日として計算。

例２） 時間額１，０００円、週２０～３０時間勤務、月により勤務時

間が異なり、１月２日から６月１日まで５カ月在職する場合

基礎額（月額換算額）＝１，０００円×（１月２日から６月１

日までの実勤務時間数）÷（７時間４５分×２１日×５月）×（７

時間４５分×２１日）

※ １月を（７時間４５分×２１日分）として計算

○ 会計年度任用職員に対する期末手当の具体的な制度設計について

は、常勤職員の取扱いとの権衡等を踏まえて定めることが適当である

が、制度の導入に当たっては、支給割合を２年程度の期間をかけて段

階的に引き上げる取扱いとすることが考えられる。

問１４－５ 例えば、週に数日しか出勤しない日額支給の会計年度任

用職員に係る期末手当基礎額は、どのように計算すべきか。

問１４－６ 会計年度任用職員に対する期末手当の支給割合につい

て、段階的に常勤職員と同様の支給割合とすることとしてよいか。
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７０

後に同一の者が再度任用された結果、一会計年度内に限り、任用期間

を合算した期間が６カ月以上に至ったときは、期末手当を支給して差

し支えない。

○ 会計年度任用職員に対する期末手当に係る「在職期間別割合」の取

扱いについては、常勤職員との権衡等を踏まえて定める必要がある。

○ したがって、法施行日の平成３２年４月１日以降に新たに任用され

る会計年度任用職員に係る期末手当の具体的計算に当たっては、任用

期間に応じて「在職期間別割合」を割り落とす（国の場合３０／１０

０（３箇月未満））取扱いとすることが適当と考えられる。

○ また、例えば、平成３２年４月１日から平成３３年３月３１日まで

任用、平成３３年４月１日に再度任用された職員の場合、平成３３年

６月期の「在職期間」については、平成３２年 月２日から平成３

３年６月１日までの６箇月とすることが適当である。

○ なお、平成３２年３月３１日まで給料・手当の支給対象の職員（常

勤職員、臨時的任用職員、任期付職員等）であった場合、平成３２年

６月期の期末手当については、平成３１年１２月２日以降の在職期間

を通算して「在職期間別割合」を１００／１００としても差し支えな

いが、平成３２年３月３１日まで報酬・費用弁償の支給対象者であっ

た場合には、当該在職期間は通算しないことが適切である。

○ 任命権者が異なる場合には、基本的には通算することについては想

定していない。なお、任命権者が同一であれば、異なる職への任用で

問１４－３ 会計年度任用職員に対する期末手当の計算に当たり、「在

職期間別割合」の取扱いはどのようにすべきか。また、再度任用さ

れた場合の６月期の「在職期間」の取扱いはどのようにすべきか。

問１４－４ 複数の地方公共団体など、異なる任命権者に任用された

場合における期末手当に係る在職期間の通算については、どのよう

にすべきか。

７１

あっても通算して差し支えない。

○ 日額（ないし時間額）を月額に換算することが適切である。

○ 月により勤務日数が異なる場合など、単純に月額に換算しがたい場

合には、期末手当の算定対象となる在職期間における平均を取る方法

が考えられる。

例１） 日額５，０００円、週２～３日勤務、月により勤務日数が異な

り、１２月２日から６月１日まで６カ月在職する場合

基礎額（月額換算額）＝５，０００円×（１２月２日～６月１

日までの実勤務日数）÷（２１日×６月）×２１日

※ １月を２１日として計算。

例２） 時間額１，０００円、週２０～３０時間勤務、月により勤務時

間が異なり、１月２日から６月１日まで５カ月在職する場合

基礎額（月額換算額）＝１，０００円×（１月２日から６月１

日までの実勤務時間数）÷（７時間４５分×２１日×５月）×（７

時間４５分×２１日）

※ １月を（７時間４５分×２１日分）として計算

○ 会計年度任用職員に対する期末手当の具体的な制度設計について

は、常勤職員の取扱いとの権衡等を踏まえて定めることが適当である

が、制度の導入に当たっては、支給割合を２年程度の期間をかけて段

階的に引き上げる取扱いとすることが考えられる。

問１４－５ 例えば、週に数日しか出勤しない日額支給の会計年度任

用職員に係る期末手当基礎額は、どのように計算すべきか。

問１４－６ 会計年度任用職員に対する期末手当の支給割合につい

て、段階的に常勤職員と同様の支給割合とすることとしてよいか。
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７２

【その他の手当】

○ 「上記以外の手当」（勤勉手当を除く。）については、総務省有識者

研究会報告書の提言において「今後の検討課題とすべき」とされてい

ること、会計年度任用職員については長期継続雇用を前提としていな

いこと、管理職手当や単身赴任手当などはそもそも会計年度任用職員

への支給が想定されないこと等から、支給しないことを基本とするこ

とが適当と考えられるものである。

なお、特に「勤勉手当」については、各地方公共団体における「期

末手当」の定着状況等を踏まえた上での検討課題とすべきものと考え

ている。

【企業職員の場合の留意点】

○ 引当金は、①将来の特定の費用又は損失であって、②その発生が当

該事業年度以前の事象に起因し、③発生の可能性が高く、④金額を合

理的に見積もることができる、との４要件を満たした場合に計上しな

ければならない（地方公営企業法施行規則第２２条）。また、実務上、

いずれかの要件を満たさない場合は計上することが認められないこ

ととされている。

○ 会計年度任用職員の任期は、「採用の日から同日の属する会計年度

の末日までの期間の範囲内」とされており、原則として会計年度を超

えることがないことから、「将来の特定の費用又は損失」は発生しな

いため、①の要件を満たさず、引当金を計上することは認められない。

○ ただし、会計年度任用職員が再度任用される場合であって、退職手

問１５－１ フルタイムの会計年度任用職員の手当に係る「上記以外

の手当については、支給しないことを基本とすること」について、

勤勉手当等については支給しないことを基本とすべきとする趣旨は

何か。

問１６－１ 会計年度任用職員として任用される企業職員に対する手

当の支給に当たって、企業会計処理上、引当金についてはどのよう

に取扱えばよいか。

７３

当が通算される定め等があるときは、会計年度の末日において４要件

全て満たす可能性があり、その場合は引当金を計上しなければならな

いことにご留意いただきたい。

【報酬】

○ 「職務に対する反対給付という報酬の性格を踏まえて定めるべき」

とは、「報酬」が、職務の反対給付と一般的に解されているものであ

ることに鑑み、報酬水準の決定に当たり、例えば、人材確保のための

手当や扶養手当、住居手当などに相当するようなものを考慮するとい

ったことは適当ではないことを示すものである。

○ 地方自治法第２０３条の２第２項によれば、「報酬は、勤務日数に

応じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めをした場合は、こ

の限りでない。」とされているため、基本的には日額で支給すること

が考えられるが、各団体の実情に応じて適切に判断されたい。

【給付関係その他】

○ 会計年度任用職員に係る給与費の予算や決算における取扱いにつ

いては、今後、関係部局も含めて検討し、改めてお示ししたいと考え

ている。

問１７－１ パートタイムの会計年度任用職員の報酬水準の決定につ

いて、「職務に対する反対給付という報酬の性格を踏まえて定めるべ

き」とは具体的にどのような趣旨か。

問１７－２ パートタイムの報酬について、月額制又は日額制のいず

れの方法によるべきか。

問１８－１ 会計年度任用職員に係る給与費について、予算や決算上

の取扱いはどのようになるのか。
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７２

【その他の手当】

○ 「上記以外の手当」（勤勉手当を除く。）については、総務省有識者

研究会報告書の提言において「今後の検討課題とすべき」とされてい

ること、会計年度任用職員については長期継続雇用を前提としていな

いこと、管理職手当や単身赴任手当などはそもそも会計年度任用職員

への支給が想定されないこと等から、支給しないことを基本とするこ

とが適当と考えられるものである。

なお、特に「勤勉手当」については、各地方公共団体における「期

末手当」の定着状況等を踏まえた上での検討課題とすべきものと考え

ている。

【企業職員の場合の留意点】

○ 引当金は、①将来の特定の費用又は損失であって、②その発生が当

該事業年度以前の事象に起因し、③発生の可能性が高く、④金額を合

理的に見積もることができる、との４要件を満たした場合に計上しな

ければならない（地方公営企業法施行規則第２２条）。また、実務上、

いずれかの要件を満たさない場合は計上することが認められないこ

ととされている。

○ 会計年度任用職員の任期は、「採用の日から同日の属する会計年度

の末日までの期間の範囲内」とされており、原則として会計年度を超

えることがないことから、「将来の特定の費用又は損失」は発生しな

いため、①の要件を満たさず、引当金を計上することは認められない。

○ ただし、会計年度任用職員が再度任用される場合であって、退職手

問１５－１ フルタイムの会計年度任用職員の手当に係る「上記以外

の手当については、支給しないことを基本とすること」について、

勤勉手当等については支給しないことを基本とすべきとする趣旨は

何か。

問１６－１ 会計年度任用職員として任用される企業職員に対する手

当の支給に当たって、企業会計処理上、引当金についてはどのよう

に取扱えばよいか。

７３

当が通算される定め等があるときは、会計年度の末日において４要件

全て満たす可能性があり、その場合は引当金を計上しなければならな

いことにご留意いただきたい。

【報酬】

○ 「職務に対する反対給付という報酬の性格を踏まえて定めるべき」

とは、「報酬」が、職務の反対給付と一般的に解されているものであ

ることに鑑み、報酬水準の決定に当たり、例えば、人材確保のための

手当や扶養手当、住居手当などに相当するようなものを考慮するとい

ったことは適当ではないことを示すものである。

○ 地方自治法第２０３条の２第２項によれば、「報酬は、勤務日数に

応じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めをした場合は、こ

の限りでない。」とされているため、基本的には日額で支給すること

が考えられるが、各団体の実情に応じて適切に判断されたい。

【給付関係その他】

○ 会計年度任用職員に係る給与費の予算や決算における取扱いにつ

いては、今後、関係部局も含めて検討し、改めてお示ししたいと考え

ている。

問１７－１ パートタイムの会計年度任用職員の報酬水準の決定につ

いて、「職務に対する反対給付という報酬の性格を踏まえて定めるべ

き」とは具体的にどのような趣旨か。

問１７－２ パートタイムの報酬について、月額制又は日額制のいず

れの方法によるべきか。

問１８－１ 会計年度任用職員に係る給与費について、予算や決算上

の取扱いはどのようになるのか。
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７４

【社会保険・労働保険】

○ 地共済法第４３条並びに厚生年金保険法第１５条及び第２２条の

規定により、地共済法が適用されることとなった日の現在の報酬の額

により決定されたい。

○ １年以上ある任用について採用となった日からである。

【健康診断（労働安全衛生法関係）】

○ 定期健康診断とストレスチェックは、労働安全衛生法及び労働安全

衛生規則に基づき、常時使用する労働者に対し、１年以内ごとに１回、

定期に実施する必要がある。年度途中に任用された職員や実施日以降

に任用された職員に対しては、任用された日以後１年以内に実施され

たい。

問１９－１ フルタイムの会計年度任用職員に地方公務員等共済組合

法（以下「地共済法」という。）が適用されることとなった場合、標

準報酬月額は新たに決定するのか。それとも、前の保険者の等級が

引き継がれるのか。

問１９－２ 勤務時間が常勤職員の４分の３未満であるパートタイム

の会計年度任用職員であって、週の所定勤務時間が２０時間以上、

報酬の月額が８．８万円以上であること、学生でないことを満たす

職員が厚生年金・健康保険に加入することとなるのは、任用の期間

が１年以上経過した日からか、それとも、１年以上ある任用につい

て採用となった日からか。

問２０－１ 定期健康診断やストレスチェックは、１年以内ごとに１

回実施することになっているが、年度途中に任用された職員や実施

日以降に任用された職員に対して、いつまでに実施する必要がある

か。

７５

【条例規則関係】

＜人事委員会規則等＞

○ 職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うことは、

人事委員会の事務（新地方公務員法第８条第１項第６号）とされてい

るが、人事委員会規則で定めるものについては、当該地方公共団体の

他の機関等に委任することができる（新地方公務員法第８条第３項）

こととされている。このため、人事委員会規則において、会計年度任

用職員に係る競争試験及び選考等について、各任命権者に委任する旨

を定めることも可能である。

○ また、職員の採用・昇任等に関する「一般的基準」（新地方公務員

法第１７条第２項）として、人事委員会において、会計年度任用職員

に係る採用の方法として選考によること、選考の基準・選考方法（経

歴評定、面接評定、筆記試験、実地試験等）などについて規定するこ

とが考えられる。

＜規則・要綱等＞

○ 例えば、知事部局の場合、規則において、人事当局として統一的に

定めておくべき事項（募集の方法等）や、各事業担当部局に委任する

範囲（職の内容、任用数、選考の方法等）などについて規定すること

が考えられる。なお、これらの項目や内容については、例えば、職の

内容や任用数を人事当局協議とするなど、各団体の実情に応じて適切

に定めていただきたい。

○ 各事業担当部局が要綱で規定する事項として、規則等により各事業

担当部局に委任された事項（職の内容、任用数、選考の方法等）に応

じて、具体的な内容を規定することが考えられる。例えば、職務の具

体的な内容、任用数は○人とすること、任期は○○とすること、選考

の方法として経歴評定、面接評定、筆記試験、実地試験等のうちいず

れの手法を用いるかなどについて、具体的に定めることが考えられる。

問２１－１ 会計年度任用職員の任用について、条例・規則等で定め

るべき事項としてどのようなものが考えられるか。
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７４

【社会保険・労働保険】

○ 地共済法第４３条並びに厚生年金保険法第１５条及び第２２条の

規定により、地共済法が適用されることとなった日の現在の報酬の額

により決定されたい。

○ １年以上ある任用について採用となった日からである。

【健康診断（労働安全衛生法関係）】

○ 定期健康診断とストレスチェックは、労働安全衛生法及び労働安全

衛生規則に基づき、常時使用する労働者に対し、１年以内ごとに１回、

定期に実施する必要がある。年度途中に任用された職員や実施日以降

に任用された職員に対しては、任用された日以後１年以内に実施され

たい。

問１９－１ フルタイムの会計年度任用職員に地方公務員等共済組合

法（以下「地共済法」という。）が適用されることとなった場合、標

準報酬月額は新たに決定するのか。それとも、前の保険者の等級が

引き継がれるのか。

問１９－２ 勤務時間が常勤職員の４分の３未満であるパートタイム

の会計年度任用職員であって、週の所定勤務時間が２０時間以上、

報酬の月額が８．８万円以上であること、学生でないことを満たす

職員が厚生年金・健康保険に加入することとなるのは、任用の期間

が１年以上経過した日からか、それとも、１年以上ある任用につい

て採用となった日からか。

問２０－１ 定期健康診断やストレスチェックは、１年以内ごとに１

回実施することになっているが、年度途中に任用された職員や実施

日以降に任用された職員に対して、いつまでに実施する必要がある

か。

７５

【条例規則関係】

＜人事委員会規則等＞

○ 職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うことは、

人事委員会の事務（新地方公務員法第８条第１項第６号）とされてい

るが、人事委員会規則で定めるものについては、当該地方公共団体の

他の機関等に委任することができる（新地方公務員法第８条第３項）

こととされている。このため、人事委員会規則において、会計年度任

用職員に係る競争試験及び選考等について、各任命権者に委任する旨

を定めることも可能である。

○ また、職員の採用・昇任等に関する「一般的基準」（新地方公務員

法第１７条第２項）として、人事委員会において、会計年度任用職員

に係る採用の方法として選考によること、選考の基準・選考方法（経

歴評定、面接評定、筆記試験、実地試験等）などについて規定するこ

とが考えられる。

＜規則・要綱等＞

○ 例えば、知事部局の場合、規則において、人事当局として統一的に

定めておくべき事項（募集の方法等）や、各事業担当部局に委任する

範囲（職の内容、任用数、選考の方法等）などについて規定すること

が考えられる。なお、これらの項目や内容については、例えば、職の

内容や任用数を人事当局協議とするなど、各団体の実情に応じて適切

に定めていただきたい。

○ 各事業担当部局が要綱で規定する事項として、規則等により各事業

担当部局に委任された事項（職の内容、任用数、選考の方法等）に応

じて、具体的な内容を規定することが考えられる。例えば、職務の具

体的な内容、任用数は○人とすること、任期は○○とすること、選考

の方法として経歴評定、面接評定、筆記試験、実地試験等のうちいず

れの手法を用いるかなどについて、具体的に定めることが考えられる。

問２１－１ 会計年度任用職員の任用について、条例・規則等で定め

るべき事項としてどのようなものが考えられるか。
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７６

＜条例＞

○ 新地方公務員法第２４条第５項において、勤務条件は条例で定める

こととされており、当省よりお示ししている「職員の勤務時間、休暇

等に関する条例（案）」を参考に、会計年度任用職員の勤務時間、休

暇等について、「その職務の性質等を考慮して、人事委員会規則の定

める基準に従い、任命権者が定める」とするなど、適切に条例に規定

する必要がある。

＜人事委員会規則等＞

○ 条例（案）で記載しているとおり、人事委員会規則等において、勤

務時間、休暇等に関するその団体で働く会計年度任用職員全体に適用

される基準を定めることが望ましい。

○ 例えば、勤務時間の基準（常勤職員の一週間当たりの勤務時間を超

えない範囲とすること等）、年次有給休暇を付与するための基準、年

次有給休暇以外の休暇の種類とその内容、といったものが考えられる。

＜規則・要綱等＞

○ 人事委員会規則等の基準に従い、各事業担当部局等において、具体

的な内容を規定することが考えられる。例えば、勤務時間の具体的な

内容（勤務時間は１日○時間○分とする等）など。

〇 会計年度任用職員の給与については、既存の給与条例に規定するこ

と又は非常勤職員（会計年度任用職員）に限った給与条例を制定する

ことが考えられる。また、給付のうち旅費や費用弁償の支給について

は給与条例とは別の条例で定めることも考えられる。

問２１－２ 会計年度任用職員の勤務条件・休暇関係について、条例・

規則等で定めるべき事項としてどのようなものが考えられるか。

問２１－３ 会計年度任用職員の給付について、どのように条例を制

定又は改正すればよいのか。

７７

〇 なお、

・ パートタイムの会計年度任用職員に対しては、報酬及び費用弁

償を支給しなければならないこと（新地方自治法第２０３条の２

第１項及び第３項）

・ パートタイムの会計年度任用職員に対しては、期末手当を支給

することができること（新地方自治法第２０３条の２第４項）

・ フルタイムの会計年度任用職員及び臨時的任用職員に対しては、

給料、手当及び旅費を支給しなければならないこと（新地方自治

法第２０４条第１項及び第２項）

を踏まえ、条例を制定又は改正されたい。
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７６

＜条例＞

○ 新地方公務員法第２４条第５項において、勤務条件は条例で定める

こととされており、当省よりお示ししている「職員の勤務時間、休暇

等に関する条例（案）」を参考に、会計年度任用職員の勤務時間、休

暇等について、「その職務の性質等を考慮して、人事委員会規則の定

める基準に従い、任命権者が定める」とするなど、適切に条例に規定

する必要がある。

＜人事委員会規則等＞

○ 条例（案）で記載しているとおり、人事委員会規則等において、勤

務時間、休暇等に関するその団体で働く会計年度任用職員全体に適用

される基準を定めることが望ましい。

○ 例えば、勤務時間の基準（常勤職員の一週間当たりの勤務時間を超

えない範囲とすること等）、年次有給休暇を付与するための基準、年

次有給休暇以外の休暇の種類とその内容、といったものが考えられる。

＜規則・要綱等＞

○ 人事委員会規則等の基準に従い、各事業担当部局等において、具体

的な内容を規定することが考えられる。例えば、勤務時間の具体的な

内容（勤務時間は１日○時間○分とする等）など。

〇 会計年度任用職員の給与については、既存の給与条例に規定するこ

と又は非常勤職員（会計年度任用職員）に限った給与条例を制定する

ことが考えられる。また、給付のうち旅費や費用弁償の支給について

は給与条例とは別の条例で定めることも考えられる。

問２１－２ 会計年度任用職員の勤務条件・休暇関係について、条例・

規則等で定めるべき事項としてどのようなものが考えられるか。

問２１－３ 会計年度任用職員の給付について、どのように条例を制

定又は改正すればよいのか。

７７

〇 なお、

・ パートタイムの会計年度任用職員に対しては、報酬及び費用弁

償を支給しなければならないこと（新地方自治法第２０３条の２

第１項及び第３項）

・ パートタイムの会計年度任用職員に対しては、期末手当を支給

することができること（新地方自治法第２０３条の２第４項）

・ フルタイムの会計年度任用職員及び臨時的任用職員に対しては、

給料、手当及び旅費を支給しなければならないこと（新地方自治

法第２０４条第１項及び第２項）

を踏まえ、条例を制定又は改正されたい。
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事 務 連 絡 
平成３０年３月２７日 

 
各 都 道 府 県 人 事 担 当 課 

各 都 道 府 県 市 区 町 村 担 当 課 

各 指 定 都 市 人 事 担 当 課 

 

総務省自治行政局公務員部公務員課 

総務省自治行政局公務員部給与能率推進室 

総務省自治行政局公務員部福利課 

総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室 

 

会計年度任用職員制度の導入等に係る地方公務員共済、公務災害補償及び 

退職手当の取扱いについて 

 

 平素より地方公務員行政の推進に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２９号。以下「改正

法」という。）の運用上の留意事項その他の円滑な施行のために必要と考えられる事項につい

ては、「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル」（以下「マニュアル」

という。）を定め、平成２９年８月２３日付け総行公第１０２号・総行給第３９号・総行女第

２４号・総行福第１９１号・総行安第３８号によりお知らせしたところですが、会計年度任用

職員制度の導入等に係る地方公務員共済、公務災害補償及び退職手当の取扱いについては、下

記のとおりとする方向で検討しておりますのでご承知おきください。なお、参考として別添の

とおり質疑応答を添付しております。 

 下記内容については、今後のマニュアルの改訂において反映する方向で検討しておりますの

で、貴課におかれては、下記内容を参照のうえ、平成３２年４月１日の施行に向けて遺漏のな

いよう準備等をお願いします。 

各都道府県市区町村担当課におかれては、貴都道府県内の市区町村等に対してもこの旨周知

いただきますようお願いします。また、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会

システムを通じて、各市区町村に対して本事務連絡についての情報提供を行っていることを申

し添えます。 

なお、各市区町村（指定都市を除く。）からの問い合わせについては、各都道府県市区町村

担当課を通じて行っていただきますよう、ご協力をお願いいたします。 

 

 
記 

 
１ 地方公務員共済制度 
（１）対象となる者 
  以下の者については、地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号。以下「地共済

法」という。）が適用される。 
  ①臨時的任用職員 
   臨時的任用職員については、改正法施行後「常時勤務を要する職」に就く職員として位置

付けられ、地共済法第２条第１号に規定する「職員」となることから、任用の日から同法が

適用される。 

御中 

 
  ②フルタイムの会計年度任用職員 

以下の（ⅰ）～（ⅲ）の要件に該当する者は、これらの要件に該当するに至った日以後、

地共済法が適用される。 

   （ⅰ）任用が事実上継続していると認められる場合において、 

   （ⅱ）常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤

務した日が１８日以上ある月が、引き続いて１２月を超えるに至った者で、 

   （ⅲ）その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要すること

とされているもの 
（２）いわゆる「空白期間」の取扱い 
  臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任期の設定については、基本的には、各地方公共団

体において適切に判断されるべきものである。 
しかしながら、退職手当や社会保険料等を負担しないようにするため、再度の任用の際、新

たな任期と前の任期との間に一定の期間（いわゆる「空白期間」）を設けることは適切ではな

い。また、任用されていない者を事実上業務に従事させる場合、公務上重大な問題を生じるお

それがある。 
このため、改正法においては、会計年度任用職員の任期について、国の期間業務職員に関す

る人事院規則も参考とし、「職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるもの」などとする配慮

義務に係る規定を設けたところであり、不適切な「空白期間」の是正を図る必要がある（改正

法施行後の地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第６項）。 
各地方公共団体においては、適正な任用・勤務条件の確保という改正法の趣旨を踏まえ、「空

白期間」の適正化について取り組むことが求められる。 
その上で、臨時的任用職員及び地共済法が適用されているフルタイムの会計年度任用職員に

ついて、任用が１日ないし数日の間を空けて再度行われる場合においては、任用の終了時にあ

らかじめ、任命権者と職員との間で次の任用の予定が明らかであるような事実が認められるな

ど、事実上の任用関係が中断することなく存続していると、勤務の実態に照らして判断される

場合には、組合員資格は喪失しないものとして取り扱うこととする。 
また、フルタイムの会計年度任用職員に係る１（１）②（ⅰ）の「任用が事実上継続してい

る」か否かの判断に当たっては、勤務の実態に照らして個別具体的に判断する必要があり、任

用が１日ないし数日の間を空けて再度行われる場合においても、任用の終了時にあらかじめ、

任命権者と職員との間で次の任用の予定が明らかであるような事実が認められるなど、事実上

の任用関係が中断することなく存続していると、勤務の実態に照らして判断される場合には、

この期間を引き続く期間として取り扱うこととする。 
 
２ 公務災害補償制度 
（１）地方公務員災害補償基金の補償対象となる者 
  以下の者については、地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号。以下「地公災法」

という。）第２条第１号が適用され、地方公務員災害補償基金の補償対象となる。 
  ①臨時的任用職員 
   臨時的任用職員については、改正法施行後「常時勤務を要する職」に就く職員として位置

付けられ、地公災法第２条第１号に規定する「職員」となることから、任用の日から同条が

適用される。 
  ②フルタイムの会計年度任用職員 

以下の（ⅰ）～（ⅲ）の要件に該当する者は、これらの要件に該当するに至った日以後、

地公災法第２条第１号が適用される。 
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事 務 連 絡 
平成３０年３月２７日 

 
各 都 道 府 県 人 事 担 当 課 

各 都 道 府 県 市 区 町 村 担 当 課 

各 指 定 都 市 人 事 担 当 課 

 

総務省自治行政局公務員部公務員課 

総務省自治行政局公務員部給与能率推進室 

総務省自治行政局公務員部福利課 

総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室 

 

会計年度任用職員制度の導入等に係る地方公務員共済、公務災害補償及び 

退職手当の取扱いについて 

 

 平素より地方公務員行政の推進に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２９号。以下「改正

法」という。）の運用上の留意事項その他の円滑な施行のために必要と考えられる事項につい

ては、「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル」（以下「マニュアル」

という。）を定め、平成２９年８月２３日付け総行公第１０２号・総行給第３９号・総行女第

２４号・総行福第１９１号・総行安第３８号によりお知らせしたところですが、会計年度任用

職員制度の導入等に係る地方公務員共済、公務災害補償及び退職手当の取扱いについては、下

記のとおりとする方向で検討しておりますのでご承知おきください。なお、参考として別添の

とおり質疑応答を添付しております。 

 下記内容については、今後のマニュアルの改訂において反映する方向で検討しておりますの

で、貴課におかれては、下記内容を参照のうえ、平成３２年４月１日の施行に向けて遺漏のな

いよう準備等をお願いします。 

各都道府県市区町村担当課におかれては、貴都道府県内の市区町村等に対してもこの旨周知

いただきますようお願いします。また、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会

システムを通じて、各市区町村に対して本事務連絡についての情報提供を行っていることを申

し添えます。 

なお、各市区町村（指定都市を除く。）からの問い合わせについては、各都道府県市区町村

担当課を通じて行っていただきますよう、ご協力をお願いいたします。 

 

 
記 

 
１ 地方公務員共済制度 
（１）対象となる者 
  以下の者については、地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号。以下「地共済

法」という。）が適用される。 
  ①臨時的任用職員 
   臨時的任用職員については、改正法施行後「常時勤務を要する職」に就く職員として位置

付けられ、地共済法第２条第１号に規定する「職員」となることから、任用の日から同法が

適用される。 

御中 

 
  ②フルタイムの会計年度任用職員 

以下の（ⅰ）～（ⅲ）の要件に該当する者は、これらの要件に該当するに至った日以後、

地共済法が適用される。 

   （ⅰ）任用が事実上継続していると認められる場合において、 

   （ⅱ）常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤

務した日が１８日以上ある月が、引き続いて１２月を超えるに至った者で、 

   （ⅲ）その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要すること

とされているもの 
（２）いわゆる「空白期間」の取扱い 
  臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任期の設定については、基本的には、各地方公共団

体において適切に判断されるべきものである。 
しかしながら、退職手当や社会保険料等を負担しないようにするため、再度の任用の際、新

たな任期と前の任期との間に一定の期間（いわゆる「空白期間」）を設けることは適切ではな

い。また、任用されていない者を事実上業務に従事させる場合、公務上重大な問題を生じるお

それがある。 
このため、改正法においては、会計年度任用職員の任期について、国の期間業務職員に関す

る人事院規則も参考とし、「職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるもの」などとする配慮

義務に係る規定を設けたところであり、不適切な「空白期間」の是正を図る必要がある（改正

法施行後の地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第６項）。 
各地方公共団体においては、適正な任用・勤務条件の確保という改正法の趣旨を踏まえ、「空

白期間」の適正化について取り組むことが求められる。 
その上で、臨時的任用職員及び地共済法が適用されているフルタイムの会計年度任用職員に

ついて、任用が１日ないし数日の間を空けて再度行われる場合においては、任用の終了時にあ

らかじめ、任命権者と職員との間で次の任用の予定が明らかであるような事実が認められるな

ど、事実上の任用関係が中断することなく存続していると、勤務の実態に照らして判断される

場合には、組合員資格は喪失しないものとして取り扱うこととする。 
また、フルタイムの会計年度任用職員に係る１（１）②（ⅰ）の「任用が事実上継続してい

る」か否かの判断に当たっては、勤務の実態に照らして個別具体的に判断する必要があり、任

用が１日ないし数日の間を空けて再度行われる場合においても、任用の終了時にあらかじめ、

任命権者と職員との間で次の任用の予定が明らかであるような事実が認められるなど、事実上

の任用関係が中断することなく存続していると、勤務の実態に照らして判断される場合には、

この期間を引き続く期間として取り扱うこととする。 
 
２ 公務災害補償制度 
（１）地方公務員災害補償基金の補償対象となる者 
  以下の者については、地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号。以下「地公災法」

という。）第２条第１号が適用され、地方公務員災害補償基金の補償対象となる。 
  ①臨時的任用職員 
   臨時的任用職員については、改正法施行後「常時勤務を要する職」に就く職員として位置

付けられ、地公災法第２条第１号に規定する「職員」となることから、任用の日から同条が

適用される。 
  ②フルタイムの会計年度任用職員 

以下の（ⅰ）～（ⅲ）の要件に該当する者は、これらの要件に該当するに至った日以後、

地公災法第２条第１号が適用される。 
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   （ⅰ）任用が事実上継続していると認められる場合において、 

   （ⅱ）常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤

務した日が１８日以上ある月が、引き続いて１２月を超えるに至った者で、 

   （ⅲ）その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要すること

とされているもの 
（２）いわゆる「空白期間」の取扱い 

地公災法の適用に当たって、空白期間は、地方公務員として任用されていないことから、

この間に受けた災害に対しては、同法は適用されず補償対象外となる。 
   ただし、フルタイムの会計年度任用職員に係る２（１）②（ⅰ）の「任用が事実上継続し

ている」か否かの判断に当たっては、上記１地方公務員共済制度（２）のフルタイムの会計

年度任用職員に係る判断と同様の取扱いとする。 
 
３ 退職手当制度 
（１）対象となる者 
  以下の者については、職員の退職手当に関する条例（案）（昭和２８年９月１０日自治丙行発

第４９号。以下「退職手当条例」という。）が適用される。 
  ①臨時的任用職員 
   臨時的任用職員については、改正法施行後「常時勤務を要する職」に就く者として位置付

けられ、退職手当条例上の「職員」となることから、任用の日から退職手当条例が適用され

る。 
  ②フルタイムの会計年度任用職員 

以下の（ⅰ）～（ⅲ）の要件に該当する者は、これらの要件に該当するに至った日以後、

退職手当条例が適用される（退職手当条例第２条第２項及び職員の退職手当に関する条例の

一部を改正する条例（案）（昭和３７年９月２９日自治丙公発第２０号）附則第５項）。 
   （ⅰ）任用が事実上継続していると認められる場合において、 

   （ⅱ）常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤

務した日が１８日以上ある月が、引き続いて６月を超えるに至った者で、 

   （ⅲ）その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要すること

とされているもの 
（２）いわゆる「空白期間」の取扱い 

退職手当条例においては、退職手当条例上の「職員」が退職した場合において、その者が

退職の日又はその翌日に再び退職手当条例上の「職員」となったときは、在職期間の計算に

ついては、引き続いて在職したものとみなす（退職手当条例第７条第３項）とされており、

任用されていない日の前後の在職期間については通算されない。 
 

【問い合わせ先】 
「１ 地方公務員共済制度」について 
自治行政局公務員部福利課 椋田補佐、伊良部係長 
電話：03-5253-5557（直通） 

「２ 公務災害補償制度」について 
自治行政局公務員部安全厚生推進室 菊地補佐、石井係長 
電話：03-5253-5560（直通） 

「３ 退職手当制度」について 
自治行政局公務員部給与能率推進室 松田補佐、岡主査 

                電話：03-5253-5549（直通） 

（別添） 

 

（１）地方公共団体が任用と再度の任用の間に職員であった者を働かせ、災害にあった場合、公

務災害補償について、どのような取扱いとなるか。 

  

○ 地方公務員災害補償法上、補償対象となる「職員」は地方公務員とされている。職員であ

った者は、任用と再度の任用の間は地方公務員に任用されていない者であり、補償の対象外

となる。 

 

○ なお、任用と再度の任用の間の公務従事については、総務省（及び文部科学省）から「任

期については、任用されていない者が事実上業務に従事することがないよう、あくまで職務

に従事させようとする業務の遂行に必要な期間を考慮して適切に定めることが必要」と通知

するなどしており、まずは地方公共団体において、任期等について適切に運用されるべきも

のである。 

 

（２）育児休業制度、女子教職員の産前産後休暇、構造特別区域法においても、臨時的任用職員

の任用が規定されているが、それらの法律における臨時的任用職員の取扱いについてはどう

なるのか。 

 

○ 育児休業制度、女子教職員の産前産後休暇、構造特別区域法における臨時的任用職員の規定

については、特に改正等がなされているわけではないが、地方公務員法における臨時的任用職

員の取扱いが変更となることにあわせ、これらの法令における臨時的任用職員について、「常

時勤務に服することを要する地方公務員」の代替職員として任用される臨時的任用職員に該当

する場合には、地方公務員共済制度、公務災害補償制度及び退職手当制度の取扱いについては、

地方公務員法における臨時的任用職員と同様の取扱いとすることとする（本取扱いは、改正法

の施行日より実施することとする。）。 

 

○ 具体的には、「常時勤務に服することを要する地方公務員」の代替職員として任用される臨

時的任用職員については、地方公務員法における臨時的任用職員と同様、その採用の日から地

方公務員等共済組合法、地方公務員災害補償法（注）及び退職手当制度を適用することとし、

「常時勤務に服することを要する地方公務員」以外の職員の代替職員として任用される臨時的

任用職員については、従来どおり、「雇用関係が事実上継続していると認められる場合におい

て、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した

日が十八日以上ある月が、引き続いて十二月を超えるに至った者で、その超えるに至つた日以

後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの」について、これ

らの法令等を適用することとする（ただし、退職手当制度については引き続いて６月を超える

に至った者について適用する。）。 

 

（注）地方公務員災害補償制度では、これまでも臨時的に任用された教職員（産休補助教職

員、育休代替教職員など）については、その勤務形態、職務内容等が常勤の教職員と同様で

ある場合は、例外的に地方公務員災害補償基金の補償の対象としており、従前同様この取扱

いについて変更はない（昭和 43年 1月 13日自治省行政局決定、昭和 43年 5月 2日自治給第

47号、昭和 45年 3月 23日自治給第 21号、昭和 47年 1月 31日自治給第 4号、昭和 59年 4

月 3日自治給第 14号）。 
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   （ⅰ）任用が事実上継続していると認められる場合において、 

   （ⅱ）常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤

務した日が１８日以上ある月が、引き続いて１２月を超えるに至った者で、 

   （ⅲ）その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要すること

とされているもの 
（２）いわゆる「空白期間」の取扱い 

地公災法の適用に当たって、空白期間は、地方公務員として任用されていないことから、

この間に受けた災害に対しては、同法は適用されず補償対象外となる。 
   ただし、フルタイムの会計年度任用職員に係る２（１）②（ⅰ）の「任用が事実上継続し

ている」か否かの判断に当たっては、上記１地方公務員共済制度（２）のフルタイムの会計

年度任用職員に係る判断と同様の取扱いとする。 
 
３ 退職手当制度 
（１）対象となる者 
  以下の者については、職員の退職手当に関する条例（案）（昭和２８年９月１０日自治丙行発

第４９号。以下「退職手当条例」という。）が適用される。 
  ①臨時的任用職員 
   臨時的任用職員については、改正法施行後「常時勤務を要する職」に就く者として位置付

けられ、退職手当条例上の「職員」となることから、任用の日から退職手当条例が適用され

る。 
  ②フルタイムの会計年度任用職員 

以下の（ⅰ）～（ⅲ）の要件に該当する者は、これらの要件に該当するに至った日以後、

退職手当条例が適用される（退職手当条例第２条第２項及び職員の退職手当に関する条例の

一部を改正する条例（案）（昭和３７年９月２９日自治丙公発第２０号）附則第５項）。 
   （ⅰ）任用が事実上継続していると認められる場合において、 

   （ⅱ）常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤

務した日が１８日以上ある月が、引き続いて６月を超えるに至った者で、 

   （ⅲ）その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要すること

とされているもの 
（２）いわゆる「空白期間」の取扱い 

退職手当条例においては、退職手当条例上の「職員」が退職した場合において、その者が

退職の日又はその翌日に再び退職手当条例上の「職員」となったときは、在職期間の計算に

ついては、引き続いて在職したものとみなす（退職手当条例第７条第３項）とされており、

任用されていない日の前後の在職期間については通算されない。 
 

【問い合わせ先】 
「１ 地方公務員共済制度」について 
自治行政局公務員部福利課 椋田補佐、伊良部係長 
電話：03-5253-5557（直通） 

「２ 公務災害補償制度」について 
自治行政局公務員部安全厚生推進室 菊地補佐、石井係長 
電話：03-5253-5560（直通） 

「３ 退職手当制度」について 
自治行政局公務員部給与能率推進室 松田補佐、岡主査 

                電話：03-5253-5549（直通） 

（別添） 

 

（１）地方公共団体が任用と再度の任用の間に職員であった者を働かせ、災害にあった場合、公

務災害補償について、どのような取扱いとなるか。 

  

○ 地方公務員災害補償法上、補償対象となる「職員」は地方公務員とされている。職員であ

った者は、任用と再度の任用の間は地方公務員に任用されていない者であり、補償の対象外

となる。 

 

○ なお、任用と再度の任用の間の公務従事については、総務省（及び文部科学省）から「任

期については、任用されていない者が事実上業務に従事することがないよう、あくまで職務

に従事させようとする業務の遂行に必要な期間を考慮して適切に定めることが必要」と通知

するなどしており、まずは地方公共団体において、任期等について適切に運用されるべきも

のである。 

 

（２）育児休業制度、女子教職員の産前産後休暇、構造特別区域法においても、臨時的任用職員

の任用が規定されているが、それらの法律における臨時的任用職員の取扱いについてはどう

なるのか。 

 

○ 育児休業制度、女子教職員の産前産後休暇、構造特別区域法における臨時的任用職員の規定

については、特に改正等がなされているわけではないが、地方公務員法における臨時的任用職

員の取扱いが変更となることにあわせ、これらの法令における臨時的任用職員について、「常

時勤務に服することを要する地方公務員」の代替職員として任用される臨時的任用職員に該当

する場合には、地方公務員共済制度、公務災害補償制度及び退職手当制度の取扱いについては、

地方公務員法における臨時的任用職員と同様の取扱いとすることとする（本取扱いは、改正法

の施行日より実施することとする。）。 

 

○ 具体的には、「常時勤務に服することを要する地方公務員」の代替職員として任用される臨

時的任用職員については、地方公務員法における臨時的任用職員と同様、その採用の日から地

方公務員等共済組合法、地方公務員災害補償法（注）及び退職手当制度を適用することとし、

「常時勤務に服することを要する地方公務員」以外の職員の代替職員として任用される臨時的

任用職員については、従来どおり、「雇用関係が事実上継続していると認められる場合におい

て、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した

日が十八日以上ある月が、引き続いて十二月を超えるに至った者で、その超えるに至つた日以

後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの」について、これ

らの法令等を適用することとする（ただし、退職手当制度については引き続いて６月を超える

に至った者について適用する。）。 

 

（注）地方公務員災害補償制度では、これまでも臨時的に任用された教職員（産休補助教職

員、育休代替教職員など）については、その勤務形態、職務内容等が常勤の教職員と同様で

ある場合は、例外的に地方公務員災害補償基金の補償の対象としており、従前同様この取扱

いについて変更はない（昭和 43年 1月 13日自治省行政局決定、昭和 43年 5月 2日自治給第

47号、昭和 45年 3月 23日自治給第 21号、昭和 47年 1月 31日自治給第 4号、昭和 59年 4

月 3日自治給第 14号）。 
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2 

・
 
該

当
の

な
い

箇
所

は
空

欄
と

し
、

－
（
ハ

イ
フ

ォ
ン

）
、

0（
ゼ

ロ
）
等

を
記

載
し

な
い

で
く
だ

さ
い

。
 

・
 
「
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

」
、

「
都

道
府

県
名

」
、

「
団

体
名

」
、

「
団

体
区

分
」
欄

は
「
表

紙
」
と

同
じ

情
報

を
記

載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

・
 
セ

ル
の

挿
入

や
削

除
は

記
載

要
領

や
調

査
票

に
指

示
が

な
い

限
り

、
原

則
、

行
わ

な
い

で
く
だ

さ
い

。
 

・
 
記

載
す

る
箇

所
は

、
黄

色
に

塗
り

つ
ぶ

し
て

い
る

セ
ル

で
あ

る
た

め
、

そ
れ

以
外

の
箇

所
に

記
載

し
な

い
で

く

だ
さ

い
。

 

・
 
各

調
査

票
に

あ
る

記
載

例
を

削
除

し
た

上
で

、
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
 

 Ⅶ
 

調
査

票
ご

と
の

留
意

事
項

 

 -
-
-
-
-
-
-
-
--

-
-
-
-
--

 
調

査
票

１
～

４
（臨

時
・非

常
勤

職
員

数
や

勤
務

実
態

等
に

関
す

る
こ

と
）
 
-
-
-
-
-
-
-
-
--

-
-
- 

 【
調

査
票

１
】
会

計
年

度
任

用
職

員
制

度
等

へ
の

移
行

状
況

 

１
．

「
平

成
29

年
度

」
欄

に
は

、
任

期
や

勤
務

時
間

の
長

短
に

か
か

わ
ら

ず
、

以
下

の
「７

」
に

該
当

す
る

平
成

29

年
度

中
に

在
籍

す
る

臨
時

・非
常

勤
職

員
数

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
 

２
．

「
任

用
の

適
正

化
後

」
欄

に
は

平
成

2
9

年
度

中
に

在
籍

す
る

臨
時

・
非

常
勤

職
員

数
の

実
績

を
ベ

ー
ス

と
し

て
、

改
正

法
を

踏
ま

え
た

見
直

し
(予

定
・
見

込
み

）
後

の
数

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
な

お
、

平
成

２
９

年
度

中
の

任
用

実
績

は
な

い
が

、
任

用
の

適
正

化
後

に
新

た
に

新
法

に
規

定
す

る
臨

時
・
非

常
勤

職
員

と
し

て
任

用
し

よ
う

と
す

る
場

合
に

は
そ

の
数

も
含

め
て

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

３
．

「
適

正
化

後
の

状
況

」
の

回
答

に
あ

た
っ

て
は

、
組

織
と

し
て

の
意

思
決

定
や

職
員

団
体

と
の

協
議

等
を

必
要

と
す

る
団

体
も

想
定

さ
れ

ま
す

が
、

こ
こ

で
は

、
あ

く
ま

で
「
会

計
年

度
任

用
職

員
制

度
の

導
入

等
に

向
け

た
事

務
処

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
（
以

下
「
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
と

い
う

。
）
に

沿
っ

た
場

合
の

人
事

当
局

の
見

込
み

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

（
【
調

査
票

１
～

２
共

通
事

項
】
）  

４
．

職
種

の
分

類
は

、
別

表
の

と
お

り
。

（
【共

通
事

項
】
） 

５
．

「
フ

ル
タ

イ
ム

職
員

」
と

は
、

一
週

間
当

た
り

の
通

常
の

勤
務

時
間

が
常

時
勤

務
を

要
す

る
職

を
占

め
る

職
員

の

一
週

間
当

た
り

の
通

常
の

勤
務

時
間

と
同

一
の

時
間

の
職

員
（
調

査
票

上
「
フ

ル
」
と

表
示

）
と

し
ま

す
。

ま
た

、

「
パ

ー
ト

タ
イ

ム
職

員
」
と

は
、

「フ
ル

タ
イ

ム
職

員
」
以

外
の

職
員

（
調

査
票

上
「
パ

ー
ト

」
と

表
示

）
と

し
ま

す
。

 

 
 
な

お
、

フ
ル

タ
イ

ム
職

員
又

は
パ

ー
ト

タ
イ

ム
職

員
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
か

は
、

マ
ニ

ュ
ア

ル
Ｑ

＆
Ａ

の
問

１
－

６
、

問
１

－
７

参
照

。
ま

た
、

変
形

８
時

間
制

（労
働

基
準

法
第

3
2

条
の

２
）に

よ
り

勤
務

す
る

者
は

、
変

形
す

る
前

の
勤

務
時

間
に

よ
り

判
断

し
て

く
だ

さ
い

。
 

（
参

考
）
パ

ー
ト

タ
イ

ム
と

な
る

例
 

▶
 
勤

務
日

が
週

３
日

で
フ

ル
タ

イ
ム

で
勤

務
す

る
場

合
 

▶
 
任

期
が

３
日

で
フ

ル
タ

イ
ム

で
勤

務
す

る
場

合
 

▶
 

１
月

の
う

ち
、

１
週

目
は

フ
ル

タ
イ

ム
、

２
週

目
は

パ
ー

ト
タ

イ
ム

、
３

週
目

は
フ

ル
タ

イ
ム

、
４

週
目

は
パ

ー

ト
タ

イ
ム

で
勤

務
す

る
場

合
 

６
．

「
一

般
行

政
（
福

祉
関

係
を

含
む

）
」
、

「
教

育
」
、

「
警

察
」
、

「
消

防
」
、

「
公

営
企

業
の

う
ち

企
業

職
員

」
、

「
公

営

企
業

の
う

ち
企

業
職

員
以

外
」
ご

と
に

表
を

作
成

し
て

く
だ

さ
い

。
こ

れ
ら

の
合

計
値

は
、

「
合

計
」
ワ

ー
ク

シ
ー

ト

に
自

動
的

に
集

計
さ

れ
ま

す
。

な
お

、
各

部
門

の
区

分
方

法
は

「
地

方
公

共
団

体
定

員
管

理
調

査
」
と

同
様

で

す
。

 

た
だ

し
、

こ
こ

で
い

う
「
企

業
職

員
」
と

は
、

公
営

企
業

の
う

ち
地

方
公

営
企

業
法

第
４

章
（
職

員
の

身
分

の
取

1 

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
準
備
状
況
等
に
関
す
る
調
査

 

【
記

 
載

 
要

 
領
】 

 Ⅰ
 
調
査
の
目
的

 

地
方

公
務

員
の

臨
時

・
非

常
勤

職
員

に
お
け
る
適

正
な
任

用
・
勤

務
条

件
等

の
確

保
に
向

け
、
平

成
２
９
年

５

月
１
７
日
に
「地

方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（平

成
29

年
法
律
第

29
号
）
」
（以

下
、
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）が

公
布
さ
れ
ま
し
た
。

 

改
正

法
附

則
第

２
条

第
２
項

の
規

定
に
お
い
て
、
総

務
大

臣
は

、
新

た
な
制

度
の

適
正

か
つ
円

滑
な
実

施
を

確
保

す
る
た
め
、
各

地
方

公
共

団
体

の
任

命
権

者
が

行
う
準

備
及

び
措

置
の

実
施

状
況

を
把

握
し
た
上

で
、
必

要
が

あ
る
と
認

め
る
と
き
は

、
当

該
準

備
及

び
措

置
に
つ
い
て
技

術
的

な
助

言
又

は
勧

告
を
す
る
も
の

と
さ
れ

て

い
ま
す
。

 

こ
の
た
め
、
本
調
査
に
お
い
て
は
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
適
正
な
任
用
・
勤
務
条
件
等
の
確
保
に
向
け

た
準
備
状
況
等
を
把
握
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
今

後
、
必
要
に
応
じ
て
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
や
追
加
調
査
を

行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

 

 Ⅱ
 
調
査
対
象
団
体

  

都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
市
、
特
別
区
、
町
村
及
び
一
部
事
務
組
合
等

P※
 

※
 
「
一

部
事

務
組

合
等

」
と
は

、
一

部
事

務
組

合
、
広

域
連

合
、
財

産
区

及
び
地

方
開

発
事

業
団

を
い
う
（
以

下
、
同

じ
）
。

 

 

Ⅲ
 
調
査
項
目

  

 
 

 
表

 
 
紙
（地

方
公
共
団
体
の
基
本
情
報
等
） 

 
 

 
調
査
票
１
～
４
（
臨
時
・非

常
勤
職
員
数
や
勤
務
実
態
等

に
関
す
る
こ
と
） 

 
 

 
調
査
票
５
～
１
０
（
制
度
・運

用
に
関
す
る
こ
と
）
 

 Ⅳ
 
調
査
票
の
提
出
団
体

  

表
紙
に
つ
い
て
は
全
て
の
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 

 
 

調
査

票
１
～

１
０
に
つ
い
て
は

平
成

２
９
年

度
中

に
臨

時
・
非

常
勤

職
員

を
任

用
す
る
団

体
の

ほ
か

、
平

成
２
９

年
度

中
に
任

用
実

績
が

な
い
場

合
で
あ
っ
て
も
、
任
用

の
適

正
化

後
に
お
い
て
、
新

た
に
改

正
法
に
よ
る
改

正
後

の
地

方
公

務
員

法
（
以

下
「
新
法

」
と
い
う
。
）
に
規

定
す
る
臨

時
・
非

常
勤

職
員

と
し
て
任

用
し
よ
う
と
す
る
団

体
に

お
い
て
も
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
 

 
な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
臨
時
・
非
常
勤
職
員
」
と
は
、
【調

査
票
１
】
の
調
査
対
象
と
な
る
者
を
い
い
ま
す
。

 

 Ⅴ
 
調
査
票
の
提
出
日

  

 
 

 
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
人
事
担
当
課
：
【調

査
票
３
及
び
４
以
外
】平

成
３
０
年
５
月
末

 

【
調
査
票
３
及
び
４
】
 

 
 
平
成
３
０
年
７
月
末

 

 
 

 
都
道
府
県
市
区
町
村
担

当
課
：
平
成
３
０
年
７
月
末
（
管

内
の
市
区
町
村
及
び
一
部
事

務
組
合
等
を
取
り
ま
と
め

て
提
出
） 

 Ⅵ
 
記
載
要
項

 

・
 
数
字
は
半
角
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
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4 

を
定

め
採

用
さ

れ
て

い
る

者
（任

期
付

職
員

） 

・
 

地
方

公
共

団
体

の
一

般
職

の
任

期
付

研
究

員
の

採
用

等
に

関
す

る
法

律
第

３
条

に
基

づ
き

任
期

を
定

め

採
用

さ
れ

て
い

る
者

（
任

期
付

研
究

員
） 

・
 

地
方

公
務

員
の

育
児

休
業

等
に

関
す

る
法

律
第

６
条

第
１

項
第

１
号

に
基

づ
き

任
期

を
定

め
採

用
さ

れ
て

い
る

者
 

８
．

「
任

用
の

適
正

化
後

」
欄

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
区

分
に

よ
り

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

①
 

新
法

第
３

条
第

３
項

第
３

号
に

基
づ

き
任

用
し

よ
う

と
す

る
者

（
以

下
「
改

正
後

の
特

別
職

非
常

勤
職

員
」
と

い

う
。

）
 

②
 

新
法

第
２

２
条

の
２

に
基

づ
き

会
計

年
度

任
用

の
職

に
任

用
し

よ
う

と
す

る
者

（
以

下
「
会

計
年

度
任

用
職

員
」
と

い
う

。
） 

③
 

新
法

第
２

２
条

の
３

第
１

項
又

は
第

４
項

に
基

づ
き

臨
時

的
任

用
し

よ
う

と
す

る
者

（以
下

「
改

正
後

の
臨

時
的

任
用

職
員

」
と

い
う

。
） 

④
 

上
記

①
～

③
以

外
の

任
用

根
拠

（
任

期
の

定
め

の
な

い
常

勤
職

員
や

任
期

付
職

員
等

）
に

よ
り

、
任

用
し

よ

う
と

す
る

者
 

※
 
 

「
任

用
の

適
正

化
後

」
の

「
左

記
以

外
」
欄

は
、

任
用

根
拠

の
見

直
し

に
伴

い
、

職
の

中
に

常
勤

職
員

が
行

う
べ

き
業

務
に

従
事

す
る

職
が

存
在

す
る

こ
と

が
明

ら
か

に
な

っ
た

場
合

に
は

、
臨

時
・
非

常
勤

職
員

で
は

な

く
、

任
期

の
定

め
の

な
い

常
勤

職
員

や
任

期
付

職
員

等
の

活
用

が
想

定
さ

れ
る

ほ
か

、
臨

時
・
非

常
勤

の
職

の
設

定
に

当
た

っ
て

は
、

現
に

存
在

す
る

職
を

漫
然

と
存

続
す

る
の

で
は

な
く
、

そ
れ

ぞ
れ

の
職

の
必

要
性

を

十
分

吟
味

し
た

上
で

、
適

正
な

人
員

配
置

に
努

め
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

た
め

、
「
平

成
2
9

年
度

」
欄

と
「
任

用

の
適

正
化

後
」
の

数
は

一
致

す
る

も
の

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

 

 【
調

査
票

２
】
任

用
の

適
正

化
後

に
｢改

正
後

の
特

別
職

非
常

勤
職

員
｣、

｢改
正

後
の

臨
時

的
任

用
職

員
｣、

｢左
記

以

外
｣と

し
て

任
用

し
よ

う
と

す
る

職
 

１
．

こ
こ

で
は

、
【
調

査
票

１
】の

「
任

用
の

適
正

化
後

」
欄

に
お

い
て

、
「
改

正
後

の
特

別
職

非
常

勤
職

員
」
、

「
改

正
後

の
臨

時
的

任
用

職
員

」
又

は
「
左

記
以

外
」
と

し
て

任
用

し
よ

う
と

す
る

職
の

う
ち

、
以

下
の

２
か

ら
４

で
示

す
調

査

対
象

に
該

当
す

る
職

に
つ

い
て

、
具

体
的

な
職

務
内

容
や

勤
務

条
件

等
を

把
握

す
る

も
の

で
す

。
（
【
調

査
票

２
】

の
各

項
目

の
情

報
は

平
成

29
年

度
実

績
を

基
本

に
記

載
し

て
く
だ

さ
い

）
。

 

２
．

任
用

の
適

正
化

後
に

「
改

正
後

の
特

別
職

非
常

勤
職

員
」
と

し
て

任
用

し
よ

う
と

す
る

職
 

①
 
調

査
対

象
 

・
 
地

方
公

共
団

体
が

新
法

第
３

条
第

３
項

第
３

号
の

規
定

に
基

づ
き

独
自

に
設

置
す

る
職

の
ほ

か
、

マ
ニ

ュ
ア

ル
P

.1
2

表
中

の
法

令
に

基
づ

き
設

置
さ

れ
る

職
以

外
に

、
法

令
（
自

治
体

の
条

例
等

は
除

く
。

以
下

同
じ

。
）

に
基

づ
く
も

の
と

し
て

、
法

第
３

条
第

３
項

第
３

号
の

特
別

職
非

常
勤

職
員

と
し

て
任

用
し

よ
う

と
す

る
の

が
適

当
で

は
な

い
か

疑
義

が
生

じ
て

い
る

職
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
そ

の
際

、
「
法

令
又

は
独

自
設

置
」
欄

に
お

い

て
、

該
当

す
る

選
択

肢
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
 

・
 
し

た
が

っ
て

、
新

法
第

３
条

第
３

項
第

３
号

の
「顧

問
」
、

「参
与

」に
該

当
す

る
職

や
、

マ
ニ

ュ
ア

ル
P

.1
2

表
中

の
法

令
に

基
づ

き
設

置
さ

れ
る

職
は

記
載

不
要

で
す

。
 

 
 
 
②

 
記

載
上

の
留

意
事

項
 

・
 
任

用
の

適
正

化
後

の
「
改

正
後

の
特

別
職

非
常

勤
職

員
」
と

は
、

専
門

的
な

知
識

経
験

等
を

有
す

る
者

が
就

く
職

で
あ

っ
て

、
当

該
知

識
経

験
等

に
基

づ
き

、
助

言
、

調
査

、
診

断
等

を
行

う
職

で
あ

り
、

労
働

者
性

が
低

い
者

が
就

く
職

が
該

当
し

ま
す

。
  

3 

扱
い
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
職
員
と
し
ま
す
。

 

７
．
【
平
成
２
９
年
度
欄
】
の
調
査
対
象
と
な
る
臨
時
・
非
常
勤
職
員
（
【
共
通
事
項
】）

 

定
数

外
職

員
の

う
ち
、
次

の
①

～
③
に
該

当
す
る
者

。
た
だ
し
、
臨
時

的
に
任

用
し
て
い
る
教

員
等
定

数
扱

い

し
て
い
る
職
員
で
あ
っ
て
も
次
の
①
～
③
に
該
当
す
る
場
合
は
対
象
と
し
ま
す
。

 

①
 
改

正
前

の
地

方
公

務
員

法
（
以

下
「
法

」
と
い
う
。
）
第

３
条

第
３
項

第
３
号

に
規

定
す
る
臨

時
又

は
非

常
勤

の
顧

問
、
参

与
、
調

査
員
、
嘱
託
員

及
び
こ
れ

ら
の
者
に
準
ず
る
者

と
し
て
任

用
と
さ
れ

て
い
る
者

（
以
下
「
特

別
職
非
常
勤
職
員
」
と
い
う
。
） 

②
 
一

般
職

と
し
て
期

限
付

任
用

さ
れ

て
い
る
者

（
一

般
的
に
法

第
１
７
条
に
基

づ
く
任

用
と
さ
れ

て
い
る
者

。
以

下
「
一
般
職
非
常
勤
職
員
」
と
い
う
。
） 

③
 
法

第
２
２
条

第
２
項
又

は
第

５
項

に
基

づ
き
臨

時
的

任
用

さ
れ

て
い
る
者

（
以

下
「
臨
時

的
任

用
職
員

」
と
い

う
。
）
 

※
１

 
 
そ
の
他
条
例
、
規
則
、
要
綱
、
内
部
規
程
等
を
根
拠
と
し
て
当
該
地
方
公
共
団
体
の
定
数
外
職
員
と
し
て

取
り
扱

わ
れ

て
い
る
者

（
任

用
上

の
根

拠
は

必
ず
し
も
明

確
で
は

な
い
も
の

の
当

該
地

方
公

共
団

体
の

定
数

外
職

員
と
し
て
取

り
扱

わ
れ

て
い
る
者

を
含

む
。
）
に
つ
い
て
は

、
特

別
職

と
し
て
任

用
し
て
い
れ

ば

①
、
一
般
職
と
し
て
任
用
し
て
い
れ
ば
②
と
し
て
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

 

※
２

 
 
 
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
第

1
条
及
び
第

2
条
に
規
定
す
る
職
員
（
県
費
負
担
教
職
員
）に

つ

い
て
は
、
都
道
府
県
に
お
い
て
計
上
し
て
く
だ
さ
い
。
（
指
定
都
市
に
つ
い
て
は
、
平
成

29
年
４
月
１
日
に

県
費
負

担
教

職
員
に
関
す
る
権

限
が

移
譲

さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
従
来

、
都

道
府

県
で
計

上
し
て
い
た
教

職
員
数
に
つ
い
て
指
定
都
市
に
お
い
て
計
上
し
て
く
だ
さ
い
。
）
 

※
３

 
 
次
の
者
は
対
象
と
し
ま
す
。

 

・
 
常

勤
的

非
常

勤
職

員
（
常

時
勤

務
に
服

す
る
こ
と
を
要

す
る
職

員
に
つ
い
て
定

め
ら
れ

て
い
る
勤

務
時

間

以
上
勤
務
し
た
日
が
１
８
日
以
上
あ
る
月
が
引
き
続
き
１
２
月
を
超
え
る
職
員
） 

・
 
い
わ

ゆ
る
日

々
雇

用
職

員
（
日

々
雇

い
入

れ
ら
れ

る
職

員
で
、
一

定
の

任
用

予
定

期
間

を
定

め
ら
れ

て
い

る
も
の
） 

※
４

 
次
の
者
は
対
象
と
し
ま
せ
ん
（
以
下
「対

象
外
条
項
等
職
員
」
と
い
う
。
）。

 
 

・
 
法
第
３
条
第
３
項
第
２
号
に
規
定
す
る
委
員
及
び
委
員
会
（
審
議
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）

の
構
成
員
の
職
で
臨
時
又
は
非
常
勤
の
者

 

・
 
法
第
２
８
条
の
５
に
基
づ
き
任
期
を
定
め
採
用
さ
れ
て
い
る
者
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
） 

・
 
地

方
公

共
団

体
の

一
般

職
の

任
期

付
職

員
の

採
用

に
関

す
る
法

律
第

５
条

に
基

づ
き
任

期
を
定

め
採

用

さ
れ
て
い
る
者
（
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
） 

・
 
地

方
公

務
員

の
育

児
休

業
等

に
関

す
る
法

律
第

６
条

第
１
項

第
２
号

に
基

づ
き
臨
時

的
任

用
さ
れ

て
い
る

者
及
び
同
法
第
１
８
条
第
１
項
に
基
づ
き
短
時
間
勤
務
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
て
い
る
者

 

・
 
女
子
教
職
員
の
出
産
に
際
し
て
の
補
助
教
職
員
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
３
条
に
基
づ
き
臨
時
的
任
用
さ

れ
て
い
る
者

 

・
 
い
わ
ゆ
る
派
遣
職
員
（
当

該
団
体
と
人
材
派
遣
会
社
等
と
の
契
約
に
よ
り
、
当
該
団
体
に
派
遣
さ
れ
て
い
る

者
）
 

・
 
選
挙
の
実
施
に
伴
っ
て
採
用
し
た
臨
時
・
非
常
勤
職
員
（
当
該
年
度
の
特
殊
事
情
に
よ
る
た
め
） 

な
お
、
定
数
内
職
員
で
あ
る
次
の
者
も
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

 

・
 
法
第
２
８
条
の
４
に
基
づ
き
任
期
を
定
め
採
用
さ
れ
て
い
る
者
（
再
任
用
職
員
） 

・
 
地

方
公

共
団

体
の

一
般

職
の

任
期

付
職

員
の

採
用

に
関

す
る
法

律
第

３
条

又
は

第
４
条

に
基

づ
き
任

期
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6 

さ
い
。

 

・
 
新

法
第

２
２
条

の
３
の
規
定

に
つ
い
て
は

、
国

家
公

務
員

の
取
扱

い
を
踏
ま
え
、
「
常
時

勤
務
を
要

す
る
職

に

欠
員
を
生
じ
た
場
合
」
に
該
当
す
る
こ
と
を
新
た
に
要
件
に
加
え
、
常
勤
職

員
の
任
用
を
予
定

し
得

る
地
位

に

現
に
具

体
的

な
者

が
充

当
さ
れ

て
い
な
い
場

合
に
限

定
さ
れ

る
こ
と
か

ら
、
非

常
勤

の
職

（
短

時
間

勤
務

の

職
を
含
む
。
）
に
は
、
臨
時
的
任
用
職
員
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

４
．
任
用
の
適
正
化
後
の
「
左
記
以
外
」
の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
が
独
自
の
一
般
職
非
常
勤
職
員
と
し
て
任
用
し
よ

う
と
す
る
職

 

 
 
こ
こ
で
は

、
改
正
後
に
お
い
て
、
団
体
独
自
の
一
般
職
非
常
勤
職
員
と
し
て
任
用
を
許
容
す
る
も
の
で
は
な
く
、
実

態
が
な
い
こ
と
を
改
め
て
把
握
す
る
も
の
で
す
。

 

①
 
調
査
対
象

 

・
 
会

計
年
度

任
用
職

員
制
度
に
よ
ら
ず
、
地
方
公

共
団
体
が

独
自
の

一
般
職

非
常
勤

職
員

と
し
て
任
用

し
よ
う

と
す
る
職
の
全
て
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

②
 
記
載
上
の
留
意
事
項

 

・
 
一
般
職
と
し
て
非
常
勤
職
員
を
任
用
と
す
る
場
合
に
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
任
用
す
る
こ
と
が
適
当

で
あ
り
、
会

計
年

度
任

用
職

員
以

外
の

独
自

の
一

般
職

非
常

勤
職

員
と
し
て
任

用
す
る
こ
と
は

、
適

正
な
任

用
・
勤
務
条
件
の
確
保
と
い
う
改
正
法
の
趣
旨
に
沿
わ
な
い
不
適
当
な
も
の
で
、
避
け
る
べ
き
で
す
。

 

・
 
独

自
の

一
般

職
非

常
勤

職
員

に
つ
い
て
は

、
勤

務
形

態
（
任

期
や

勤
務

時
間

）
に
か

か
わ

ら
ず
、
報

酬
及

び

費
用

弁
償

の
支

給
対

象
と
な
り
、
会

計
年

度
任

用
職

員
で
あ
れ

ば
支

給
可

能
な
期

末
手

当
を
支

給
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 【
調
査
票
３
】
①
男
女
別
の
平
均
給
与
支
給
額

 

１
．
回

答
の

対
象
は

、
フ
ル

タ
イ
ム
（
一

週
間

当
た
り
の

通
常
の

勤
務

時
間
が

常
時
勤

務
を
要

す
る
職

を
占

め
る
職

員
の

一
週

間
当

た
り
の

通
常

の
勤

務
時

間
と
同

一
の

時
間

）
で
勤

務
す
る
臨

時
・
非

常
勤

職
員

で
あ
っ
て
、
平

成
2
9
年
度
の
任
期
が
１
１
ヶ
月
以
上
に
わ
た
る
職
員
と
し
ま
す
。

 

２
．
「
給
料
又
は
報
酬
（
平
均
月
額
）
」
及
び
「
期
末
手
当
・
勤
勉
手
当
以
外
の
手
当
（
平
均
月
額
）
」
に
つ
い
て
は
、
任

期
の

最
初

の
月
に
つ
い
て
の
、
給

料
又

は
報

酬
及

び
期

末
手

当
・
勤

勉
手

当
以
外

の
全
て
の

手
当

の
支

給
額

の
一

人
当

た
り
の

平
均

値
を
計

上
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
手

取
額

で
は

な
く
、
各

種
控
除

前
の

額
を
計

上
し
て
く

だ
さ
い
。

 

３
．
「
期
末
手
当
・
勤
勉
手
当
（平

均
年
額
）」
に
つ
い
て
は
、
平
成

2
9
年
度
中
に
支
給
さ
れ
た
期
末
手
当
及
び
勤
勉

手
当
（
又
は
そ
れ
ら
に
相
当
す
る
報
酬
）
の
一
人
当
た
り
の
平
均
値
を
計
上
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 

【
調
査
票
３
】
②
臨
時
・
非
常
勤
職
員
に
対
す
る
支
出
の
平
成

2
9
年
度
決
算
額
（
普
通
会
計
）
 

１
．
調
査
票
１
に
計
上
し
た
職
員
（
普
通
会
計
に
係
る
部
分
に
限
る
）に

対
す
る
支
出
に
係
る
平
成

2
9
年
度
決
算
額

に
つ
い
て
、
地
方
財
政
状
況
調
査
に
お
い
て
報
告
す
る
分
類
に
従
っ
て
計
上
し
て
く
だ
さ
い
。

 

２
．
な
お
、
臨
時
・
非
常
勤
職
員
に
対
す
る
支
出
の
う
ち
、
地
方
自
治
法
第

20
3
条
の
２
及
び
第

2
0
4
条
に
基
づ
く
、

給
料

、
手

当
及

び
報

酬
に
つ
い
て
計

上
す
る
も
の

と
し
、
旅

費
及

び
費

用
弁

償
等

に
つ
い
て
は

含
め
ま
せ

ん
。

な
お
、
決
算
上
は
賃
金
と
し
て
支
出
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
も
含
め
る
こ
と
と
し
ま
す
。

 

３
．
「
フ
ル
タ
イ
ム
職
員
」
と
は
、
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
が
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
を
占
め
る
職
員
の

一
週

間
当

た
り
の

通
常

の
勤

務
時

間
と
同

一
の

時
間

の
職

員
（
調

査
票

上
「
フ
ル

」
と
表

示
）
と
し
ま
す
。
ま
た
、

「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
職
員
」
と
は
、
「フ

ル
タ
イ
ム
職
員
」
以
外
の
職
員
（
調
査
票
上
「
パ
ー
ト
」
と
表
示
）
と
し
ま
す
。

 

5 

 
し

た
が

っ
て

、
上

記
に

該
当

せ
ず

、
任

命
権

者
又

は
そ

の
委

任
を

受
け

た
者

の
指

揮
監

督
下

で
行

わ
れ

る

事
務

な
ど

、
新

法
の

定
め

る
服

務
等

を
課

す
べ

き
者

が
従

事
す

べ
き

事
務

に
つ

い
て

は
、

会
計

年
度

任
用

職

員
が

従
事

す
べ

き
事

務
と

し
て

整
理

す
べ

き
で

あ
り

、
こ

の
調

査
表

に
は

記
載

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

・
 
「
１

．
助

言
」
、

「
２

．
調

査
」
、

「
３

．
診

断
」
、

「
４

．
そ

の
他

」
の

該
当

す
る

番
号

を
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
そ

の
際

、

「
４

．
そ

の
他

」
を

選
択

す
る

場
合

は
、

備
考

欄
に

具
体

的
な

事
務

（
例

：
「斡

旋
」
）を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

・
 
労

働
者

性
が

低
い

か
否

か
に

つ
い

て
は

、
上

司
の

命
令

に
従

っ
て

職
務

を
遂

行
す

る
の

で
は

な
く
、

職
務

の

権
限

の
範

囲
内

に
あ

っ
て

は
自

ら
の

意
思

決
定

に
基

づ
い

て
職

務
を

行
う

こ
と

、
職

務
の

具
体

的
な

遂
行

方

法
や

内
容

、
従

事
す

る
職

務
態

度
、

勤
務

時
間

・
場

所
等

に
お

い
て

拘
束

性
の

高
い

勤
務

形
態

で
な

い
こ

と
、

な
ど

を
要

素
と

し
て

、
総

合
的

に
判

断
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
そ

の
際

、
マ

ニ
ュ

ア
ル

P
1
2

表
中

の
法

令
に

基
づ

き
設

置
さ

れ
る

職
の

労
働

者
性

も
参

考
と

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 

・
 
単

に
勤

務
時

間
の

把
握

が
困

難
等

の
理

由
か

ら
、

特
別

職
非

常
勤

職
員

と
し

て
存

置
す

る
こ

と
は

、
改

正
法

の
趣

旨
に

沿
わ

な
い

と
考

え
ら

れ
る

こ
と

に
留

意
し

て
く
だ

さ
い

。
 
 

・
 
新

法
第

３
条

第
３

項
第

３
号

に
規

定
す

る
「
助

言
」に

つ
い

て
は

、
顧

問
や

参
与

等
が

地
方

公
共

団
体

の
執

行

機
関

等
に

対
し

て
「
助

言
」
す

る
場

合
に

限
り

該
当

す
る

も
の

で
あ

り
、

単
に

部
局

内
の

職
員

や
住

民
等

に
対

し
て

「
助

言
」を

行
う

相
談

員
な

ど
は

、
改

正
後

の
特

別
職

非
常

勤
職

員
に

該
当

し
ま

せ
ん

。
 

 

・
 
マ

ニ
ュ

ア
ル

P
14

～
P
.1

5
に

例
示

す
る

職
（
外

国
語

指
導

助
手

、
非

常
勤

の
公

民
館

長
、

ス
ク

ー
ル

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

、
交

番
相

談
員

、
社

会
復

帰
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
等

）
に

つ
い

て
は

、
一

般
職

へ
移

行
す

る
こ

と
と

な
る

た
め

、

こ
の

調
査

票
に

は
記

載
し

な
い

で
く
だ

さ
い

。
 

 

・
 
マ

ニ
ュ

ア
ル

P
4
4
～

P
4
5
Ｑ

＆
Ａ

問
２

－
１

、
に

例
示

す
る

社
会

教
育

委
員

や
少

年
指

導
委

員
な

ど
の

新
法

３

条
３

項
２

号
の

特
別

職
や

、
同

法
３

条
３

項
５

号
の

非
常

勤
の

消
防

団
員

等
、

同
法

３
条

３
項

３
号

以
外

の
特

別
職

に
つ

い
て

は
、

こ
の

調
査

表
に

は
記

載
し

な
い

で
く
だ

さ
い

。
 

・
 
医

師
に

関
し

、
勤

務
医

に
つ

い
て

は
、

上
司

と
の

指
揮

命
令

関
係

や
従

事
す

る
職

務
態

度
、

勤
務

時
間

・
場

所
等

に
お

け
る

拘
束

性
な

ど
の

労
働

者
性

を
考

慮
し

、
一

般
職

と
し

て
整

理
、

他
方

、
学

校
医

、
学

校
歯

科
医

に
加

え
、

産
業

医
に

つ
い

て
は

労
働

者
性

が
低

い
と

考
え

ら
れ

る
医

師
と

し
て

特
別

職
と

し
て

整
理

し
て

い
る

た
め

、
留

意
し

て
く
だ

さ
い

。
 

 

・
 
「
勤

務
時

間
の

定
め

の
有

無
」
の

「
「
有

」
の

場
合

に
お

け
る

勤
務

時
間

（
１

日
あ

た
り

）
」
欄

の
「
１

．
フ

ル
タ

イ

ム
」
と

は
、

１
日

当
た

り
の

通
常

の
勤

務
時

間
が

常
時

勤
務

を
要

す
る

職
を

占
め

る
職

員
の

１
日

当
た

り
の

通

常
の

勤
務

時
間

と
同

一
の

時
間

と
し

ま
す

。
ま

た
、

「
２

．
パ

ー
ト

タ
イ

ム
」
と

は
、

「
フ

ル
タ

イ
ム

」
以

外
と

し
ま

す
。

 

３
．

任
用

の
適

正
化

後
に

「
改

正
後

の
臨

時
的

任
用

職
員

」と
し

て
任

用
し

よ
う

と
す

る
職

 

①
 
調

査
対

象
 

・
 
「
改

正
後

の
臨

時
的

任
用

職
員

」
と

し
て

任
用

し
よ

う
と

す
る

職
の

全
て

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
 

②
 
記

載
上

の
留

意
事

項
 

・
 
「
船

員
の

該
当

の
有

無
」欄

に
つ

い
て

、
こ

こ
で

い
う

「
船

員
」
と

は
「
船

員
法

（
昭

和
2
2

年
法

律
第

1
0
0

号
）
第

１
条

に
規

定
す

る
船

員
を

指
し

ま
す

。
該

当
す

る
番

号
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
 

・
 
「
臨

時
的

任
用

の
要

件
」
欄

は
、

新
法

第
２

２
条

の
３

に
定

め
る

「
1
．

緊
急

の
場

合
」
、

「
2
．

臨
時

の
職

」
、

「
3
．

採
用

候
補

者
名

簿
や

昇
任

候
補

者
名

簿
が

な
い

場
合

（
調

査
票

上
「
名

簿
な

し
」
と

表
示

）
」
の

う
ち

、
い

ず
れ

か
該

当
す

る
番

号
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
 

・
 
「
給

付
総

額
（
円

）
」
の

欄
は

、
当

該
年

度
間

（
４

月
か

ら
翌

年
３

月
ま

で
の

間
）
の

「
報

酬
・
給

料
」
の

ほ
か

、

「
費

用
弁

償
・
手

当
」を

含
め

た
支

給
総

額
（
税

金
や

社
会

保
険

料
等

の
控

除
前

）を
円

単
位

で
記

載
し

て
く
だ

－ 117 －
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だ
さ
い
（
複

数
選

択
可
能

で
す
。
）
。
「
５

 
そ
の

他
」
を
選

択
し
た
場

合
は
「
そ
の
他

の
理
由

」
欄

に
そ
の

理
由
を

簡
潔
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

・
 
「
規

則
や

要
綱

等
に
よ
る
定

め
の

有
無

」
欄

の
「
規

則
や
要

綱
等

に
よ
る
定

め
」
と
は

、
空

白
期

間
を
置

く
こ
と

を
地
方
公
共
団
体
の
規
則
、
要
綱
、
内
部
規
程
等
に
お
い
て
定
め
て
い
る
場
合
を
い
い
ま
す
。

 

・
 
「
②
空
白
期
間
の
適
正
化
に
向
け
た
検
討
状
況
」
欄
は
、
【
選
択
肢
】
か
ら
最
も
近
い
理
由
を
１
つ
選
び
、
該
当

す
る
番
号
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
「
６

 
そ
の
他
」
を
選
択
し
た
場
合
は
「
そ
の
他
の
理
由
」欄

に
そ
の
理
由
を
簡

潔
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

・
 
「
空
白

期
間
の

長
さ
」
欄

は
、
そ
の
月

数
又
は

日
数
を
記
載

し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
空
白
期

間
の
長

さ
が
様
々

で
あ
る
場
合
は
、
代
表
的
な
も
の
だ
け
で
結
構
で
す
（全

て
を
記
載
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
）
 

・
 
「
④
設
定
し
た
空
白
期
間
の
長
さ
の
理
由
」
欄
は
、
【
選
択
肢
】
か
ら
該
当
す
る
も
の
を
回
答
欄
に
「
○
」
を
選
択

し
て
く
だ
さ
い
（
複
数
選
択
可
能
で
す
。
）
。
「
４

 
そ
の
他
」
を
選
択
し
た
場
合
は
「
そ
の
他
の
理
由
」
欄
に
そ
の
理

由
を
簡
潔
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

・
 
回
答
に
あ
た
っ
て
は
、
「
空
白
期
間
」
の
適
正
化
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
Ｐ

3
5
、

3
6
を
参
照
。

 

 
２
．
再
度
任
用
時
の
応
募
制
限
に
つ
い
て

 

・
 
こ
こ
で
い
う

 
「
再

度
任

用
時

の
応

募
制

限
」
と
は

、
募

集
に
あ
た
り
、
団

体
独

自
に
任

用
の

回
数

や
年

数
が

一
定

数
に
達

し
て
い
る
こ
と
の
み

を
捉

え
て
、
一
律

に
応

募
要

件
に
制
限

を
設

け
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
し
た
が

っ
て
、
Ｊ
Ｅ
Ｔ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
任
用
さ
れ
て
い
る
場
合
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

 

・
 
「
⑤

⑦
再

度
任

用
時

の
応

募
制

限
の

設
定

し
て
い
る
理

由
」
欄

は
、
【
選

択
肢

】
か

ら
該

当
す
る
回

答
欄

に

「
○
」
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
（
複
数
選
択
可
能
で
す
。
）
。
「
４

 
そ
の
他
」
を
選
択
し
た
場
合
は
「
そ
の
他
の
理
由
」

欄
に
そ
の
理
由
を
簡
潔
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

・
 
「
規

則
や

要
綱

等
に
よ
る
定

め
の

有
無

」
欄

の
「
規

則
や

要
綱

等
に
よ
る
定

め
」
と
は

、
再

度
任

用
時

の
応

募

制
限
を
団
体
の
規
則
、
要
綱
、
内
部
規
程
等
に
定
め
て
い
る
場
合
を
い
い
ま
す
。

 

・
 
「
⑥
応
募
制
限
の
適
正
化
に
向
け
た
検
討
状
況
」
欄
は
、
【
選
択
肢
】
欄
か
ら
最
も
近
い
理
由
を
１
つ
選
び
、
該

当
す
る
番
号
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
「
６

 
そ
の
他
」
を
選
択
し
た
場
合
は
「
そ
の
他
の
理
由
」
欄
に
そ
の
理
由
を

簡
潔
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

・
 
「
応

募
の

上
限

回
数

」
欄
及

び
「
応

募
の

上
限

期
間

」
欄
に
つ
い
て
は

、
そ
の

上
限

と
な
る
任

用
回

数
及

び
任

用
年
数

を
そ
れ

ぞ
れ
記

載
し
て
く
だ
さ
い
。
（
例
え
ば
、
１
年
ご
と
の

再
度

任
用

で
３
年

を
上

限
と
し
て
い
る
場

合
、

上
限

回
数

は
２
回

、
上
限

期
間

は
３
６
ヶ
月

と
し
て
く
だ
さ
い
。
）
ま
た
、
上
限

と
な
る
任

用
回

数
及

び
任

用
年

数

が
様
々
で
あ
る
場
合
は
、
代
表
的
な
も
の
だ
け
で
結
構
で
す
（
全
て
を
記
載
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
） 

・
 
回
答
に
あ
た
っ
て
は
、
再
度
の
任
用
に
つ
い
て
の
留
意
事
項
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
Ｐ

3
5
を
参
照
。

 

 【
調
査
票
７
】
「
給
与
等
」に

係
る
記
載
上
の
留
意
事
項

 

１
．
給
与
の
見
直
し
の
方
向
性
【
会
計
年
度
任
用
職
員
】 

・
 
①
～
④
欄
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
【
選
択
肢
】
欄
か
ら
該
当
す
る
番
号
を
１
つ
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

 

・
 
「
⑤

職
員

団
体

等
と
の

協
議

等
開

始
時

期
」
欄

に
つ
い
て
は

、
職

員
団

体
や

労
働

組
合

（
企

業
職

員
、
技

能

労
務

職
員

等
の

給
与

決
定
方
法

等
）
と
の

協
議

等
の

開
始
時

期
に
つ
い
て
、
現

時
点

で
の

予
定

を
そ
れ

ぞ
れ

記
入
し
て
く
だ
さ
い
（例

「
平
成
○
年
○
月
頃
」
）
。

 

・
 
「
①

給
与

決
定
に
際

し
て
の

基
礎

」
欄

の
【
選

択
肢

】
欄
の

「
類

似
す
る
職

務
に
従

事
す
る
常

勤
職

員
の

属
す

る
職
務
の
級
の
初
号
給
の
給
料
月
額
を
基
礎
と
す
る
」
と
は
、
マ
ニ
ュ
ア
ル

P
.2

3
及
び

P
.5

9
の
同
文
言
と
同
じ

趣
旨
で
す
。
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 【
調
査
票
４
】
｢平

成
2
9
年
度
に
お
け
る
共
済
組
合
へ
の
臨
時
・
非
常
勤
職
員
の
加
入
数
」に

係
る
記
載
上
の
留
意
事

項
 ・
 
「
共
済
組
合
へ
の
臨
時
・非

常
勤
職
員
の
加
入
数
」
欄
に
は
、
平
成

29
年
度
に
在
籍
す
る
臨
時
・
非
常
勤
職

員
の

う
ち
、
地

方
公

務
員

等
共

済
組

合
法

施
行

令
第

２
条

第
５
号

に
該

当
し
、
実

際
に
組

合
員

の
資

格
を
取

得
し
て
い
る
者
の
人
数
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

  -
-
-
-
-
-
-
-
--

-
-
-
-
--

-
-
-
-
--

-
-
 
調
査
票
５
～
１
０
（
制
度
・運

用
に
関
す
る
こ
と
）
 
-
-
-
-
--

-
-
-
-
-
-
-
--

-
-
-
-
--

-
- 

 

【
調

査
票

５
】
～

【
調

査
票

１
０
】
に
つ
い
て
は

、
各

任
命

権
者

に
お
け
る
臨

時
・
非

常
勤

職
員

に
関

す
る
各

種
制

度

の
整
備
・
運
用
状
況
に
係
る
現
状
と
適
正
化
に
向
け
た
検
討
状
況
に
つ
い
て
把
握
す
る
も
の
で
す
。

 

調
査
時
点
に
つ
い
て
は
、
平
成

30
年

4
月

1
日
時
点
を
基
本
と
し
ま
す
が
、
そ
れ
以
降
、
状
況

に
変
化
が
あ
れ
ば
、

最
新
の
状
況
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
【調

査
票
９
】の

現
状
に
お
い
て
は
、
平
成

2
9
年
度
中
の
状
況
を
記
載

し
て
く
だ
さ
い
。

 

 【
調
査
票
５
】
「
募
集
・
採
用
等
」
に
係
る
記
載
上
の
留
意
事
項

 

 
１
．
募
集
、
任
用
時
の
勤
務
条
件
の
明
示

 

・
 
こ
こ
で
は
、
「
募
集
、
任
用
時
の
勤
務
条
件
の
明
示
」
の
現
状
に
お
い
て
、
「
未
実
施
（一

部
未
実
施
の
場
合
を

含
む
）
」
と
回
答
し
た
団
体
に
お
け
る
適
正
化
の
状
況
を
把
握
す
る
も
の
で
す
。

 

・
 
①
～
③
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「適

正
化
に
向
け
た
検
討
状
況
」
欄
は
、
現
状
で
「
未
実
施
（
一
部
未
実
施
の
場
合
を

含
む
）
」
と
回

答
し
た
団

体
に
お
い
て
、
共

通
の

【
選

択
肢

】
欄

か
ら
最

も
近

い
も
の

を
１
つ
選

び
、
該

当
す
る
番

号
を
選
択

し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の

際
、
「
３

 
検

討
中
」
、
「
４

 
見

直
す
予

定
な
し
」
、
「
５

 
そ
の

他
」
を
選
択

し
た
場

合
は
「
そ
の
他
の
理
由
」
欄
に
そ
の
理
由
を
簡
潔
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

・
 
回
答
に
あ
た
っ
て
は
、
勤
務
条
件
の
明
示
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
Ｐ

1
8～

2
0
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
２
．
募
集
・採

用
時
の
年
齢
制
限

 

・
 
こ
こ
で
は

、
「
募

集
・
採

用
時

の
年

齢
制

限
」
の

現
状

に
お
い
て
、
「
制

限
あ
り
（
一

部
制

限
あ
り
の

場
合

を
含

む
）
」
と
回
答
し
た
団
体
に
お
け
る
適
正
化
の
状
況
を
把
握
す
る
も
の
で
す
。

 

・
 
「
③
募
集

・
採
用
時

の
年
齢

制
限
」
の
「
適

正
化
に
向
け
た
検

討
状
況

」
欄
は

、
現
状

で
「
未
実
施

（
一
部

未
実

施
の

場
合

を
含

む
）
」
と
回

答
し
た
団

体
に
お
い
て
、
【
選

択
肢

】
欄

か
ら
最

も
近

い
も
の

を
１
つ
選

び
、
該

当
す

る
番

号
を
選
択

し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の

際
、
「
３

 
検
討

中
」
、
「
４

 
見

直
す
予
定

な
し
」
、
「
５

 
そ
の
他

」
を
選
択

し

た
場
合
は
「
そ
の
他
の
理
由
」欄

に
そ
の
理
由
を
簡
潔
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

・
 
回
答
に
あ
た
っ
て
は
、
均
等
な
機
会
の
付
与
及
び
客
観
的
な
能
力
の
実
証
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
Ｐ

19
を
参

照
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 【
調
査
票
６
】
「
再
度
任
用
時
の
空
白
期
間
の
設
定
の
有
無
」
に
係
る
記
載
上
の
留
意
事
項

 

１
．
再
度
任
用
時
の
空
白
期
間
に
つ
い
て

 

・
 
こ
こ
で
い
う
「
空

白
期

間
」
と
は

、
当

初
予

定
さ
れ

て
い
た
任

用
期

間
を
満

了
し
た
後
に
、
一
定

期
間

を
置
い
て

引
き
続
い
て
同
じ
職
種
に
任
用
す
る
場
合
の
一
定
期
間
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

 

・
 
「
①

③
空

白
期
間

を
設
定
し
て
い
る
理

由
」
欄

は
、
【
選
択

肢
】
か

ら
該

当
す
る
回
答
欄

に
「
○

」
を
選

択
し
て
く

－ 118 －
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有
り
」
と
回

答
し
た
団

体
の

う
ち
、
再

度
任

用
時

の
年

次
有

給
休

暇
の

繰
り
越

し
の

現
状

を
把

握
す
る
と
と
も

に
、
「
繰
り
越

し
な
し
（
一
部

で
繰

り
越

し
な
し
の
場

合
を
含

む
）
」
と
回

答
し
た
団
体

に
お
け
る
適

正
化

の
状
況

を
把
握
す
る
も
の
で
す
。

 

・
 
「
⑤
再
度
任
用
時
の
年
次
有
給
休
暇
の
繰
り
越
し
の
適
正
化
に
向
け
た
検
討
状
況
」欄

は
、
【
選
択
肢
】
欄
か

ら
最

も
近

い
も
の

を
１
つ
選

び
、
該

当
す
る
番

号
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。
「
３

 
検

討
中

」
、
「
４

 
見

直
す
予

定

な
し
」
、
「
５

 
そ
の

他
」
を
選

択
し
た
場

合
は

「
そ
の

他
の

理
由

」
欄

に
そ
の

理
由

を
簡

潔
に
記

入
し
て
く
だ
さ

い
。

 

・
 
回
答
に
あ
た
っ
て
は
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
問
１
０
－
１
を
参
照
。

 

 【
調
査
票
９
】
「
健
康
診
断
等
の
状
況
」に

係
る
記
載
上
の
留
意
事
項

 

 
 

 
・
 
平
成

2
9
年
度
中
に
在
籍
す
る
臨
時
・非

常
勤
職
員
に
対
す
る
労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
雇
入
時

健
康
診

断
、
定
期
健
康
診
断
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
実
施
有
無
に
つ
い
て
把
握
す
る
も
の
で
す
。

 

・
 
「
未
実
施

（
一
部

未
実
施
含

む
）
」
と
回
答

し
た
団

体
は
、
任
命
権

者
別
に
未

実
施
の
職
に
対
す
る
任

用
適

正

化
後
に
向
け
た
見
直
し
の
検
討
状
況
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

・
 
記

入
例

を
参

考
に
、
【
選
択

肢
】
欄

か
ら
最

も
近

い
も
の

を
１
つ
選

び
、
該

当
す
る
番

号
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

「
見
直
す
予
定
な
し
」
、
「
そ
の

他
」
を
選
択
し
た
場
合
は
「
そ
の
他
の
理
由
」
欄
に
そ
の
理
由
を
簡
潔
に
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

 

・
 
回
答
に
あ
た
っ
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
健
康
診
断
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
Ｐ

2
8
、

2
9
を
参
照
。

 

 【
調
査
票
１
０
】
「
人
事
評
価
結
果
の
活
用
」に

係
る
記
載
上
の
留
意
事
項

 

・
 
全
て
の
一
般
職
の
臨
時
・非

常
勤
職
員
は
、
常
勤
職
員
と
同
様
、
任
期
の
長
短
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
、

フ
ル

タ
イ
ム
か

パ
ー
ト
タ
イ
ム
か
に
か
か

わ
ら
ず
人

事
評
価
を
実
施

す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
は

会
計
年
度

任

用
職

員
に
お
い
て
も
同

様
で
す
。
こ
こ
で
は

、
人

事
評

価
結

果
を
ど
の

よ
う
に
活

用
を
行

っ
て
い
る
か

を
把

握

す
る
も
の
で
す
。

 

・
 
「
会

計
年

度
任

用
職

員
制

度
に
お
け
る
人

事
評

価
結

果
の

活
用

に
向

け
た
検

討
状

況
」
欄

は
、
【
選

択
肢

】

欄
か

ら
最

も
近

い
も
の

を
１
つ
選

び
、
該

当
す
る
番

号
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。
「
４

 
検

討
中

」
、
「
５

 
見

直
す

予
定

な
し
」
、
「
６

 
そ
の

他
」
を
選

択
し
た
場

合
は

「
そ
の

他
の

理
由

」
欄

に
そ
の

理
由

を
簡

潔
に
記

載
し
て
く

だ
さ
い
。

 

9 

・
 
「
②
職
務
経
験
等
の
考
慮
」欄

の
「
職
務
経
験
等
」
と
は
、
マ
ニ
ュ
ア
ル

P
.2

3
の
「
職
務
遂
行
上
必
要
と
な
る
知

識
、
技
術
及
び
職
務
経
験
等
の
要
素
」や

P
.5

9
の
「職

務
経
験
等
の
要
素
」
と
同
じ
趣
旨
で
す
。

 

２
．
給
与
の
見
直
し
の
方
向
性
【
改
正
後
の
臨
時
的
任
用
職
員
】
 

・
 
①
及
び
②
欄
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
【
選
択
肢
】
欄
か
ら
該
当
す
る
番
号
を
１
つ
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

 

３
．
諸
手
当
の
見
直
し
の
方
向
性

 

・
 
区
分
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
職
員
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
手
当
の
支
給
の
検
討
状
況
を
【
選
択

肢
】
欄
か
ら
該
当
す
る
番
号
を
１
つ
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

 

・
 
【
選

択
肢

】
欄

か
ら
４
を
選

択
し
た
場

合
、
「
具

体
的

な
状

況
」
欄

に
記

入
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が

、

記
入

の
際

に
は

、
「
ど
の

区
分

の
職

員
に
つ
い
て
」
及

び
「
ど
の

手
当

に
つ
い
て
」
の

状
況

な
の

か
が

わ
か

る

よ
う
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

４
．
退
職
手
当
の
現
状
と
見
直
し
の
方
向
性

 

・
 
「
①
現
状
」
欄
で
、
「
１

 
国

の
条
例
と
同

じ
」
を
選
択

し
た
場
合
、
「
②
適
正
化
の
状

況
」
及
び
「
③
見
直

し
の
方

向
性
」に

つ
い
て
回
答
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

・
 
「
①

現
状

」
欄

で
、
「
１

 
国

の
条

例
と
同

じ
」
以

外
を
選

択
し
た
場

合
、
「
②

適
正

化
の

状
況

」
に
つ
い
て
回

答

し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
「
②
適
正
化
の
状
況
」
で
「
１

 
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
施
行
時
期
を
待
た
ず
、
見

直
す
予

定
」
又
は

「
２

 
会

計
年

度
任

用
職

員
制
度

の
施
行
時

期
に
併

せ
て
、
見

直
す
予
定

」
を
選
択

し
た
場

合
、
「
③
見
直
し
の
方
向
性
」に

つ
い
て
も
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

 

・
 
「
①

現
状

」
及

び
「
③

見
直

し
の

方
向

性
」
欄

の
回

答
に
つ
い
て
は

「
①

③
現

状
・
見

直
し
の

方
向

性
【
選

択

肢
】
」
欄

か
ら
１
つ
選

択
し
、
「
②

適
正

化
の

状
況

」
欄

の
回

答
に
つ
い
て
は

「
適

正
化

の
状

況
【
選

択
肢

】
」
欄

か
ら
該
当
す
る
番
号
を
１
つ
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

 

・
 
「
①
現
状
」
及
び
「
③
見
直

し
の
方
向
性
」
の
回
答
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
「
４

 
そ
の
他
」
を
選
択
し
、
「
具
体
的

な
状

況
」
欄

に
記

入
す
る
こ
と
と
な
る
場

合
は

、
「
現

状
」
と
「
見

直
し
の

方
向

性
」
の
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
い
て
、
具

体
的
な
状
況

が
わ

か
る
よ
う
に
記
入

し
て
く
だ
さ
い
（
例

「
現
状

に
つ
い
て
は

、
～

～
。
見
直

し
の
方

向
性
に
つ

い
て
は
、
～
～
。
」
）
。

 

 【
調
査
票
８
】
「
休
暇
等
」に

係
る
記
載
上
の
留
意
事
項

 

１
．
休
暇
等
の
現
状

 

・
 
「
①

休
暇
等

の
制
度

」
欄
及

び
「
②

有
給
制

度
」
欄
は

、
そ
れ

ぞ
れ

の
【
選

択
肢
】
欄

か
ら
該

当
す
る
番

号
を
１

つ
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
「
①

休
暇

等
の

制
度

」
欄

に
お
い
て
、
「
２

 
全

て
制

度
な
し
」
を
選

択
し
た
休

暇

等
に
つ
い
て
は
、
当
該
休
暇
等
に
係
る
「②

有
給
制
度
」
欄
の
回
答
は
不
要
で
す
。

 

２
．
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
に
お
け
る
休
暇
制
度
等
の
適
正
化
に
向
け
た
検
討
状
況

 

・
 
「
③

休
暇

等
の

制
度

」
欄

及
び
「
④

有
給

制
度

」
欄

は
、
そ
れ

ぞ
れ

の
【
選

択
肢

】
欄

か
ら
最

も
近

い
も
の

を
１

つ
選

び
、
該

当
す
る
番

号
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。
「
３

 
検

討
中

」
、
「
４

 
そ
の

他
」
を
選

択
し
た
場

合
は

「
そ
の

他
の

理
由

」
欄

に
そ
の

理
由

を
簡

潔
に
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
「
③

休
暇

等
の

制
度

」
欄

で
「
２

 
整

備
予

定
な
し
」
を
選
択
し
た
場
合
に
は
「
④
有
給
制
度
」欄

の
回
答
は
不
要
で
す
。

 

 
 

 
・
 
会

計
年
度

職
員

制
度
に
お
け
る
休

暇
制

度
等

に
つ
い
て
は

、
任

命
権

者
ご
と
で
は

な
く
、
各
地

方
公

共
団
体

内
で
統
一
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
任
命
権
者
ご
と
に
回
答
す
る
形
式
と
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

 

・
 
回
答
に
あ
た
っ
て
は
、
休
暇
等
及
び
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
Ｐ

26
～

2
8
を
参
照
。

 

３
．
再
度
任
用
時
の
年
次
有
給
休
暇
の
繰
り
越
し
の
状
況

 

・
 
こ
こ
で
は

、
上

記
「
１

 
休

暇
等

の
現

状
」
に
お
い
て
、
年

次
有

給
休

暇
を
「
全

て
制

度
有

り
」
又

は
「
一

部
制

度
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（
別
表
）
 
職
種
の
分
類

 

分
 

 
 
類

 
業

 
 
務

 
 
内

 
 
容

 
 
例

 

一
般
事
務
職
員

 
事
務
系
の
常
勤
職
員
が
通
常
行
う
業
務
に
類
似
す
る
業
務
を
行
う
者
（
事
務
補
助
職
員
を
除

く
。
）
 

事
務

補
助

職
員

 
事
務
系
の
常
勤
職
員
が
通
常
行
う
業
務
に
類
似
す
る
業
務
の
う
ち
、
補
助
業
務
を
行
う
者

 

技
術
職
員

 
技
術
系
の
常
勤
職
員
が
通
常
行
う
業
務
に
類
似
す
る
業
務
を
行
う
者

 

医
師

 
保
健
所
嘱
託
医
、
福
祉
事
務
所
嘱
託
医
、
健
康
づ
く
り
嘱
託
医
、
福
祉
施
設
医
員

 
等

 

医
療
技
術
員

 
薬
剤
師
、
臨
床
検
査
技
師
、
栄
養
士
、
学
校
栄
養
職

員
、
心
理
技
術
員
、
予
防

接
種
補
助
員

、
歯
科
衛
生
士
、
理
学
・
作

業
療
法
士

 
等

 

看
護
師

 
看
護
師
資
格
を
有
す
る
者
（
保
健
師
、
助
産
師
、
准
看

護
師
を
除
く
。
）
 

保
健

師
等

 
保
健
師
、
助
産
師
、
准
看

護
師

 
等

 

保
育

所
保

育
士

 
保

育
士

の
資

格
を
有

す
る
者

で
現

に
保

育
所

（
認

可
保

育
所

に
限

る
。
）
又

は
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど
も
園

に
勤

務
す
る
者

。
た
だ
し
、
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど
も
園

の
保

育
教

諭
に
つ
い

て
は
、
主
た
る
職
務
の
実

態
等
か
ら
判
断
し
、
「
教
員

 
(義

務
教
育
以
外

)」
と
す
る
こ
と
。

 

そ
の

他
保
育
士
等

 
施
設
保
育
士
、
施
設
内
介
護
職
員
、
介
助
員
、
寄
宿

舎
指
導
員
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
、
ガ
イ
ド

ヘ
ル
パ
ー

 
等
（
上
記
の
保
育
所
保
育
士
を
除
く
。
）
 

給
食
調
理
員

 
学

校
、
給

食
セ
ン
タ
ー
、
各

種
施

設
等

で
給

食
の

調
理

業
務

に
携

わ
る
者

（
調

理
師

免
許

の

有
無
を
問
わ
な
い
。
）
 

清
掃
作
業
員

 
ゴ
ミ
収
集
、
道
路
・
施
設
清
掃
等
の
清
掃
業
務
に
従
事
す
る
者

 

技
能
労
務
職
員

 

 

運
転
手
、
電
話
交
換
手
、
家
畜
防
疫
作
業
、
電
気
・
ボ
イ
ラ
ー
操
作
、
守
衛
・
庁
務

員
、
学
校

用
務
員

 
等
（
上
記
の
清
掃
作
業
員
を
除
く
。
）
（
一
般
事
務
職
員
の
業
務
を
除
く
技
能
・
労
務

系
の
職
務
を
行
う
も
の
。
た
だ
し
、
学
校
、
給
食
セ
ン
タ
ー
、
各
種
施
設
等
で
給
食

の
調
理
業

務
に
携
わ
る
者

(調
理
師
免

許
の
有
無
を
問
わ
な
い

)は
、
「
給
食
調
理
員
」
に
分
類

の
こ
と
。
）
 

教
員
（
義
務
教
育
）
 
学
校
教
育
法
上
の
小
学
校
、
・
中
学
校
、
義
務
教
育
学

校
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又

は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
若
し
く
は
中
学
部
に
勤
務
す
る
教
員
（
助
教
諭
、
講

師
等
）
 

教
員

(義
務
教
育
以

外
の
学
校
教
育

) 

上
記
以
外
の
大
学
、
高
等
学
校
、
幼
稚
園
等
に
勤
務

す
る
教
員
（
助
教
諭
、
講
師

等
）
、

 
等

 

そ
の
他
の
指
導
・

支
援
員
等

 

教
育
活
動
等
の
補
助
業
務
を
行
う
、
外
国
語
指
導
助
手
（
Ａ
Ｌ
Ｔ
）
、
観
察
・
実
験
ア
シ
ス
タ
ン
ト

、
特
別
支
援
教
育
支
援
員
、
部
活
動
指
導
員

 
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ

ル
ワ
ー
カ
ー
、
ス
ク
ー
ル
サ

ポ
ー
ト
ス
タ
ッ
フ
、
研
修
講

師
、
児
童
施
設
講
師
等

 

図
書
館
職
員

 
公
立
図
書
館
等
で
、
図
書

館
資
料
の
選
択
・
貸
出
業
務
・
読
書
案
内
等
に
携
わ
る
者
（
司
書

及
び
司
書
補
の
資
格
の
有
無
を
問
わ
な
い
。
）
 

消
費
生
活
相
談
員

 
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等
で
相
談
業
務
に
携
わ
る
者
（
資
格
の
有
無
を
問
わ
な
い
。
）
 

そ
の

他
 

  

館
長
（
公
民
館
館
長
等
）
、
相
談
員
（
交
通
事
故
相
談
員
、
青
少
年
相
談
員
等
（
上
記
の
消
費

生
活
相
談
員
を
除
く
。
）
）
、
指
導
員
（
交
通
安
全
指
導
員
、
国
民
年
金
指
導
員
等
）
、
調
査
員
（

統
計
調
査
員
等
）
、
研
究
員
（
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
員
等
）
、
行
政
協
力
員
（
行
政
連
絡
員

、
駐
在
員
等
）
、
施
設
管
理

人
（
市
町
村
有
林
管
理
人
等
）
、
奉
仕
員
（
森
林
巡
回
員
等
）
、
そ

の
他
（
上
記
以
外
の
職
種
で
臨
時
・
非
常
勤
職
員
が
従
事
し
て
い
る
も
の
）
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【
表

紙
】

１
－

１
　

地
方

公
共

団
体

の
基

本
デ

ー
タ

２
－

１
　

臨
時

・
非

常
勤

職
員

の
任

用
状

況

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド
0
1
2
3
4
5

1

都
道

府
県

名
●
●
県

1

団
体

名
※

●
●
県

※
　

記
載

要
領

の
「
Ⅳ

 調
査

票
の

提
出

団
体

」
を

参
照

。

団
体

区
分

番
号

（
１

－
２

か
ら

選
択

）
1

※
　

○
○

郡
の

記
載

は
不

要
で

す
。

２
－

２
　

任
用

区
分

番
号

区
分

番
号

１
－

２
　

団
体

区
分

番
号

1

団
体

区
分

区
分

番
号

2

都
道

府
県

1

政
令

指
定

都
市

2
３

－
１

　
各

地
方

公
共

団
体

の
想

定
さ

れ
る

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

中
核

市
3

5
（
以

下
、

理
由

）

施
行

時
特

例
市

4
そ

の
他

理
由

一
般

市
5

特
別

区
6

３
－

２
　

想
定

時
期

区
分

番
号

町
7

区
分

番
号

村
8

「
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
の

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

を
沿

っ
た

対
応

を
想

定
1

一
部

事
務

組
合

等
9

「
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
の

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

よ
り

後
ろ

倒
し

に
よ

る
対

応
を

想
定

2

「
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
の

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

よ
り

前
倒

し
に

よ
る

対
応

を
想

定
3

対
象

と
な

る
臨

時
・
非

常
勤

職
員

が
い

な
い

た
め

、
未

実
施

4

そ
の

他
（
具

体
的

な
理

由
を

「
そ

の
他

理
由

」
欄

に
記

入
す

る
こ

と
）

5

４
　

担
当

者
情

報
 

担
当

部
署

名

ふ
り

が
な

担
当

者
名

電
話

番
号

（
直

通
）

・
・
・
の

た
め

会
計

年
度

任
用

職
員

制
度

の
準

備
状

況
等

に
関

す
る

調
査

票

平
成

２
９

年
度

中
（
２

－
２

か
ら

選
択

）

任
用

の
適

正
化

後
（
２

－
２

か
ら

選
択

）

任
用

区
分

有 無 想
定

時
期

（
３

－
２

か
ら

選
択

）

総
務
課

想
定

時
期

区
分
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【
調

査
票

１
】

Ａ
①

　
会

計
年

度
任

用
職

員
制

度
等

へ
の

移
行

状
況

※
「

表
紙

」
の

団
体

区
分

を
参

照

【
一

般
行

政
部

門
（

福
祉

関
係

含
む

）
】

（
単
位
：
人
）

男
女

計
計

計
計

計
計

フ ル
パ ー ト

フ ル
パ ー ト

フ ル
パ ー ト

フ ル
パ ー ト

フ ル
パ ー ト

フ ル
パ ー ト

フ ル
パ ー ト

フ ル
パ ー ト

フ ル
パ ー ト

フ ル
パ ー ト

フ ル
パ ー ト

フ ル
パ ー ト

フ ル
パ ー ト

フ ル
パ ー ト

フ ル
パ ー ト

フ ル
パ ー ト

フ ル
パ ー ト

フ ル
パ ー ト

2
1

1
2

1
1

4
2

2
2

1
1

2
1

1
4

2
2

2
1

1
2

1
1

4
2

2
1

1
1

1
2

2
0

2
1

1
2

1
1

4
2

2
7

4
3

7
4

3
1
4

8
6

4
2

2
4

2
2

8
4

4
4

2
2

4
2

2
8

4
4

4
2

2
4

2
2

8
4

4
2

2
2

2
4

4
0

4
2

2
4

2
2

8
4

4
1
4

8
6

1
4

8
6

2
8

1
6

1
2

6
3

3
6

3
3

1
2

6
6

6
3

3
6

3
3

1
2

6
6

6
3

3
6

3
3

1
2

6
6

3
3

3
3

6
6

0
6

3
3

6
3

3
1
2

6
6

2
1

1
2

9
2
1

1
2

9
4
2

2
4

1
8

8
4

4
8

4
4

1
6

8
8

8
4

4
8

4
4

1
6

8
8

8
4

4
8

4
4

1
6

8
8

4
4

4
4

8
8

0
8

4
4

8
4

4
1
6

8
8

2
8

1
6

1
2

2
8

1
6

1
2

5
6

3
2

2
4

1
0

5
5

1
0

5
5

2
0

1
0

1
0

1
0

5
5

1
0

5
5

2
0

1
0

1
0

1
0

5
5

1
0

5
5

2
0

1
0

1
0

5
5

5
5

1
0

1
0

0
1
0

5
5

1
0

5
5

2
0

1
0

1
0

3
5

2
0

1
5

3
5

2
0

1
5

7
0

4
0

3
0

1
2

6
6

1
2

6
6

2
4

1
2

1
2

1
2

6
6

1
2

6
6

2
4

1
2

1
2

1
2

6
6

1
2

6
6

2
4

1
2

1
2

6
6

6
6

1
2

1
2

0
1
2

6
6

1
2

6
6

2
4

1
2

1
2

4
2

2
4

1
8

4
2

2
4

1
8

8
4

4
8

3
6

1
4

7
7

1
4

7
7

2
8

1
4

1
4

1
4

7
7

1
4

7
7

2
8

1
4

1
4

1
4

7
7

1
4

7
7

2
8

1
4

1
4

7
7

7
7

1
4

1
4

0
1
4

7
7

1
4

7
7

2
8

1
4

1
4

4
9

2
8

2
1

4
9

2
8

2
1

9
8

5
6

4
2

1
6

8
8

1
6

8
8

3
2

1
6

1
6

1
6

8
8

1
6

8
8

3
2

1
6

1
6

1
6

8
8

1
6

8
8

3
2

1
6

1
6

8
8

8
8

1
6

1
6

0
1
6

8
8

1
6

8
8

3
2

1
6

1
6

5
6

3
2

2
4

5
6

3
2

2
4

1
1
2

6
4

4
8

1
8

9
9

1
8

9
9

3
6

1
8

1
8

1
8

9
9

1
8

9
9

3
6

1
8

1
8

1
8

9
9

1
8

9
9

3
6

1
8

1
8

9
9

9
9

1
8

1
8

0
1
8

9
9

1
8

9
9

3
6

1
8

1
8

6
3

3
6

2
7

6
3

3
6

2
7

1
2
6

7
2

5
4

2
1

1
2

1
1

4
2

2
2

1
1

2
1

1
4

2
2

2
1

1
2

1
1

4
2

2
1

1
1

1
2

2
0

2
1

1
2

1
1

4
2
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6

9
6

9
6

4
8

4
8

9
6

4
8

4
8

1
9
2

9
6

9
6

4
8

4
8

0
4
8

4
8

0
9
6

9
6

0
9
6

4
8

4
8

9
6

4
8

4
8

1
9
2

9
6

9
6

3
3
6

1
9
2

1
4
4

3
3
6

1
9
2

1
4
4

6
7
2

3
8
4

2
8
8

1
0
8

5
4

5
4

1
0
8

5
4

5
4

2
1
6

1
0
8

1
0
8

1
0
8

5
4

5
4

1
0
8

5
4

5
4

2
1
6

1
0
8

1
0
8

1
0
8

5
4

5
4

1
0
8

5
4

5
4

2
1
6

1
0
8

1
0
8

5
4

5
4

0
5
4

5
4

0
1
0
8

1
0
8

0
1
0
8

5
4

5
4

1
0
8

5
4

5
4

2
1
6

1
0
8

1
0
8

3
7
8

2
1
6

1
6
2

3
7
8

2
1
6

1
6
2

7
5
6

4
3
2

3
2
4

1
,
0
8
0

5
4
0

5
4
0

1
,
0
8
0

5
4
0

5
4
0

2
,
1
6
0

1
,
0
8
0

1
,
0
8
0

1
,
0
8
0

5
4
0

5
4
0

1
,
0
8
0

5
4
0

5
4
0

2
,
1
6
0

1
,
0
8
0

1
,
0
8
0

1
,
0
8
0

5
4
0

5
4
0

1
,
0
8
0

5
4
0

5
4
0

2
,
1
6
0

1
,
0
8
0

1
,
0
8
0

5
4
0

5
4
0

0
5
4
0

5
4
0

0
1
,
0
8
0

1
,
0
8
0

0
1
,
0
8
0

5
4
0

5
4
0

1
,
0
8
0

5
4
0

5
4
0

2
,
1
6
0

1
,
0
8
0

1
,
0
8
0

3
,
7
8
0

2
,
1
6
0

1
,
6
2
0

3
,
7
8
0

2
,
1
6
0

1
,
6
2
0

7
,
5
6
0

4
,
3
2
0

3
,
2
4
0

合
　
　
　
　
計

そ
の
他

技
能
労
務
職
員

そ
の
他
保
育
士
等

保
健
師
等

事
務
補
助
職
員

そ
の
他
指
導
・
支
援
員

等給
食
調
理
員

清
掃
作
業
員

教
員
（
義
務
教
育
）

教
員
（
義
務
教
育
以
外

の
学
校
教
育
）

任
期

６
月

以
上

任
期

６
月

未
満

任
期

６
月

以
上

任
期

６
月

未
満

図
書
館
職
員

消
費
生
活
相
談
員

一
般
事
務
職
員

技
術
職
員

医
師

医
療
技
術
員

看
護
師

保
育
所
保
育
士

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド
0
1
2
3
4
5

都
道

府
県

名
●

●
県

団
体

名
●

●
県

団
体

区
分

1

区
分

任
用
の
適
正
化
後

改
正

後
の

特
別

職
非

常
勤

職
員

（
新

法
３

条
第

３
項

第
３

号
）

会
計

年
度

任
用

職
員

（
新

法
２

２
条

の
２

）

改
正
後
の
臨
時
的
任
用
職
員

（
新
法
２
２
条
の
３
第
１
項
・
第
４

項
）

合
　
　
　
　
　
　
計

左
記
以
外

（
常
勤
職
員
、
任
期
付
職
員
等
）

任
期
６
月
未
満

任
期

６
月

以
上

⇒

平
成
２
９
年
度

特
別
職
非
常
勤
職
員

（
法
３
条
３
項
３
号
）

任
期
６
月
以
上

任
期
６
月
未
満

任
期
６
月
以
上

任
期

６
月

未
満
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【
調

査
票

２
】

Ａ
①

　
任

用
の

適
正

化
後

に
「

改
正

後
の

特
別

職
非

常
勤

職
員

」
と

し
て

任
用

し
よ

う
と

す
る

職
（

記
載

要
領

【
調

査
票

２
】

２
を

参
照

）

※
「

表
紙

」
の

団
体

区
分

を
参

照

所
属

情
報

任
期

中
の

勤
務

日
数

1
．

有
2
．

無

「
有

」
の

場
合

に
お

け
る

勤
務

時
間

（
１

日
あ

た
り

）
1
．

フ
ル

タ
イ

ム
2
．

パ
ー

ト
タ

イ
ム

1
任

命
権

者
部

署
職

名
一

般
事

務
職

員
1

主
た

る
職

務
内

容
4
（
備

考
に

記
載

）
2

1
3

月
2
0
日

1
2

5
備

考
2 3 4 5 6 7 8 9

1
0 1
1

1
2 1
3

1
4 1
5

1
6 1
7

1
8 1
9

2
0 2
1

2
2 2
3

2
4 2
5

2
6 2
7

2
8 2
9

3
0 3
1

基
本

情
報

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド

団
体

区
分

※
1

●
●

県

●
●

県

0
1
2
3
4
5

都
道

府
県

名

団
体

名

■
 調

査
対

象
（
記

載
要

領
【
調

査
票

２
】
２

を
参

照
）

・
 地

方
公

共
団

体
が

新
法

第
３

条
第

３
項

第
３

号
の

規
定

に
基

づ
き

独
自

に
設

置
す

る
職

の
ほ

か
、

マ
ニ

ュ
ア

ル
P

.1
2
表

中
の

法
令

に
基

づ
き

設
置

さ
れ

る
職

以
外

に
、

法
令

（
自

治
体

の
条

例
等

は
除

く
。

以
下

同
じ

。
）
に

基
づ

く
も

の
と

し
て

、
法

第
３

条
第

３
項

第
３

号
の

特
別

職
非

常
勤

職
員

と
し

て
任

用
し

よ
う

と
す

る
の

が
適

当
で

は
な

い
か

疑
義

が
生

じ
て

い
る

職
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
・
し

た
が

っ
て

、
新

法
第

３
条

第
３

項
第

３
号

の
「
顧

問
」
、

「
参

与
」
に

該
当

す
る

職
や

、
マ

ニ
ュ

ア
ル

P
.1

2
表

中
の

法
令

に
基

づ
き

設
置

さ
れ

る
職

は
記

載
不

要
で

す
。

N
o
.

部
署

職
名

人
数

（
人

）
備

考

「
独

自
設

置
」
又

は
「
法

令
」

1
．

独
自

設
置

2
．

法
令

主
た

る
職

務
内

容

職
務

の
分

類
1
．

助
　

言
2
．

調
　

査
3
．

診
　

断
4
．

そ
の

他

上
司

と
の

指
揮

命
令

関
係

の
有

無 1
．

有
2
．

無

主
た

る
勤

務
場

所
の

指
定

の
有

無 1
．

有
2
．

無

任
期

・
勤

務
時

間
等

任
期

勤
務

時
間

の
定

め
の

有
無

月
又

は
日

職
種

任
命

権
者
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【
調

査
票

２
】

Ａ
②

　
任

用
の

適
正

化
後

に
「

改
正

後
の

臨
時

的
任

用
職

員
」

と
し

て
任

用
し

よ
う

と
す

る
職

（
全

て
の

職
を

記
載

）
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

0
1
2
3
4
5

都
道

府
県

名
●

●
県

団
体

名
●

●
県

団
体

区
分

1

所
属

情
報

臨
時

的
任

用
の

要
件

船
員

の
該

当
の

有
無

1
.船

員
以

外
2
.船

員

1
.緊

急
の

場
合

2
.臨

時
の

職
3
.名

簿
な

し

1
教

育
委

員
会

〇
〇

学
校

臨
時

教
員

教
員

（
義

務
教

育
以

外
の

学
校

教
育

）
1

2
病

気
休

職
の

代
替

3
1
,8

0
0
,0

0
0

備
考

2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

■
  

新
法

第
２

２
条

の
３

の
規

定
に

つ
い

て
は

、
国

家
公

務
員

の
取

扱
い

を
踏

ま
え

、
「
常

時
勤

務
を

要
す

る
職

に
欠

員
を

生
じ

た
場

合
」
に

該
当

す
る

こ
と

を
新

た
に

要
件

に
加

え
、

常
勤

職
員

の
任

用
を

予
定

し
得

る
地

位
に

現
に

具
体

的
な

者
が

充
当

さ
れ

て
い

な
い

場
合

に
限

定
さ

れ
る

こ
と

か
ら

、
非

常
勤

の
職

（
短

時
間

勤
務

の
職

を
含

む
。

）
に

は
、

臨
時

的
任

用
職

員
を

充
て

る
こ

と
が

で
き

な
い

こ
と

に
留

意
す

る
こ

と
。

N
o
.

任
命

権
者

左
記

の
人

数
の

給
付

総
額

の
合

計
（
円

）
備

考
部

署
職

名
職

種
主

た
る

職
務

内
容

人
数

（
人

）

基
本

情
報
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【
調

査
票

２
】

Ａ
③

　
任

用
の

適
正

化
後

の
【

左
記

以
外

】
の

う
ち

、
地

方
公

共
団

体
が

独
自

の
一

般
職

非
常

勤
職

員
と

し
て

任
用

し
よ

う
と

す
る

職

所
属

情
報

一
週

間
あ

た
り

の
勤

務
時

間

1
．

フ
ル

タ
イ

ム
2
．

パ
ー

ト
タ

イ
ム

1
任

命
権

者
部

署
職

名
事

務
補

助
職

員
一

般
職

非
常

勤
職

員
主

た
る

職
務

内
容

1
2
月

1
3

備
考

2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

0
1
2
3
4
5

都
道

府
県

名
●

●
県

団
体

名
●

●
県

■
 改

正
後

に
お

い
て

、
団

体
独

自
の

一
般

職
非

常
勤

職
員

と
し

て
任

用
を

許
容

す
る

も
の

で
は

な
く
、

実
態

が
な

い
こ

と
を

改
め

て
把

握
す

る
も

の
で

す
。

・
 一

般
職

と
し

て
非

常
勤

職
員

を
任

用
と

す
る

場
合

に
は

、
会

計
年

度
任

用
職

員
と

し
て

任
用

す
る

こ
と

が
適

当
で

あ
り

、
会

計
年

度
任

用
職

員
以

外
の

独
自

の
一

般
職

非
常

勤
職

員
と

し
て

任
用

す
る

こ
と

は
、

適
正

な
任

用
・
勤

務
条

件
の

確
保

と
い

う
改

正
法

の
趣

旨
に

沿
わ

な
い

不
適

当
な

も
の

で
、

避
け

る
べ

き
で

す
。

・
 独

自
の

一
般

職
非

常
勤

職
員

に
つ

い
て

は
、

勤
務

形
態

（
任

期
や

勤
務

時
間

）
に

か
か

わ
ら

ず
、

報
酬

及
び

費
用

弁
償

の
支

給
対

象
と

な
り

、
会

計
年

度
任

用
職

員
で

あ
れ

ば
支

給
可

能
な

期
末

手
当

を
支

給
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

こ
と

に
留

意
し

て
く
だ

さ
い

。

人
数

（
人

）
備

考
N

o
.

任
命

権
者

基
本

情
報

部
署

職
名

職
種

任
用

根
拠

（
現

状
）

任
期

(月
単

位
)

主
た

る
職

務
内

容

任
期

・
勤

務
時

間

団
体

区
分

1

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド
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【
調

査
票

３
】

①
　

男
女

別
の

平
均

給
与

支
給

額

地
方
公
共
団
体
コ
ー
ド

0
1
2
3
4
5

都
道
府
県
名

●
●
県

団
体
名

●
●
県

団
体
区
分

※
1

※
「
表
紙
」
の
団
体
区
分
を
参
照

（
単

位
：

人
、

円
）

人
数

給
料

又
は

報
酬

（
平

均
月

額
）

期
末

手
当

・
勤

勉
手

当
以

外
の

手
当

（
平

均
月

額
）

期
末

手
当

・
勤

勉
手

当
（

平
均

年
額

）
人

数
給

料
又

は
報

酬
（

平
均

月
額

）

期
末

手
当

・
勤

勉
手

当
以

外
の

手
当

（
平

均
月

額
）

期
末

手
当

・
勤

勉
手

当
（

平
均

年
額

）
人

数
給

料
又

は
報

酬
（

平
均

月
額

）

期
末

手
当

・
勤

勉
手

当
以

外
の

手
当

（
平

均
月

額
）

期
末

手
当

・
勤

勉
手

当
（

平
均

年
額

）

1
0

2
0
0
,0
0
0

2
0
,0
0
0

4
0
0
,0
0
0

1
0

2
0
0
,0
0
0

2
0
,0
0
0

4
0
0
,0
0
0

2
0

2
0
0
,0
0
0

2
0
,0
0
0

4
0
0
,0
0
0

教
員

（
義

務
教

育
以

外
）

教
員

（
義

務
教

育
）

男

事
務

補
助

職
員

消
費

生
活

相
談

員

看
護

師

図
書

館
職

員

保
育

所
保

育
士

清
掃

作
業

員

女
合

計

給
食

調
理

員

－ 132 －



【
調

査
票

３
】

①
　

男
女

別
の

平
均

給
与

支
給

額

地
方
公
共
団
体
コ
ー
ド

0
1
2
3
4
5

都
道
府
県
名

●
●
県

団
体
名

●
●
県

団
体
区
分

※
1

※
「
表
紙
」
の
団
体
区
分
を
参
照

（
単

位
：

人
、

円
）

人
数

給
料

又
は

報
酬

（
平

均
月

額
）

期
末

手
当

・
勤

勉
手

当
以

外
の

手
当

（
平

均
月

額
）

期
末

手
当

・
勤

勉
手

当
（

平
均

年
額

）
人

数
給

料
又

は
報

酬
（

平
均

月
額

）

期
末

手
当

・
勤

勉
手

当
以

外
の

手
当

（
平

均
月

額
）

期
末

手
当

・
勤

勉
手

当
（

平
均

年
額

）
人

数
給

料
又

は
報

酬
（

平
均

月
額

）

期
末

手
当

・
勤

勉
手

当
以

外
の

手
当

（
平

均
月

額
）

期
末

手
当

・
勤

勉
手

当
（

平
均

年
額

）

1
0

2
0
0
,0
0
0

2
0
,0
0
0

4
0
0
,0
0
0

1
0

2
0
0
,0
0
0

2
0
,0
0
0

4
0
0
,0
0
0

2
0

2
0
0
,0
0
0

2
0
,0
0
0

4
0
0
,0
0
0

教
員

（
義

務
教

育
以

外
）

教
員

（
義

務
教

育
）

男

事
務

補
助

職
員

消
費

生
活

相
談

員

看
護

師

図
書

館
職

員

保
育

所
保

育
士

清
掃

作
業

員

女
合

計

給
食

調
理

員

【
調

査
票

３
】

②
　

臨
時

・
非

常
勤

職
員

に
対

す
る

支
出

の
平

成
2
9
年

度
決

算
額

（
普

通
会

計
）

団
体

コ
ー

ド
0
1
2
3
4
5

都
道

府
県

名
●

●
県

団
体

名
●

●
県

団
体
区
分

1

（
単

位
：

千
円

）

物
件

費

う
ち

期
末

手
当

任
期

６
月

超
5
,0
0
0
,0
0
0

5
0
0
,0
0
0

3
5
0
,0
0
0

1
5
,0
0
0
,0
0
0

3
,0
0
0
,0
0
0

3
,0
0
0
,0
0
0

任
期

６
月

以
内

任
期

６
月

超

任
期

６
月

以
内

任
期

６
月

超

任
期

６
月

以
内

任
期

６
月

超

任
期

６
月

以
内

任
期

６
月

超

任
期

６
月

以
内

任
期

６
月

超

任
期

６
月

以
内

パ
ー

ト

人
件

費

そ
の

他

一
般

職
非

常
勤

職
員

（
法

１
７

条
）

特
別

職
非

常
勤

職
員

（
法

３
条

３
項

３
号

）

臨
時

的
任

用
職

員
（

法
２

２
条

第
２

項
・

第
５

項
）

職
員

給
そ

の
他

の
手

当
委

員
等

報
酬

賃
金

フ
ル

パ
ー

ト

フ
ル

パ
ー

ト

フ
ル
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【
調

査
票

４
】

Ａ
　

平
成

２
９

年
度

に
お

け
る

共
済

組
合

へ
の

臨
時

・
非

常
勤

職
員

の
加

入
数

地
方
公
共
団
体
コ
ー
ド

0
1
2
3
4
5

都
道

府
県

名
●
●
県

団
体

名
●
●
県

団
体

区
分

※
1

※
「

表
紙

」
の

団
体
区
分
を
参
照

（
単
位
：
人
）

平
成
２
９
年
度
中
に
在
籍
す
る
臨

時
・
非

常
勤

職
員

の
う
ち
、
共

済
組

合
に
加

入
し
て
い
る
人
数

1
3
0
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【
調

査
票

４
】

Ａ
　

平
成

２
９

年
度

に
お

け
る

共
済

組
合

へ
の

臨
時

・
非

常
勤

職
員

の
加

入
数

地
方
公
共
団
体
コ
ー
ド

0
1
2
3
4
5

都
道

府
県

名
●
●
県

団
体

名
●
●
県

団
体

区
分

※
1

※
「

表
紙

」
の

団
体
区
分
を
参
照

（
単
位
：
人
）

平
成
２
９
年
度
中
に
在
籍
す
る
臨

時
・
非

常
勤

職
員

の
う
ち
、
共

済
組

合
に
加

入
し
て
い
る
人
数

1
3
0

【
調

査
票

５
】

Ａ
　

募
集

・
採

用
等

0
1
2
3
4
5

●
●

県

●
●

県

1

※
「

表
紙

」
の

団
体

区
分

を
参

照

１
．

募
集

・
任

用
時

の
勤

務
条

件
の

明
示

　
　

2

３
　

検
討

中
（

具
体

的
な

理
由

を
「

そ
の

他
の

理
由

」
欄

に
記

入
の

こ
と

）
４

　
見

直
す

予
定

な
し

（
具

体
的

な
理

由
を

「
そ

の
他

の
理

由
」

欄
に

記
入

の
こ

と
）

５
　

そ
の

他
（

具
体

的
な

理
由

を
「

そ
の

他
の

理
由

」
欄

に
記

入
の

こ
と

）

そ
の

他
の

理
由

都
道

府
県

名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド

団
体

区
分

※

団
体

名

適
正
化
に
向
け
た
検

討
状
況

■
 
以

下
に

お
い

て
、

現
状

で
「

未
実

施
（

一
部

未
実

施
の

場
合

も
含

む
）

」
に

該
当

す
る

場
合

に
は

、
適

正
化

に
向

け
た

検
討

状
況

を
回

答
し

て
く

だ
さ

い
。

③
募

集
・

任
用

を
行

う
際

の
任

用
根

拠
の

明
示

の
状

況

①
募

集
を

行
う

際
の

勤
務

条
件

の
明

示
に

関
し

、
書

面
又

は
電

子
メ

ー
ル

で
示

す
べ

き
事

項
の

書
面

又
は

電
子

メ
ー

ル
に

よ
る

明
示

の
状

況
②

任
用

時
の

勤
務

条
件

の
明

示
に

関
し

、
書

面
で

示
す

べ
き

事
項

の
書

面
に

よ
る

明
示

の
状

況

現
状

適
正
化
に
向
け
た
検

討
状
況

現
状

※
「
一
部
未
実

施
」
と
は
、
任
用
根
拠
や
委
任
さ
れ
た
任
命
権
者
で
取
扱
い
が
異
な
る
場
合
な
ど
を
い
う
。

全
て
で
実
施

未
実
施

（
一
部
未
実
施
の
場
合
も
含
む

※
）

全
て
で
実
施

未
実
施

（
一
部
未
実
施
の
場
合
も
含
む

※
）

○
　

○
　

①
②
③
募
集
・
任
用
時
の
勤
務
条
件
等
の
明
示
に
係
る
適
正
化
に

向
け
た
検
討
状
況
【
選
択
肢
】

１
　

会
計

年
度

任
用

職
員

制
度

の
施

行
時

期
を

待
た

ず
、

見
直

す
予

定
　

（
見

直
す

方
向

で
検

討
し

て
い

る
場

合
も

含
む

）
２

　
会

計
年

度
任

用
職

員
制

度
の

施
行

時
期

に
併

せ
て

、
見

直
す

予
定

　
（

見
直

す
方

向
で

検
討

し
て

い
る

場
合

も
含

む
）

現
状

適
正
化
に
向
け
た
検

討
状
況

全
て
で
実
施

未
実
施

（
一
部
未
実
施
の
場
合
も
含
む

※
）

　
○

・
・

・
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【
調

査
票

５
】

Ａ
　

募
集

・
採

用
等

0
1
2
3
4
5

●
●

県

●
●

県

都
道

府
県

名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド

団
体

名

２
．

募
集

・
採

用
時

の
年

齢
制

限

5

３
　

検
討

中
（

具
体

的
な

理
由

を
「

そ
の

他
の

理
由

」
欄

に
記

入
の

こ
と

）
４

　
見

直
す

予
定

な
し

（
具

体
的

な
理

由
を

「
そ

の
他

の
理

由
」

欄
に

記
入

の
こ

と
）

５
　

そ
の

他
（

具
体

的
な

理
由

を
「

そ
の

他
の

理
由

」
欄

に
記

入
の

こ
と

）

そ
の

他
の

理
由

・
・

・

④
募
集
・
採
用
時
の
年
齢
制
限

現
状

適
正
化
に
向
け
た
検

討
状
況

制
限
な
し

制
限
あ
り

（
一
部
制
限
あ
り
の
場
合
も
含
む

※
）

※
「
一
部
制
限
有
り
」
と
は
、
任
用
根
拠
や
委
任
さ
れ
た
任
命
権
者
で
取
扱
い
が
異
な
る
場
合
な
ど
を
い
う
。

　
○

■
 
以

下
に

お
い

て
、

現
状

で
「

制
限

あ
り

（
一

部
制

限
あ

り
の

場
合

も
含

む
）

」
に

該
当

す
る

場
合

に
は

、
適

正
化

に
向

け
た

検
討

状
況

を
回

答
し

て
く

だ
さ

い
。

④
募
集
・
採
用
時
の
年
齢
制
限
に
係
る
適
正
化
に
向
け
た
検
討
状
況
【
選
択
肢
】

１
　

会
計

年
度

任
用

職
員

制
度

の
施

行
時

期
を

待
た

ず
、

見
直

す
予

定
　

（
見

直
す

方
向

で
検

討
し

て
い

る
場

合
も

含
む

）
２

　
会

計
年

度
任

用
職

員
制

度
の

施
行

時
期

に
併

せ
て

、
見

直
す

予
定

　
（

見
直

す
方

向
で

検
討

し
て

い
る

場
合

も
含

む
）
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【
調

査
票

６
】

Ａ
　

空
白

期
間

等
の

設
定

状
況

　

※
「

表
紙

」
の

団
体

区
分

を
参

照

１
－

１
　

再
度

任
用

時
の

空
白

期
間

の
設

定
の

有
無

1
2

4
5

　
○

　
　

※
 
「
一
部
で
設
定
あ
り
」
と
は
、
任
用
根
拠
や
委
任
さ
れ
た
任
命
権
者
で
取
扱
い
が
異
な
る
場
合
な
ど
を
い
う
。

１
　
業
務
の
遂
行
に
必
要
の
な
い
期
間
で
あ
る
た
め

２
　
恒
常
的
な
業
務
を
担
う
正
規
職
員
と
の
区
分
を
明
確
に
し
、
臨
時
・
非
常
勤
職
員
の
職
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め

３
　
空
白
期
間
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
継
続
し
た
任
用
と
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め

４
　
退
職
手
当
や
社
会
保
険
料
等
の
財
政
的
な
負
担
を
避
け
る
た
め

５
　
そ
の
他
（
具
体
的
な
理
由
を
「
そ
の
他
の
理
由
」
欄
に
記
入
の
こ
と
）

そ
の
他
の
理
由

１
－

２
　

上
記

１
－

１
で

「
設

定
あ

り
」

を
回

答
し

た
団

体
の

う
ち

、
規

則
や

要
綱

等
に

よ
る

定
め

の
有

無

※
 
「
一
部
で
定
め
あ
り
」
と
は
、
任
用
根
拠
や
委
任
さ
れ
た
任
命
権
者
で
取
扱
い
が
異
な
る
場
合
な
ど
を
い
う
。

１
－

３
　

上
記

１
－

１
で

「
設

定
あ

り
」

を
回

答
し

た
団

体
の

う
ち

、
適

正
化

に
向

け
た

見
直

し
の

検
討

状
況

（
※

最
も

近
い

理
由

を
１

つ
選

択
）

３
　
業
務
の
遂
行
に
必
要
の
な
い
期
間
で
あ
る
た
め
、
見
直
す
予
定
は
な
い

４
　
継
続
し
た
任
用
と
見
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
見
直
す
予
定
は
な
い

５
　
退
職
手
当
や
社
会
保
険
料
等
の
財
政
的
な
負
担
が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
見
直
す
予
定
な
い

６
　
　
そ
の
他
（
具
体
的
な
理
由
を
「
そ
の
他
の
理
由
」
欄
に
記
入
の
こ
と
）

そ
の
他
の
理
由

0
1
2
3
4
5

①
空
白
期
間
を
設
定
し
て
い
る
理
由
【
選
択
肢
】
※
複
数
選
択
可

現
状

定
め

な
し

定
め

あ
り

（
一

部
で

定
め

あ
り

の
場

合
も

含
む

）

　
○

②
空

白
期

間
の

適
正

化
に

向
け

た
検

討
状

況

6

②
空
白
期
間
の
適
正
化
に
向
け
た
検
討
状
況
【
選
択
肢
】
※
最
も
近

い
理
由
を
１
つ
選
択

１
　
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
施
行
時
期
を
待
た
ず
、
見
直
す
予
定

　
（
見
直
す
方
向
で
検
討
し
て
い
る
場
合
も
含
む
）

２
　
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
施

行
時
期
に
併
せ
て
、
見
直
す
予
定

　
（
見
直
す
方
向
で
検
討
し
て
い
る

場
合
も
含
む
）

●
●

県

●
●

県

1

現
状

※
こ

こ
で

い
う

「
空

白
期

間
」

と
は

、
当

初
予

定
さ

れ
て

い
た

任
用

期
間

を
満

了
し

た
後

に
、

一
定

期
間

を
置

い
て

引
き

続
い

て
同

じ
職

種
に

任
用

す
る

場
合

の
一

定
期

間
の

こ
と

を
い

い
ま

す
。

設
定

な
し

設
定

あ
り

（
一

部
で

設
定

あ
り

の
場

合
も

含
む

）

　
○

①
空

白
期

間
を

設
定

し
て

い
る

理
由

理
由 3

・
・
・
の
た
め

団
体

区
分

団
体

名

都
道

府
県

名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド
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【
調

査
票

６
】

Ａ
　

空
白

期
間

等
の

設
定

状
況

　
0
1
2
3
4
5

●
●

県

●
●

県

1
団

体
区

分

団
体

名

都
道

府
県

名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド

１
－

４
　

上
記

１
－

１
で

「
設

定
あ

り
」

と
回

答
し

た
場

合
、

具
体

的
な

再
度

任
用

時
の

空
白

期
間

の
設

定
状

況

1
2

3
4

5
1

2
3

4

市
長

全
職

種
月

日
○

　
　

　
　

○
　

　
　

教
育

委
員

会
教

員
（

義
務

教
育

）
臨

時
教

諭
　

月
　

日
　

○
　

　
　

　
　

○
　

月
日

　
　

　
　

　
　

　
　

月
日

　
　

　
　

　
　

　
　

月
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　

月
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　

月
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　

月
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　

月
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　

月
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　

月
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　

月
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　

:
月

日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

:
　

月
　

日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

:
月

日
　

　
　

　
　

　
　

　

※
 行

は
適

宜
追

加
す

る
こ

と
。

そ
の

際
、

集
計

票
と

デ
ー

タ
が

リ
ン

ク
し

て
い

る
た

め
、

集
計

票
も

同
様

に
行

を
追

加
す

る
こ

と
。

１
　
業
務
の
遂
行
に
必
要
の
な
い
期
間
で
あ
る
た
め

２
　
恒
常
的
な
業
務
を
担
う
正
規
職
員
と
の
区
分
を
明
確
に
し
、
臨
時
・
非
常
勤
職
員
の
職
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め

３
　
空
白
期
間
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
継
続
し
た
任
用
と
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め

４
　
退
職
手
当
や
社
会
保
険
料
等
の
財
政
的
な
負
担
を
避
け
る
た
め

５
　
そ
の
他
（
具
体
的
な
理
由
を
「
そ
の
他
の
理
由
」
欄
に
記
入
の
こ
と
）

そ
の
他
の
理
由

１
　
継
続
し
た
任
用
と
見
ら
れ
な
い
た
め
に
は
当
該
期
間
が
妥
当
で
あ
る
た
め

２
　
空
白
期
間
は
必
要

だ
が
業
務
運
営
上
最
短
と
す
る
必
要
が
あ
る
た
め

３
　
根
拠
が
不
明
確

４
　
そ
の
他
（
具
体
的

な
理
由
を
「
そ
の
他
の
理
由
」
欄
に
記
入
の
こ
と
）

そ
の
他
の
理
由

任
命

権
者

職
　

　
種

任
用

根
拠

備
　

考
備

　
考

規
則

や
要

綱
等

に
よ

る
定

め
の

有
無

1
:
有

2
：

無

理
由

空
白

期
間

の
長

さ
③
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白

期
間
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設
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し

て
い

る
理

由

月
数

特
別

職
非

常
勤

職
員
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④
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し

た
空

白
期

間
の

長
さ

の
理

由

臨
時

的
任

用
職

員

③
空
白
期
間
を
設
定
し
て
い
る
理
由
【
選
択
肢
】
※
複
数
選
択
可

④
設
定
し
た
空
白
期
間
の
長
さ
の
理
由
【
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択
肢
】
※
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数
選
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可
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用

時
の
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白
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間
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4
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県

●
●

県

1
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体
区

分

団
体

名

都
道

府
県

名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド

２
－

１
　

再
度

任
用

時
の

応
募

制
限

の
有

無

1
2

4

　
　

　
※
 
「
一
部
で
設
定
あ
り
」
と
は
、
任
用
根
拠
や
委
任
さ
れ
た
任
命
権
者
で
取
扱
い
が
異
な
る
場
合
な
ど
を
い
う
。

１
　
臨
時
・
非
常
勤
職
員
と
し
て
の
身
分
及
び
処
遇
の
固
定
化
の
問
題
が
生
じ
る
た
め

２
　
　
継
続
し
た
任
用
と
見

ら
れ
る
恐
れ
が
あ
る
た
め

３
　
公
務
へ
の
参
画
・
就
労
の
機
会
を
住
民
に
広
く
平
等
に
与
え
る
た
め

４
　
　
そ
の
他
（
具
体
的
な
理
由
を
「
そ
の
他
の
理
由
」
欄
に
記
入
の
こ
と
）

そ
の
他
の
理
由

２
－

２
　

上
記

２
－

１
で

「
設

定
あ

り
」

を
回

答
し

た
団

体
の

う
ち

、
規

則
や

要
綱

等
に

よ
る

定
め

の
有

無

※
 
「
一
部
で
定
め
あ
り
」
と
は
、
任
用
根
拠
や
委
任
さ
れ
た
任
命
権
者
で
取
扱
い
が
異
な
る
場
合
な
ど
を
い
う
。

２
－

３
　

上
記

２
－

１
で

「
設

定
あ

り
（

一
部

で
設

定
あ

り
の

場
合

も
含

む
）

」
を

回
答

し
た

団
体

の
う

ち
、

適
正

化
に

向
け

た
見

直
し

の
検

討
状

況
（

※
最

も
近

い
理

由
を

１
つ

選
択

）

３
　
臨
時
・
非
常
勤
職
員
と
し
て
の
身
分
及
び
処
遇
の
固
定
化
の
問
題
が
生
じ
る
た
め
、
見
直
す
予
定
な
い

４
　
　
継
続
し
た
任
用
と
見

ら
れ
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
見
直
す
予
定
は
な
い

５
　
公
務
へ
の
参
画
・
就
労
の
機
会
を
住
民
に
広
く
平
等
に
与
え
る
た
め
、
見
直
す
予
定
な
い

６
　
　
そ
の
他
（
具
体
的
な
理
由
を
「
そ
の
他
の
理
由
」
欄
に
記
入
の
こ
と
）

そ
の
他
の
理
由

現
状

※
 
こ

こ
で

い
う

、
「

再
度

任
用

時
の

応
募

制
限

」
と

は
、

募
集

に
あ

た
り

、
任

用
の

回
数

や
年

数
が

一
定

数
に

達
し

て
い

る
こ

と
の

み
を

捉
え

て
、

一
律

に
応

募
要

件
に

制
限

を
設

け
る

こ
と

を
い

う
。

設
定

な
し

設
定

あ
り

（
一

部
で

設
定

あ
り

の
場

合
も

含
む

）

　
○

⑤
再

度
任

用
時

の
応

募
制

限
を

設
定

し
て

い
る

理
由

理
由

⑥
応

募
制

限
の

適
正

化
に

向
け

た
検

討
状

況

6

⑥
応
募
制
限
の
適
正
化
に
向
け
た
検
討
状
況
【
選
択
肢
】
※
最
も
近

い
理
由
を
１
つ
選
択

１
　
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
施
行
時
期
を
待
た
ず
、
見
直
す
予
定

　
（
見
直
す
方
向
で
検
討
し
て
い
る
場
合
も
含
む
）

２
　
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
施
行
時
期
に
併
せ
て
、
見
直
す
予
定

　
（
見
直
す
方
向
で
検
討
し
て
い
る
場
合
も
含
む
）

3 ○

⑤
再
度
任
用
時
の
応
募
制
限
を
設
定
し
て
い
る
理
由
【
選
択
肢
】
※
複
数
選
択
可

現
状

定
め

な
し

定
め

あ
り

（
一

部
で

定
め

あ
り

の
場

合
も

含
む

）

○
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】

Ａ
　

空
白

期
間

等
の

設
定

状
況

　
0
1
2
3
4
5

●
●

県

●
●

県

1
団

体
区

分

団
体

名

都
道

府
県

名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド

１
－

４
　

上
記

１
－

１
で

「
設

定
あ

り
」

と
回

答
し

た
場

合
、

具
体

的
な

再
度

任
用

時
の

空
白

期
間

の
設

定
状

況

1
2

3
4

5
1

2
3

4

市
長

全
職

種
月

日
○

　
　

　
　

○
　

　
　

教
育

委
員

会
教

員
（

義
務

教
育

）
臨

時
教

諭
　

月
　

日
　

○
　

　
　

　
　

○
　

月
日

　
　

　
　

　
　

　
　

月
日

　
　

　
　

　
　

　
　

月
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　

月
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　

月
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　

月
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　

月
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　

月
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　

月
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　

月
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　

:
月

日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

:
　

月
　

日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

:
月

日
　

　
　

　
　

　
　

　

※
 行

は
適

宜
追

加
す

る
こ

と
。

そ
の

際
、

集
計

票
と

デ
ー

タ
が

リ
ン

ク
し

て
い

る
た

め
、

集
計

票
も

同
様

に
行

を
追

加
す

る
こ

と
。

１
　
業
務
の
遂
行
に
必
要
の
な
い
期
間
で
あ
る
た
め

２
　
恒
常
的
な
業
務
を
担
う
正
規
職
員
と
の
区
分
を
明
確
に
し
、
臨
時
・
非
常
勤
職
員
の
職
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め

３
　
空
白
期
間
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
継
続
し
た
任
用
と
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め

４
　
退
職
手
当
や
社
会
保
険
料
等
の
財
政
的
な
負
担
を
避
け
る
た
め

５
　
そ
の
他
（
具
体
的
な
理
由
を
「
そ
の
他
の
理
由
」
欄
に
記
入
の
こ
と
）

そ
の
他
の
理
由

１
　
継
続
し
た
任
用
と
見
ら
れ
な
い
た
め
に
は
当
該
期
間
が
妥
当
で
あ
る
た
め

２
　
空
白
期
間
は
必
要

だ
が
業
務
運
営
上
最
短
と
す
る
必
要
が
あ
る
た
め

３
　
根
拠
が
不
明
確

４
　
そ
の
他
（
具
体
的

な
理
由
を
「
そ
の
他
の
理
由
」
欄
に
記
入
の
こ
と
）

そ
の
他
の
理
由

任
命

権
者

職
　

　
種

任
用

根
拠

備
　

考
備

　
考

規
則

や
要

綱
等

に
よ

る
定

め
の

有
無

1
:
有

2
：

無

理
由

空
白

期
間

の
長

さ
③

空
白

期
間

を
設

定
し

て
い

る
理

由

月
数

特
別

職
非

常
勤

職
員

1

④
設

定
し

た
空

白
期

間
の

長
さ

の
理

由

臨
時

的
任

用
職

員

③
空
白
期
間
を
設
定
し
て
い
る
理
由
【
選
択
肢
】
※
複
数
選
択
可

④
設
定
し
た
空
白
期
間
の
長
さ
の
理
由
【
選
択
肢
】
※
複

数
選
択
可

再
度

任
用

時
の

空
白

期
間

現
　

　
状

日
数

理
由
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団
体

名

都
道

府
県

名
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方

公
共

団
体

コ
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ド

２
－

４
　

上
記

２
－

１
で

「
設

定
あ

り
」

と
回

答
し

た
場

合
、

具
体

的
な

再
度

任
用

時
の

応
募

制
限

の
設

定
状

況

1
2

3
4

市
長

全
職

種
回

か
月

○
　

　
　

教
育

委
員

会
教

員
（

義
務

教
育

）
臨

時
教

諭
回

か
月

　
　

○
　

回
か

月
　

　
　

　

回
か

月
　

　
　

　

回
か

月
　

　
　

　

回
か

月
　

　
　

　

回
か

月
　

　
　

　

回
か

月
　

　
　

　

回
か

月
　

　
　

　

回
か

月
　

　
　

　

回
か

月
　

　
　

　

回
か

月
　

　
　

　

:
回

か
月

　
　

　
　

:
　

回
　

か
月

　
　

　
　

:
回

か
月

　
　

　
　

※
 行

は
適

宜
追

加
す

る
こ

と
。

そ
の

際
、

集
計

票
と

デ
ー

タ
が

リ
ン

ク
し

て
い

る
た

め
、

集
計

票
も

同
様

に
行

を
追

加
す

る
こ

と
。

１
　
臨
時
・
非
常
勤
職
員
と
し
て
の
身
分
及
び
処
遇
の
固
定
化
の
問
題
が
生
じ
る
た
め

２
　

　
継

続
し

た
任

用
と

見
ら

れ
る

恐
れ

が
あ

る
た

め

３
　
公
務
へ
の
参
画
・
就
労
の
機
会
を
住
民
に
広
く
平
等
に
与
え
る
た
め

４
　

　
そ

の
他

（
具

体
的

な
理

由
を

「
そ

の
他

の
理

由
」
欄

に
記

入
の

こ
と

）

そ
の
他
の
理
由

規
則

や
要

綱
等

に
よ

る
定

め
の

有
無

1
:
有

2
：

無

応
募

の
上

限
回

数
応

募
の

上
限

期
間

　
⑦
再
度
任
用
時
の
応
募
制
限
を
設
定
し
て
い
る
理
由
【
選
択
肢

】
※
複
数
選
択
可

⑦
再

度
任

用
時

の
応

募
制

限
を

設
定

し
て

い
る

理
由

理
由

特
別

職
非

常
勤

職
員

1

臨
時

的
任

用
職

員

任
命

権
者

職
　

　
種

任
用

根
拠

再
度

任
用

時
の

応
募

制
限

備
　

考
備

　
考

現
状
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上
記
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で

「
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定
あ

り
」

と
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し
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場

合
、

具
体

的
な

再
度

任
用

時
の

応
募

制
限

の
設

定
状

況

1
2

3
4

市
長

全
職

種
回

か
月

○
　

　
　

教
育

委
員

会
教
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（

義
務

教
育

）
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時
教
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回
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回
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回
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回
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か
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回
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回
か
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回
か

月
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回

か
月

　
　

　
　

:
　

回
　

か
月

　
　

　
　

:
回

か
月

　
　

　
　

※
 行

は
適

宜
追

加
す

る
こ

と
。

そ
の

際
、

集
計

票
と

デ
ー

タ
が

リ
ン

ク
し

て
い

る
た

め
、

集
計

票
も

同
様

に
行

を
追

加
す

る
こ

と
。

１
　
臨
時
・
非
常
勤
職
員
と
し
て
の
身
分
及
び
処
遇
の
固
定
化
の
問
題
が
生
じ
る
た
め

２
　

　
継

続
し

た
任

用
と

見
ら

れ
る

恐
れ

が
あ

る
た

め

３
　
公
務
へ
の
参
画
・
就
労
の
機
会
を
住
民
に
広
く
平
等
に
与
え
る
た
め

４
　

　
そ

の
他

（
具

体
的

な
理

由
を

「
そ

の
他

の
理

由
」
欄

に
記

入
の

こ
と

）

そ
の
他
の
理
由

規
則

や
要

綱
等

に
よ

る
定

め
の

有
無

1
:
有

2
：

無

応
募

の
上

限
回

数
応

募
の

上
限

期
間

　
⑦
再
度
任
用
時
の
応
募
制
限
を
設
定
し
て
い
る
理
由
【
選
択
肢

】
※
複
数
選
択
可

⑦
再

度
任

用
時

の
応

募
制

限
を

設
定

し
て

い
る

理
由

理
由

特
別

職
非

常
勤

職
員

1

臨
時

的
任

用
職

員

任
命

権
者

職
　

　
種

任
用

根
拠

再
度

任
用

時
の

応
募

制
限

備
　

考
備

　
考

現
状

【
調

査
票

７
】

Ａ
①

　
給

与
等

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド
0
1
2
3
4
5

都
道

府
県

名
●

●
県

団
体

名
●

●
県

団
体

区
分

※
1

１
．

給
与

の
見

直
し

の
方

向
性

　
【

会
計

年
度

任
用

職
員

】
※

「
表

紙
」

の
団

体
区

分
を

参
照

職
員

団
体

労
働

組
合

※
企

業
職

員
・

技
能

労
務

職
員

等

平
成
○
年
○
月
頃

平
成
○
年
○
月
頃

具
体

的
な

状
況

具
体

的
な

状
況

具
体

的
な

状
況

具
体

的
な

状
況

２
　

常
勤

職
員

と
異

な
る

基
準

で
支

給
す

る
（

一
定

の
上

限
や

定
額

な
ど

支
給

額
等

が
異

な
る

）

１
　

全
て

の
職

員
に

つ
い

て
期

末
手

当
を

支
給

す
る

④
通

勤
手

当
又

は
費

用
弁

償
【

選
択

肢
】

２
　

一
部

の
職

員
に

つ
い

て
給

与
決

定
を

行
う

に
当

た
っ

て
職

務
経

験
等

を
考

慮
す

る
１

　
全

て
の

職
員

に
つ

い
て

給
与

決
定

を
行

う
に

当
た

っ
て

職
務

経
験

等
を

考
慮

す
る

４
　

そ
の

他
　

（
具

体
的

な
状

況
を

「
具

体
的

な
状

況
」

欄
に

記
入

の
こ

と
）

３
　

期
末

手
当

を
支

給
し

な
い

４
　

そ
の

他
　

（
具

体
的

な
状

況
を

「
具

体
的

な
状

況
」

欄
に

記
入

の
こ

と
）

③
期

末
手

当
の

支
給

・
・

・
と

い
う

状
況

３
　

支
給

し
な

い
４

　
そ

の
他

（
具

体
的

な
状

況
を

「
具

体
的

な
状

況
」

欄
に

記
入

の
こ

と
）

２
　

一
部

の
職

員
に

つ
い

て
類

似
す

る
職

務
に

従
事

す
る

常
勤

職
員

の
属

す
る

職
務

の
級

の
初

号
給

の
給

料
月

額
を

基
礎

と
す

る

３
　

会
計

年
度

任
用

職
員

に
つ

い
て

は
常

勤
職

員
の

給
料

表
を

基
礎

と
し

な
い

　
（

具
体

的
な

状
況

を
「

具
体

的
な

状
況

」
欄

に
記

入
の

こ
と

）
４

　
そ

の
他

　
（

具
体

的
な

状
況

を
「

具
体

的
な

状
況

」
欄

に
記

入
の

こ
と

）

３
　

給
与

決
定

を
行

う
に

当
た

っ
て

職
務

経
験

等
を

考
慮

し
な

い
　

（
具

体
的

な
状

況
を

「
具

体
的

な
状

況
」

欄
に

記
入

の
こ

と
）

③
期

末
手

当
の

支
給

【
選

択
肢

】

④
通
勤
手
当
又
は
費
用
弁
償

２
　

一
部

の
職

員
に

つ
い

て
期

末
手

当
を

支
給

す
る

１
　

常
勤

職
員

と
同

様
の

基
準

で
支

給
す

る

1

②
職

務
経

験
等

の
考

慮
【

選
択

肢
】

4
2

3

⑤
職

員
団

体
等

と
の

協
議

等
開

始
時

期

①
給

与
決

定
に

際
し

て
の

基
礎

【
選

択
肢

】

１
　

全
て

の
職

員
に

つ
い

て
類

似
す

る
職

務
に

従
事

す
る

常
勤

職
員

の
属

す
る

職
務

の
級

の
初

号
給

の
給

料
月

額
を

基
礎

と
す

る

①
給
与
決
定
に
際
し
て
の
基
礎

②
職

務
経

験
等

の
考

慮
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【
調

査
票

７
】

Ａ
①

　
給

与
等

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド
0
1
2
3
4
5

都
道

府
県

名
●

●
県

団
体

名
●

●
県

団
体

区
分

※
1

２
．

給
与

の
見

直
し

の
方

向
性

　
【

改
正

後
の

臨
時

的
任

用
職

員
】

具
体

的
な

状
況

具
体

的
な

状
況

３
　

臨
時

的
任

用
職

員
に

つ
い

て
は

常
勤

職
員

と
は

別
の

給
料

表
等

を
適

用
す

る
４

　
そ

の
他

　
（

具
体

的
な

状
況

を
「

具
体

的
な

状
況

」
欄

に
記

入
の

こ
と

）

初
任

給
の

決
定

方
法

や
昇

給
方

法
【

選
択

肢
】

２
　

一
部

の
職

員
に

つ
い

て
同

種
の

職
務

に
就

く
常

勤
職

員
と

同
様

の
初

任
給

決
定

や
昇

給
を

行
う

３
　

臨
時

的
任

用
職

員
に

つ
い

て
は

常
勤

職
員

と
は

異
な

る
初

任
給

決
定

や
昇

給
決

定
を

行
う

４
　

そ
の

他
　

（
具

体
的

な
状

況
を

「
具

体
的

な
状

況
」

欄
に

記
入

の
こ

と
）

１
　

全
て

の
職

員
に

つ
い

て
同

種
の

職
務

に
就

く
常

勤
職

員
と

同
様

の
初

任
給

決
定

や
昇

給
を

行
う

給
料

表
の

適
用

【
選

択
肢

】

１
　

全
て

の
職

員
に

つ
い

て
同

種
の

職
務

に
就

く
常

勤
職

員
と

同
様

の
給

料
表

を
適

用
す

る
２

　
一

部
の

職
員

に
つ

い
て

同
種

の
職

務
に

就
く

常
勤

職
員

と
同

様
の

給
料

表
を

適
用

す
る

①
給
料
表
の
適
用

②
初

任
給

の
決

定
方

法
や

昇
給

方
法

1
2
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【
調

査
票

７
】

Ａ
①

　
給

与
等

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド
0
1
2
3
4
5

都
道

府
県

名
●

●
県

団
体

名
●

●
県

団
体

区
分

※
1

２
．

給
与

の
見

直
し

の
方

向
性

　
【

改
正

後
の

臨
時

的
任

用
職

員
】

具
体

的
な

状
況

具
体

的
な

状
況

３
　

臨
時

的
任

用
職

員
に

つ
い

て
は

常
勤

職
員

と
は

別
の

給
料

表
等

を
適

用
す

る
４

　
そ

の
他

　
（

具
体

的
な

状
況

を
「

具
体

的
な

状
況

」
欄

に
記

入
の

こ
と

）

初
任

給
の

決
定

方
法

や
昇

給
方

法
【

選
択

肢
】

２
　

一
部

の
職

員
に

つ
い

て
同

種
の

職
務

に
就

く
常

勤
職

員
と

同
様

の
初

任
給

決
定

や
昇

給
を

行
う

３
　

臨
時

的
任

用
職

員
に

つ
い

て
は

常
勤

職
員

と
は

異
な

る
初

任
給

決
定

や
昇

給
決

定
を

行
う

４
　

そ
の

他
　

（
具

体
的

な
状

況
を

「
具

体
的

な
状

況
」

欄
に

記
入

の
こ

と
）

１
　

全
て

の
職

員
に

つ
い

て
同

種
の

職
務

に
就

く
常

勤
職

員
と

同
様

の
初

任
給

決
定

や
昇

給
を

行
う

給
料

表
の

適
用

【
選

択
肢

】

１
　

全
て

の
職

員
に

つ
い

て
同

種
の

職
務

に
就

く
常

勤
職

員
と

同
様

の
給

料
表

を
適

用
す

る
２

　
一

部
の

職
員

に
つ

い
て

同
種

の
職

務
に

就
く

常
勤

職
員

と
同

様
の

給
料

表
を

適
用

す
る

①
給
料
表
の
適
用

②
初

任
給

の
決

定
方

法
や

昇
給

方
法

1
2

【
調

査
票

８
】

Ａ
　

休
暇

等

※
「

表
紙

」
の

団
体

区
分

を
参

照

１
　

休
暇

等
の

現
状

備
考

欄

公 民 権 行

使
官 公 署 出

頭
現 住 居 の

滅 失 等

出 勤 困 難

退 勤 途 上

忌 引
産 前

産 後
保 育 時 間

子 の 看 護

（ 小 学 校

就 学 前 ）

短 期 介 護

介 護 休 暇

介 護 時 間

生 理 日 の

就 業 困 難

妊 産 疾 病

公 務 上 の

傷 病
私 傷 病

骨 髄 等 ド

ナ ー
ボ ラ ン

テ ィ ア

結 婚
妻 の 出 産

男 性 の 育

児 参 加

父 母 の 追

悼
夏 季

妊 産 婦 の

健 康 診 査

及 び 保 健

指 導
妊 産 婦 の

休 息 ・ 補

食
妊 娠 中 の

通 勤 緩 和

市
長

あ
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
2

2
2

2
2

1
1

1
1

教
育

委
員

会
い

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

2
2

2
2

2
1

1
1

1

公
安

委
員

会
う

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

2
2

2
2

2
1

1
1

1
： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：

市
長

あ
1

1
1

1
1

1
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1
2

教
育

委
員

会
い

1
1

1
1

1
1

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
1

2

公
安

委
員

会
う

1
1

1
1

1
1

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
1

2
： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：

※
１
　

「
①

休
暇

等
の

制
度

」
欄

に
お

い
て

、
「

２
　

全
て
で
未
整
備
」
を
選
択
し
た
休
暇
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
休
暇
等
に
係
る
「
②
有
給
制
度
」
欄
の
回
答
は
不
要
。

※
２

　
 
行

は
適

宜
追

加
す

る
こ

と
。

そ
の

際
、

集
計

票
と
デ
ー
タ
が
リ
ン
ク
し
て
い
る
た
め
、
集
計
票
も
同
様
に
行
を
追
加
す
る
こ
と
。

育 児 休 業

３
　

一
部

制
度
有
り
（
任
用
根
拠
や
委
任
さ
れ
た
任
命
権
者
で
取
扱
い
が

異
な
る
場
合
な
ど
）

●
●

県

主
な

職
務

専
念

義
務

免
除

２
　
全
て
無
給

団
体

区
分

※

国
の

非
常

勤
職

員
の

休
暇

団
体

名

1

① 休 暇 等 の 制 度

都
道

府
県

名

①
休
暇
等
の
制
度
【
選
択
肢
】
※
該
当
す
る
も
の
を
１
つ
選
択

１
　
全

て
制
度
有
り

２
　
全
て
制
度
な
し

左
記

以
外

年 次 有 給 休 暇

年
次

有
給

休
暇

以
外

の
休

暇

任
命

権
者

区 分

●
●

県

0
1
2
3
4
5

地
方

公
共

団
体

コ
ー
ド

３
　

一
部

有
給
（
任
用
根
拠
や
委
任
さ
れ
た
任
命
権
者
で
取
扱
い
が
異
な

る
場
合
な
ど
）

② 有 給 制 度 ※ １ １
　

全
て

有
給

②
有
給
制
度
【
選
択
肢
】
※
該
当
す
る
も
の
を
１
つ
選
択
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２
　

会
計

年
度

任
用

職
員

制
度

に
お

け
る

休
暇

制
度

等
の

適
正

化
に

向
け

た
検

討
状

況

公 民 権 行 使

官 公 署 出 頭

現 住 居 の 滅 失

等
出 勤 困 難

退 勤 途 上

忌 引
産 前

産 後
保 育 時 間

子 の 看 護 （ 小

学 校 就 学 前 ）

短 期 介 護

介 護 休 暇

介 護 時 間

生 理 日 の 就 業

困 難
妊 産 疾 病

公 務 上 の 傷 病

私 傷 病

骨 髄 等 ド ナ ー

ボ ラ ン テ ィ ア

結 婚
妻 の 出 産

男 性 の 育 児 参

加
父 母 の 追 悼

夏 季
妊 産 婦 の 健 康

診 査 及 び 保 健

指 導
妊 産 婦 の 休

息 ・ 補 食

妊 娠 中 の 通 勤

緩 和

1
3
（

以
下3
（

以
下3
（

以
下

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

2
2

2
2

2
1

1
1

1

3
（

以
下3
（

以
下3
（

以
下

1
1

1
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1
2

※
1
「

③
休

暇
等

の
制

度
」

欄
に

お
い

て
、

「
２

　
整

備
予
定
な
し
」
を
選
択
し
た
休
暇
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
休
暇
等
に
係
る
「
④
有
給
制
度
」
欄
の

回
答
は
不
要
。

公
民

権
行

使
－

・
・
・
・
で

あ
る

た
め

官
公

署
出

頭
－

・
・
・
・
で

あ
る

た
め

現
住

居
の

滅
失

等
－

・
・
・
・
で

あ
る

た
め

１
　
整

備
予
定
（
見
直
す
方
向
で
検
討
し
て
い
る
場
合
も
含
む
）

国
の

非
常

勤
職

員
の

休
暇

育 児 休 業

主
な

職
務

専
念

義
務

免
除

年
次

休
暇

以
外

の
休

暇

③
休
暇
等
の
制
度
【
選
択
肢
】
※
該
当
す
る
も
の
を
１
つ
選
択

１
　
整

備
予
定
（
見
直
す
方
向
で
検
討
し
て
い
る
場
合
も
含
む
）

④
有

給
制

度

③
休

暇
等

の
制

度

※
２

　
国

の
非

常
勤

職
員

の
休

暇
に

関
し

、
平

成
2
9
年

8
月

人
事

院
報

告
（

公
務

員
人

事
管

理
に

関
す

る
報

告
）

に
お

い
て

、
今

後
、

民
間

に
お

け
る

同
一

労
働

同
一

賃
金

の
実

現
に

向
け

た
議

論
を

踏
ま

え
、

慶
弔

に
係

る
休

暇
等

に
つ

い
て

、
検

討
を

進
め

て
い

く
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
点

に
留

意
が

必
要

。

左
記

以
外

そ
の

他
の

理
由

区
　

分

公
民

権
行

使
－

・
・
・
・
で

あ
る

た
め

官
公

署
出

頭
－

・
・
・
・
で

あ
る

た
め

現
住

居
の

滅
失

等
－

・
・
・
・
で

あ
る

た
め

そ
の

他
の

理
由

３
　
検

討
中
（
以
下
で
具
体
的
な
検
討
内
容
を
記
入
の
こ
と
）

４
　

  
そ

の
他

（
以

下
で

具
体

的
な

理
由

を
記

入
の

こ
と

）

年 次 有 給 休 暇

２
　
整
備
予
定
な
し
（
制
度
を
設
け
る
予
定
な
し
）

３
　
検

討
中
（
以
下
で
具
体
的
な
検
討
内
容
を
記
入
の
こ
と
）

４
　

  
そ

の
他

（
以

下
で

具
体

的
な

理
由

を
記

入
の

こ
と

）

２
　
整
備
予
定
な
し
（
無
給
扱
い
と
す
る
予
定
）

④
有
給
制
度
【
選
択
肢
】
※
該
当
す
る
も
の
を
１
つ
選
択
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３
　

上
記

「
１

　
休

暇
等

の
現

状
」

で
年

次
有

給
休

暇
を

「
全

て
制

度
有

り
」

又
は

「
一

部
制

度
有

り
」

と
回

答
し

た
団

体
に

お
け

る
再

度
任

用
時

の
年

次
有

給
休

暇
の

繰
り

越
し

の
状

況

※
 
「

一
部

で
繰

り
越

し
な

し
」

と
は

、
任

用
根

拠
や

委
任

さ
れ

た
任

命
権

者
で

取
扱

い
が

異
な

る
場

合
な

ど
を

い
う

。

３
　

検
討

中
（
具
体
的
な
理
由
を
「
そ
の
他
の
理
由
」
欄
に
記
入
の
こ
と

）
４
　
見
直
す
予
定
な
し
（
具
体
的
な
理
由
を
「
そ
の
他
の
理
由
」

欄
に

記
入

の
こ

と
）

５
　
そ

の
他
（
具
体
的
な
理
由
を
「
そ
の
他
の
理
由
」
欄
に
記
入
の
こ
と
）

・
・
・
・
で
あ
る
た
め

○

上
記

１
で
年
次
有
給
休
暇
を
「
全
て
制
度
有

り
」
又

は
「
一
部
制
度
有
り
」
を
選
択
し
た
団

体

■
 
以
下

に
お

い
て

、
現

状
で

「
繰

り
越

し
な

し
（

一
部

で
繰
り
越
し
な
し
の
場
合
も
含
む
）
」
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
年
次
有
給
休
暇
の
繰
り
越
し

の
適
正
化
に
向
け
た
検
討
状
況
を
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

２
　
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
施
行
時
期
に
併
せ
て
、
見
直

す
予

定
　
（
見
直
す
方
向
で
検
討
し
て
い
る
場
合
も
含
む
）

再
度

任
用

時
の

年
次

有
給

休
暇

の
繰

り
越

し

⑤
年

次
有

給
休

暇
の

繰
り

越
し

の
適

正
化

に
向

け
た

検
討

状
況

2

そ
の

他
の

理
由

１
　

会
計

年
度
任
用
職
員
制
度
の
施
行
時
期
を
待
た
ず
、
見
直
す
予
定

　
（

見
直

す
方
向
で
検
討
し
て
い
る
場
合
も
含
む
）

○

⑤
年
次
有
給
休
暇
の
繰
り
越
し
の
適
正
化
に
向
け
た
検
討
状
況
【
選
択
肢
】
※
該
当
す
る
も
の
を
１
つ
選
択

繰
り

越
し

有
り

現
状

繰
り

越
し

な
し

（
一

部
で

繰
り

越
し

な
し

の
場

合
も

含
む

）
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【
調

査
票

９
】

Ａ
　

健
康

診
断

等
の

状
況

　

※
「
表
紙
」
の
団
体
区
分
を
参
照

１
．

雇
入

時
健

康
診

断
の

実
施

の
有

無

全
て

で
実

施
未

実
施

（
一

部
未

実
施

含
む

）

「
未

実
施

（
一

部
未

実
施

含
む

）
」
の

場
合

下
記

へ

1
2

3
4

5

市
長

全
職

種
全

て
○

公
営

企
業

管
理

者
一

般
事

務
職

員
一

般
職

非
常

勤
職

員
○

集
計

1
0

0
1

0

そ
の
他
の
理
由

●
●

県
団

体
名

●
●

県

0
1
2
3
4
5

都
道

府
県

名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド

1
団

体
区

分
※

任
 命

 権
 者

職
　

　
種

任
 用

 根
 拠

①
雇

入
時

健
康

診
断

の
適

正
化

に
向

け
た

検
討

状
況

○

■
 
平
成
２
９
年
度
中
に
臨
時
・
非
常
勤
職
員
を
任
用
す
る
団
体
は
、
次
の
１
か
ら
３
に
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
「
未
実
施
（
一
部
未
実
施
含
む
）
」
に
該
当
す
る
場
合
、
任
命
権
者
別
に
未
実
施
の
職
に
対
す
る
適
正
化
に
向
け
た
検
討
状
況
を
該
当
箇
所
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
雇

入
時

の
健

康
診

断
は

、
労

働
安

全
衛

生
規

則
第

4
3
条

の
規

定
に

よ
り

雇
入

れ
時

に
、

医
師

に
よ

る
健

康
診

断
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
　

た
だ

し
、

医
師

に
よ

る
健

康
診

断
を

受
け

て
か

ら
３

ヶ
月

以
内

の
者

が
そ

の
結

果
を

証
明

す
る

書
類

を
提

出
し

た
場

合
に

は
、

そ
の

検
査

項
目

は
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
（
な

お
、

定
期

健
康

診
断

実
施

を
理

由
に

雇
入

時
の

健
康

診
断

を
省

略
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

）
。

備
考

備
　

考

１
　
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
健
康
診
断
を
受
け
て
か
ら
３
ヶ
月
以
内
の
証
明
書
を
提
出
さ
せ
る
予
定

２
　
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
施
行
時
期
を
待
た
ず
、
見
直
す
予
定

　
（
見
直
す
方
向
で
検
討
し
て
い
る
場
合
も
含
む
）

３
　
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
施
行
時
期
に
併
せ
て
、
見
直
す
予
定

　
（
見
直
す
方
向
で
検
討
し
て
い
る
場
合
も
含
む
）

５
　
そ
の
他
　
（
具
体
的
な
理
由
を
「
そ
の
他
の
理
由
」
欄
に
記
入
す
る
こ
と
）

４
　
見
直
す
予
定
な
し
　
（
具
体
的
な
理
由
を
「
そ
の
他
の
理
由
」
欄
に
記
入
す
る
こ
と
）

※
 
行
は
適
宜
追
加
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
右
の
集
計
セ
ル
が
集
計
票
と
デ
ー
タ
が
リ
ン
ク
し
て
い
る
た
め
、
注
意
す
る
こ
と
。

①
雇
入
時
健
康
診
断
の
適
正
化
に
向
け
た
検
討
状
況
【
選
択
肢
】
※
最
も
近
い
理
由
を
１
つ
選
択

例
）
　
健
康
診
断
等
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
常
時
使
用
す
る
労
働
者
」
に
該
当
す
る
者
が
い
な
い
。
任
用
適
正
化
後
も
同
様
の
見
込
み
の
た
め
。
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２
．

定
期

健
康

診
断

の
実

施
の

有
無

全
て

で
実

施
未

実
施

（
一

部
未

実
施

含
む

）

「
未

実
施

（
一

部
未

実
施

含
む

）
」
の

場
合

下
記

へ

1
2

3
4

5

教
育

委
員

会
教

員
・
講

師
臨

時
教

諭
臨

時
的

任
用

職
員

○

公
営

企
業

管
理

者
一

般
事

務
職

員
一

般
職

非
常

勤
職

員
○

集
計

0
0

1
1

0

そ
の
他
の
理
由

○

任
 用

 根
 拠

５
　
そ
の
他
　
（
具
体
的
な
理
由
を
「
そ
の
他
の
理
由
」
欄
に
記
入
す
る
こ
と
）

　
定

期
健

康
診

断
は

、
労

働
安

全
衛

生
規

則
第

4
4
条

の
規

定
に

よ
り

１
年

以
内

ご
と

に
１

回
、

定
期

に
医

師
に

よ
る

健
康

診
断

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
た

だ
し

、
雇

入
時

の
健

康
診

断
を

受
け

た
者

（
た

だ
し

書
き

の
書

面
を

提
出

し
た

者
を

含
む

。
）
に

つ
い

て
は

、
雇

入
れ

時
の

健
康

診
断

の
実

施
日

か
ら

１
年

間
に

限
り

、
そ

の
検

査
項

目
は

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

備
　

考

※
 
行
は
適
宜
追
加
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
右
の
集
計
セ
ル
が
集
計
票
と
デ
ー
タ
が
リ
ン
ク
し
て
い
る
た
め
、
注
意
す
る
こ
と
。

②
定
期
健
康
診
断
の
適
正
化
に
向
け
た
検
討
状
況
【
選
択
肢
】
※
最
も
近
い
理
由
を
１
つ
選
択

②
定

期
健

康
診

断
の

適
正

化
に

向
け

た
検

討
状

況
備

考

例
）
　
健
康
診
断
等
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
常
時
使
用
す
る
労
働
者
」
に
該
当
す
る
者
が
い
な
い
。
任
用
適
正
化
後
も
同
様
の
見
込
み
の
た
め
。

１
　
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
雇
入
時
健
康
診
断
を
実
施
す
る
予
定
（
実
施
後
１
年
間
は
定
期
健
診
を
省
略
可
の
た
め
）

２
　
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
施
行
時
期
を
待
た
ず
、
見
直
す
予
定

　
（
見
直
す
方
向
で
検
討
し
て
い
る
場
合
も
含
む
）

３
　
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
施
行
時
期
に
併
せ
て
、
見
直
す
予
定

　
（
見
直
す
方
向
で
検
討
し
て
い
る
場
合
も
含
む
）

４
　
見
直
す
予
定
な
し
　
（
具
体
的
な
理
由
を
「
そ
の
他
の
理
由
」
欄
に
記
入
す
る
こ
と
）

任
 命

 権
 者

職
　

　
種
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３
．

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

の
実

施
の

有
無

全
て

で
実

施
未

実
施

（
一

部
未

実
施

含
む

）

「
未

実
施

（
一

部
未

実
施

含
む

）
」
の

場
合

下
記

へ

1
2

3
4

5

教
育

委
員

会
図

書
館

職
員

一
般

職
非

常
勤

職
員

○

公
営

企
業

管
理

者
一

般
事

務
職

員
一

般
職

非
常

勤
職

員
○

集
計

0
0

1
1

そ
の
他
の
理
由

例
）

3
　
健
康
診
断
等
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
常
時
使
用
す
る
労
働
者
」
に
該
当
す
る
者
が
い
な
い
。
任
用
適
正
化
後
も
同
様
の
見
込
み
の
た
め
。

4
　
５
０
人
未
満
の
事
業
場
で
従
事
し
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
実
施
は
努
力
義
務
の
た
め

③
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
適
正
化
に
向
け
た
検
討
状
況
【
選
択
肢
】
※
最
も
近
い
理
由
を
１
つ
選
択

１
　
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
施
行
時
期
を
待
た
ず
、
見
直
す
予
定

　
（
見
直
す
方
向
で
検
討
し
て
い
る
場
合
も
含
む
）

２
　
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
施
行
時
期
に
併
せ
て
、
見
直
す
予
定

　
（
見
直
す
方
向
で
検
討
し
て
い
る
場
合
も
含
む
）

３
　
見
直
す
予
定
な
し
　
（
具
体
的
な
理
由
を
「
そ
の
他
の
理
由
」
欄
に
記
入
す
る
こ
と
）

４
　
そ
の
他
　
（
具
体
的
な
理
由
を
「
そ
の
他
の
理
由
」
欄
に
記
入
す
る
こ
と
）

③
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
の

適
正

化
に

向
け

た
検

討
状

況
備

　
考

任
 命

 権
 者

職
　

　
種

備
考

○

　
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
は

、
労

働
安

全
衛

生
法

規
則

第
5
2
条

の
９

の
規

定
に

よ
り

１
年

以
内

ご
と

に
１

回
、

定
期

に
医

師
又

は
保

健
師

等
に

よ
る

心
理

的
な

負
担

の
程

度
を

把
握

す
る

た
め

の
検

査
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

※
 
行
は
適
宜
追
加
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
右
の
集
計
セ
ル
が
集
計
票
と
デ
ー
タ
が
リ
ン
ク
し
て
い
る
た
め
、
注
意
す
る
こ
と
。

任
 用

 根
 拠
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３
．

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

の
実

施
の

有
無

全
て

で
実

施
未

実
施

（
一

部
未

実
施

含
む

）

「
未

実
施

（
一

部
未

実
施

含
む

）
」
の

場
合

下
記

へ

1
2

3
4

5

教
育

委
員

会
図

書
館

職
員

一
般

職
非

常
勤

職
員

○

公
営

企
業

管
理

者
一

般
事

務
職

員
一

般
職

非
常

勤
職

員
○

集
計

0
0

1
1

そ
の
他
の
理
由

例
）

3
　
健
康
診
断
等
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
常
時
使
用
す
る
労
働
者
」
に
該
当
す
る
者
が
い
な
い
。
任
用
適
正
化
後
も
同
様
の
見
込
み
の
た
め
。

4
　
５
０
人
未
満
の
事
業
場
で
従
事
し
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
実
施
は
努
力
義
務
の
た
め

③
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
適
正
化
に
向
け
た
検
討
状
況
【
選
択
肢
】
※
最
も
近
い
理
由
を
１
つ
選
択

１
　
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
施
行
時
期
を
待
た
ず
、
見
直
す
予
定

　
（
見
直
す
方
向
で
検
討
し
て
い
る
場
合
も
含
む
）

２
　
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
施
行
時
期
に
併
せ
て
、
見
直
す
予
定

　
（
見
直
す
方
向
で
検
討
し
て
い
る
場
合
も
含
む
）

３
　
見
直
す
予
定
な
し
　
（
具
体
的
な
理
由
を
「
そ
の
他
の
理
由
」
欄
に
記
入
す
る
こ
と
）

４
　
そ
の
他
　
（
具
体
的
な
理
由
を
「
そ
の
他
の
理
由
」
欄
に
記
入
す
る
こ
と
）

③
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
の

適
正

化
に

向
け

た
検

討
状

況
備

　
考

任
 命

 権
 者

職
　

　
種

備
考

○

　
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
は

、
労

働
安

全
衛

生
法

規
則

第
5
2
条

の
９

の
規

定
に

よ
り

１
年

以
内

ご
と

に
１

回
、

定
期

に
医

師
又

は
保

健
師

等
に

よ
る

心
理

的
な

負
担

の
程

度
を

把
握

す
る

た
め

の
検

査
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

※
 
行
は
適
宜
追
加
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
右
の
集
計
セ
ル
が
集
計
票
と
デ
ー
タ
が
リ
ン
ク
し
て
い
る
た
め
、
注
意
す
る
こ
と
。

任
 用

 根
 拠

【
調

査
票

１
０

】
Ａ

　
人

事
評

価

※
「

表
紙

」
の

団
体

区
分

を
参

照

１
　

人
事

評
価

結
果

の
活

用

全
て
で
活
用

一
部
で
活
用

活
用
な
し

全
て
で
活
用

一
部
で
活
用

活
用
な
し

全
て
で
活
用

一
部
で
活
用

活
用
な
し

○
1

○
1

○
2

※
 
「
一
部
で
活
用
」
と
は
、
任
用
根
拠
や
委
任
さ
れ
た
任
命
権
者
で
取
扱
い
が
異
な
る
場
合
な
ど
を
い
う
（
こ
の
表
中
に
お
い
て
以
下
同
じ

。
）
。

１
　

統
一

的
に

活
用

予
定

（
活

用
す

る
方

向
で

検
討

し
て

い
る

場
合

も
含

む
）

２
　

（
再

度
任

用
時

の
能

力
実

証
又

は
人

材
育

成
に

関
し

）
活

用
す

る
か

ど
う

か
は

任
命

権
者

の
判

断
と

す
る

見
込

み

３
　

人
事

評
価

の
未

実
施

４
　

検
討

中
（

具
体

的
な

理
由

を
「

そ
の

他
の

理
由

」
欄

に
記

入
の

こ
と

）

６
　

そ
の

他
（

具
体

的
な

理
由

を
「

そ
の

他
の

理
由

」
欄

に
記

入
の

こ
と

）

そ
の

他
の

理
由

（
人

材
育

成
）

・
・
・
で
あ
る
た
め
３

現
状

会
計
年
度
任
用
職

員
制
度
に
お
け
る

人
事
評
価
結
果
の

活
用
に
向
け
た
検

討
状
況

会
計

年
度

任
用

職
員

制
度

に
お

け
る

人
事

評
価

結
果

の
活

用
に

向
け

た
検

討
状

況
【

選
択

肢
】

※
該

当
す

る
も

の
を

１
つ

選
択

0
1
2
3
4
5

●
●
県

●
●
県

団
体
名

都
道
府
県
名

地
方
公
共
団
体
コ
ー
ド

1

そ
の

他
の

理
由

（
再

度
任
用

時
の

能
力

実
証

）

そ
の

他
の

理
由

（
分

限
）

・
・
・
で
あ
る
た
め
１

・
・
・
で
あ
る
た
め
２

②
分
限

現
状

会
計
年
度
任
用
職

員
制
度
に
お
け
る

人
事
評
価
結
果
の

活
用
に
向
け
た
検

討
状
況

③
人
材
育
成

現
状

会
計
年
度
任
用
職

員
制
度
に
お
け
る

人
事
評
価
結
果
の

活
用
に
向
け
た
検

討
状
況

５
 
（

再
度

任
用

時
の

能
力

実
証

又
は

人
材

育
成

に
関

し
）

活
用

し
な

い
見

込
み

 
 
 
（

具
体

的
な

理
由

を
「

そ
の

他
の

理
由

」
欄

に
記

入
の

こ
と

）

①
再
度
任
用
時
の
能
力
実

証

団
体
区
分

※

■
 
以
下
に
お
い
て
、
現
状
で
「
一
部
で

活
用
」
、
「
活
用
な
し
」
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
に
お
け
る
人
事
評
価
結
果
の
活
用
に
向
け
た
検
討

状
況
を
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。
（
「
全

て
で
活
用
」
に
該
当
す
る
場
合
は
回
答
不
要
で
す
。
）
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追加参考資料  
（改正地公法・自治法関連） 

  





１．地方公務員法の一部改正 【適正な任用等を確保】

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案の概要

地方公共団体における行政需要の多様化等に対応し、公務の能率的かつ適正

な運営を推進するため、地方公務員の臨時・非常勤職員（一般職・特別職・臨時的任用

の３類型）について、特別職の任用及び臨時的任用の適正を確保し、並びに一般職

の会計年度任用職員の任用等に関する制度の明確化を図るとともに、会計年度任

用職員に対する給付について規定を整備する。

（２） 一般職の非常勤職員の任用等に関する制度の明確化

法律上、一般職の非常勤職員の任用等に関する制度が不明確であることから、
一般職の非常勤職員である「会計年度任用職員」に関する規定を設け、 その採
用方法や任期等を明確化する。

【施行期日】 平成32年４月１日

（１） 特別職の任用及び臨時的任用の厳格化

① 通常の事務職員等であっても、「特別職」（臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、

嘱託員等）として任用され、その結果、一般職であれば課される守秘義務などの
服務規律等が課されない者が存在していることから、法律上、特別職の範囲を、
制度が本来想定する「専門的な知識経験等に基づき、助言、調査等を行う者」に
厳格化する。

② 「臨時的任用」は、本来、緊急の場合等に、選考等の能力実証を行わずに
職員を任用する例外的な制度であるが、こうした趣旨に沿わない運用が見られ
ることから、その対象を、国と同様に「常勤職員に欠員を生じた場合」に厳格化
する。

地方の厳しい財政状況が続く中、多様化する行政需要に対応するため、臨時・
非常勤職員が増加（⑰45.6万人→⑳49.8万人→㉔59.9万人→㉘64.5万人）しているが、任用制
度の趣旨に沿わない運用が見られ、適正な任用が確保されていないことから、以
下の改正を行う。

○ 会計年度任用職員について、期末手当の支給が可能となるよう、給付に
関する規定を整備する。

地方の非常勤職員については、国と異なり、労働者性が高い者であっても期末
手当が支給できないため、上記の適正な任用等の確保に伴い、以下の改正を行
う。

２．地方自治法の一部改正 【会計年度任用職員に対する給付を規定】
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○ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） （ 第 一 条 関 係 ）

（ 傍 線 部 分 は 今 回 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

目 次 目 次

第 一 章 総 則 （ 第 一 条 ― 第 五 条 ） 第 一 章 総 則 （ 第 一 条 ― 第 五 条 ）

第 二 章 人 事 機 関 （ 第 六 条 ― 第 十 二 条 ） 第 二 章 人 事 機 関 （ 第 六 条 ― 第 十 二 条 ）

第 三 章 職 員 に 適 用 さ れ る 基 準 第 三 章 職 員 に 適 用 さ れ る 基 準

第 一 節 通 則 （ 第 十 三 条 ・ 第 十 四 条 ） 第 一 節 通 則 （ 第 十 三 条 ・ 第 十 四 条 ）

第 二 節 任 用 （ 第 十 五 条 ― 第 二 十 二 条 の 三 ） 第 二 節 任 用 （ 第 十 五 条 ― 第 二 十 二 条 ）

第 三 節 人 事 評 価 （ 第 二 十 三 条 ― 第 二 十 三 条 の 四 ） 第 三 節 人 事 評 価 （ 第 二 十 三 条 ― 第 二 十 三 条 の 四 ）

第 四 節 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 （ 第 二 十 四 第 四 節 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 （ 第 二 十 四

条 ― 第 二 十 六 条 の 三 ） 条 ― 第 二 十 六 条 の 三 ）

第 四 節 の 二 休 業 （ 第 二 十 六 条 の 四 ― 第 二 十 六 条 の 六 第 四 節 の 二 休 業 （ 第 二 十 六 条 の 四 ― 第 二 十 六 条 の 六

） ）

第 五 節 分 限 及 び 懲 戒 （ 第 二 十 七 条 ― 第 二 十 九 条 の 二 第 五 節 分 限 及 び 懲 戒 （ 第 二 十 七 条 ― 第 二 十 九 条 の 二

） ）

第 六 節 服 務 （ 第 三 十 条 ― 第 三 十 八 条 ） 第 六 節 服 務 （ 第 三 十 条 ― 第 三 十 八 条 ）

第 六 節 の 二 退 職 管 理 （ 第 三 十 八 条 の 二 ― 第 三 十 八 条 第 六 節 の 二 退 職 管 理 （ 第 三 十 八 条 の 二 ― 第 三 十 八 条

の 七 ） の 七 ）

第 七 節 研 修 （ 第 三 十 九 条 ・ 第 四 十 条 ） 第 七 節 研 修 （ 第 三 十 九 条 ・ 第 四 十 条 ）

第 八 節 福 祉 及 び 利 益 の 保 護 （ 第 四 十 一 条 ― 第 五 十 一 第 八 節 福 祉 及 び 利 益 の 保 護 （ 第 四 十 一 条 ― 第 五 十 一

条 の 二 ） 条 の 二 ）

第 一 款 厚 生 福 利 制 度 （ 第 四 十 二 条 ― 第 四 十 四 条 ） 第 一 款 厚 生 福 利 制 度 （ 第 四 十 二 条 ― 第 四 十 四 条 ）

第 二 款 公 務 災 害 補 償 （ 第 四 十 五 条 ） 第 二 款 公 務 災 害 補 償 （ 第 四 十 五 条 ）

第 三 款 勤 務 条 件 に 関 す る 措 置 の 要 求 （ 第 四 十 六 条 第 三 款 勤 務 条 件 に 関 す る 措 置 の 要 求 （ 第 四 十 六 条

― 第 四 十 八 条 ） ― 第 四 十 八 条 ）

第 四 款 不 利 益 処 分 に 関 す る 審 査 請 求 （ 第 四 十 九 条 第 四 款 不 利 益 処 分 に 関 す る 審 査 請 求 （ 第 四 十 九 条

― 第 五 十 一 条 の 二 ） ― 第 五 十 一 条 の 二 ）

第 九 節 職 員 団 体 （ 第 五 十 二 条 ― 第 五 十 六 条 ） 第 九 節 職 員 団 体 （ 第 五 十 二 条 ― 第 五 十 六 条 ）

-
2

-

第 四 章 補 則 （ 第 五 十 七 条 ― 第 五 十 九 条 ） 第 四 章 補 則 （ 第 五 十 七 条 ― 第 五 十 九 条 ）

第 五 章 罰 則 （ 第 六 十 条 ― 第 六 十 五 条 ） 第 五 章 罰 則 （ 第 六 十 条 ― 第 六 十 五 条 ）

附 則 附 則

（ 一 般 職 に 属 す る 地 方 公 務 員 及 び 特 別 職 に 属 す る 地 方 公 （ 一 般 職 に 属 す る 地 方 公 務 員 及 び 特 別 職 に 属 す る 地 方 公

務 員 ） 務 員 ）

第 三 条 地 方 公 務 員 （ 地 方 公 共 団 体 及 び 特 定 地 方 独 立 行 政 第 三 条 地 方 公 務 員 （ 地 方 公 共 団 体 及 び 特 定 地 方 独 立 行 政

法 人 （ 地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 法 人 （ 地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号

） 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 を い う ） 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 を い う

。 以 下 同 じ 。 ） の 全 て の 公 務 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 。 以 下 同 じ 。 ） の す べ て の 公 務 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

職 は 、 一 般 職 と 特 別 職 と に 分 け る 。 の 職 は 、 一 般 職 と 特 別 職 と に 分 け る 。

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

３ （ 略 ） ３ 特 別 職 は 、 次 に 掲 げ る 職 と す る 。

一 ～ 二 の 二 （ 略 ） 一 ～ 二 の 二 （ 略 ）

三 臨 時 又 は 非 常 勤 の 顧 問 、 参 与 、 調 査 員 、 嘱 託 員 及 び 三 臨 時 又 は 非 常 勤 の 顧 問 、 参 与 、 調 査 員 、 嘱 託 員 及 び

こ れ ら の 者 に 準 ず る 者 の 職 （ 専 門 的 な 知 識 経 験 又 は 識 こ れ ら の 者 に 準 ず る 者 の 職

見 を 有 す る 者 が 就 く 職 で あ つ て 、 当 該 知 識 経 験 又 は 識

見 に 基 づ き 、 助 言 、 調 査 、 診 断 そ の 他 総 務 省 令 で 定 め

る 事 務 を 行 う も の に 限 る 。 ）

三 の 二 投 票 管 理 者 、 開 票 管 理 者 、 選 挙 長 、 選 挙 分 会 長 （ 新 設 ）

、 審 査 分 会 長 、 国 民 投 票 分 会 長 、 投 票 立 会 人 、 開 票 立

会 人 、 選 挙 立 会 人 、 審 査 分 会 立 会 人 、 国 民 投 票 分 会 立

会 人 そ の 他 総 務 省 令 で 定 め る 者 の 職

四 ～ 六 （ 略 ） 四 ～ 六 （ 略 ）

（ 条 件 付 採 用 ） （ 条 件 付 採 用 及 び 臨 時 的 任 用 ）

第 二 十 二 条 職 員 の 採 用 は 、 全 て 条 件 付 の も の と し 、 当 該 第 二 十 二 条 臨 時 的 任 用 又 は 非 常 勤 職 員 の 任 用 の 場 合 を 除

職 員 が そ の 職 に お い て 六 月 を 勤 務 し 、 そ の 間 そ の 職 務 を き 、 職 員 の 採 用 は 、 全 て 条 件 付 の も の と し 、 そ の 職 員 が

良 好 な 成 績 で 遂 行 し た と き に 正 式 採 用 に な る も の と す る そ の 職 に お い て 六 月 を 勤 務 し 、 そ の 間 そ の 職 務 を 良 好 な

。 こ の 場 合 に お い て 、 人 事 委 員 会 等 は 、 人 事 委 員 会 規 則 成 績 で 遂 行 し た と き に 正 式 採 用 に な る も の と す る 。 こ の

（ 人 事 委 員 会 を 置 か な い 地 方 公 共 団 体 に お い て は 、 地 方 場 合 に お い て 、 人 事 委 員 会 等 は 、 条 件 付 採 用 の 期 間 を 一
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公 共 団 体 の 規 則 ） で 定 め る と こ ろ に よ り 、 条 件 付 採 用 の 年 に 至 る ま で 延 長 す る こ と が で き る 。

期 間 を 一 年 に 至 る ま で 延 長 す る こ と が で き る 。

（ 削 除 ） ２ 人 事 委 員 会 を 置 く 地 方 公 共 団 体 に お い て は 、 任 命 権 者

は 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 緊 急 の 場 合

、 臨 時 の 職 に 関 す る 場 合 又 は 採 用 候 補 者 名 簿 （ 第 二 十 一

条 の 四 第 四 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 二 十 一 条 第

一 項 に 規 定 す る 昇 任 候 補 者 名 簿 を 含 む 。 ） が な い 場 合 に

お い て は 、 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 、 六 月 を 超 え な い 期

間 で 臨 時 的 任 用 を 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て

、 そ の 任 用 は 、 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 、 六 月 を 超 え な

い 期 間 で 更 新 す る こ と が で き る が 、 再 度 更 新 す る こ と は

で き な い 。

（ 削 除 ） ３ 前 項 の 場 合 に お い て 、 人 事 委 員 会 は 、 臨 時 的 任 用 に つ

き 、 任 用 さ れ る 者 の 資 格 要 件 を 定 め る こ と が で き る 。

（ 削 除 ） ４ 人 事 委 員 会 は 、 前 二 項 の 規 定 に 違 反 す る 臨 時 的 任 用 を

取 り 消 す こ と が で き る 。

（ 削 除 ） ５ 人 事 委 員 会 を 置 か な い 地 方 公 共 団 体 に お い て は 、 任 命

権 者 は 、 緊 急 の 場 合 又 は 臨 時 の 職 に 関 す る 場 合 に お い て

は 、 六 月 を こ え な い 期 間 で 臨 時 的 任 用 を 行 う こ と が で き

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 任 命 権 者 は 、 そ の 任 用 を 六 月 を

こ え な い 期 間 で 更 新 す る こ と が で き る が 、 再 度 更 新 す る

こ と は で き な い 。

（ 削 除 ） ６ 臨 時 的 任 用 は 、 正 式 任 用 に 際 し て 、 い か な る 優 先 権 を

も 与 え る も の で は な い 。

（ 削 除 ） ７ 前 五 項 に 定 め る も の の 外 、 臨 時 的 に 任 用 さ れ た 者 に 対

し て は 、 こ の 法 律 を 適 用 す る 。

（ 会 計 年 度 任 用 職 員 の 採 用 の 方 法 等 ）

第 二 十 二 条 の 二 次 に 掲 げ る 職 員 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 （ 新 設 ）

会 計 年 度 任 用 職 員 」 と い う 。 ） の 採 用 は 、 第 十 七 条 の 二

第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 競 争 試 験 又 は 選
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考 に よ る も の と す る 。

一 一 会 計 年 度 を 超 え な い 範 囲 内 で 置 か れ る 非 常 勤 の 職

（ 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を

除 く 。 ） （ 次 号 に お い て 「 会 計 年 度 任 用 の 職 」 と い う

。 ） を 占 め る 職 員 で あ つ て 、 そ の 一 週 間 当 た り の 通 常

の 勤 務 時 間 が 常 時 勤 務 を 要 す る 職 を 占 め る 職 員 の 一 週

間 当 た り の 通 常 の 勤 務 時 間 に 比 し 短 い 時 間 で あ る も の

二 会 計 年 度 任 用 の 職 を 占 め る 職 員 で あ つ て 、 そ の 一 週

間 当 た り の 通 常 の 勤 務 時 間 が 常 時 勤 務 を 要 す る 職 を 占

め る 職 員 の 一 週 間 当 た り の 通 常 の 勤 務 時 間 と 同 一 の 時

間 で あ る も の

２ 会 計 年 度 任 用 職 員 の 任 期 は 、 そ の 採 用 の 日 か ら 同 日 の

属 す る 会 計 年 度 の 末 日 ま で の 期 間 の 範 囲 内 で 任 命 権 者 が

定 め る 。

３ 任 命 権 者 は 、 前 二 項 の 規 定 に よ り 会 計 年 度 任 用 職 員 を

採 用 す る 場 合 に は 、 当 該 会 計 年 度 任 用 職 員 に そ の 任 期 を

明 示 し な け れ ば な ら な い 。

４ 任 命 権 者 は 、 会 計 年 度 任 用 職 員 の 任 期 が 第 二 項 に 規 定

す る 期 間 に 満 た な い 場 合 に は 、 当 該 会 計 年 度 任 用 職 員 の

勤 務 実 績 を 考 慮 し た 上 で 、 当 該 期 間 の 範 囲 内 に お い て 、

そ の 任 期 を 更 新 す る こ と が で き る 。

５ 第 三 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 任 期 を 更 新 す る 場

合 に つ い て 準 用 す る 。

６ 任 命 権 者 は 、 会 計 年 度 任 用 職 員 の 採 用 又 は 任 期 の 更 新

に 当 た つ て は 、 職 務 の 遂 行 に 必 要 か つ 十 分 な 任 期 を 定 め

る も の と し 、 必 要 以 上 に 短 い 任 期 を 定 め る こ と に よ り 、

採 用 又 は 任 期 の 更 新 を 反 復 し て 行 う こ と の な い よ う 配 慮

し な け れ ば な ら な い 。

７ 会 計 年 度 任 用 職 員 に 対 す る 前 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て

は 、 同 条 中 「 六 月 」 と あ る の は 、 「 一 月 」 と す る 。

－ 155 －
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（ 臨 時 的 任 用 ）

第 二 十 二 条 の 三 人 事 委 員 会 を 置 く 地 方 公 共 団 体 に お い て （ 新 設 ）

は 、 任 命 権 者 は 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り

、 常 時 勤 務 を 要 す る 職 に 欠 員 を 生 じ た 場 合 に お い て 、 緊

急 の と き 、 臨 時 の 職 に 関 す る と き 、 又 は 採 用 候 補 者 名 簿

（ 第 二 十 一 条 の 四 第 四 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第

二 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 昇 任 候 補 者 名 簿 を 含 む 。 ） が

な い と き は 、 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 、 六 月 を 超 え な い

期 間 で 臨 時 的 任 用 を 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 任 命 権 者 は 、 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 、 当 該 臨 時 的

任 用 を 六 月 を 超 え な い 期 間 で 更 新 す る こ と が で き る が 、

再 度 更 新 す る こ と は で き な い 。

２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 人 事 委 員 会 は 、 臨 時 的 に 任 用 さ

れ る 者 の 資 格 要 件 を 定 め る こ と が で き る 。

３ 人 事 委 員 会 は 、 前 二 項 の 規 定 に 違 反 す る 臨 時 的 任 用 を

取 り 消 す こ と が で き る 。

４ 人 事 委 員 会 を 置 か な い 地 方 公 共 団 体 に お い て は 、 任 命

権 者 は 、 地 方 公 共 団 体 の 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 常

時 勤 務 を 要 す る 職 に 欠 員 を 生 じ た 場 合 に お い て 、 緊 急 の

と き 、 又 は 臨 時 の 職 に 関 す る と き は 、 六 月 を 超 え な い 期

間 で 臨 時 的 任 用 を 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て

、 任 命 権 者 は 、 当 該 臨 時 的 任 用 を 六 月 を 超 え な い 期 間 で

更 新 す る こ と が で き る が 、 再 度 更 新 す る こ と は で き な い

。
５ 臨 時 的 任 用 は 、 正 式 任 用 に 際 し て 、 い か な る 優 先 権 を

も 与 え る も の で は な い 。

６ 前 各 項 に 定 め る も の の ほ か 、 臨 時 的 に 任 用 さ れ た 職 員

に 対 し て は 、 こ の 法 律 を 適 用 す る 。

（ 給 与 に 関 す る 条 例 及 び 給 与 の 支 給 ） （ 給 与 に 関 す る 条 例 及 び 給 与 の 支 給 ）

第 二 十 五 条 （ 略 ） 第 二 十 五 条 （ 略 ）
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２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

３ （ 略 ） ３ 給 与 に 関 す る 条 例 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 規 定 す る も

の と す る 。

一 ～ 四 （ 略 ） 一 ～ 四 （ 略 ）

五 前 号 に 規 定 す る も の を 除 く ほ か 、 地 方 自 治 法 第 二 百 五 前 号 に 規 定 す る も の を 除 く ほ か 、 地 方 自 治 法 第 二 百

四 条 第 二 項 に 規 定 す る 手 当 を 支 給 す る 場 合 に は 、 当 該 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 手 当 を 支 給 す る 場 合 に お い て は

手 当 に 関 す る 事 項 、 当 該 手 当 に 関 す る 事 項

六 非 常 勤 の 職 そ の 他 勤 務 条 件 の 特 別 な 職 が あ る と き は 六 非 常 勤 職 員 の 職 そ の 他 勤 務 条 件 の 特 別 な 職 が あ る と

、 こ れ ら に つ い て 行 う 給 与 の 調 整 に 関 す る 事 項 き は 、 こ れ ら に つ い て 行 う 給 与 の 調 整 に 関 す る 事 項

七 （ 略 ） 七 （ 略 ）

４ ・ ５ （ 略 ） ４ ・ ５ （ 略 ）

（ 配 偶 者 同 行 休 業 ） （ 配 偶 者 同 行 休 業 ）

第 二 十 六 条 の 六 （ 略 ） 第 二 十 六 条 の 六 （ 略 ）

２ ～ ７ （ 略 ） ２ ～ ７ （ 略 ）

８ 任 命 権 者 は 、 条 例 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 前 項 の 規 定 ８ 任 命 権 者 は 、 条 例 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 前 項 の 規 定

に よ り 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 の 任 期 が 申 請 期 間 に に よ り 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 の 任 期 が 申 請 期 間 に

満 た な い 場 合 に は 、 当 該 申 請 期 間 の 範 囲 内 に お い て 、 そ 満 た な い 場 合 に あ つ て は 、 当 該 申 請 期 間 の 範 囲 内 に お い

の 任 期 を 更 新 す る こ と が で き る 。 て 、 そ の 任 期 を 更 新 す る こ と が で き る 。

９ （ 略 ） ９ （ 略 ）

第 七 項 の 規 定 に 基 づ き 臨 時 的 任 用 を 行 う 場 合 に は 、 第 第 七 項 の 規 定 に 基 づ き 臨 時 的 任 用 を 行 う 場 合 に は 、 第1
0

1
0

二 十 二 条 の 三 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 は 、 適 用 し な 二 十 二 条 第 二 項 か ら 第 五 項 ま で の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

い 。
（ 略 ） （ 略 ）1
1

1
1

（ 定 年 退 職 者 等 の 再 任 用 ） （ 定 年 退 職 者 等 の 再 任 用 ）

第 二 十 八 条 の 四 （ 略 ） 第 二 十 八 条 の 四 （ 略 ）

２ ～ ４ （ 略 ） ２ ～ ４ （ 略 ）

５ 第 一 項 の 規 定 に よ る 採 用 に つ い て は 、 第 二 十 二 条 の 規 ５ 第 一 項 の 規 定 に よ る 採 用 に つ い て は 、 第 二 十 二 条 第 一

定 は 、 適 用 し な い 。 項 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

－ 156 －
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第 二 十 八 条 の 五 任 命 権 者 は 、 当 該 地 方 公 共 団 体 の 定 年 退 第 二 十 八 条 の 五 任 命 権 者 は 、 当 該 地 方 公 共 団 体 の 定 年 退

職 者 等 を 、 従 前 の 勤 務 実 績 等 に 基 づ く 選 考 に よ り 、 一 年 職 者 等 を 、 従 前 の 勤 務 実 績 等 に 基 づ く 選 考 に よ り 、 一 年

を 超 え な い 範 囲 内 で 任 期 を 定 め 、 短 時 間 勤 務 の 職 （ 当 該 を 超 え な い 範 囲 内 で 任 期 を 定 め 、 短 時 間 勤 務 の 職 （ 当 該

職 を 占 め る 職 員 の 一 週 間 当 た り の 通 常 の 勤 務 時 間 が 、 常 職 を 占 め る 職 員 の 一 週 間 当 た り の 通 常 の 勤 務 時 間 が 、 常

時 勤 務 を 要 す る 職 で そ の 職 務 が 当 該 短 時 間 勤 務 の 職 と 同 時 勤 務 を 要 す る 職 で そ の 職 務 が 当 該 短 時 間 勤 務 の 職 と 同

種 の も の を 占 め る 職 員 の 一 週 間 当 た り の 通 常 の 勤 務 時 間 種 の も の を 占 め る 職 員 の 一 週 間 当 た り の 通 常 の 勤 務 時 間

に 比 し 短 い 時 間 で あ る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 採 用 に 比 し 短 い 時 間 で あ る も の を い う 。 第 三 項 及 び 次 条 第 二

す る こ と が で き る 。 項 に お い て 同 じ 。 ） に 採 用 す る こ と が で き る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 に つ い て は 、 前 条 第 ２ 前 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 の 任 期 に つ い て は 、

二 項 か ら 第 五 項 ま で の 規 定 を 準 用 す る 。 前 条 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 を 準 用 す る 。

３ （ 略 ） ３ （ 略 ）

第 二 十 八 条 の 六 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 本 文 の 規 定 に よ る 第 二 十 八 条 の 六 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 本 文 の 規 定 に よ る

ほ か 、 地 方 公 共 団 体 の 組 合 を 組 織 す る 地 方 公 共 団 体 の 任 ほ か 、 地 方 公 共 団 体 の 組 合 を 組 織 す る 地 方 公 共 団 体 の 任

命 権 者 に あ つ て は 当 該 地 方 公 共 団 体 が 組 織 す る 地 方 公 共 命 権 者 に あ つ て は 当 該 地 方 公 共 団 体 が 組 織 す る 地 方 公 共

団 体 の 組 合 の 定 年 退 職 者 等 を 、 地 方 公 共 団 体 の 組 合 の 任 団 体 の 組 合 の 定 年 退 職 者 等 を 、 地 方 公 共 団 体 の 組 合 の 任

命 権 者 に あ つ て は 当 該 地 方 公 共 団 体 の 組 合 を 組 織 す る 地 命 権 者 に あ つ て は 当 該 地 方 公 共 団 体 の 組 合 を 組 織 す る 地

方 公 共 団 体 の 定 年 退 職 者 等 を 、 従 前 の 勤 務 実 績 等 に 基 づ 方 公 共 団 体 の 定 年 退 職 者 等 を 、 従 前 の 勤 務 実 績 等 に 基 づ

く 選 考 に よ り 、 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 で 任 期 を 定 め 、 常 く 選 考 に よ り 、 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 で 任 期 を 定 め 、 常

時 勤 務 を 要 す る 職 に 採 用 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に 時 勤 務 を 要 す る 職 に 採 用 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に

お い て は 、 同 項 た だ し 書 の 規 定 を 準 用 す る 。 お い て は 、 同 項 た だ し 書 及 び 同 条 第 五 項 の 規 定 を 準 用 す

る 。

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

３ 前 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 に つ い て は 、 第 二 ３ 前 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 の 任 期 に つ い て は

十 八 条 の 四 第 二 項 か ら 第 五 項 ま で の 規 定 を 準 用 す る 。 、 第 二 十 八 条 の 四 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 を 準 用 す

る 。

（ 営 利 企 業 へ の 従 事 等 の 制 限 ） （ 営 利 企 業 へ の 従 事 等 の 制 限 ）

第 三 十 八 条 職 員 は 、 任 命 権 者 の 許 可 を 受 け な け れ ば 、 商 第 三 十 八 条 職 員 は 、 任 命 権 者 の 許 可 を 受 け な け れ ば 、 商

業 、 工 業 又 は 金 融 業 そ の 他 営 利 を 目 的 と す る 私 企 業 （ 以 業 、 工 業 又 は 金 融 業 そ の 他 営 利 を 目 的 と す る 私 企 業 （ 以

下 こ の 項 及 び 次 条 第 一 項 に お い て 「 営 利 企 業 」 と い う 。 下 こ の 項 及 び 次 条 第 一 項 に お い て 「 営 利 企 業 」 と い う 。

-
8

-

） を 営 む こ と を 目 的 と す る 会 社 そ の 他 の 団 体 の 役 員 そ の ） を 営 む こ と を 目 的 と す る 会 社 そ の 他 の 団 体 の 役 員 そ の

他 人 事 委 員 会 規 則 （ 人 事 委 員 会 を 置 か な い 地 方 公 共 団 体 他 人 事 委 員 会 規 則 （ 人 事 委 員 会 を 置 か な い 地 方 公 共 団 体

に お い て は 、 地 方 公 共 団 体 の 規 則 ） で 定 め る 地 位 を 兼 ね に お い て は 、 地 方 公 共 団 体 の 規 則 ） で 定 め る 地 位 を 兼 ね

、 若 し く は 自 ら 営 利 企 業 を 営 み 、 又 は 報 酬 を 得 て い か な 、 若 し く は 自 ら 営 利 企 業 を 営 み 、 又 は 報 酬 を 得 て い か な

る 事 業 若 し く は 事 務 に も 従 事 し て は な ら な い 。 た だ し 、 る 事 業 若 し く は 事 務 に も 従 事 し て は な ら な い 。

非 常 勤 職 員 （ 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 及 び 第 二 十 二

条 の 二 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ） に つ い て は

、 こ の 限 り で な い 。

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

（ 再 就 職 者 に よ る 依 頼 等 の 規 制 ） （ 再 就 職 者 に よ る 依 頼 等 の 規 制 ）

第 三 十 八 条 の 二 職 員 （ 臨 時 的 に 任 用 さ れ た 職 員 、 条 件 付 第 三 十 八 条 の 二 職 員 （ 臨 時 的 に 任 用 さ れ た 職 員 、 条 件 付

採 用 期 間 中 の 職 員 及 び 非 常 勤 職 員 （ 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 採 用 期 間 中 の 職 員 及 び 非 常 勤 職 員 （ 第 二 十 八 条 の 五 第 一

め る 職 員 を 除 く 。 ） を 除 く 。 以 下 こ の 節 、 第 六 十 条 及 び 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 を 除 く 。 ） を

第 六 十 三 条 に お い て 同 じ 。 ） で あ つ た 者 で あ つ て 離 職 後 除 く 。 以 下 こ の 節 、 第 六 十 条 及 び 第 六 十 三 条 に お い て 同

に 営 利 企 業 等 （ 営 利 企 業 及 び 営 利 企 業 以 外 の 法 人 （ 国 、 じ 。 ） で あ つ た 者 で あ つ て 離 職 後 に 営 利 企 業 等 （ 営 利 企

国 際 機 関 、 地 方 公 共 団 体 、 独 立 行 政 法 人 通 則 法 （ 平 成 十 業 及 び 営 利 企 業 以 外 の 法 人 （ 国 、 国 際 機 関 、 地 方 公 共 団

一 年 法 律 第 百 三 号 ） 第 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 行 政 執 行 法 体 、 独 立 行 政 法 人 通 則 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 百 三 号 ） 第

人 及 び 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 を 除 く 。 ） を い う 。 以 下 同 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 行 政 執 行 法 人 及 び 特 定 地 方 独 立 行

じ 。 ） の 地 位 に 就 い て い る 者 （ 退 職 手 当 通 算 予 定 職 員 で 政 法 人 を 除 く 。 ） を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 地 位 に 就 い て

あ つ た 者 で あ つ て 引 き 続 い て 退 職 手 当 通 算 法 人 の 地 位 に い る 者 （ 退 職 手 当 通 算 予 定 職 員 で あ つ た 者 で あ つ て 引 き

就 い て い る 者 及 び 公 益 的 法 人 等 へ の 一 般 職 の 地 方 公 務 員 続 い て 退 職 手 当 通 算 法 人 の 地 位 に 就 い て い る 者 及 び 公 益

の 派 遣 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 二 年 法 律 第 五 十 号 ） 第 十 的 法 人 等 へ の 一 般 職 の 地 方 公 務 員 の 派 遣 等 に 関 す る 法 律

条 第 二 項 に 規 定 す る 退 職 派 遣 者 を 除 く 。 以 下 「 再 就 職 者 （ 平 成 十 二 年 法 律 第 五 十 号 ） 第 十 条 第 二 項 に 規 定 す る 退

」 と い う 。 ） は 、 離 職 前 五 年 間 に 在 職 し て い た 地 方 公 共 職 派 遣 者 を 除 く 。 以 下 「 再 就 職 者 」 と い う 。 ） は 、 離 職

団 体 の 執 行 機 関 の 組 織 （ 当 該 執 行 機 関 （ 当 該 執 行 機 関 の 前 五 年 間 に 在 職 し て い た 地 方 公 共 団 体 の 執 行 機 関 の 組 織

附 属 機 関 を 含 む 。 ） の 補 助 機 関 及 び 当 該 執 行 機 関 の 管 理 （ 当 該 執 行 機 関 （ 当 該 執 行 機 関 の 附 属 機 関 を 含 む 。 ） の

に 属 す る 機 関 の 総 体 を い う 。 第 三 十 八 条 の 七 に お い て 同 補 助 機 関 及 び 当 該 執 行 機 関 の 管 理 に 属 す る 機 関 の 総 体 を

じ 。 ） 若 し く は 議 会 の 事 務 局 （ 事 務 局 を 置 か な い 場 合 に い う 。 第 三 十 八 条 の 七 に お い て 同 じ 。 ） 若 し く は 議 会 の

は 、 こ れ に 準 ず る 組 織 。 同 条 に お い て 同 じ 。 ） 若 し く は 事 務 局 （ 事 務 局 を 置 か な い 場 合 に あ つ て は 、 こ れ に 準 ず

特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 （ 以 下 「 地 方 公 共 団 体 の 執 行 機 関 る 組 織 。 同 条 に お い て 同 じ 。 ） 若 し く は 特 定 地 方 独 立 行
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の 組 織 等 」 と い う 。 ） の 職 員 若 し く は 特 定 地 方 独 立 行 政 政 法 人 （ 以 下 「 地 方 公 共 団 体 の 執 行 機 関 の 組 織 等 」 と い

法 人 の 役 員 （ 以 下 「 役 職 員 」 と い う 。 ） 又 は こ れ ら に 類 う 。 ） の 職 員 若 し く は 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 の 役 員 （ 以

す る 者 と し て 人 事 委 員 会 規 則 （ 人 事 委 員 会 を 置 か な い 地 下 「 役 職 員 」 と い う 。 ） 又 は こ れ ら に 類 す る 者 と し て 人

方 公 共 団 体 に お い て は 、 地 方 公 共 団 体 の 規 則 。 以 下 こ の 事 委 員 会 規 則 （ 人 事 委 員 会 を 置 か な い 地 方 公 共 団 体 に お

条 （ 第 七 項 を 除 く 。 ） 、 第 三 十 八 条 の 七 、 第 六 十 条 及 び い て は 、 地 方 公 共 団 体 の 規 則 。 以 下 こ の 条 （ 第 七 項 を 除

第 六 十 四 条 に お い て 同 じ 。 ） で 定 め る も の に 対 し 、 当 該 く 。 ） 、 第 三 十 八 条 の 七 、 第 六 十 条 及 び 第 六 十 四 条 に お

地 方 公 共 団 体 若 し く は 当 該 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 と 当 該 い て 同 じ 。 ） で 定 め る も の に 対 し 、 当 該 地 方 公 共 団 体 若

営 利 企 業 等 若 し く は そ の 子 法 人 （ 国 家 公 務 員 法 （ 昭 和 二 し く は 当 該 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 と 当 該 営 利 企 業 等 若 し

十 二 年 法 律 第 百 二 十 号 ） 第 百 六 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る く は そ の 子 法 人 （ 国 家 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百

子 法 人 の 例 を 基 準 と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の を 二 十 号 ） 第 百 六 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 子 法 人 の 例 を 基

い う 。 以 下 同 じ 。 ） と の 間 で 締 結 さ れ る 売 買 、 貸 借 、 請 準 と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の を い う 。 以 下 同 じ

負 そ の 他 の 契 約 又 は 当 該 営 利 企 業 等 若 し く は そ の 子 法 人 。 ） と の 間 で 締 結 さ れ る 売 買 、 貸 借 、 請 負 そ の 他 の 契 約

に 対 し て 行 わ れ る 行 政 手 続 法 （ 平 成 五 年 法 律 第 八 十 八 号 又 は 当 該 営 利 企 業 等 若 し く は そ の 子 法 人 に 対 し て 行 わ れ

） 第 二 条 第 二 号 に 規 定 す る 処 分 に 関 す る 事 務 （ 以 下 「 契 る 行 政 手 続 法 （ 平 成 五 年 法 律 第 八 十 八 号 ） 第 二 条 第 二 号

約 等 事 務 」 と い う 。 ） で あ つ て 離 職 前 五 年 間 の 職 務 に 属 に 規 定 す る 処 分 に 関 す る 事 務 （ 以 下 「 契 約 等 事 務 」 と い

す る も の に 関 し 、 離 職 後 二 年 間 、 職 務 上 の 行 為 を す る よ う 。 ） で あ つ て 離 職 前 五 年 間 の 職 務 に 属 す る も の に 関 し

う に 、 又 は し な い よ う に 要 求 し 、 又 は 依 頼 し て は な ら な 、 離 職 後 二 年 間 、 職 務 上 の 行 為 を す る よ う に 、 又 は し な

い 。 い よ う に 要 求 し 、 又 は 依 頼 し て は な ら な い 。

２ ～ ８ （ 略 ） ２ ～ ８ （ 略 ）

（ 人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況 の 公 表 ） （ 人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況 の 公 表 ）

第 五 十 八 条 の 二 任 命 権 者 は 、 次 条 に 規 定 す る も の の ほ か 第 五 十 八 条 の 二 任 命 権 者 は 、 次 条 に 規 定 す る も の の ほ か

、 条 例 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 毎 年 、 地 方 公 共 団 体 の 長 、 条 例 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 毎 年 、 地 方 公 共 団 体 の 長

に 対 し 、 職 員 （ 臨 時 的 に 任 用 さ れ た 職 員 及 び 非 常 勤 職 員 に 対 し 、 職 員 （ 臨 時 的 に 任 用 さ れ た 職 員 及 び 非 常 勤 職 員

（ 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 及 び 第 二 十 二 条 の 二 第 一 （ 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占

項 第 二 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ） を 除 く 。 ） の 任 用 、 人 め る 職 員 を 除 く 。 ） を 除 く 。 ） の 任 用 、 人 事 評 価 、 給 与

事 評 価 、 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 、 休 業 、 分 限 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 、 休 業 、 分 限 及 び 懲 戒 、 服

及 び 懲 戒 、 服 務 、 退 職 管 理 、 研 修 並 び に 福 祉 及 び 利 益 の 務 、 退 職 管 理 、 研 修 並 び に 福 祉 及 び 利 益 の 保 護 等 人 事 行

保 護 等 人 事 行 政 の 運 営 の 状 況 を 報 告 し な け れ ば な ら な い 政 の 運 営 の 状 況 を 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

。
２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ）
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附 則 附 則

（ 特 別 職 に 属 す る 地 方 公 務 員 に 関 す る 特 例 ）

（ 削 除 ） 第 三 条 第 三 項 各 号 に 掲 げ る 職 の ほ か 、 地 方 公 共 団 体 が2
1

、 緊 急 失 業 対 策 法 を 廃 止 す る 法 律 （ 平 成 七 年 法 律 第 五 十

四 号 ） の 施 行 の 際 現 に 失 業 者 で あ つ て 同 法 の 施 行 の 日 前

二 月 間 に 十 日 以 上 同 法 に よ る 廃 止 前 の 緊 急 失 業 対 策 法 （

昭 和 二 十 四 年 法 律 第 八 十 九 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 失 業 対 策

事 業 に 使 用 さ れ た も の 及 び 総 務 省 令 で 定 め る こ れ に 準 ず

る 失 業 （ 以 下 「 旧 失 業 対 策 事 業 従 事 者 」 と い う 。 ） に 就

業 の 機 会 を 与 え る こ と を 主 た る 目 的 と し て 平 成 十 三 年 三

月 三 十 一 日 ま で の 間 に 実 施 す る 事 業 の た め 、 旧 失 業 対 策

事 業 従 事 者 の う ち 、 公 共 職 業 安 定 所 か ら 失 業 者 と し て 紹

介 を 受 け て 雇 用 し た 者 で 技 術 者 、 技 能 者 、 監 督 者 及 び 行

政 事 務 を 担 当 す る 者 以 外 の も の の 職 は 、 特 別 職 と す る 。
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○ 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） （ 第 二 条 関 係 ）

（ 傍 線 部 分 は 今 回 改 正 部 分 ）

改 正 案 地 方 自 治 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 九 年 法 律 第

号 ） に よ る 改 正 後 の 規 定

（ 平 成 三 十 年 四 月 一 日 施 行 ）

第 二 百 三 条 の 二 普 通 地 方 公 共 団 体 は 、 そ の 委 員 会 の 非 常 第 二 百 三 条 の 二 普 通 地 方 公 共 団 体 は 、 そ の 委 員 会 の 委 員

勤 の 委 員 、 非 常 勤 の 監 査 委 員 、 自 治 紛 争 処 理 委 員 、 審 査 、 非 常 勤 の 監 査 委 員 そ の 他 の 委 員 、 自 治 紛 争 処 理 委 員 、

会 、 審 議 会 及 び 調 査 会 等 の 委 員 そ の 他 の 構 成 員 、 専 門 委 審 査 会 、 審 議 会 及 び 調 査 会 等 の 委 員 そ の 他 の 構 成 員 、 専

員 、 監 査 専 門 委 員 、 投 票 管 理 者 、 開 票 管 理 者 、 選 挙 長 、 門 委 員 、 監 査 専 門 委 員 、 投 票 管 理 者 、 開 票 管 理 者 、 選 挙

投 票 立 会 人 、 開 票 立 会 人 及 び 選 挙 立 会 人 そ の 他 普 通 地 方 長 、 投 票 立 会 人 、 開 票 立 会 人 及 び 選 挙 立 会 人 そ の 他 普 通

公 共 団 体 の 非 常 勤 の 職 員 （ 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 地 方 公 務 地 方 公 共 団 体 の 非 常 勤 の 職 員 （ 短 時 間 勤 務 職 員 を 除 く 。

員 法 第 二 十 二 条 の 二 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ） に 対 し 、 報 酬 を 支 給 し な け れ ば な ら な い 。

） に 対 し 、 報 酬 を 支 給 し な け れ ば な ら な い 。

② 前 項 の 者 に 対 す る 報 酬 は 、 そ の 勤 務 日 数 に 応 じ て こ れ ② 前 項 の 職 員 に 対 す る 報 酬 は 、 そ の 勤 務 日 数 に 応 じ て こ

を 支 給 す る 。 た だ し 、 条 例 で 特 別 の 定 め を し た 場 合 は 、 れ を 支 給 す る 。 た だ し 、 条 例 で 特 別 の 定 め を し た 場 合 は

こ の 限 り で な い 。 、 こ の 限 り で な い 。

③ 第 一 項 の 者 は 、 職 務 を 行 う た め 要 す る 費 用 の 弁 償 を 受 ③ 第 一 項 の 職 員 は 、 職 務 を 行 う た め 要 す る 費 用 の 弁 償 を

け る こ と が で き る 。 受 け る こ と が で き る 。

④ 普 通 地 方 公 共 団 体 は 、 条 例 で 、 第 一 項 の 者 の う ち 地 方 （ 新 設 ）

公 務 員 法 第 二 十 二 条 の 二 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 職 員 に 対

し 、 期 末 手 当 を 支 給 す る こ と が で き る 。

⑤ 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 の 額 並 び に そ の 支 給 方 法 ④ 報 酬 及 び 費 用 弁 償 の 額 並 び に そ の 支 給 方 法 は 、 条 例 で

は 、 条 例 で こ れ を 定 め な け れ ば な ら な い 。 こ れ を 定 め な け れ ば な ら な い 。

第 二 百 四 条 普 通 地 方 公 共 団 体 は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 第 二 百 四 条 普 通 地 方 公 共 団 体 は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長

及 び そ の 補 助 機 関 た る 常 勤 の 職 員 、 委 員 会 の 常 勤 の 委 員 及 び そ の 補 助 機 関 た る 常 勤 の 職 員 、 委 員 会 の 常 勤 の 委 員

（ 教 育 委 員 会 に あ つ て は 、 教 育 長 ） 、 常 勤 の 監 査 委 員 、 （ 教 育 委 員 会 に あ つ て は 、 教 育 長 ） 、 常 勤 の 監 査 委 員 、

議 会 の 事 務 局 長 又 は 書 記 長 、 書 記 そ の 他 の 常 勤 の 職 員 、 議 会 の 事 務 局 長 又 は 書 記 長 、 書 記 そ の 他 の 常 勤 の 職 員 、

委 員 会 の 事 務 局 長 若 し く は 書 記 長 、 委 員 の 事 務 局 長 又 は 委 員 会 の 事 務 局 長 若 し く は 書 記 長 、 委 員 の 事 務 局 長 又 は

-
1
2

-

委 員 会 若 し く は 委 員 の 事 務 を 補 助 す る 書 記 そ の 他 の 常 勤 委 員 会 若 し く は 委 員 の 事 務 を 補 助 す る 書 記 そ の 他 の 常 勤

の 職 員 そ の 他 普 通 地 方 公 共 団 体 の 常 勤 の 職 員 並 び に 短 時 の 職 員 そ の 他 普 通 地 方 公 共 団 体 の 常 勤 の 職 員 並 び に 短 時

間 勤 務 職 員 及 び 地 方 公 務 員 法 第 二 十 二 条 の 二 第 一 項 第 二 間 勤 務 職 員 に 対 し 、 給 料 及 び 旅 費 を 支 給 し な け れ ば な ら

号 に 掲 げ る 職 員 に 対 し 、 給 料 及 び 旅 費 を 支 給 し な け れ ば な い 。

な ら な い 。

② 普 通 地 方 公 共 団 体 は 、 条 例 で 、 前 項 の 者 に 対 し 、 扶 養 ② 普 通 地 方 公 共 団 体 は 、 条 例 で 、 前 項 の 職 員 に 対 し 、 扶

手 当 、 地 域 手 当 、 住 居 手 当 、 初 任 給 調 整 手 当 、 通 勤 手 当 養 手 当 、 地 域 手 当 、 住 居 手 当 、 初 任 給 調 整 手 当 、 通 勤 手

、 単 身 赴 任 手 当 、 特 殊 勤 務 手 当 、 特 地 勤 務 手 当 （ こ れ に 当 、 単 身 赴 任 手 当 、 特 殊 勤 務 手 当 、 特 地 勤 務 手 当 （ こ れ

準 ず る 手 当 を 含 む 。 ） 、 へ き 地 手 当 （ こ れ に 準 ず る 手 当 に 準 ず る 手 当 を 含 む 。 ） 、 へ き 地 手 当 （ こ れ に 準 ず る 手

を 含 む 。 ） 、 時 間 外 勤 務 手 当 、 宿 日 直 手 当 、 管 理 職 員 特 当 を 含 む 。 ） 、 時 間 外 勤 務 手 当 、 宿 日 直 手 当 、 管 理 職 員

別 勤 務 手 当 、 夜 間 勤 務 手 当 、 休 日 勤 務 手 当 、 管 理 職 手 当 特 別 勤 務 手 当 、 夜 間 勤 務 手 当 、 休 日 勤 務 手 当 、 管 理 職 手

、 期 末 手 当 、 勤 勉 手 当 、 寒 冷 地 手 当 、 特 定 任 期 付 職 員 業 当 、 期 末 手 当 、 勤 勉 手 当 、 寒 冷 地 手 当 、 特 定 任 期 付 職 員

績 手 当 、 任 期 付 研 究 員 業 績 手 当 、 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 業 績 手 当 、 任 期 付 研 究 員 業 績 手 当 、 義 務 教 育 等 教 員 特 別

当 、 定 時 制 通 信 教 育 手 当 、 産 業 教 育 手 当 、 農 林 漁 業 普 及 手 当 、 定 時 制 通 信 教 育 手 当 、 産 業 教 育 手 当 、 農 林 漁 業 普

指 導 手 当 、 災 害 派 遣 手 当 （ 武 力 攻 撃 災 害 等 派 遣 手 当 及 び 及 指 導 手 当 、 災 害 派 遣 手 当 （ 武 力 攻 撃 災 害 等 派 遣 手 当 及

新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 緊 急 事 態 派 遣 手 当 を 含 む 。 ） 又 は び 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 緊 急 事 態 派 遣 手 当 を 含 む 。 ） 又

退 職 手 当 を 支 給 す る こ と が で き る 。 は 退 職 手 当 を 支 給 す る こ と が で き る 。

③ （ 略 ） ③ （ 略 ）

第 二 百 四 条 の 二 普 通 地 方 公 共 団 体 は 、 い か な る 給 与 そ の 第 二 百 四 条 の 二 普 通 地 方 公 共 団 体 は 、 い か な る 給 与 そ の

他 の 給 付 も 法 律 又 は こ れ に 基 づ く 条 例 に 基 づ か ず に は 、 他 の 給 付 も 法 律 又 は こ れ に 基 づ く 条 例 に 基 づ か ず に は 、

こ れ を そ の 議 会 の 議 員 、 第 二 百 三 条 の 二 第 一 項 の 者 及 び こ れ を そ の 議 会 の 議 員 、 第 二 百 三 条 の 二 第 一 項 の 職 員 及

前 条 第 一 項 の 者 に 支 給 す る こ と が で き な い 。 び 前 条 第 一 項 の 職 員 に 支 給 す る こ と が で き な い 。

第 二 百 五 条 第 二 百 四 条 第 一 項 の 者 は 、 退 職 年 金 又 は 退 職 第 二 百 五 条 第 二 百 四 条 第 一 項 の 職 員 は 、 退 職 年 金 又 は 退

一 時 金 を 受 け る こ と が で き る 。 職 一 時 金 を 受 け る こ と が で き る 。
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地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

平成 29 年 5 月 9 日 

参議院総務委員会 
 
 政府は、次の事項について十分配慮すべきである。 

一 会計年度任用職員及び臨時的任用職員について、地方公共団体に対して発出する通知等

により再度の任用が可能である旨を明示すること。 

二 人材確保及び雇用の安定を図る観点から、公務の運営は任期の定めのない常勤職員を中

心としていることに鑑み、会計年度任用職員についても、その趣旨に沿った任用の在り

方の検討を引き続き行うこと。 

三 現行の臨時的任用職員及び非常勤職員から会計年度任用職員への移行に当たっては、不

利益が生じることなく適正な勤務条件の確保が行われるよう、地方公共団体に対して適

切な助言を行うとともに、厳しい地方財政事情を踏まえつつ、制度改正により必要とな

る財源の十分な確保に努めること。併せて、各地方公共団体において、育児休業等に係

る条例の整備のほか、休暇制度の整備が確実に行われるよう、地方公共団体に対して適

切な助言を行うこと。 

四 本法施行後、施行の状況について調査・検討を行い、その結果を踏まえて必要な措置を

講ずること。その際、民間部門における同一労働同一賃金の議論の動向を注視しつつ、

短時間勤務の会計年度任用職員に係る給付の在り方や臨時的任用職員及び非常勤職員に

係る公務における同一労働同一賃金の在り方に重点を置いた対応に努めること。 

 

 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

平成 29 年 4 月 13 日 

参議院総務委員会 
 

 政府は、本法施行に当たり、地方公務員の任用、勤務条件並びに福祉及び利益の保護等の

適正を確保するため、次の事項についてその実現に努めるべきである。 

一 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用について、地方公共団体に対して発出する

通知等により再度の任用が可能である旨を明示すること。 

二 人材確保及び雇用の安定を図る観点から、公務の運営は任期の定めのない常勤職員を中

心としていることに鑑み、会計年度任用職員についてもこの考え方に沿うよう、引き続

き任用の在り方の検討を行うこと。 

三 現行の臨時的任用職員及び非常勤職員から会計年度任用職員への移行に当たっては、不

利益が生じることなく適正な勤務条件の確保が行われなければならない。そのために地

方公共団体に対して適切な助言を行うとともに、制度改正により必要となる財源につい

てはその確保に努めること。また、各地方公共団体において休暇制度の整備及び育児休

業等に係る条例の整備が確実に行われるよう、地方公共団体に対して適切な助言を行う

こと。 

四 本法施行後、施行の状況について調査・検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を

講ずること。その際、民間における同一労働同一賃金の議論の推移を注視し、公務にお

ける同一労働同一賃金の在り方及び短時間勤務の会計年度任用職員に係る給付の在り方

について特に重点を置くこと。 

 右決議する。 
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追加参考資料  
（自治労作成） 

 

－ 160 －



－ 5 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加参考資料  
（自治労作成） 

 



[別紙] 

 

自治労が考える 

会計年度任用職員の給料・手当・休暇等 

 

 

① 任用 

 

「会計年度任用職員」については、フルタイムと短時間では給付体系が大きく異

なることから、フルタイム職員の任用を求めます。 

ア 新規の任用にあたっては、選考採用（面接・書類選考等）としこれまでと

同様の取り扱いとします。 

イ 再度の任用に関しては総務省のマニュアルにおいてもこれまで通りとさ

れていることから、同様の確認を行います。特に再度の任用に上限を設けて

いる場合は、その撤廃を求めます。 

ウ 職名については、「事務補助職員」、「○○専門職員」、「○○技能職員」、ま

たは「○○技術補助職員」など自治体の状況にあわせ確認します。 
 
 

② 賃金 

 

常勤職員との比較に基づく給与決定を求めます。 

給与に関する基本的考えは、国の非常勤職員の取り扱いに準じ、給付体系に関

わりなく、支給される給与（給料・手当・報酬等）は常勤職員との職務内容を踏

まえて均衡させることとし、基本賃金は、常勤職員と同一ルールでの運用（同一

給与表の適用、職務経験等（前歴換算））をふまえた基本賃金決定を求めます。 

 

  給料（または報酬の基本額※） 

ア 会計年度任用職員の給料（または報酬の基本額※）の決定にあたっては、

同一または類似の職の常勤職員と同一の給料表を適用することとし、類似の

職が存在しない場合は、行政職給料表（「行政職俸給表（一）」相当以下同じ）

を適用します。（調整額の適用を含む） 

イ 給料額の決定にあたっては、常勤職員の初任給決定に準じて基準となる

級・号給を定め、学歴・免許、職務経験等に基づき決定すること。なお職務

の級の決定にあたっては、再度の任用については任用が継続しているとして、

等級別基準職務表に掲げる各級の職務に応じ決定することとし、具体的には

以下によること。 

 

  



[別紙] 

 

自治労が考える 

会計年度任用職員の給料・手当・休暇等 

 

 

① 任用 

 

「会計年度任用職員」については、フルタイムと短時間では給付体系が大きく異

なることから、フルタイム職員の任用を求めます。 

ア 新規の任用にあたっては、選考採用（面接・書類選考等）としこれまでと

同様の取り扱いとします。 

イ 再度の任用に関しては総務省のマニュアルにおいてもこれまで通りとさ

れていることから、同様の確認を行います。特に再度の任用に上限を設けて

いる場合は、その撤廃を求めます。 

ウ 職名については、「事務補助職員」、「○○専門職員」、「○○技能職員」、ま

たは「○○技術補助職員」など自治体の状況にあわせ確認します。 
 
 

② 賃金 

 

常勤職員との比較に基づく給与決定を求めます。 

給与に関する基本的考えは、国の非常勤職員の取り扱いに準じ、給付体系に関

わりなく、支給される給与（給料・手当・報酬等）は常勤職員との職務内容を踏

まえて均衡させることとし、基本賃金は、常勤職員と同一ルールでの運用（同一

給与表の適用、職務経験等（前歴換算））をふまえた基本賃金決定を求めます。 

 

  給料（または報酬の基本額※） 

ア 会計年度任用職員の給料（または報酬の基本額※）の決定にあたっては、

同一または類似の職の常勤職員と同一の給料表を適用することとし、類似の

職が存在しない場合は、行政職給料表（「行政職俸給表（一）」相当以下同じ）

を適用します。（調整額の適用を含む） 

イ 給料額の決定にあたっては、常勤職員の初任給決定に準じて基準となる

級・号給を定め、学歴・免許、職務経験等に基づき決定すること。なお職務

の級の決定にあたっては、再度の任用については任用が継続しているとして、

等級別基準職務表に掲げる各級の職務に応じ決定することとし、具体的には

以下によること。 
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   行政職給料表適用の場合 

   （初任給）基準 1 級９号給（学歴区分高卒、選考採用の国公基準８号上位） 

（ただし、最低水準確保の観点から 1-13 未満となる場合、1-13 に位置付ける。） 

 

例１）大学卒業後現在の職に任用２年目（在職 12 月、再度の任用）の 

給料決定について 

   基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1の 9 

   調整号数 

     大学卒                     16 号  

     職務経験換算率 100/100（同職務従事）12 月/12×4＝4 号 

      計                      20 号  

        1 の 9 

       ＋  20 

           1 級 29 号給   185,800 円（2017 勧告後） 

      短時間勤務の職員の場合この金額に、各職員の週当たりの勤務時間を常

勤職員の勤務時間で除した数字を乗じて決定します。 

 

例２）高校卒業後現在の職に任用、10 年目（在職 108 月、再度の任用）の 

給料決定について 

      調整号数 

       職務経験換算率 100/100（同職務従事）  60 月/12×4＝20 号 

               〃            48 月/12×4＝16 号 

     ※ 国の取り扱いでは経験年数は、5年（60 月）以内は 12 月で、5年超は

18 月で除すこととされていますが、同種業務のため 12 月で除すことと

しています。同種業務以外でも自治体により、15 月や 12 月としている

ところもあります。 

       また、経験年数の端数計算は経験年数（12 月等で除した数）の時点で

行わず 4（号給に換算）ののち行うようにします。 

      （常勤職員の状況も再度点検してください） 

計    1 の 9 

             ＋  36 

              1 級 45 号給 

      ただし 9年（1級在級年数、在級期間表）以降 2級格付けとし、 

      2 級 13 号 213,600 円（2017 勧告後） 

      

      なお、国家公務員の非常勤職員に関し経験年数調整の上限としているの

は、少なくともこのあたりより上位で設定しているようです。 

常勤職員と同様の業務を行う職員も見受けられることから3級以降の格

付けについても具体的に検討します。（等級別基準職務表の改正も必要な場

合も有） 

  パートタイムの会計年度任用職員の報酬の具体的設定方法 

   報酬の設定にあたっては、常勤職員やフルタイムの会計年度任用職員との均衡

の観点から、報酬の基本額※（給料に相当する金額、法律用語ではありません）

に手当に相当する金額を加えて支給します。 

   具体的には、上記、例１）の場合で、1日 7時間 45 分で週 4日勤務の場合で 

地域手当６％支給地の場合 

   185,800×4/5＝148,640・・・・・・・148,640 円（円未満切り捨て） 

   148,640×1.06＝157,558.4・・・・・157,558 円 （    〃 ） 

  として決定します。 

   なお、特殊勤務手当なども同様とし、さらに、時間外勤務手当、退職手当等も

（追加）報酬として支給します。 

 

③ 手当 

任期が 6カ月以上（年間通算）の、すべての「会計年度任用職員」に「期末手

当」支給を求めます。 

期末手当は、常勤職員との権衡の観点から、現行 2.6 月の支給を最低限とす

るとともに、常勤職員との均等を基本に少なくとも以下の手当は必ず支給しま

す。 

   ・通勤手当（短時間勤務の職員は費用弁償） 

     常勤職員と同一の基準（上限など）ただし、自動車等の使用により通勤す

る者で勤務日数が月平均 10 日を下回る場合は 1/2 

   ・地域手当 

   ・特地勤務手当、へき地手当 

   ・特殊勤務手当（該当職種）、農林業普及指導手当 

   ・災害派遣手当 

   ・時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当 

   ・管理職手当、管理職特別勤務手当 

   ・期末手当  現行年間 2.6 月 6 月期 1.225 月 12 月期 1.375 月 

なお、再度の任用を除き、初めて任用された職員の 6月期の支

給は 30/100 を乗じる。在職期間別割合の計算に週（月）当たり

の勤務日数を考慮する必要はありません。 

   ・勤勉手当 （今回の地公法改正では、想定をしていないものの国の非常勤職

員に支給される（今後される）ことから、特に期末手当の 2.6

月支給を達成自治体は、積極的に取り組む） 

          （短時間職員は、期末手当の月数を増加させる） 

   ・退職手当 （支給要件を満たす者は確実に） 

 

   上記手当支給単組は以下の手当の支給も要求 

   ・寒冷地手当 

   ・扶養手当、住居手当、単身赴任手当 
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   行政職給料表適用の場合 

   （初任給）基準 1 級９号給（学歴区分高卒、選考採用の国公基準８号上位） 

（ただし、最低水準確保の観点から 1-13 未満となる場合、1-13 に位置付ける。） 

 

例１）大学卒業後現在の職に任用２年目（在職 12 月、再度の任用）の 

給料決定について 

   基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1の 9 

   調整号数 

     大学卒                     16 号  

     職務経験換算率 100/100（同職務従事）12 月/12×4＝4 号 

      計                      20 号  

        1 の 9 

       ＋  20 

           1 級 29 号給   185,800 円（2017 勧告後） 

      短時間勤務の職員の場合この金額に、各職員の週当たりの勤務時間を常

勤職員の勤務時間で除した数字を乗じて決定します。 

 

例２）高校卒業後現在の職に任用、10 年目（在職 108 月、再度の任用）の 

給料決定について 

      調整号数 

       職務経験換算率 100/100（同職務従事）  60 月/12×4＝20 号 

               〃            48 月/12×4＝16 号 

     ※ 国の取り扱いでは経験年数は、5年（60 月）以内は 12 月で、5年超は

18 月で除すこととされていますが、同種業務のため 12 月で除すことと

しています。同種業務以外でも自治体により、15 月や 12 月としている

ところもあります。 

       また、経験年数の端数計算は経験年数（12 月等で除した数）の時点で

行わず 4（号給に換算）ののち行うようにします。 

      （常勤職員の状況も再度点検してください） 

計    1 の 9 

             ＋  36 

              1 級 45 号給 

      ただし 9年（1級在級年数、在級期間表）以降 2級格付けとし、 

      2 級 13 号 213,600 円（2017 勧告後） 

      

      なお、国家公務員の非常勤職員に関し経験年数調整の上限としているの

は、少なくともこのあたりより上位で設定しているようです。 

常勤職員と同様の業務を行う職員も見受けられることから3級以降の格

付けについても具体的に検討します。（等級別基準職務表の改正も必要な場

合も有） 

  パートタイムの会計年度任用職員の報酬の具体的設定方法 

   報酬の設定にあたっては、常勤職員やフルタイムの会計年度任用職員との均衡

の観点から、報酬の基本額※（給料に相当する金額、法律用語ではありません）

に手当に相当する金額を加えて支給します。 

   具体的には、上記、例１）の場合で、1日 7時間 45 分で週 4日勤務の場合で 

地域手当６％支給地の場合 

   185,800×4/5＝148,640・・・・・・・148,640 円（円未満切り捨て） 

   148,640×1.06＝157,558.4・・・・・157,558 円 （    〃 ） 

  として決定します。 

   なお、特殊勤務手当なども同様とし、さらに、時間外勤務手当、退職手当等も

（追加）報酬として支給します。 

 

③ 手当 

任期が 6カ月以上（年間通算）の、すべての「会計年度任用職員」に「期末手

当」支給を求めます。 

期末手当は、常勤職員との権衡の観点から、現行 2.6 月の支給を最低限とす

るとともに、常勤職員との均等を基本に少なくとも以下の手当は必ず支給しま

す。 

   ・通勤手当（短時間勤務の職員は費用弁償） 

     常勤職員と同一の基準（上限など）ただし、自動車等の使用により通勤す

る者で勤務日数が月平均 10 日を下回る場合は 1/2 

   ・地域手当 

   ・特地勤務手当、へき地手当 

   ・特殊勤務手当（該当職種）、農林業普及指導手当 

   ・災害派遣手当 

   ・時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当 

   ・管理職手当、管理職特別勤務手当 

   ・期末手当  現行年間 2.6 月 6 月期 1.225 月 12 月期 1.375 月 

なお、再度の任用を除き、初めて任用された職員の 6月期の支

給は 30/100 を乗じる。在職期間別割合の計算に週（月）当たり

の勤務日数を考慮する必要はありません。 

   ・勤勉手当 （今回の地公法改正では、想定をしていないものの国の非常勤職

員に支給される（今後される）ことから、特に期末手当の 2.6

月支給を達成自治体は、積極的に取り組む） 

          （短時間職員は、期末手当の月数を増加させる） 

   ・退職手当 （支給要件を満たす者は確実に） 

 

   上記手当支給単組は以下の手当の支給も要求 

   ・寒冷地手当 

   ・扶養手当、住居手当、単身赴任手当 
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④ 各種休暇制度等  

 

 国の非常勤職員を最低限とし、特に地公育休法の早期の制度化を求めます。 

 

  最低限設けなければならない休暇等 

  ア 労働基準法に規定する休暇等 

・年次有給休暇（第 39 条） 

・産前産後休業（第 65 条） 

・育児時間（第 67 条） 

・生理休暇（第 68 条） 

※年次有給休暇の付与に係る「継続勤務」の要件については、「勤務の実態

に即して判断すべきものであるので、期間の定めのある労働契約を反復して

短時間労働者を使用する場合、各々の労働契約期間の終期と始期の間に短時

日の間隔を置いているとしても、必ずしも当然に継続勤務が中断されるもの

ではないことに留意すること」（平成 19 年 10 月１日付厚生労働省通知「短

時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行

について」）に沿った取扱いとしなければなりません。 

 

イ 育児・介護休業法 

 勤務期間等の条件を満たす会計年度任用職員にも適用 

 ・地方公務員に関する介護休業（介護休暇、第６１条） 

 ・短期の介護休暇（同条） 

 ・子の看護休暇 （同条） 

 ・所定外労働の免除の義務化、時間外労働の制限及び深夜労働の制限 

 

ウ 地方公務員育児休業法 

勤務期間等の条件を満たす会計年度任用職員にも適用 

（育児休業等の利用に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の

措置を講ずることも必要） 

 ・育児休業 

 ・部分休業（３歳まで） 

 

エ 国の非常勤職員に設けられている休暇（P.103～104参照） 

ⅰ 有給の休暇 

   年次休暇、公民権の行使、官公署への出頭、災害、 

   災害等による出勤困難・退勤途上危険回避、親族の死亡 

ⅱ 無給の休暇 

   産前・産後、保育時間、子の看護、短期の介護、介護、 

   生理日の就業困難、負傷又は疾病、骨髄移植 

 

 上記休暇のうち、無給の休暇についても、有給での休暇とすること。 

 また、夏季休暇、結婚休暇（国家公務員も検討中）さらにはリフレッシュ

休暇等に関しても常勤職員との均衡を求めます。 

 

 

⑤ その他の勤務条件  

 

ア 労働安全衛生法に基づく健康診断 

国の非常勤職員については、その勤務時間数が常勤職員の 1 週間の勤務時

間数の２分の１以上であり、６月以上継続勤務している場合は、健康診断及

びストレスチェックの実施が義務づけられ、６月以上の任期が定められてい

る者が６月以上継続勤務していない場合であっても、健康診断の実施が努力

義務とされています。 

 

イ 研修及び厚生福利 

会計年度任用職員については地方公務員法上の研修や厚生福利に関する規

定が適用されることから、会計年度任用職員の従事する業務の内容や業務に

伴う責任の程度に応じて、同様の対応が必要となります。 

 

ウ 共済、社会保険及び労働保険の適用 
 

ⅰ 地方公務員共済制度、公務災害補償制度（P.108～110参照） 

地方公務員等共済組合法及び地方公務員災害補償法に基づく地方公務

員災害補償基金が行う災害補償については、常時職員の勤務時間以上勤

務した日が 18 日以上ある月が、引き続いて 12 月を超えるに至った日以

後引き続き勤務する者は適用されます。（国家公務員の退職手当に関して

は、勤務した月が引き続いて６月を超えるに至った場合） 

要件に該当する会計年度任用職員について、確実な加入を求めます。

これらの法令等を適用しないために空白期間を設けることは改正法の趣

旨に沿わないとされていることに十分留意する必要があります。（→2018

年 3 月 27 日公務員部発出「会計年度任用職員制度の導入等に係る地方公

務員共済、公務災害補償及び退職手当の取扱いについて」も参照のこと） 

 

 ⅱ 厚生年金保険及び健康保険 

上記ⅰに該当しないフルタイムの会計年度任用職員については、厚生年

金保険及び健康保険が適用されることになります。 

短時間勤務の会計年度任用職員に係る社会保険の適用については、 

・ 週の所定労働時間が 20 時間以上であること 

・ 賃金の月額が 8.8 万円以上であること 

・ 雇用期間が１年以上見込まれること 
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④ 各種休暇制度等  

 

 国の非常勤職員を最低限とし、特に地公育休法の早期の制度化を求めます。 

 

  最低限設けなければならない休暇等 

  ア 労働基準法に規定する休暇等 

・年次有給休暇（第 39 条） 

・産前産後休業（第 65 条） 

・育児時間（第 67 条） 

・生理休暇（第 68 条） 

※年次有給休暇の付与に係る「継続勤務」の要件については、「勤務の実態

に即して判断すべきものであるので、期間の定めのある労働契約を反復して

短時間労働者を使用する場合、各々の労働契約期間の終期と始期の間に短時

日の間隔を置いているとしても、必ずしも当然に継続勤務が中断されるもの

ではないことに留意すること」（平成 19 年 10 月１日付厚生労働省通知「短

時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行

について」）に沿った取扱いとしなければなりません。 

 

イ 育児・介護休業法 

 勤務期間等の条件を満たす会計年度任用職員にも適用 

 ・地方公務員に関する介護休業（介護休暇、第６１条） 

 ・短期の介護休暇（同条） 

 ・子の看護休暇 （同条） 

 ・所定外労働の免除の義務化、時間外労働の制限及び深夜労働の制限 

 

ウ 地方公務員育児休業法 

勤務期間等の条件を満たす会計年度任用職員にも適用 

（育児休業等の利用に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の

措置を講ずることも必要） 

 ・育児休業 

 ・部分休業（３歳まで） 

 

エ 国の非常勤職員に設けられている休暇（P.103～104参照） 

ⅰ 有給の休暇 

   年次休暇、公民権の行使、官公署への出頭、災害、 

   災害等による出勤困難・退勤途上危険回避、親族の死亡 

ⅱ 無給の休暇 

   産前・産後、保育時間、子の看護、短期の介護、介護、 

   生理日の就業困難、負傷又は疾病、骨髄移植 

 

 上記休暇のうち、無給の休暇についても、有給での休暇とすること。 

 また、夏季休暇、結婚休暇（国家公務員も検討中）さらにはリフレッシュ

休暇等に関しても常勤職員との均衡を求めます。 

 

 

⑤ その他の勤務条件  

 

ア 労働安全衛生法に基づく健康診断 

国の非常勤職員については、その勤務時間数が常勤職員の 1 週間の勤務時

間数の２分の１以上であり、６月以上継続勤務している場合は、健康診断及

びストレスチェックの実施が義務づけられ、６月以上の任期が定められてい

る者が６月以上継続勤務していない場合であっても、健康診断の実施が努力

義務とされています。 

 

イ 研修及び厚生福利 

会計年度任用職員については地方公務員法上の研修や厚生福利に関する規

定が適用されることから、会計年度任用職員の従事する業務の内容や業務に

伴う責任の程度に応じて、同様の対応が必要となります。 

 

ウ 共済、社会保険及び労働保険の適用 
 

ⅰ 地方公務員共済制度、公務災害補償制度（P.108～110参照） 

地方公務員等共済組合法及び地方公務員災害補償法に基づく地方公務

員災害補償基金が行う災害補償については、常時職員の勤務時間以上勤

務した日が 18 日以上ある月が、引き続いて 12 月を超えるに至った日以

後引き続き勤務する者は適用されます。（国家公務員の退職手当に関して

は、勤務した月が引き続いて６月を超えるに至った場合） 

要件に該当する会計年度任用職員について、確実な加入を求めます。

これらの法令等を適用しないために空白期間を設けることは改正法の趣

旨に沿わないとされていることに十分留意する必要があります。（→2018

年 3 月 27 日公務員部発出「会計年度任用職員制度の導入等に係る地方公

務員共済、公務災害補償及び退職手当の取扱いについて」も参照のこと） 

 

 ⅱ 厚生年金保険及び健康保険 

上記ⅰに該当しないフルタイムの会計年度任用職員については、厚生年

金保険及び健康保険が適用されることになります。 

短時間勤務の会計年度任用職員に係る社会保険の適用については、 

・ 週の所定労働時間が 20 時間以上であること 

・ 賃金の月額が 8.8 万円以上であること 

・ 雇用期間が１年以上見込まれること 
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・ 学生でないこと 

の４要件を全て満たす短時間労働者については、全ての自治体において、

厚生年金保険及び健康保険の適用対象となります。 

なお、厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格については、「有期

の雇用契約又は任用が１日ないし数日の間を空けて再度行われる場合

においても、雇用契約又は任用の終了時にあらかじめ、事業主と被保険

者との間で次の雇用契約又は任用の予定が明らかであるような事実が

認められるなど、事実上の使用関係が中断することなく存続していると、

就労の実態に照らして判断される場合には、被保険者資格を喪失させる

ことなく取り扱う必要」（平成 26 年 1 月 17 日付厚生労働省通知「厚生

年金保険及び健康保険の被保険者資格に係る雇用契約又は任用が数日

空けて再度行われる場合の取扱いについて」）があるとされています。 

 

 ⅲ 災害補償 

     また、フルタイムの会計年度任用職員で 12 月までの任用の者及び短時

間勤務の会計年度任用職員は、労働者災害補償保険制度等により補償対

象となる者（労働基準法別表第１に掲げる事業に従事する者等）を除き、

公務災害補償等に関する自治体の条例によち補償されることとなります。 

   なお、自治体が定める条例は労働災害補償との均衡が求められること

は言うまでもありません。 

 

ⅳ 雇用保険 

      雇用保険については、以下の３つの要件を満たした場合、事業主は労働

者の雇用保険加入手続きを行わなければなりません。 

・ 一週間の所定労働時間が 20 時間以上であること 

・ 31 日以上継続して雇用される見込みであること 

・ 雇用保険の適用事業所に雇用されていること 

 なお、職員の退職手当に関する条例（案）の適用を受けるに至った場

合には、適用を受けるに至ったときから被保険者としないこととになり

ます。 

 

   エ その他 

会計年度任用職員は、一般職の地方公務員であることから、地公法第 52

条に定める、「職員団体」を結成するまたは加入することができます。 

また、人事委員会又は公平委員会に対して、給与、勤務時間その他の勤務

条件に関し措置の要求や不利益処分に関する審査を請求することができます。 
さらに、いわゆる「36 協定」をはじめとした、法令上の労使協定等の締結

の職場の労働者過半数要件等に含まれることにも留意してください。 
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法
・
服

務
規

律
等

の
新

た
な
仕

組
み

」
を
明

確
化

し
、
労

働
者

性
の

高
い
非

常
勤

職
員

は
一

般
職

非
常

勤
職

員
と
し
て
任

用
す
る
。
→
「
会

計
年

度
任

用
職

員
」
の

創
設

）
③

成
績

主
義

の
特
例

で
あ
る
臨

時
的

任
用

職
員

を
国

と
同

様
に
「
常

勤
職

員
の

代
替

（
フ
ル

タ
イ
ム
）
」
に
限

定
す
る
。

⇓
【
地

方
公

務
員

法
の

改
正

】

一
般

職
非

常
勤

職
員

（
会

計
年

度
任

用
職

員
）
に
つ
い
て
、
期

末
手

当
な
ど
の

手
当

が
支

給
で
き

る
よ
う
制

度
を
見

直
す
。

⇓
【
地

方
自

治
法

の
改

正
】
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３
．
総
務
省
に
よ
る
見
直
し
の
方
向
性

【
地

公
法

３
条

３
項

３
号

】

特
別

職
は

本
来

、
専

門
性

が
高

い
職

が
想

定
さ
れ

て
い
る
が

、
自

治
体

に
よ
っ
て
は
単

な
る
事

務
補

助
員

も
特

別
職
で
任

用
さ

れ
て
い
る
。

【
地

公
法

１
７
条
】

１
７
条
で
は

採
用

方
法

が
明

確
に

定
め
ら
れ

て
い
な
い
た
め
、
自

治
体

に
お
い
て
一

般
職

非
常

勤
職

員
と

し
て
任

用
し
て
い
な
い
ケ
ー
ス
が
あ

る
。 結
果

と
し
て
、
一

般
職

非
常

勤
職

員
と
し
て
の

任
用

が
進

ま
な
い
。

【
地

方
自

治
法

２
０
３
条

の
２
】

労
働

者
性

の
高

い
非

常
勤

職
員

に
期

末
手

当
な
ど
の

支
給

が
で
き
な
い
。

＜
任

用
上

の
問

題
意

識
＞

＜
処

遇
上

の
問

題
意

識
＞

①
特

別
職

非
常

勤
職

員
を
「
専

門
性

の
高

い
者

等
（
委

員
、
顧

問
等

）
」
に

限
定

す
る
。

②
一

般
職

非
常

勤
職

員
の

「
採

用
方

法
・
服

務
規

律
等

の
新

た
な
仕

組
み

」
を
明

確
化

し
、
労

働
者

性
の

高
い
非

常
勤

職
員

は
一

般
職

非
常

勤
職

員
と
し
て
任

用
す
る
。
→
「
会

計
年

度
任

用
職

員
」
の

創
設

）
③

成
績

主
義

の
特
例

で
あ
る
臨

時
的

任
用

職
員

を
国

と
同

様
に
「
常

勤
職

員
の

代
替

（
フ
ル

タ
イ
ム
）
」
に
限

定
す
る
。

⇓
【
地

方
公

務
員

法
の

改
正

】

一
般

職
非

常
勤

職
員

（
会

計
年

度
任

用
職

員
）
に
つ
い
て
、
期

末
手

当
な
ど
の

手
当

が
支

給
で
き

る
よ
う
制

度
を
見

直
す
。

⇓
【
地

方
自

治
法

の
改

正
】

４
．
地

公
法

、
自
治
法
改
正
の
主
な
内
容
（
20

17
年

5月
11

日
可
決
・
成
立
）

○
特

別
職

非
常

勤
職
員
の
任
用
要
件
の
厳
格
化
（
地

公
法

第
３
条

第
３
項

第
３
号

）
→
専

門
性

の
高

い
者

に
限

定
す
る
。
（
職

種
は

総
務

省
通

知
で
明

示
し
、
労

働
者

性
の

高
い
非

常
勤

職
員

は
会

計
年

度
任

用
職

員
へ

の
移

行
を
要

請
）

○
臨

時
的

任
用

職
員
の
任
用
要
件
の
厳
格
化
（
地
公

法
第

22
条

の
３
）

→
常

勤
の

職
に
欠

員
を
生

じ
た
場

合
に
限

定
す
る
。
任

期
の

更
新

は
1回

の
み

。
任

用
期

間
は

最
長

1年
。

勤
務

時
間

は
フ
ル

タ
イ
ム
の

み

○
会

計
年

度
任

用
職
員
に
係
る
規
定
の
新
設
（
地
公
法

第
22

条
の

２
）

→
一

般
職

の
非

常
勤

の
職

と
し
て
新

た
に
「
会

計
年

度
任

用
職

員
」
を
規
定

勤
務

時
間

は
フ
ル

タ
イ
ム
職

員
と
短

時
間

職
員

の
２
種

類
な
お
、
名

称
に
つ
い
て
は

各
自

治
体

で
設

定
が

可
能

○
給

付
体

系
の

変
更
（
地
方
自
治
法
第

20
3条

の
２
、
第

20
4条

）
→
 フ

ル
タ
イ
ム
の

会
計

年
度

任
用

職
員

に
対

し
て
給

料
・
旅

費
・
手

当
を
支

給
短

時
間

勤
務

の
会

計
年

度
任

用
職

員
に
対

し
て
報

酬
・
費

用
弁

償
・
期

末
手

当
を
支

給
で
き
る
こ
と
を
自

治
法

で
規

定

○
施

行
は

20
20

年
４
月

１
日
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５
．
法
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
①

特
別
職
非
常
勤
職
員

こ
れ
ま
で

（
根
拠
条
文

地
公

法
第
3
条
第
3
項
第
3
号
）

「
臨

時
又

は
非

常
勤

の
顧

問
、
参

与
、
調

査
員

、
嘱

託
員

及
び

こ
れ

ら
の

者
に
準

ず
る
者

の
職

」
に
つ

い
て
特

別
職

非
常

勤
職

員
と
し
て
任

用
が

可
能

。

☆
課

題
一

般
職

と
同

様
の
業

務
に
就

く
職

員
で
あ
っ
て

も
特

別
職

と
し
て
任

用
が

行
わ

れ
て
き
た
。

☆
任

期
は

１
年

以
内

、
再

度
の

任
用

可
能

☆
労

働
組

合
の

適
用

法
令

労
働

組
合

法
が

適
用

さ
れ

る
。

改
正

後
（
根
拠
条
文

地
公
法
第
3
条
第
3
項
第
3
号
）

新
た
に
「
専

門
的

な
知

識
経

験
又

は
識

見
を
有

す
る

者
が

就
く
職

」
等

の
要

件
が

加
わ

り
任

用
要

件
が

厳
格

化
さ
れ

、
特

別
職

非
常

勤
職

員
と
し
て
任

用
が

可
能

な
職

を
限

定
す
る
。

☆
こ
れ

ま
で
の

よ
う
な
一

般
職

と
同

様
の

業
務

に
つ

い
て
は

、
特

別
職

と
し
て
の

任
用

は
難

し
い
。

☆
任

期
は

１
年

以
内

、
再

度
の

任
用

は
可

能

☆
労

働
組

合
の

適
用

法
令

特
別

職
か

ら
一

般
職

へ
任

用
が

変
わ

る
こ
と
に
よ

り
地

公
法

に
基

づ
く
職

員
団

体
（
非

現
業

）
と
な
り
、

労
働

組
合

法
が

適
用

除
外

と
な
る
。
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５
．
法
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
①

特
別
職
非
常
勤
職
員

こ
れ
ま
で

（
根
拠
条
文

地
公

法
第
3
条
第
3
項
第
3
号
）

「
臨

時
又

は
非

常
勤

の
顧

問
、
参

与
、
調

査
員

、
嘱

託
員

及
び

こ
れ

ら
の

者
に
準

ず
る
者

の
職

」
に
つ

い
て
特

別
職

非
常

勤
職

員
と
し
て
任

用
が

可
能

。

☆
課

題
一

般
職

と
同

様
の
業

務
に
就

く
職

員
で
あ
っ
て

も
特

別
職

と
し
て
任

用
が

行
わ

れ
て
き
た
。

☆
任

期
は

１
年

以
内

、
再

度
の

任
用

可
能

☆
労

働
組

合
の

適
用

法
令

労
働

組
合

法
が

適
用

さ
れ

る
。

改
正

後
（
根
拠
条
文

地
公
法
第
3
条
第
3
項
第
3
号
）

新
た
に
「
専

門
的

な
知

識
経

験
又

は
識

見
を
有

す
る

者
が

就
く
職

」
等

の
要

件
が

加
わ

り
任

用
要

件
が

厳
格

化
さ
れ

、
特

別
職

非
常

勤
職

員
と
し
て
任

用
が

可
能
な
職

を
限

定
す
る
。

☆
こ
れ

ま
で
の

よ
う
な
一

般
職

と
同

様
の

業
務

に
つ

い
て
は

、
特

別
職

と
し
て
の

任
用

は
難

し
い
。

☆
任

期
は

１
年

以
内

、
再

度
の

任
用

は
可

能

☆
労

働
組

合
の

適
用

法
令

特
別

職
か

ら
一

般
職

へ
任

用
が

変
わ

る
こ
と
に
よ

り
地

公
法

に
基

づ
く
職

員
団

体
（
非

現
業

）
と
な
り
、

労
働

組
合

法
が

適
用

除
外

と
な
る
。

５
．
法
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
②

臨
時
的
任
用
職
員

こ
れ
ま
で

（
根

拠
条

文
地

公
法

第
2
2
条

第
２
～

７
項

）

緊
急

の
場

合
、
臨

時
の

職
に
関

す
る
場

合
、

採
用

候
補

者
名

簿
が

な
い
場

合
（
人

事
委

員
会

が
あ
る
自

治
体
）
に
任

用
が

可
能

☆
勤

務
時

間
フ
ル

タ
イ
ム
に
限

ら
ず
短

時
間

勤
務

で
も
臨

時
的

任
用

が
行

わ
れ

て
き
た
。

☆
任

期
は

6月
以

内
（
さ
ら
に

6月
以

内
で
１
回

更
新

可
能

）
で
最

長
１
年

改
正

後
（
根

拠
条

文
地

公
法

第
2
2
条

の
３
）

新
た
に
「
常

時
勤

務
を
要

す
る
職

に
欠

員
を
生

じ
た
場

合
」
の

要
件

が
加

わ
り
任

用
要

件
が

厳
格

化
さ
れ

た
。

☆
勤
務

時
間

新
た
な
要

件
の

追
加

に
伴

い
、
勤

務
形

態
は

フ
ル

タ
イ
ム
に
限

定

☆
任

期
は

6月
以

内
（
さ
ら
に

6月
以

内
で
１
回

更

新
可

能
）
で
最

長
１
年
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５
．
法
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
③

会
計
年
度
任
用
職
員

こ
れ
ま
で

一
般

職
の

非
常

勤
職

員
に
つ
い
て
は

地
公

法
第

17
条

を
任

用
根

拠
と
し
た
任

用
が

行
わ

れ
て
き

た
が

、
法

律
上

明
確

な
規

定
は

置
か

れ
て
い
な

か
っ
た
。

☆
課

題
明

確
な
一

般
職

非
常

勤
職

員
の

定
義

、
根

拠
規

定
が

存
在

し
な
い
こ
と
で
、
各

種
手

当
の

支
給

や
共

済
組

合
加

入
等

、
賃

金
・
労

働
条

件
の

改
善

を
困

難
な
も
の

と
し
て
き
た
。

☆
任

期
は

1年
以

内
、
再

度
の

任
用

は
可

能

改
正

後
（
根

拠
条

文
地

公
法

第
2
2
条

の
２
）

地
公

法
に
新

た
に
条

文
を
追

加
し
、
第

2
2
条

の
２

第
１
項

第
１
号

で
短

時
間

勤
務

の
会

計
年

度
任

用
職

員
、
第

1項
第

2号
で
フ
ル

タ
イ
ム

の
会

計
年

度

任
用

職
員

を
規

定
。

☆
勤
務

時
間

が
常

勤
の

職
員

よ
り
僅

か
で
も
短

か
け
れ

ば
短

時
間

職
員

と
な
る
。

フ
ル

タ
イ
ム
勤

務
職

員
と
短

時
間

勤
務

職
員

で
給

付
体

系
が

異
な
る
。

☆
任
期

は
会

計
年

度
の

範
囲

内
（
最

長
1年

）
、
再

度
の

任
用

は
可

能
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５
．
法
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
③

会
計
年
度
任
用
職
員

こ
れ
ま
で

一
般

職
の

非
常

勤
職

員
に
つ
い
て
は

地
公

法
第

17
条

を
任

用
根

拠
と
し
た
任

用
が

行
わ

れ
て
き

た
が

、
法

律
上

明
確

な
規

定
は

置
か

れ
て
い
な

か
っ
た
。

☆
課

題
明

確
な
一

般
職

非
常

勤
職

員
の

定
義

、
根

拠
規

定
が

存
在

し
な
い
こ
と
で
、
各

種
手

当
の

支
給

や
共

済
組

合
加

入
等

、
賃

金
・
労

働
条

件
の

改
善

を
困

難
な
も
の

と
し
て
き
た
。

☆
任

期
は

1年
以

内
、
再

度
の

任
用

は
可

能

改
正

後
（
根

拠
条

文
地

公
法

第
2
2
条

の
２
）

地
公

法
に
新

た
に
条

文
を
追

加
し
、
第

2
2
条

の
２

第
１
項

第
１
号

で
短

時
間

勤
務

の
会

計
年

度
任

用
職

員
、
第

1項
第

2号
で
フ
ル

タ
イ
ム

の
会

計
年

度

任
用

職
員

を
規

定
。

☆
勤

務
時

間
が

常
勤

の
職

員
よ
り
僅

か
で
も
短

か
け
れ

ば
短

時
間

職
員

と
な
る
。

フ
ル

タ
イ
ム
勤

務
職

員
と
短

時
間

勤
務

職
員

で
給
付

体
系

が
異

な
る
。

☆
任

期
は

会
計

年
度

の
範

囲
内

（
最

長
1年

）
、
再

度
の

任
用

は
可

能

５
．
法
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
④

給
付
体
系
の
変
更

こ
れ
ま
で

（
根

拠
条

文
地
方

自
治

法
２
０
３
条

の
２
、
地

方
自

治
法

2
0
4
条

）

非
常

勤
の

職
員

に
つ
い
て
は

、
報

酬
及

び
費

用
弁

償
の

支
給

と
さ
れ

、
手

当
は

支
給

す
る
こ
と
が

で
き
な
か

っ
た
。

改
正

後
（
根

拠
条

文
地

方
自

治
法

２
０
３
条

の
２
、
地

方
自

治
法

２
０
４
条
）

会
計

年
度

任
用

職
員

の
う
ち
、

【
フ
ル

タ
イ
ム
の

職
員

】
（
2
2
条

１
項

２
号

）
に
は

、
給

料
お

よ
び

旅
費

を
支

給
し
な
け

れ
ば

な
ら
な
い

。
各

種
手

当
が

支
給

で
き
る
。

【
短

時
間

勤
務

職
員

】
（
2
2
条

１
項

１
号

）
に
は

、
報

酬
を
支

給
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

費
用
弁

償
お
よ
び
期

末
手

当
が

支
給

で
き
る
。

フ
ル

タ
イ
ム

の
職

員
と
の

均
衡

の
観

点
か

ら
、
報

酬
額

の
決

定
に
あ
た
っ
て
は

、
地

域
手

当
や

職
務

関
連

手
当

に
相

当
す
る
額

を
含

め
る
こ
と
が

可
能

。
ま
た
、
給

料
・
報

酬
の

決
定

に
あ
た
っ
て
は

、
職

務
経

験
を
考

慮
す
る
。
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５
．
法
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
⑤

そ
の
他
の
変
更
点

○
条

件
付

採
用

採
用

に
つ
い
て
、
全

て
の

職
員

が
６
ヵ
月

の
条

件
付

採
用

と
な
る
こ
と
か

ら
、
会

計
年

度
任

用
職

員
に
つ
い
て
は

条
件

付
採

用
期

間
を
１
ヵ
月

と
規

定
（
地

公
法

第
22

条
お
よ
び
第

22
条

の
２
第

７
項

）
。
な
お
、
臨

時
的

任
用

は
条

件
付

採
用

の
対

象
外

（
変

更
な
し
）
。
（
地

公
法

第
15

条
の

２
）

○
営

利
企

業
へ

の
従
事
制
限

短
時

間
勤

務
の

会
計

年
度

任
用

、
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
、
任

期
付

短
時

間
勤

務
職

員
に
つ
い
て
は

従
事

制
限

の
対

象
外

と
変

更
。
た
だ
し
、
フ
ル

タ
イ
ム
の

会
計

年
度

任
用

職
員

で
あ
っ
て
も
、
任

命
権

者
の

許
可

を
受

け
れ

ば
可

能
。
（
地

公
法

第

38
条

第
１
項

）

○
空

白
期

間
会

計
年

度
任

用
職

員
の

採
用

（
再

度
の

任
用

含
む
）
ま
た
は

任
期

の
更

新
に
あ
た
っ
て
は

、
必

要
か

つ
十

分
な
任

期
を
定

め
る
も
の

と
し
、
必

要
以

上
に
短

い
任

期
を
定

め
る
こ
と
が

な
い
よ
う
と
す
る
旨

の
規

定
を
追

加
。
（
地

公
法

第
22

条
の

２
第

６
項

）

な
お
、
臨

時
的

任
用

職
員

を
含

め
空

白
期

間
に
対

す
る
考

え
方

は
20

14
年

通
知

等
を
踏

襲
。

○
臨

時
的

任
用

に
係
る
経
過
措
置

法
律

施
行

時
に
臨

時
的

任
用

の
任

期
中

の
職

員
に
つ
い
て
は

、
施

行
後

も
改

正
前

の
臨

時
的

任
用

に
係

る
規

定
が

適
用

さ
れ

る
（
常

時
勤

務
を
要

す
る
職

に
欠

員
を
生

じ
た
場

合
に
行

わ
れ

た
臨

時
的

任
用

に
限

る
）
。

（
附

則
第

３
条

）
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５
．
法
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
⑤

そ
の
他
の
変
更
点

○
条

件
付

採
用

採
用

に
つ
い
て
、
全

て
の

職
員

が
６
ヵ
月

の
条

件
付

採
用

と
な
る
こ
と
か

ら
、
会

計
年

度
任

用
職

員
に
つ
い
て
は

条
件

付
採

用
期

間
を
１
ヵ
月

と
規

定
（
地

公
法

第
22

条
お
よ
び
第

22
条

の
２
第

７
項

）
。
な
お
、
臨

時
的

任
用

は
条

件
付

採
用

の
対

象
外

（
変

更
な
し
）
。
（
地

公
法

第
15

条
の

２
）

○
営

利
企

業
へ

の
従
事
制
限

短
時

間
勤

務
の

会
計

年
度

任
用

、
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
、
任

期
付

短
時

間
勤

務
職

員
に
つ
い
て
は

従
事

制
限

の
対

象
外

と
変

更
。
た
だ
し
、
フ
ル

タ
イ
ム
の

会
計

年
度

任
用

職
員

で
あ
っ
て
も
、
任

命
権

者
の

許
可

を
受

け
れ

ば
可

能
。
（
地

公
法

第

38
条

第
１
項

）

○
空

白
期

間
会

計
年

度
任

用
職

員
の

採
用

（
再

度
の

任
用

含
む
）
ま
た
は

任
期

の
更

新
に
あ
た
っ
て
は

、
必

要
か

つ
十

分
な
任

期
を
定

め
る
も
の

と
し
、
必

要
以

上
に
短

い
任

期
を
定

め
る
こ
と
が

な
い
よ
う
と
す
る
旨

の
規

定
を
追

加
。
（
地

公
法

第
22

条
の

２
第

６
項

）

な
お
、
臨

時
的

任
用

職
員

を
含

め
空

白
期

間
に
対

す
る
考

え
方

は
20

14
年

通
知

等
を
踏

襲
。

○
臨

時
的

任
用

に
係
る
経
過
措
置

法
律

施
行

時
に
臨

時
的

任
用

の
任

期
中

の
職

員
に
つ
い
て
は

、
施

行
後

も
改

正
前

の
臨

時
的

任
用

に
係

る
規

定
が

適
用

さ
れ

る
（
常

時
勤

務
を
要

す
る
職

に
欠

員
を
生

じ
た
場

合
に
行

わ
れ

た
臨

時
的

任
用

に
限

る
）
。

（
附

則
第

３
条

）

（
参

考
）
任

用
の
移
行
の
概
念
図

（
※

図
の
例
に
よ
ら
な
い
場

合
も
あ
り
ま
す
）

11

特
別

職
非

常
勤

職
員

（
第

3条
3項

3号
）

臨
時
又
は
非
常
勤
の
顧
問

、
参
与
、
調
査
員
、
嘱
託

員
及
び
こ
れ
ら
の
者
に
準
ず
る
者
の
職

一
般

職
非

常
勤
職

員
（
第

17
条

）

職
員
の
職
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
任

命
権
者
は
、
採
用
、
昇
任

、
降
任
又
は
転
任
の
い
ず

れ
か
の
方
法
に
よ
り
、
職

員
を
任
命
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 臨
時

的
任

用
職

員
（
第

22
条

）

任
命
権
者
は
、
緊
急
の
場
合
、
臨
時
の
職
に
関
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、
6月

を
超

え
な
い
期

間
で
臨

時
的
任
用
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

現
行

の
地

方
公

務
員
法

で
の

位
置

づ
け

改
正

地
方

公
務

員
法

で
の

位
置

づ
け

特
別
職
非
常
勤
職
員

（
第

3条
3項

3号
）

専
門

的
な
知

識
経

験
又

は
識

見
を
有

す
る
者

が
就

く
職

と
し
て

明
示

し
職

を
限

定
す
る
。

任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員

会
計
年
度
任
用
職
員
を
新
設

（
第

22
条
の
２
）

第
１
項
１
号

短
時

間
勤

務
の

会
計

年
度

任
用

職
員

の
任

用
根

拠
を
明

示

第
１
項
２
号

フ
ル

タ
イ
ム
の

会
計

年
度

任
用

職
員

の
任

用
根

拠
を
明

示

臨
時
的
任
用
職
員

（
第

22
条
の
３
を
新
設
）

臨
時

的
任

用
職

員
は

欠
員

が
生

じ
た
場

合
に
限

定
。
フ
ル

タ
イ

ム
の
み
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12

６
．
法
改
正
に
よ
る
改
善
点
と
残

さ
れ

た
課

題

【
法
の
谷
間
の
問
題
が

半
歩
改
善
】

○
任

用
根

拠
の
明
確
化

→
特

別
職

非
常

勤
職

員
（
第

３
条

３
項

３
号

）
、
一

般
職

非
常

勤
職

員
（
第
１
７
条

）
は

、
任

用
根

拠
、
賃

金
、
手

当
の

定
め
が

あ
い

ま
い
で
あ
っ
た
が

、
会
計

年
度

職
員

の
新

設
に
よ
り
明

確
に
さ
れ

た
。

○
常

勤
職

員
並

み
の

手
当

の
支

給
→
地

方
自

治
法

の
改

正
に
よ
り
、
常

勤
職

員
と
勤

務
時

間
が

同
一

の
会

計
年

度
職

員
に
対

し
て
同

等
の

手
当

支
給

が
可

能
と

な
っ
た
。

○
再

度
の

任
用

→
新

設
の

会
計

年
度

職
員

は
再

度
の

任
用

（
更

新
）
が

可
能

で
あ
る
こ
と
が

前
提

と
さ
れ

て
い
る
。
（
参

議
院

に
お
け
る
総

務
省

公
務

員
部

長
答

弁
）

【
残
さ
れ
た
課
題
】

○
任

期
の

定
め

→
根

本
的

な
、
「
有

期
雇

用
」
⇒

「
期

限
の

定
め
の

な
い
任

用
」
は

改
善

さ
れ

て
お
ら
ず
、
一

会
計

年
度

内
の

任
用

で
あ
り
、
雇

用
安
定
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
。

○
会

計
年

度
職

員
間

の
格

差
→
新

設
の

会
計

年
度

職
員

の
う
ち
、
「
常

勤
職

員
と
勤

務
時

間
が

同
一

＝
フ
ル
タ
イ
ム
職

員
」
に
対

し
て
は

給
料

と
手

当
が

支
給

可
能

と
な
る
も
の

の
、
「
短

時
間

勤
務

の
会

計
年

度
任

用
職

員
」
は
、
報

酬
、
実

費
弁

償
に
期

末
手

当
の

み
が

支
給

対
象

と
さ
れ

、
格

差
が

生
じ
る
恐

れ
が

あ
る
。

○
労

働
者

の
法

的
効

力
低

下
→
第

３
条

の
特

別
職

非
常

勤
職

員
は

労
働

組
合

法
が

適
用

さ
れ

、
労

働
協

約
の

締
結

、
労

働
委

員
会

の
活

用
が

可
能

だ
っ
た
が

、
会

計
年

度
任

用
職

員
へ

の
移

行
に
よ
り
一

般
職

非
常

勤
職

員
と
な
り
、
労

働
協

約
締

結
権

が
失

わ
れ

る
こ
と
と
な
る
。
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７
.一

般
職

非
常
勤
職
員
を
引
き
続
き

17
条
を
根
拠
に
任
用
す
る
こ
と
の
是
非

国
会

答
弁

で
示

さ
れ

て
い
る
と
お
り
、
改

正
法

施
行

後
も
地

公
法

第
17

条
を
根

拠
と
し
て
会

計
年

度
任

用
職

員
で
な
い
一

般
職

非
常

勤
職

員
を
任

用
す
る
こ
と
は

法
律

上
可

能
。
し
か

し
、
下

記
の

理
由

か
ら
そ
の

任
用

は
適

当
で
は

な
い
。

１
．
会

計
年

度
任

用
職
員

で
な
い
一

般
職

非
常

勤
職

員
は

、
条

件
付

採
用

期
間

が
６
ヵ
月

（
会

計
年

度
任

用
職

員
は

１
ヵ
月

）
で
あ

る
こ
と
。

２
．
勤

務
時

間
が

常
勤
職

員
の

４
分

の
３
未

満
の

職
員

に
つ
い
て
は

、
期

末
手

当
が

支
給

で
き
な
い
こ
と
。

３
．
期

末
手

当
の

支
給
を
避

け
る
た
め
に
、
現

行
４
分

の
３
以

上
で
あ
る
職

員
を
４
分

の
３
未

満
の

勤
務

時
間

で
任

用
し
よ
う
と
す
る

自
治

体
が

で
る
こ
と
が
予

想
さ
れ

る
こ
と
。

４
．
１
７
条

任
用

の
一

般
職

非
常

勤
職

員
に
つ
い
て
は

、
空

白
期

間
に
つ
い
て
会

計
年

度
任

用
職

員
に
あ
る
よ
う
な
法

律
上

の
規

定
が

な
い
こ
と
。

５
．
引

き
続

き
法

の
想

定
を
超

え
た
脱

法
的

な
任

用
を
続

け
る
こ
と
と
な
り
、
自

治
体

の
脱

法
的

な
運

用
の

是
正

や
法

律
の

谷
間

置
か

れ
て
き
た
臨

時
・
非

常
勤

等
職

員
の

任
用

根
拠

の
整

備
及

び
処

遇
を
改

善
す
る
と
し
て
き
た
運

動
の

目
的

に
合

わ
な
い
こ

と
。
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（
総

務
省
作
成
「
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導
入
に
向
け
た
事
務
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

(第
１
版

)（
案
）
」
で
示
さ
れ
た
内
容
を
ふ
ま
え
第

1
版
を
補
強
）
 

2
0
1
7
年

9
月
／
自
治
労
本
部
総
合
労
働
局
・
総
合
公
共
民
間
局
作
成
 
 

※
総

務
省

、
各

地
方

自
治

体
、

臨
時

・
非

常
勤

の
欄

（
予
算
編
成
日
程
を
除
く
）
は
、
総
務
省
作
成
「
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
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導
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事
務
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マ
ニ
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ア
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１
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案
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・
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ッ

ク
オ

フ
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可
能
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な
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よ
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)
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予
算

要
求

措
置
 

(1
2

月 末)

 

予 算 案 閣 議 決 定

 

(１ 月 ～)

 

予 算 案 国 会 審 議
 

（
財

務
省

）
 

予
算

編
成

作
業

(８ 月)

 

概 算 要 求 基 準 の

 

決 定

 

(
総

務
省

) 
制

度
改

正
に

要
す

る
予

算
見

積
も

り
 

総
務

省
か

ら
財

務
省

へ
予

算
要

求
 

特
別

職
非

常
勤

職
員

の
任

用
の

適
性

確
保

に
向

け
た

検
討

 

臨
時

的
任

用
の

適
性

確
保

に
向

け
た

検
討

 

臨
時

・
非

常
勤

の
職

の
再

設
定

の
検

討
 

「
会

計
年

度
任

用
職

員
制

度
」
導

入
等

に
係

る
国

・
各

地
方

自
治

体
の

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
想

定
）
と

単
組

の
取

り
組

み
 

 
第

２
版

 
 

臨 時 ・ 非 常 勤 職 員 の 実 態 把 握

 

（ 人 事 当 局 に よ る 統 一 的 な 調 査 ）

 

労
働

組
合

と
の

協
議

 

  

○ 臨 時 ・ 非 常 勤 の 職 の 再 設 定

 
  

○ 会 計 年 度 任 用 職 員 の 任 用 ・

 

勤 務 条 件 等 の 確 定

 

会 計 年 度 任 用 職 員 の 募 集 開 始
 

財
政

所
要

額

(１ 月 中 旬)

 

予 算 案 庁 内 決 定

 

(２ ～ ３ 月)予 算 案 議 会 審 議

 

(９ ～ 1
2

月 ） 自 治 体 予 算 編 成 作 業 

(８ ～ ９ 月)各 部 局 予 算 要 求 

条 例 案 、 規 則 案 等

制 定 ・ 改 正 案 の 準

備

 

事
務
処
理

マ
ニ

ュ
ア
ル

(案
)提

示
、
自
治
体
等

の
意

見
照
会

(
7
/
1
4

ま
で
) 

ブ
ロ

ッ
ク

会
議

な

ど
諸

会
議

に
お

け

る
制

度
解

説
 

２ ０ ２ ０ 年 ４ 月 １ 日

 

改 正 法 施 行

 

全 国 人 事 委 員 会 事 務 局 長 会 議

全 国 人 事 担 当 課 長 、 市 町 村 課

長 会 議(マ ニ ュ ア ル の 説 明 等 ）

マ
ニ

ュ
ア

ル
(
第

2
版

)の
提

供
・

説
明

 

(９ ～ 1
2

月 ）

 

予 算 編 成 作 業 

(８ 月)

 

各 省 庁 予 算 要 求 

（
総

務
省

）
地

方
財

政
計

画
及

び
対

応
状

況
に

関
す

る
対

自
治

体
調

査
 

制
度

周
知

、
採

用
活

動
期

間
 

任
用

・
採

用

臨 時 ・ 非 常 勤 等 職 員 の

配 置 ・ 雇 用 状 況 把 握

 

臨
時

・
非

常
勤

等
職

員
の

組
織

化
、

組
合

加
入

の
取

り
組

み
促

進
 

配
置

、
雇

用
状

況
の

再
点

検
と

正
規

職
員

へ
の

配
置

転
換

の
促

進
、

「
同

一
労

働
・
同

一
賃

金
」
を

踏
ま

え
た

処
遇

改
善

 

 
 

 
 

労
組

法
適

用
単

組
は

労
働

契
約

法
1
8

条
(無

期
契

約
へ

の
転

換
)、

2
0

条
(不

合
理

な
労

働
条

件
の

格
差

禁
止

)、
パ

ー
ト

労
働

法
等

を
活

用
し

、
非

正
規

労
働

者
の

組
織

化
を

促
進

 

組
織
化
計

画
の

策
定

・
単
組

規
約

の
見

直
し
、
大

会
で

改
正
 

臨
時
・
非

常
勤

等
職
員

に
対

す
る

 
説

明
会
の

開
催

 

条
例

・
規

則
の

制
定

・
改

定
等

、
自

治
体

に
対

す
る

取
り

組
み

 

会
計

シ
ス

テ
ム

予
算

要
求

 

2
0
1
7
確

定
闘

争
時

～
「

労
使

交
渉

」
、

 
条

例
化

、
処

遇
改

善
の

取
り

組
み

 
2
0
1
8
確

定
闘

争
・

2
0
1
9
春

闘
、

 
処

遇
改

善
の

取
り

組
み

 

手
当

支
給

等
処

遇
改

善
に

む
け

た
対

自
治

体
予

算
要

求
 2
0
1
9
確

定
闘

争
で

処
遇

改
善

の
取

り
組

み
 

条
例

(
案

)
・

規
則

(案
)を

チ
ェ

ッ
ク

、
 

議
会

対
応

 

自
治

体
に

対
す

る
技

術
的

助
言

・
勧

告
等

 

臨
時

・
非

常
勤

等
職

員
の

組
織

化
（

組
合

加
入

）
の

取
り

組
み

強
化

 

非
正

規
労

働
者

 

組
織

化
（

組
合

加
入

）
の

促
進
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（
一

般
職

に
属

す
る
地

方
公

務
員

及
び
特

別
職

に
属

す
る
地

方
公

務
員

）
第

３
条

地
方

公
務

員
の

職
は

、
一

般
職

と
特
別
職
と
に
分
け
る
。

２
一

般
職

は
、
特

別
職

に
属

す
る
職

以
外
の
一
切
の
職
と
す
る
。

３
特
別
職
は
、
次
に
掲
げ
る
職
と
す
る
。

１
．
就

任
に
つ
い
て
公

選
又

は
地

方
公
共
団
体
の
議
会
の
選
挙
、
議
決
若
し
く
は
同
意
に
よ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
職

１
の

２
．
地

方
開

発
事

業
団

の
理

事
長
、
理
事
及
び
監
事
の
職

１
の

３
．
地

方
公

営
企

業
の

管
理

者
及
び
企
業
団
の
企
業
長
の
職

２
．
法

令
又

は
条

例
、
地

方
公

共
団

体
の
規
則
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
定
め
る
規
程
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
委

員
及

び
委

員
会

（
審

議
会

そ
の

他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
の
構
成
員
の
職
で
臨
時
又
は
非
常
勤
の
も
の

２
の

２
．
都

道
府

県
労

働
委

員
会

の
委
員
の
職
で
常
勤
の
も
の

３
．
臨

時
又

は
非

常
勤

の
顧

問
、
参

与
、
調
査
員
、
嘱
託
員
及
び
こ
れ
ら
の
者
に
準
ず
る
者
の
職

４
．
地

方
公

共
団

体
の

長
、
議

会
の

議
長
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
長
の
秘
書
の
職
で
条
例
で
指
定
す
る
も
の

５
．
非

常
勤

の
消

防
団

員
及

び
水

防
団
員
の
職

６
．
特

定
地

方
独

立
行

政
法

人
の

役
員

（
こ
の

法
律

の
適

用
を
受

け
る
地

方
公

務
員

）
第

４
条

こ
の

法
律

の
規

定
は

、
一

般
職

に
属
す
る
す
べ
て
の
地
方
公
務
員
に
適
用
す
る
。

２
こ
の

法
律

の
規

定
は

、
法

律
に
特

別
の
定
が
あ
る
場
合
を
除
く
外
、
特
別
職
に
属
す
る
地
方
公
務
員
に
は
適
用
し
な
い
。

（
任

命
の

方
法

）
第

１
７
条

職
員

の
職

に
欠

員
を
生

じ
た
場

合
に
お
い
て
は
、
任
命
権
者
は
、
採
用
、
昇
任
、
降
任
又
は
転
任
の
い
ず
れ
か
一
の

方
法
に
よ
り
、
職
員
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
条

件
附
採
用
及
び
臨
時
的
任
用
）

第
２
２
条

臨
時

的
任

用
又

は
非

常
勤

職
員

の
任
用
の
場
合
を
除
き
、
職
員
の
採
用
は
、
す
べ
て
条
件
附
の
も
の
と
し
、
そ
の
職

員
が

そ
の

職
に
お
い
て
6月

を
勤

務
し
、
そ
の
間
そ
の
職
務
を
良
好
な
成
績
で
遂
行
し
た
と
き
に
正
式
採
用
に
な
る
も
の
と
す

る
。
こ
の

場
合

に
お
い
て
、
人

事
委

員
会

は
、
条
件
附
採
用
の
期
間
を
1年

に
至
る
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
人

事
委

員
会

を
置

く
地

方
公

共
団

体
に
お
い
て
は
、
任
命
権
者
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
緊
急
の

場
合

、
臨

時
の

職
に
関

す
る
場

合
又

は
任
用
候
補
者
名
簿
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
6月

を
こ
え
な
い
期

間
で
臨

時
的

任
用

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
任
用
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得

て
、
6月

を
こ
え
な
い
期
間
で
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
再
度
更
新
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

３
前

項
の

場
合

に
お
い
て
、
人

事
委

員
会
は
、
臨
時
的
任
用
に
つ
き
、
任
用
さ
れ
る
者
の
資
格
要
件
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

４
人

事
委

員
会

は
、
前

2項
の

規
定

に
違

反
す
る
臨
時
的
任
用
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

５
人

事
委

員
会

を
置

か
な
い
地

方
公

共
団
体
に
お
い
て
は
、
任
命
権
者
は
、
緊
急
の
場
合
又
は
臨
時
の
職
に
関
す
る
場
合

に
お
い
て
は

、
6月

を
こ
え
な
い
期

間
で
臨
時
的
任
用
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
は
、
そ
の
任

用
を
6月

を
こ
え
な
い
期
間
で
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
再
度
更
新
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

６
臨

時
的

任
用

は
、
正

式
任

用
に
際

し
て
、
い
か
な
る
優
先
権
を
も
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。

７
前

5項
に
定

め
る
も
の

の
外

、
臨

時
的

に
任
用
さ
れ
た
者
に
対
し
て
は
、
こ
の
法
律
を
適
用
す
る
。

第
２
０
３
条

の
２

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
委
員
会
の
委
員
、
非
常
勤

の
監
査
委
員
そ
の
他
の
委
員
、
自
治
紛
争
処
理
委
員
、
審
査
会
、
審
議
会
及

び
調
査
会
等
の
委
員
そ
の
他
の
構
成
員
、
専
門
委
員
、
投
票
管
理
者
、
開
票

管
理
者
、
選
挙
長
、
投
票
立
会
人
、
開
票
立
会
人
及
び
選
挙
立
会
人
そ
の
他

普
通
地
方
公
共
団
体
の
非
常
勤
の
職
員
（
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）
に
対

し
、
報
酬
を
支
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
（
略
）

３
第
一
項
の
職
員
は
、
職
務
を
行
う
た
め
要
す
る
費
用
の
弁
償
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

４
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
方
法
は
、
条
例
で
こ
れ

を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
２
０
４
条

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
及
び
そ

の
補
助
機
関
た
る
常
勤
の
職
員
、
委
員
会
の
常
勤
の
委
員
（
教
育
委
員
会
に

あ
つ
て
は
、
教
育
長
）
、
常
勤
の
監
査
委
員
、
議
会
の
事
務
局
長
又
は
書
記

長
、
書
記
そ
の
他
の
常
勤
の
職
員
、
委
員
会
の
事
務
局
長
若
し
く
は
書
記
長
、

委
員
の
事
務
局
長
又
は
委
員
会
若
し
く
は
委
員
の
事
務
を
補
助
す
る
書
記
そ

の
他
の
常
勤
の
職
員
そ
の
他
普
通
地
方
公
共
団
体
の
常
勤
の
職
員
並
び
に

短
時
間
勤
務
職
員
に
対
し
、
給
料
及
び
旅
費
を
支
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
条
例
で
、
前
項
の
職
員
に
対
し
、
扶
養
手
当
、

地
域
手
当
、
住
居
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
、
通
勤
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
、

特
殊
勤
務
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を
含
む
。
）
、
へ
き

地
手
当
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を
含
む
。
）
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手

当
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
管
理

職
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
、
寒
冷
地
手
当
、
特
定
任
期
付
職
員
業
績

手
当
、
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
、
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
、
定
時
制

通
信
教
育
手
当
、
産
業
教
育
手
当
、
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
、
災
害
派
遣

手
当
（
武
力
攻
撃
災
害
等
派
遣
手
当
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事

態
派
遣
手
当
を
含
む
。
）
又
は
退
職
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
給
料
、
手
当
及
び
旅
費
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
方
法
は
、
条
例
で
こ
れ

を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
２
０
４
条

の
２

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
い
か
な
る
給
与
そ
の
他
の
給
付

も
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
条
例
に
基
づ
か
ず
に
は
、
こ
れ
を
そ
の
議
会
の

議
員
、
第
２
０
３
条
の
２
第
１
項
の
職
員
及
び
前
条
第
１
項
の
職
員
に
支
給
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
２
０
５
条

第
２
０
４
条
第
１
項
の
職
員
は
、
退
職
年
金
又
は
退
職
一
時
金

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
参

考
）

現
行

の
地

方
自

治
法

２
０
３
条

の
２
、
２
０
４
条

、
２
０
４
条

の
２
、
２
０
５
条

（
参
考
）

現
行
の
地
方
公
務
員
法

３
条

、
１
７
条

、
２
２
条
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2017 年 6 月 1 日 

自治労本部総合労働局 

総合公共民間局 

 

地方公務員法、地方自治法改正にかかる主なＱ＆Ａ 

 

 

 
 

１．法改正の内容に関する事項  

●Ｑ１ 報告書では非常勤職員の給付体系は一つだったにも関わらず法案では

分かれている理由は何か。 

Ａ１（政府答弁） パートタイム（短時間勤務）の会計年度任用職員につい

ては勤務形態も多種多様であることから職務に対する純粋な反対給付とし

ての報酬が適当であること、支給可能な手当を明確にすべきとする旨の意

見が自治体から多数あったため、フルタイムの会計年度任用職員と分けて

定めた。 

 

●Ｑ２ 報告書どおりに給付体系は一本化するべきではないか。 

Ａ２（政府答弁） 今後とも会計年度任用職員に係る適正な任用や勤務条件

の確保に取り組んでいき、支給すべき手当の範囲や制度全般の在り方など

も含めて検討を行う。 

 

●Ｑ３ 政府で進められている同一労働同一賃金の実現に向けた考え方はどの

ように反映されているのか。 

Ａ３（政府答弁） 賞与についての正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間

の不合理な待遇差の解消という方向性にも合致しているものと認識してい

る。 

 

●Ｑ４ 今回の法改正において、特別職非常勤職員は地公法第 3 条 3 項 3 号で

「専門な知識経験又は識見を有する者が就く職であって、総務省令で定め

る事務を行うものに限る。」としているが、具体的にはどのような職が考え

られるか。 

Ａ４（政府答弁） 特別職非常勤職員として任用された者は、専門的知識・

(注１)このＱ＆Ａは、法改正の国会質疑、総務省交渉などで確認された事項を自治労

本部でまとめたものであり、総務省が作成したものではありません。 

(注２)●は国会審議における質疑と政府答弁。（本部の考え）は現時点における自治

労本部の考え方をまとめたものです。 
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経験等を有すること、当該知識・経験等に基づき事務を行うこと、助言、

調査、診断又は総務省令で定める事務を行うことも三要件をすべて満たす

者が該当。職名は今後地方自治体に対して通知等で明示する予定。 

 

●Ｑ５ 今回の改正で常勤の職員から非常勤職員へ置き換わりが進むのではな

いか。 

Ａ５（政府答弁） 任期の定めのない常勤職員を中心とする公務の運営とい

う原則は維持されるべきもの。 

  任用根拠の適正化にあたっては、各地方公共団体において、臨時、非常

勤の職について検証を行い、その際、常勤職員と同様の業務を行う職が存

在することが明らかとなった場合には常勤職員や任期付職員の活用につい

て検討することが必要になる。 

(衆参両院の総務委員会で「公務の運営は任期の定めのない常勤職員を中心

としている。」と附帯決議されている。) 

 

●Ｑ６ 判例等で常勤職員と同様の扱いとされている勤務時間が４分の３以上

フルタイム未満の人が不利益を被ることにならないか。 

Ａ６（政府答弁） 現にフルタイムで任用されている人が財政上の制約を理

由としてパートタイム（短時間勤務）に移行することは今回の法改正の趣

旨に沿わないことを通知で自治体に示す。また、フルタイムの任用が可能

であることを法律上明記したので、フルタイム型の会計年度任用職員の積

極的な活用を検討するよう促進を図る。 

 (衆参両院の総務委員会で「会計年度任用職員への移行にあたっては、不利

益が生じることなく適正な労働条件の確保が行われなければならない。」と

附帯決議されている。) 

 

●Ｑ７ 一般職非常勤職員（会計年度任用職員）は再度の任用が可能か。 

Ａ７（政府答弁） 報告書では平等取扱いの原則や成績主義に下、客観的な

能力の実証を経て再度任用されることはあり得る。今回の制度の改正等に

伴いこれまでの取扱いが変わるものではないとされている。マニュアルな

どに記載し、各自治体に助言等を行っていく。 

 (衆参両院の総務委員会で「再度の任用が可能であることを明示する旨を明

示すること。」と附帯決議されている。) 

 

○Ｑ８ 7 時間 45 分に 1 分でも満たない勤務時間の場合は、短時間勤務の一般

職非常勤職員（会計年度任用職員）とされるのか。 

Ａ８（本部の考え） 総務省は「フルタイム＝常勤職員と 1 週間あたりの勤

務時間が同一」、「短時間職員＝常勤職員の 1 週間あたりの勤務時間に比し
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短い」と定義しており、常勤職員より勤務時間が短い非常勤職員はもちろ

ん、この間の判例における「勤務時間のおおむね 3/4 以上」とされるいわ

ゆる常勤的非常勤職員の多くが短時間勤務の一般職非常勤職員（会計年度

任用職員）に位置づけられることとなる。なお、常勤職員と一般職非常勤

の間における「同一労働・同一賃金」の実現を図るとともに、特にフルタ

イムと短時間職員の間については給与上の均衡を図る必要がある。 

 

●Ｑ９ 短時間勤務の一般職非常勤職員（会計年度任用職員）の報酬額の決定

の際に、在勤する地域や職務内容及び特殊性等を考慮することは可能か。 

Ａ９（政府答弁） パートタイム（短時間勤務）の会計年度任用職員の報酬

水準の決定に当たって、同種の職務に従事するフルタイムの会計年度任用

職員に係る給与決定の考え方との権衡に留意し、職務の内容や責任、在勤

する地域などを踏まえて定めることが適当。 

 

●Ｑ10 一般職非常勤職員（会計年度任用職員）と違い臨時的任用職員につい

ては空白期間について条文上に規定はないがどのように考えているのか。 

Ａ10（政府答弁） 会計年度任用職員について、自治体が任期を定める際に

職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとする配慮規定を明確に規

定しているところ。臨時的任用職員についても空白期間に関する考え方は

会計年度任用職員と同様。 

 

●Ｑ11 報告書ではいわゆる昇給もあり得るとされているが今回の制度改正で

はどのような扱いとなっているのか。 

Ａ11（政府答弁） 報告書では同一人が同一の職種に再度任用される場合で

あっても、職務内容や責任の度合い等が変更される場合には、異なる職へ

の任用であることから、給料額を変更することはあり得るとされている。

その際、必ずしも職名の変更が伴う場合に限られるものではないと考えて

いる。 

 

●Ｑ12 一般職非常勤職員（会計年度任用職員）が、肩書が付かなくても経験

を積んで責任ある仕事ができるようになれば、それに見合う昇給を行うこ

とは可能か 

Ａ12（政府答弁） 同一の職員が同一の職種に再度任用される場合であって

も、職務内容や責任の度合い等が変更される場合には、異なる職種への任

用であるので、給料額を変更することはあり得る。必ずしも職名の変更が

伴う場合に限られるものではない。 

 

○Ｑ13 フルタイムの一般職非常勤職員（会計年度任用職員）は共済に加入と
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なるのか？共済加入は 「フルタイム勤務が 18 日以上ある月が引き続き 12

月を超えるに至った者」となっているが、これまでも実質は継続して働い

ていても、1年ごとの任用ということで、ほとんどの臨時・非常勤等職員は

社会保険加入となっているが、一般職非常勤職員（会計年度任用職員）の

場合は取り扱いに変更があるのか？ 

Ａ13（本部の考え） 1 年ごとの任用であっても、上記要件で１年以上続け

て勤務して入れば共済に加入できるが、雇用の空白期間が１日でもあると

加入できないのが現在の共済制度。   

 

○Ｑ14 フルタイムの一般職非常勤職員（会計年度任用職員）が共済加入とな

った場合は雇用保険が適用されなくなるが、無期雇用でない一般職非常勤

職員（会計年度任用職員）にとっては雇用保険の失業給付がなるのは不利

ではないか？ 

Ａ14（本部の考え） 地方公務員は退職手当等により雇用保険給付を上回る

給付があることを前提に、雇用保険法７条６項で雇用保険の適用除外とさ

れており、そのため、自治体の条例その他において、退職手当法（国家公

務員）を最低基準として適切に規定を整備する必要がある。退職手当法で

は、雇用保険の給付を下回る場合でも、雇用保険相当額を支給することを

定めていることから、自治体においても適切に整備することが必要。なお、

退職手当等の給付が予定されない場合、雇用保険加入となる。 

単組としては、一般職非常勤職員（会計年度任用職員）にも退職手当が

支給されることを確認しておくべきであり、仮に支給されない場合は雇用

保険に確実に加入させるようにすべき。 

 

●Ｑ15 一般職非常勤職員（会計年度任用職員）に産前産後休暇、育休が取得

できるのか。 

Ａ15（高市総務大臣答弁）会計年度職員は、労働基準法の規定に基づき産前

産後休暇を取得することは可能。また、地方公務員育児休業法の規定に基

づき、一定の要件を満たす場合は条例で定めるところにより育児休業を取

得することも可能。産前産後休暇・育児休業の取得環境整備も男女雇用均

等法、育児・介護休業法の規定に基づき、地方公務員においても雇用管理

上の措置義務が規定されており、これも一般職非常勤職員（会計年度任用

職員）に適用される。 

 この点についても、取得にむけた環境が適切に整備されるよう、自治体向

けマニュアルで助言していく。 

 

●Ｑ16 一般職非常勤職員（会計年度任用職員）が、年度をまたいで産前産後

休暇、育児休業・介護休暇などを取得することは可能か。 
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社会保険加入となっているが、一般職非常勤職員（会計年度任用職員）の

場合は取り扱いに変更があるのか？ 

Ａ13（本部の考え） 1 年ごとの任用であっても、上記要件で１年以上続け

て勤務して入れば共済に加入できるが、雇用の空白期間が１日でもあると

加入できないのが現在の共済制度。   

 

○Ｑ14 フルタイムの一般職非常勤職員（会計年度任用職員）が共済加入とな

った場合は雇用保険が適用されなくなるが、無期雇用でない一般職非常勤

職員（会計年度任用職員）にとっては雇用保険の失業給付がなるのは不利

ではないか？ 

Ａ14（本部の考え） 地方公務員は退職手当等により雇用保険給付を上回る

給付があることを前提に、雇用保険法７条６項で雇用保険の適用除外とさ

れており、そのため、自治体の条例その他において、退職手当法（国家公

務員）を最低基準として適切に規定を整備する必要がある。退職手当法で

は、雇用保険の給付を下回る場合でも、雇用保険相当額を支給することを

定めていることから、自治体においても適切に整備することが必要。なお、

退職手当等の給付が予定されない場合、雇用保険加入となる。 

単組としては、一般職非常勤職員（会計年度任用職員）にも退職手当が

支給されることを確認しておくべきであり、仮に支給されない場合は雇用

保険に確実に加入させるようにすべき。 

 

●Ｑ15 一般職非常勤職員（会計年度任用職員）に産前産後休暇、育休が取得

できるのか。 

Ａ15（高市総務大臣答弁）会計年度職員は、労働基準法の規定に基づき産前

産後休暇を取得することは可能。また、地方公務員育児休業法の規定に基

づき、一定の要件を満たす場合は条例で定めるところにより育児休業を取

得することも可能。産前産後休暇・育児休業の取得環境整備も男女雇用均

等法、育児・介護休業法の規定に基づき、地方公務員においても雇用管理

上の措置義務が規定されており、これも一般職非常勤職員（会計年度任用

職員）に適用される。 

 この点についても、取得にむけた環境が適切に整備されるよう、自治体向

けマニュアルで助言していく。 

 

●Ｑ16 一般職非常勤職員（会計年度任用職員）が、年度をまたいで産前産後

休暇、育児休業・介護休暇などを取得することは可能か。 

－ 187 －
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Ａ16（高市総務大臣答弁）その取得要件を満たしている場合、任期の末日ま

で取得が可能。翌年度に再度任用された時は、あらためて取得することに

よって、年度をまたいでその休暇・休業を継続することができる。 

  一般職非常勤職員（会計年度任用職員）の任期が更新された場合、再度、

条件付採用期間を経ることとなるが、条件付採用期間中であることをもっ

てそれらの休暇・休業取得が妨げられるものではない。 

 

●Ｑ17 今回の制度改正に伴う経費について適切に地方財政計画に盛り込まれ

るべきと考えるが如何か。 

Ａ17（高市総務大臣答弁） 今般の制度改正によって必要となる財源につい

ては、今後、各自治体の対応などについて調査を行う必要はあると考えて

おり、地方自治体の実態も踏まえながら、地方財政措置についてもしっか

りと検討を行う。 

 

●Ｑ18 国の非常勤職員は、勤務時間によって給付体系は分けられているのか。 

Ａ18（政府答弁） 国における委員、顧問等以外の非常勤職員については、

期間業務職員とそれ以外の職員あるいはフルタイム、パートタイム（短時

間勤務）について、給与制度上、差は設けられていない。 

   

●Ｑ19 今回の法案が臨時・非常勤職員が置かれている実態を直視し改善をは

かる観点に立っている理解してよいか。 

Ａ19（政府答弁） この改正法案をもって、任用の適正化、処遇の改善に向

けてまず第一歩を踏み出したという形にできれば大変有り難いと思う。 

 

●Ｑ20 労働契約法第 18 条のような正規職員への転換制度を設けてはどうか。 

Ａ20（政府答弁） 能力実証の必要性から一定の期間継続のみをもって転換

することは困難。ただ、自治体によっては常勤教員の採用に当たって、臨

時的任用教員又は非常勤講師等としての勤務経験を考慮して一部試験を免

除している自治体もある。 

 

●Ｑ21 様々な検討課題が残されていることから本法施行までの間であっても

調査対応を行うべき。 

Ａ21（政府答弁） 制度の定着状況等を踏まえ、今後とも会計年度任用職員

に係る適正な任用や勤務条件の確保に向け、必要な見直しを実施。 

 

●Ｑ22 今回の制度改正について職員へしっかりと周知するべき。 

Ａ22（政府答弁） 現に任用されている臨時・非常勤職員に対する制度の周

知は、勤務条件をあらかじめ明示するという観点からも重要。自治体に示
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すマニュアルに現に任用されている臨時・非常勤職員に対し周知を行うべ

きことを記載する。 

 

 

２．自治体の対応に関する事項  

●Ｑ23 法律の趣旨を具体的にどんな形で自治体に通知するのか。 

Ａ23（政府答弁） この夏に向けて詳細なマニュアルを作成し、その中でし

っかりと記載する。 

 （総務省は改正法成立後、8 月末に予定している全国人事担当課長等会議

で運用通知・条例例・マニュアル・Ｑ＆Ａを示す予定にほか、9 月以降都

道府県ごとに説明会を開催する予定） 

 

●Ｑ24 一般職非常勤職員（会計年度任用職員）という名称を募集の際に必ず

使わなくてはならないのか。 

Ａ24（政府答弁） 実際の公募に際し、自治体が個々の職に対して具体的に

どのような呼称を用いるかについては、各自治体が適切に判断すべきもの

と考えている。 

 

●Ｑ25 自治体において、従来どおり地公法 17 条に基づく任用を行うことは可

能か。 

Ａ25（政府答弁） 地公法 17 条は今回の法改正でもそのまま残されており、

自治体において今までどおり地公法 17 条により臨時・非常勤職員を任用す

ることは違法ではない。ただし、勤務時間が常勤職員の３/４未満の職員は

期末手当が支給できないことのほか、条件付採用期間が 6ヶ月となる。 

 

○Ｑ26 自治体が、財政上の制約を理由にフルタイム雇用を短時間勤務に変更

したり、委託化を行うなどの懸念は？ 

Ａ26（本部の考え） そのような自治体側の対応はあり得ると考えており、

特に短時間勤務の一般職非常勤職員（会計年度任用職員）を活用しフルタ

イムを抑えようとする自治体又は経費が増えるなら委託化しようと考える

自治体が出ることが考えられる。一方で、この法改正を機に正規職員へ転

換しようとする自治体もあり得ると考える。 

  自治労としては国会答弁で「フルタイムの一般職非常勤職員（会計年度

任用職員）を積極的に活用すべき」との答弁を引き出しており、その方向

を追求するとともに、常勤職員、フルタイム及び短時間勤務の格差をなく

すとともに、特に一般職非常勤職員（会計年度任用職員）全体の労働条件

の底上げを図っていくことが重要と考えている。 

－ 188 －
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Ａ16（高市総務大臣答弁）その取得要件を満たしている場合、任期の末日ま

で取得が可能。翌年度に再度任用された時は、あらためて取得することに

よって、年度をまたいでその休暇・休業を継続することができる。 

  一般職非常勤職員（会計年度任用職員）の任期が更新された場合、再度、

条件付採用期間を経ることとなるが、条件付採用期間中であることをもっ

てそれらの休暇・休業取得が妨げられるものではない。 

 

●Ｑ17 今回の制度改正に伴う経費について適切に地方財政計画に盛り込まれ

るべきと考えるが如何か。 

Ａ17（高市総務大臣答弁） 今般の制度改正によって必要となる財源につい

ては、今後、各自治体の対応などについて調査を行う必要はあると考えて

おり、地方自治体の実態も踏まえながら、地方財政措置についてもしっか

りと検討を行う。 

 

●Ｑ18 国の非常勤職員は、勤務時間によって給付体系は分けられているのか。 

Ａ18（政府答弁） 国における委員、顧問等以外の非常勤職員については、

期間業務職員とそれ以外の職員あるいはフルタイム、パートタイム（短時

間勤務）について、給与制度上、差は設けられていない。 

   

●Ｑ19 今回の法案が臨時・非常勤職員が置かれている実態を直視し改善をは

かる観点に立っている理解してよいか。 

Ａ19（政府答弁） この改正法案をもって、任用の適正化、処遇の改善に向

けてまず第一歩を踏み出したという形にできれば大変有り難いと思う。 

 

●Ｑ20 労働契約法第 18 条のような正規職員への転換制度を設けてはどうか。 

Ａ20（政府答弁） 能力実証の必要性から一定の期間継続のみをもって転換

することは困難。ただ、自治体によっては常勤教員の採用に当たって、臨

時的任用教員又は非常勤講師等としての勤務経験を考慮して一部試験を免

除している自治体もある。 

 

●Ｑ21 様々な検討課題が残されていることから本法施行までの間であっても

調査対応を行うべき。 

Ａ21（政府答弁） 制度の定着状況等を踏まえ、今後とも会計年度任用職員

に係る適正な任用や勤務条件の確保に向け、必要な見直しを実施。 

 

●Ｑ22 今回の制度改正について職員へしっかりと周知するべき。 

Ａ22（政府答弁） 現に任用されている臨時・非常勤職員に対する制度の周

知は、勤務条件をあらかじめ明示するという観点からも重要。自治体に示
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すマニュアルに現に任用されている臨時・非常勤職員に対し周知を行うべ

きことを記載する。 

 

 

２．自治体の対応に関する事項  

●Ｑ23 法律の趣旨を具体的にどんな形で自治体に通知するのか。 

Ａ23（政府答弁） この夏に向けて詳細なマニュアルを作成し、その中でし

っかりと記載する。 

 （総務省は改正法成立後、8 月末に予定している全国人事担当課長等会議

で運用通知・条例例・マニュアル・Ｑ＆Ａを示す予定にほか、9 月以降都

道府県ごとに説明会を開催する予定） 

 

●Ｑ24 一般職非常勤職員（会計年度任用職員）という名称を募集の際に必ず

使わなくてはならないのか。 

Ａ24（政府答弁） 実際の公募に際し、自治体が個々の職に対して具体的に

どのような呼称を用いるかについては、各自治体が適切に判断すべきもの

と考えている。 

 

●Ｑ25 自治体において、従来どおり地公法 17 条に基づく任用を行うことは可

能か。 

Ａ25（政府答弁） 地公法 17 条は今回の法改正でもそのまま残されており、

自治体において今までどおり地公法 17 条により臨時・非常勤職員を任用す

ることは違法ではない。ただし、勤務時間が常勤職員の３/４未満の職員は

期末手当が支給できないことのほか、条件付採用期間が 6ヶ月となる。 

 

○Ｑ26 自治体が、財政上の制約を理由にフルタイム雇用を短時間勤務に変更

したり、委託化を行うなどの懸念は？ 

Ａ26（本部の考え） そのような自治体側の対応はあり得ると考えており、

特に短時間勤務の一般職非常勤職員（会計年度任用職員）を活用しフルタ

イムを抑えようとする自治体又は経費が増えるなら委託化しようと考える

自治体が出ることが考えられる。一方で、この法改正を機に正規職員へ転

換しようとする自治体もあり得ると考える。 

  自治労としては国会答弁で「フルタイムの一般職非常勤職員（会計年度

任用職員）を積極的に活用すべき」との答弁を引き出しており、その方向

を追求するとともに、常勤職員、フルタイム及び短時間勤務の格差をなく

すとともに、特に一般職非常勤職員（会計年度任用職員）全体の労働条件

の底上げを図っていくことが重要と考えている。 

－ 189 －
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（注：総務省は 5月 15 日の自治労との交渉で「フルタイムの職について、合

理的な理由がなく短い勤務時間を設定し、短時間勤務の一般職非常勤職員

（会計年度任用職員）として任用することは、改正法の趣旨に沿わないも

の」と回答している。） 

 

○Ｑ27 これまで臨時的任用職員（現地公法 22 条）であった者が、法改正によ

って 22 条の 3に基づき任用される職員は「常勤職員に欠員が生じた場合に

任用」されることからフルタイムのみとされたことにより、フルタイム勤

務ができない場合は、会計年度職員への移行を促すべきか。 

Ａ27（本部の考え） 現行の 22 条職員はフルタイムのみでしか任用されない

ため、今後一般職非常勤職員（会計年度任用職員）に移行していくと想定

している。今回の法改正において地公法 22 条職員のみ経過措置が設けられ

ているが、その理由は、常勤職員に欠員が生じその欠員補充のために常勤

職員を直ちに採用できない場合を想定しており、これは当然ながら年度を

越えることがあり得るため。したがって総務省は、現行の臨時的任用職員

は基本的には一般職非常勤職員（会計年度任用職員）に移行すべきものと

している。 

 

○Ｑ28 フルタイム一般職非常勤職員（会計年度任用職員）に支給対象とされ

る「手当」の範囲は？ 一般職非常勤職員（会計年度任用職員）は時間外

手当が支給できるのか。 

Ａ28（本部の考え） フルタイムの一般職非常勤職員（会計年度任用職員）

に支給できる手当は、法律上は「すべての手当」だが、総務省が支給を想

定しているのは期末手当、時間外手当、通勤手当、地域手当、職務に関連

する特殊手当であり、国の期間業務職員に支給されていない扶養手当等は

現時点では想定していない。 

 

○Ｑ29 短時間勤務の一般職非常勤職員（会計年度任用職員）の報酬に手当相

当分を含めて支給することは可能か 

Ａ29（本部の考え） 地域手当、特殊勤務手当などフルタイムの一般職非常

勤職員（会計年度任用職員）に支給される手当との権衡の観点から適正に

取り扱われるべきもの。 

 

○Ｑ30 期末手当の支給月数、支給割合、期間率等は何をめざすべきか。 

Ａ30（本部の考え） 常勤職員と同じ現行 2.6 月をめざすべき。その方向で

総務省対策を進める。短時間勤務の一般職非常勤職員（会計年度任用職員）

の場合、報酬に諸手当相当分を含めると、短時間勤務の一般職非常勤職員

（会計年度任用職員）の方が期末手当が多くなるのではないかと懸念され
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ることから、手当相当分を報酬に含めるもの・含めないものに分けるなど、

今後の報酬決定方法を見極めながら検討していく必要がある。 

（注：総務省は 5月 15 日の自治労との交渉で「期末手当の具体的な支給方法

については、常勤の職員や国の非常勤職員の取り扱いとの均衡などもふま

えつつ、また、制度の詳細についても検討し、マニュアル等で示したい。」

と回答している。） 

参考 ＜国家公務員の期末手当＞ 

 

○支給月数 一般の職員（国）で、６月期1.225月、12月期1.375月の年間2.6月。 

○期末手当の算定方法 

（給料 ＋ 扶養手当 ＋ 地域手当 ＋ 役職段階別加算額 ＋ 管理職加算額）× 期別支

給月数 × 在職期間別割合 

 ＊国家公務員行政職(一)の役職段階別加算割合は、 

   ８級以上 ２０％、７級・６級 １５％、５級・４級 １０％、３級 ５％ 

  国家公務員行政職(二)の役職段階別加算割合は、 

   ５級 １０％、４級・３級 ５％ 

 ＊在職期間別割合は、６箇月 ：１００分の１００ 

   ５箇月以上６箇月未満：  １００分の ８０ 

   ３箇月以上５箇月未満：   １００分の ６０ 

   ３箇月未満 ：            １００分の ３０ 

 

〇Ｑ31 一般職非常勤職員（会計年度任用職員）の勤務時間外手当の算出方法

は？ 

Ａ31（本部の考え） 時間外手当は当然支給すべきものであり、フルタイム

の一般職非常勤職員（会計年度任用職員）は時間外手当として支給すべき。

割増率は常勤職員の割増率でそれぞれの職員に割り振られた勤務時間を超

えた時点からとするよう要求すべき。 

  短時間勤務の一般職非常勤職員（会計年度任用職員）については、時間

外手当を追加報酬として支給できることを明確にするよう総務省に働きか

けたい。 

   

 

○Ｑ32 一般職非常勤職員（会計年度任用職員）（22 条の 2）、臨時的任用職員

（22 条の 3）の人事評価の取扱いは？ 

Ａ32（本部の考え） 2016 年 4 月 1 日施行の改正地公法で「すべての職員が

人事評価の対象」とされているが、通知あるいはマニュアルにおいて「簡

易的にできる」ことを明確にするように取り組む。人事評価は、再度の任

用にあたっての選考基準や常勤職員として採用される場合の選考要素とす

－ 190 －
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（注：総務省は 5月 15 日の自治労との交渉で「フルタイムの職について、合

理的な理由がなく短い勤務時間を設定し、短時間勤務の一般職非常勤職員

（会計年度任用職員）として任用することは、改正法の趣旨に沿わないも

の」と回答している。） 

 

○Ｑ27 これまで臨時的任用職員（現地公法 22 条）であった者が、法改正によ

って 22 条の 3に基づき任用される職員は「常勤職員に欠員が生じた場合に

任用」されることからフルタイムのみとされたことにより、フルタイム勤

務ができない場合は、会計年度職員への移行を促すべきか。 

Ａ27（本部の考え） 現行の 22 条職員はフルタイムのみでしか任用されない

ため、今後一般職非常勤職員（会計年度任用職員）に移行していくと想定

している。今回の法改正において地公法 22 条職員のみ経過措置が設けられ

ているが、その理由は、常勤職員に欠員が生じその欠員補充のために常勤

職員を直ちに採用できない場合を想定しており、これは当然ながら年度を

越えることがあり得るため。したがって総務省は、現行の臨時的任用職員

は基本的には一般職非常勤職員（会計年度任用職員）に移行すべきものと

している。 

 

○Ｑ28 フルタイム一般職非常勤職員（会計年度任用職員）に支給対象とされ

る「手当」の範囲は？ 一般職非常勤職員（会計年度任用職員）は時間外

手当が支給できるのか。 

Ａ28（本部の考え） フルタイムの一般職非常勤職員（会計年度任用職員）

に支給できる手当は、法律上は「すべての手当」だが、総務省が支給を想

定しているのは期末手当、時間外手当、通勤手当、地域手当、職務に関連

する特殊手当であり、国の期間業務職員に支給されていない扶養手当等は

現時点では想定していない。 

 

○Ｑ29 短時間勤務の一般職非常勤職員（会計年度任用職員）の報酬に手当相

当分を含めて支給することは可能か 

Ａ29（本部の考え） 地域手当、特殊勤務手当などフルタイムの一般職非常

勤職員（会計年度任用職員）に支給される手当との権衡の観点から適正に

取り扱われるべきもの。 

 

○Ｑ30 期末手当の支給月数、支給割合、期間率等は何をめざすべきか。 

Ａ30（本部の考え） 常勤職員と同じ現行 2.6 月をめざすべき。その方向で

総務省対策を進める。短時間勤務の一般職非常勤職員（会計年度任用職員）

の場合、報酬に諸手当相当分を含めると、短時間勤務の一般職非常勤職員

（会計年度任用職員）の方が期末手当が多くなるのではないかと懸念され
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ることから、手当相当分を報酬に含めるもの・含めないものに分けるなど、

今後の報酬決定方法を見極めながら検討していく必要がある。 

（注：総務省は 5月 15 日の自治労との交渉で「期末手当の具体的な支給方法

については、常勤の職員や国の非常勤職員の取り扱いとの均衡などもふま

えつつ、また、制度の詳細についても検討し、マニュアル等で示したい。」

と回答している。） 

参考 ＜国家公務員の期末手当＞ 

 

○支給月数 一般の職員（国）で、６月期1.225月、12月期1.375月の年間2.6月。 

○期末手当の算定方法 

（給料 ＋ 扶養手当 ＋ 地域手当 ＋ 役職段階別加算額 ＋ 管理職加算額）× 期別支

給月数 × 在職期間別割合 

 ＊国家公務員行政職(一)の役職段階別加算割合は、 

   ８級以上 ２０％、７級・６級 １５％、５級・４級 １０％、３級 ５％ 

  国家公務員行政職(二)の役職段階別加算割合は、 

   ５級 １０％、４級・３級 ５％ 

 ＊在職期間別割合は、６箇月 ：１００分の１００ 

   ５箇月以上６箇月未満：  １００分の ８０ 

   ３箇月以上５箇月未満：   １００分の ６０ 

   ３箇月未満 ：            １００分の ３０ 

 

〇Ｑ31 一般職非常勤職員（会計年度任用職員）の勤務時間外手当の算出方法

は？ 

Ａ31（本部の考え） 時間外手当は当然支給すべきものであり、フルタイム

の一般職非常勤職員（会計年度任用職員）は時間外手当として支給すべき。

割増率は常勤職員の割増率でそれぞれの職員に割り振られた勤務時間を超

えた時点からとするよう要求すべき。 

  短時間勤務の一般職非常勤職員（会計年度任用職員）については、時間

外手当を追加報酬として支給できることを明確にするよう総務省に働きか

けたい。 

   

 

○Ｑ32 一般職非常勤職員（会計年度任用職員）（22 条の 2）、臨時的任用職員

（22 条の 3）の人事評価の取扱いは？ 

Ａ32（本部の考え） 2016 年 4 月 1 日施行の改正地公法で「すべての職員が

人事評価の対象」とされているが、通知あるいはマニュアルにおいて「簡

易的にできる」ことを明確にするように取り組む。人事評価は、再度の任

用にあたっての選考基準や常勤職員として採用される場合の選考要素とす

－ 191 －
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ることが考えられる。 

 

○Ｑ33 今後国の期間業務職員に関する任用方法や給与体系が改正された場合

の総務省の対応は？ 

Ａ33（本部の考え） 国の期間業務職員は、5 月中にも内閣人事局が「各省

申し合わせ」を行う予定。その中で「勤勉手当はフルタイムだけでみると

かなりの職員に支給されている」ことに鑑み、まずは「①全職員に期末手

当を支給すること、②現在各省バラバラに行われている給与改定時期につ

いて、遅くとも国の給与改定の翌月までに行う」ことを申し合わせると聞

いている。 

  同一労働同一賃金の動向を受け、人事院が国の非常勤職員の給与改定の

指針見直しに動いており、「勤勉手当を支給する」方向で見直し素案を示す

可能性もある。 

  労働組合としては、地公法をさらに改正する取り組みが重要になる。一

方で「再任用職員との権衡」を言う自治体も出てくる可能性もある。 

 

３．労働組合の今後の取り組みに関する事項 

○Ｑ34 国会質疑における総務大臣答弁で、「地方財政計画の策定のため、地方

自治体が必要とする所要額を調査する」と答弁しているが、総務省調査の

時期と自治体単組での必要な対策は？ 

Ａ34（本部の考え） 地方財政計画を策定するのは３年後。事前の総務省調

査は、「現在フルタイムに支給されている分は除き、支給されていない所に

期末手当を支給すると所要額はいくらになるか」という調査になると答弁

している。現時点では総務省が調査しようといているのは期末手当だけで

あり、財政計画も、期末手当を実際に支給している部分を除いた計画と考

えている。調査時期も含め今後明らかとさせる必要がある。 

 

○Ｑ35 今回の法改正をうけ、自治体が整理すべき条例や規則はどのようなも

のが想定されるか。また、議会対策を行うポイントは何か。 

Ａ35（本部の考え） 基本的に、給料に関する規定を常勤・非常勤を分ける

必要はないのではないかと考えているが、総務省は、給与規程、運用に関

する規程などをマニュアルで示してくるのではないか。どこまで書くかよ

りもどこを書かせないかになる。 

  議会対策としては「人を雇うにはそれなりの費用が必要」という取り組

みが必要。 

 

○Ｑ36 臨時・非常勤職員の組織化にあたり組合費のチェックオフを可能とす
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るためには、会計システムにかかる予算要求に対し単組はいつ、何を取り

組めば良いか。 

Ａ36（本部の考え） 今後総務省に対し、給与の取り扱いに関する通知内容

を明らかにさせるとともに、まずは自治体単組において、地公法第 25 条２

項に基づき、条例でチェックオフが可能になっているかを点検してほしい。

そのうえで、臨時・非常勤職員のチェックオフが可能となるシステム改修

の要求を行うべき。要求する時期は 2017 賃金確定闘争期で間に合うと思う

が、当局の作業に遅れないよう早めの対応が必要。 

 

○Ｑ37 本部は、単組代表者会議での法改正の解説、県本部による全単組オル

グ、すべての自治体単組における非正規労働者に対する説明会等に活用で

きる資料としてどのようなものを準備するのか。 

Ａ37（本部の考え） ４月に開催した産別オルグ団会議で示したとおり、下

記の資料を県本部に提供する予定。  

 ①「解説資料Ａ」県本部が自治体単組に制度改正を説明するための資料（講

演映像と講演録・じちろうネットに５月に掲載） 

 ②「解説資料Ｂ」自治体単組が臨時・非常勤職員に制度改正を説明するた

めの資料（講演映像と説明資料・じちろうネットに７月に掲載） 

 ③総務省が作成する「条例制定や待遇改善にむけた自治体向け準備マニュ

アル」を踏まえた自治労の解説資料（8月） 

  各県本部はできるだけ速やかに単組代表者会議などを開催し、①法改正

の内容を解説し、②県本部による全単組オルグ、③すべての自治体単組に

おける非正規労働者に対する説明会の開催、④条例制定と雇用の確保、賃

金労働条件の維持・改善にむけた取り組みを提起していただきたい。 

 

○Ｑ38 今回の法改正をうけ、公共民間単組では何を取り組むべきか。 

Ａ38（本部の考え） 今回の法改正は公共民間職場で働く非正規労働者に法

的・直接の影響はないが、自治体関連職場で、職員に自治体職員に準拠し

た労働条件が適用されている場合、自治体の制度が変わることを根拠に、

非正規労働者の賃金、労働条件の改善を求めることが必要。 

  また、すでに施行されている労働契約法第 18 条を活用して有期雇用から

無期雇用への転換、労働契約法第 20 条や短時間勤務労働法を活用し、均等

待遇を求める取り組みを進めていただきたい。 

 
 

－ 192 －
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ることが考えられる。 

 

○Ｑ33 今後国の期間業務職員に関する任用方法や給与体系が改正された場合

の総務省の対応は？ 

Ａ33（本部の考え） 国の期間業務職員は、5 月中にも内閣人事局が「各省

申し合わせ」を行う予定。その中で「勤勉手当はフルタイムだけでみると

かなりの職員に支給されている」ことに鑑み、まずは「①全職員に期末手

当を支給すること、②現在各省バラバラに行われている給与改定時期につ

いて、遅くとも国の給与改定の翌月までに行う」ことを申し合わせると聞

いている。 

  同一労働同一賃金の動向を受け、人事院が国の非常勤職員の給与改定の

指針見直しに動いており、「勤勉手当を支給する」方向で見直し素案を示す

可能性もある。 

  労働組合としては、地公法をさらに改正する取り組みが重要になる。一

方で「再任用職員との権衡」を言う自治体も出てくる可能性もある。 

 

３．労働組合の今後の取り組みに関する事項 

○Ｑ34 国会質疑における総務大臣答弁で、「地方財政計画の策定のため、地方

自治体が必要とする所要額を調査する」と答弁しているが、総務省調査の

時期と自治体単組での必要な対策は？ 

Ａ34（本部の考え） 地方財政計画を策定するのは３年後。事前の総務省調

査は、「現在フルタイムに支給されている分は除き、支給されていない所に

期末手当を支給すると所要額はいくらになるか」という調査になると答弁

している。現時点では総務省が調査しようといているのは期末手当だけで

あり、財政計画も、期末手当を実際に支給している部分を除いた計画と考

えている。調査時期も含め今後明らかとさせる必要がある。 

 

○Ｑ35 今回の法改正をうけ、自治体が整理すべき条例や規則はどのようなも

のが想定されるか。また、議会対策を行うポイントは何か。 

Ａ35（本部の考え） 基本的に、給料に関する規定を常勤・非常勤を分ける

必要はないのではないかと考えているが、総務省は、給与規程、運用に関

する規程などをマニュアルで示してくるのではないか。どこまで書くかよ

りもどこを書かせないかになる。 

  議会対策としては「人を雇うにはそれなりの費用が必要」という取り組

みが必要。 

 

○Ｑ36 臨時・非常勤職員の組織化にあたり組合費のチェックオフを可能とす
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るためには、会計システムにかかる予算要求に対し単組はいつ、何を取り

組めば良いか。 

Ａ36（本部の考え） 今後総務省に対し、給与の取り扱いに関する通知内容

を明らかにさせるとともに、まずは自治体単組において、地公法第 25 条２

項に基づき、条例でチェックオフが可能になっているかを点検してほしい。

そのうえで、臨時・非常勤職員のチェックオフが可能となるシステム改修

の要求を行うべき。要求する時期は 2017 賃金確定闘争期で間に合うと思う

が、当局の作業に遅れないよう早めの対応が必要。 

 

○Ｑ37 本部は、単組代表者会議での法改正の解説、県本部による全単組オル

グ、すべての自治体単組における非正規労働者に対する説明会等に活用で

きる資料としてどのようなものを準備するのか。 

Ａ37（本部の考え） ４月に開催した産別オルグ団会議で示したとおり、下

記の資料を県本部に提供する予定。  

 ①「解説資料Ａ」県本部が自治体単組に制度改正を説明するための資料（講

演映像と講演録・じちろうネットに５月に掲載） 

 ②「解説資料Ｂ」自治体単組が臨時・非常勤職員に制度改正を説明するた

めの資料（講演映像と説明資料・じちろうネットに７月に掲載） 

 ③総務省が作成する「条例制定や待遇改善にむけた自治体向け準備マニュ

アル」を踏まえた自治労の解説資料（8月） 

  各県本部はできるだけ速やかに単組代表者会議などを開催し、①法改正

の内容を解説し、②県本部による全単組オルグ、③すべての自治体単組に

おける非正規労働者に対する説明会の開催、④条例制定と雇用の確保、賃

金労働条件の維持・改善にむけた取り組みを提起していただきたい。 

 

○Ｑ38 今回の法改正をうけ、公共民間単組では何を取り組むべきか。 

Ａ38（本部の考え） 今回の法改正は公共民間職場で働く非正規労働者に法

的・直接の影響はないが、自治体関連職場で、職員に自治体職員に準拠し

た労働条件が適用されている場合、自治体の制度が変わることを根拠に、

非正規労働者の賃金、労働条件の改善を求めることが必要。 

  また、すでに施行されている労働契約法第 18 条を活用して有期雇用から

無期雇用への転換、労働契約法第 20 条や短時間勤務労働法を活用し、均等

待遇を求める取り組みを進めていただきたい。 

 
 

－ 193 －



「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」成立についての 
書記長談話 

 

本日、「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案」が衆議院本会議で可決・

成立した。これは、総務省に設置された「地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の

任用等の在り方に関する研究会」の報告書（2016 年 12 月 27 日）を受け、地方公務員の臨

時・非常勤等職員の任用の明確化とともに、給付体系を見直し適正な勤務条件の確保を求め

ることを目的としたものである。現在、地方公務員の臨時・非常勤等職員は全国で 64 万人

を超え公共サービスの提供に欠かすことが出来ない存在となっているにもかかわらず、任用

根拠すらも明確な位置づけがなく、勤務条件の劣悪さから「官製ワーキングプア」とも称さ

れる状況におかれている。今回の改正は地方公務員法に初めて法律上その存在が明確に位置

付けられるものであり、課題の解決にむけた第一歩として評価できるものである。 

しかし、新たに位置づけられる一般職非常勤職員制度（会計年度任用職員）については、

任期を１会計年度内とするなど、雇用の安定につながるものではないこと、また短時間職員

の給付体系は、期末手当を支給できるとしたものの、給料・手当の対象とせず、引き続き報

酬・費用弁償の対象にとどめることとしている。このことは研究会報告や「働き方改革」全

般の議論からもかけ離れるものであり、不十分と言わざるを得ない。 

総務省は法律の改正を受け、約３年後の施行にむけて、通知や条例例および、運用にあた

ってのマニュアルの作成などの作業を進めることとなる。本部は各地方自治体に対しきめ細

やかな情報提供を求めるとともに、見直しにあたっては、①現在の勤務条件の低下を招かな

いこと②現在の職を改めて検証し任期の定めのない常勤職員への転換をはかること③非常

勤の職を置く場合にはフルタイムでの任用を積極的に進めること④再度の任用は最低限こ

れまで通りとし、制限を設けないこと⑤期末手当はすべての職員に支給すべきこと⑥短時間

職員の報酬の設定にあたっては、フルタイム職員に支給される手当を含めた賃金均衡をはか

ること⑦賃金決定にあたっては、職務経験・内容に応じ、前歴換算、昇給など適切に取り扱

うこと⑧職員の募集等にあたっては、各自治体の判断で名称を設定することができること⑨

期末手当の支給など処遇改善にかかる財源を地方財政計画等に適切に反映させることなど

を求め対応を強化するとともに、制度改正を契機としてすべての臨時・非常勤等職員の組織

化と、処遇改善にむけた交渉強化に組織の総力を挙げて取り組む。 

また、「同一労働・同一賃金」議論の推移や国の非常勤職員制度の動向を踏まえ、短時間

職員の給付体系のさらなる見直しや任期の定めのない本格的な短時間公務員制度の実現を

引き続き総務省に対し強く求めていく。 

さらに、特別職非常勤職員から一般職非常勤職員等に移行が進められることから、移行の

際に賃金・労働条件の切り下げなどの不当な提案があった場合には断固としてたたかうとと

もに、制限される労働基本権については自律的労使関係制度の速やかな措置にむけて取り組

みを強化しなければならない。 

本部はこれらの実現のため、連合・公務労協と連携しながら引き続き国会・政党・省庁対

策を進めるとともに、単組・県本部への情報提供や統一要求基準の設定、学習会等への支援

のための体制整備をはかり、抜本的な処遇の改善につながるよう全力で取り組んでいく。 
  
2017 年 5 月 11 日 

全日本自治団体労働組合 

書記長 福島 嘉人 
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